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【論文要旨】 
1. 問題意識と目的 
 本稿は、我が国法人所得の会計方法に関する規定、法人税法 22 条 4 項の問題を取り扱うもので

あり、その研究課題は、本規定のいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の有する認

識概念、つまりは税務会計上の収益及び原価・費用・損失が益金及び損金として算入されるタイミ

ングに関する概念を明確化することにある。 
 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準（いわゆる公正処理基準）については、その具体的

内容に関する見解の対立がみられ、立法から 50 年以上経過する現在においても、統一的見解が存

在しない状況にある。このことは、諸項目（収益及び原価・費用・損失）を法人所得の構成要素（益

金及び損金）に算入するための認識及び測定概念を曖昧にするものであり、法的安定性、及び、納

税者の予測可能性、ひいては、法人所得概念そのものに影響を及ぼす問題を指摘しうる。さらには、

この点から派生して、法人税法22条4項の性質、及び、法人税法74条1項（いわゆる確定決算主

義）の趣旨についても、議論の余地が残されている。 
 このように、法人税法22条4項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準については、

課税公平性を主要な目的とする税務会計において、検討必要性のある論点を有していると考えられ

る。そこで本稿では、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容として、そ

の有する認識概念に焦点を絞り、検討を試みた。 
 
2. 構成及び各章の要約 
本稿はおもに三編構成となっており、以下のように展開される。 
 第一編は、法人税法22条4項に関する立法趣旨解釈及び裁判例分析に基づき、一般に公正妥当

と認められる会計処理の基準の有する認識概念を検討する部分であり、第2章から第4章からなる。

第2章では、論点整理として、本規定の立法経緯及び先行研究を概観している。第3章では、本規

定の立法趣旨解釈に基づき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する意義について検

討している。第4章では、本規定に関する裁判例分析を行い、その有する認識概念を帰納的に検討

している。また、本章では、本章検討によって明確化されなかった部分の検討方法として、目的論

的解釈に基づくアメリカ合衆国との比較分析を提案している。 
 第二編は、上記提案に基づき、アメリカ合衆国における法人所得の会計方法を定めた規定、内国

歳入法典（I.R.C.） § 446を中心に、本規定のいう「発生主義（an accrual method）」の有する認

識概念を検討する部分であり、第5章から第7章からなる。第5章では、I.R.C. § 446について検

討、本規定の立法趣旨解釈及び裁判例分析から、その有する意義を概観している。第6章及び第7
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章では、その下位概念として位置づけられる規定、I.R.C. § 451(b)及び I.R.C. § 461(h)について検討、

アメリカ合衆国における法人所得の構成要素「総所得（gross income）」及び「所得控除（deductions）」
に係る諸項目の認識概念を体系的に整理している。 
 第三編は、アメリカ合衆国との比較分析に基づき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

の有する認識概念を検討する部分であり、第8章からなる。本章では、本稿第一編結論を検証対象、

第二編結論を比較対象とし、目的論的解釈に基づくアメリカ合衆国との比較分析より、一般に公正

妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念のうち、第4章検討によって明確化されなかっ

た部分の推論を試みている。 
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第1章 序説 

第1節 背景及び研究課題 

 本稿は、我が国租税法における法人所得の会計方法に関する規定 1、法人税法22条4項について

の問題を取り扱うものであり、その研究課題は、本規定のいう「一般に公正妥当と認められる会計

処理の基準」の有する認識概念、つまりは税務会計上の収益及び原価・費用・損失が益金及び損金

として算入されるタイミングに関する概念を明確化することにある。 

 税務会計とは、法人税法に従い、各事業年度の法人所得を計算することを目的とする会計である。

我が国法人税法の課税標準は、各事業年度の所得の金額であり、益金の額から損金の額を控除した

金額とされる 2。ここでいう益金の額とは、法人税法22条2項のもとで、別段の定めがあるものを

除き、収益の額 3、損金の額とは、法人税法22条3項のもとで、別段の定めがあるものを除き、原

価・費用・損失の額と定義される 4。そして、この収益及び原価・費用・損失は、法人税法22条4

項のもとで、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準 5」に従って計算される 6。つまり、税

務会計において、法人所得の会計方法を定めた法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認めら

れる会計処理の基準とは、同法2項及び3項により法人所得の構成要素に算入されるべきものとし

て峻別された諸項目を、いつ各構成要素に算入し、それらにどのような貨幣額を割り当てるのか、

という認識及び測定概念を有していることになる 7。 

法人税法22条4項とは、1965年法人税法全文改正に対するレビューを契機とした議論の末、1967

年税制改正において創設された規定である。そして、係る議論の主たる論点とは、課税所得と企業

利益との関係性であり、別段の定めがある項目以外の項目の認識時点の差異をどの程度まで縮小さ

せるかにある 8。その結果として定義されたのが税務会計独自の抽象的な文言「一般に公正妥当と

認められる会計処理の基準」である。 

 
1 本稿における租税法とは、特筆しない限り、法人税法を指す。 
2 法人税法22条1項参照。 
3 法人税法22条2項参照。ここでいう収益の額とは、法人税法22条2項のいう「資産の販売、有

償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引

以外のものに係る当該事業年度の収益の額」を指す。 
4 法人税法22条3項参照。ここでいう「原価・費用・損失」のいう原価とは、法人税法22条3項

1号のいう「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」、費用

とは、同法同条同項2号のいう「前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費そ

の他の費用の額」、損失とは、同法同条同項3号のいう「当該事業年度の損失の額で資本等取引以

外の取引に係るもの」を指す。 
5 法人税法22条4項参照。 
6 水野忠恒（2021）『大系租税法 第3版』中央経済社、461頁参照。水野忠恒教授は、この法人

所得の会計方法について、フローから一定の期間の利益を測定する「損益法」と表現している（同

上、461頁参照）。 
7 ここでいう認識とは、諸項目を法人所得の構成要素に算入すること、測定とは、所得の構成要素

に算入される諸項目に貨幣額を割り当てることをいう。 
8 この点については、第2章で詳述する。 
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 法人所得の会計方法としては、現金主義と発生主義が存在する 9。前者は、法人所得の構成要素

に係る諸項目を、収入及び支出時点で認識する会計方法、後者は、発生した期間に正しく割当てら

れるように認識する会計方法である。そして、現行法のもとでは、明文規定は存在しないものの、

一般に、発生主義に従うことが自明とされる 10。 

 このように、法人税法22条4項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準がその認識

概念として発生主義を有することは明らかである。しかしながら、その下位概念については、立法

経緯の複雑さ、及び、文言の抽象さゆえに曖昧な点が多い 11。本規定のその主たる論点を整理する

と、以下の3点であり、これら論点は、本規定立法から50年以上経過する現在においても、統一

的見解が見い出されていない状況にある。 

 第一の論点は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容についてである。

本文言については、大別して2つの見解が存在する。第一が本文言を「税務会計独自の観点から判

断すべきとする見解」、第二が「財務会計独自の観点から判断すべきとする見解」である。両見解の

相違点は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が企業利益の計算原理をそのまま受け入れ

るかどうかという点にあり、その有する認識概念を異にする。そして、このことは、いずれの見解

を支持するかにより、法人所得の算出結果に影響を及ぼすことを意味するものであるため、統一的

見解が存在しない現状は、法的安定性及び納税者の予測可能性の観点から、解消の必要性が指摘さ

れる。 

 第二の論点は、法人税法74条1項の趣旨についてである。本規定は、内国法人が確定した決算

に基づき所得の金額を記載した申告書を提出しなければならないことを定めた規定であり 12、その

趣旨については、狭義解釈と広義解釈が存在する。狭義解釈とは、本規定の趣旨として、「内部取引

のように、対外的には実現されるものでないものについては、株主総会の手続きを要件とすること

により、内部的なコントロールを期待すること 13」という「形式的意義」を有するとする見解であ

り、広義解釈とは、この形式的意義に加え「実質的意義」、すなわち「株主総会の承認等を得て確定

した決算の利益を基礎とし、法人税法の別段の定めによる一定の申告調整を行い、課税所得を計算

すること 14」を有するとする見解である。両見解の相違点は、実質的意義を有するかどうかにあり、

これは、別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益が一致するかどうか、つま

りは一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容の解釈に依存するものである。

 
9 金子宏（2019）『租税法 第23版』弘文堂、357頁参照。 
10 同上、358頁参照、水野忠恒（2021）前掲注6、469頁参照。 
11 水野忠恒（2021）前掲注6、465-466頁参照、鈴木一水（2015）「公正処理基準の再検討」『税務

会計研究』第26巻、119参照。 
12 法人税法74条1項参照。 
13 水野忠恒（2021）前掲注6、468頁。 
14 日本公認会計士協会（2010）「租税調査会研究報告第20号 会計基準のコンバージェンスと確

定決算主義」、6頁。 
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そのため、法人税法74条1項の趣旨についても、第一の論点に付随して統一的見解が見い出され

ていない現状にある。 

 第三の論点は、法人税法22条4項の性格についてである。この性格とは、水野忠恒教授が指摘

されるように、「第一に、この規定が基本規定か、あるいは補充規定かということであり、第二に、

この規定が、創設規定か、あるいは訓示規定か 15」ということであり、換言すれば、一般に公正妥

当と認められる会計処理の基準の有する認識及び測定概念が、法人所得の構成要素に係る諸項目の

性質から導出される会計方法（いわゆる権利確定主義の原則、及び、債務確定主義の原則）のそれ

と同義かどうか、そして、本規定の創設が法人所得の定義に変更を及ぼしたかどうかということで

ある。そして、第一の論点が解消されていない現状においては、当該論点もまた、統一的見解が見

い出されていない。 

 以上のとおり、法人税法22条4項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準について

は、その具体的内容が曖昧な状態にあり、ここから派生する論点も存在する点で、法的安定性及び

納税者の予測可能性、ひいては法人所得概念に影響を及ぼし得る問題を残している。そして、これ

らの論点は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識及び測定概念が明確化され

ることによって解消され得るものであるから、係る認識及び測定概念については、その検討必要性

が指摘される。そこで本稿では、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念に

焦点を絞り、その具体的内容についての検討を試みる。 

 

第2節 検討方法及び前提 

第1項 検討方法 

 本稿の目的は、我が国法人所得の会計方法を定めた法人税法22条4項のいう一般に公正妥当と

認められる会計処理の基準について、その有する認識概念を明確化することにある。そのため、本

稿検討方法については、三編構成とし、以下のように展開される。 

 第一編は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念について、法人税法22

条4項に関する立法趣旨解釈、及び、その展開として裁判例分析を行う部分であり、第2章から第

4章からなる。第2章では、論点整理として、本規定の立法経緯及び先行研究を概観する。第3章

では、立法趣旨解釈として、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する意義について検

討する。第4章では、第3章結論を踏まえて、裁判例分析に基づき、一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の有する益金及び損金に係る諸項目の認識概念を可能な限り具体化する。また、本

章では、本章検討により残された不明確部分の検討方法として、アメリカ合衆国との比較分析に基

づく推論を提案する。 

 
15 水野忠恒（2021）前掲注6、465頁。 
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 第二編は、推論における比較対象として、アメリカ合衆国における法人所得の会計方法を定めた

規定、I.R.C. § 446のもとでの認識概念を検討する部分であり、第5章から第7章からなる。第5

章では、立法趣旨解釈、及び、裁判例分析に基づき、本規定の有する意義を概観する。第6章及び

第7章では、本規定の下位概念として、アメリカ合衆国における法人所得の構成要素「総所得（gross 

income）」及び「所得控除（deductions）」に係る諸項目の認識概念を定めた規定、I.R.C. § 451(b)

及び I.R.C. § 461(h)の有する認識概念を検討する。 

 第三編は、我が国法人税法22条4項に関する推論として、アメリカ合衆国との比較分析を行う

部分であり、第8章からなる。本章では、検証対象を第一編結論、比較対象を第二編結論とし、一

般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念のうち、第一編結論で残された不明確

部分についての推論を行う。 

 

第2項 検討にあたっての前提 

 本稿では、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念について、上記検討方

法により明確な結論を提示するため、以下7点の前提を設けることとする。 

 第一は、本稿は、法人所得の会計方法を対象とするものであるため、我が国所得税法のもとでの

個人所得の会計方法を検討の対象外とする。ただし、アメリカ合衆国においては、法人所得の会計

方法が個人所得の会計方法と区別されていないため、この前提は適用されない。 

 第二は、本稿は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念について検討す

るものであるため、測定概念に関する検討については必要な範囲に留める。 

 第三は、本稿では、現行法のもとでの法人所得の会計方法を検討対象とするため、過去及び将来

志向的考察については必要な範囲に留める。 

 第四は、本稿では、我が国法人所得の会計方法が発生主義を採用することについては自明とし、

その定義を「益金及び損金に係るすべての項目は、その発生した期間に正しく割当てられるように

処理しなければならない。」とする。また、認識概念に関する文言について、概念レベル降順で「主

義・原則・要件・基準・指標」とする。そして、本稿において、「主義」とは、法人所得の構成要素

すべてに対応する認識概念、「原則」とは、各構成要素にのみ対応する認識概念、「要件」とは、原

則を捕捉するための認識概念、「基準」とは、要件を捕捉するための認識概念、「指標」とは、基準

を捕捉するための認識概念を指す 16。 

 第五は、本稿では、我が国法人税法22条4項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基

準を検討対象とするものであるため、法人税法22条2項及び3項のもとで、法人所得の構成要素

 
16 例えば、先行研究では、一般に、益金の認識概念として「権利確定主義」ないし「実現主義」、

損金の認識概念として「債務確定主義」ないし「発生主義」という文言が用いられる。ただし、こ

れらの文言は、各構成要素にのみ対応する原則に相当するものであり、構成要素すべてに対応する

主義と区別するため、本稿では、以下、前者を「権利確定主義の原則」ないし「実現主義の原則」、

後者を「債務確定主義の原則」ないし「発生主義の原則」と表現する。 
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に係る諸項目の性質から導出される導出される会計方法（いわゆる権利確定主義の原則、及び、債

務確定主義の原則）については議論しない。 

 第六は、本稿では、検討方法として、財務会計との比較分析を用いる。ただし、本稿は、租税法

律学の観点から検討を行うものであるため、会計基準等の財務会計上の素材については、そのもと

で存在する議論に立ち入ることはせず、これを固定された情報として利用することとする。 

 第七は、本稿でいう税務会計とは、法人税法21条及び22条より、各事業年度の法人所得を計算

することを目的とする会計とし、その位置づけについては、営利を目的とする企業を対象とする企

業会計の機能的分類の一つとして、財務諸表を通して企業の経営成績と財政状態を企業外部の利害

関係者に報告することを目的とする会計、財務会計と対比される 17。また、本稿では、租税法（法

人税法）については、税務会計において従うべき源泉とし、財務会計において従うべき源泉のすべ

てと対比される 18。 

 

第3節 用語の定義 

 本稿における用語の定義は、それぞれ図表1-1のとおりとする。 

  

 
17 この点については、伊藤邦雄教授の企業会計の機能的分類に基づくものである。同教授は、営利

を目的とする組織体を対象とする企業会計を、機能別に、財務会計・管理会計・税務会計に分類し

ている（伊藤邦雄（2020）「新・現代会計入門 第4版」日本経済新聞、47頁参照）。そして、同

教授によれば、財務会計とは、財務諸表を通して企業の経営成績と財政状態を企業外部の利害関係

者に報告することを目的とする会計、管理会計とは、企業内部の関係者に報告することを目的とし

た会計、税務会計を企業の課税標準となる法人所得を計算し、確定申告書を作成することを目的と

する会計とされる（同上、48-50頁参照）。 
18 ここでいう財務会計において従うべき源泉としては、企業会計原則、旧商法、会社法、金融商品

取引法、ASBJの公表した会計基準、公認会計士協会の公表した実務指針や「中小企業の会計に関

する指針」などが該当する。ただし、本稿では、これらの源泉が税務会計において従うべき源泉と

対比されるものとして位置づけられるため、それぞれの源泉を区別しないこととする。また、本稿

では、税務会計と財務会計との比較分析の際、それぞれの源泉の有する認識概念ないしは取扱いレ

ベルでの比較が行われるため、それぞれの源泉の抽象度の相違については考慮しないこととする。 
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図表1-1「用語の定義一覧」 

用語 定義 

税務会計 各事業年度の法人所得を計算することを目的とする会計 

法人所得 
法人税法の課税標準である「所得」 

（アメリカ合衆国においては「課税所得」を指す） 

法人所得の 

構成要素 

法人所得を構成する「益金」及び「損金」 

（アメリカ合衆国においては「総所得」及び「所得控除」を指す） 

構成要素に係る 

諸項目 
別段の定めがあるものを除き、収益及び原価・費用・損失 

別段の定め 当該規定以下の法人税法、法人税法施行令、法人税法施行規則 

算入 諸項目を構成要素として認識及び測定すること 

認識 諸項目を法人所得の構成要素に算入すること 

測定 認識される諸項目に貨幣額を割り当てること  

会計方法 各事業年度の法人所得を計算するための方法 

主義 法人所得の構成要素すべてに対応する認識概念 

原則 各構成要素にのみ対応する認識概念 

要件 「原則」を捕捉するための認識概念 

基準 「要件」を捕捉するための認識概念 

指標 「基準」を捕捉するための認識概念 

発生主義 諸項目を発生した期間に正しく割当てる認識及び測定概念 

（出典：筆者作成）  
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第2章 我が国法人税法22条4項に関する論点整理 

第1節 はじめに 

 本章では、法人所得の会計方法を定めた法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準について、その認識概念を検討する前に、論点整理として、規定の概要を整理する。

本章の主たる目的は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する解釈として、統一的見

解が見い出されていない現状を把握すること、そして、本稿第3章において立法趣旨解釈を行う際

の留意点を提示することにある。 

以上のことから、本章の全体の構成は次のとおりとする。まず、第 2 節では、法人税法 22 条 4

項の概要を概観する。次に、第 3 節では、本規定の立法経緯、第 4 節では、先行研究を整理する。

最後に、第5節では、論点整理として、これまでに概観した内容を踏まえ、本稿第3章において立

法趣旨解釈を行うための留意点を提示する。 

 

第2節 規定の概要 

我が国において、内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事

業年度の所得の金額であり 19、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金

額と定義される 20。そして、当該事業年度の益金の額、及び、損金の額は、それぞれ法人税法 22

条2項、3項のもとで、以下のように定義される 21。 

 

「各事業年度の所得の金額の計算の通則」 

「法人税法22条2項」 

「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金

額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役

務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業

年度の収益の額とする。22」 

 

「法人税法22条3項」 

「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金

額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 

1. 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価

の額 

 
19 法人税法21条参照。 
20 法人税法22条1項参照。 
21 法人税法22条2項。 
22 法人税法22条3項。 
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2. 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用（償

却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）

の額 

3. 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの 23」 

 

そして、本稿の中心となる法人税法 22 条 4 項は、法人所得の会計方法に関する規定として、以

下のように定められる。 

 

 「法人税法22条4項」 

「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあ

るものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとす

る。24」 

 

このように、我が国法人所得は、益金及び損金を構成要素、別段の定めがあるものを除き 25、収

益及び原価・費用・損失をそれぞれの諸項目とし、法人税法22条4項のもとで、係る諸項目は、「一

般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って益金及び損金に算入される。つまり、法人税

法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準とは、同法 2 項及び 3 項により法

人所得の構成要素に算入されるべきものとして峻別された諸項目を、いつ各構成要素に算入し、そ

れらにどのような貨幣額を割り当てるのか、という認識及び測定概念を有していることになる。 

 法人所得の会計方法としては、現金主義と発生主義という考え方が存在する 26。現金主義とは、

各構成要素に係る諸項目を、収入及び支出時点で認識する方法、発生主義とは、係る諸項目を発生

した期間に正しく割当てられるように認識する方法である 27。 

現行法のもとで、法人所得の会計方法が発生主義を採用するという明文規定は存在していない。

ただし、一般に、「複雑化した経済社会においては、信用取引が支配的で、多数の債権債務が併存し、

現金主義によっては、企業の期間損益を性格に把握することが困難であるため、……発生主義が妥

当する 28」とされており、発生主義を採用することについては、先行研究で見解の統一がみられる

29。そのため、本稿では以下、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が、その有する認識概

 
23 法人税法22条2項及び3項。 
24 法人税法22条4項。 
25 本稿では、法人税法22条4項のいう別段の定めを「法人税法22条の2以下の法人税法、法人

税法施行令、法人税法施行規則」と定義している。 
26 金子宏（2019）前掲注9、357頁参照。 
27 同上、310頁参照。 
28 同上、358頁。 
29 水野忠恒（2021）前掲注6、469頁参照。 
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念に関して、発生主義を採用することを前提として議論を進める。 

また、「各事業年度の所得の金額の計算の通則」を定めた法人税法 22 条については、2018 年税

制改正により、新たな規定が加えられている。それが益金に係る諸項目に関する取扱いを定めた規

定、法人税法22条の2「収益の額」である。 

法人税法22条の2は、「収益認識に関する会計基準等への対応」として、「企業会計基準第29号 

収益認識に関する会計基準」との関係性を明確化するために創設された規定である 30。本規定の条

文については以下のとおりであり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金に係

る諸項目の認識及び測定概念の一部分を明文化した規定として、法人税法 22 条 4 項の確認的な意

味を有するものである 31。簡潔にいえば、本規定は、当該会計基準の対象とする「顧客との契約か

ら生じる収益」に係る収益の認識時点を、原則として財またはサービスの移転時点とし 32、例外と

して、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うことを容認している 33。 

 

「法人税法22条の2 1項」 

「内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供（以下この条において「資産の販

売等」という。）に係る収益の額は、別段の定め（前条第四項を除く。）があるものを除

き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所

得の金額の計算上、益金の額に算入する。34」 

 

「法人税法22条の2 1項」 

「内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処

理の基準に従って当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定

する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場

合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め（前

条第四項を除く。）があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額

に算入する。35」 

 

 
30 大蔵財務協会（2018）『改正税法のすべて（平成30年度版）』大蔵財務協会、270頁参照。 
31 同上、270頁参照。なお、本稿は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概

念について議論するものであるから、これに該当しない場合、つまりは収益の認識時点を定めた法

人税法22条の2 第3項、及び、測定に関する同法同条4項から7項については取り上げないこ

ととする。 
32 法人税法22条の2 1項参照。 
33 法人税法22条の2 2項参照。 
34 法人税法22条の2 1項。 
35 法人税法22条の2 2項。 
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第3節 規定の沿革 

第1項 規定の沿革概要 

 本節では、法人税法22条4項の立法経緯について概観する。 

1950 年（昭和 25 年）法人税法では、各事業年度の法人所得の金額について、「各事業年度の総

益金から総損金を控除した金額による。36」とされていた。その後、1965 年（昭和 40 年）法人税

法全文改正において、係る定義は変更され、現行法である「各事業年度の益金の額から各事業年度

の損金の額を控除した金額」とされた。法人税法22条4項が創設されたのは、その2年後の1967

年税制改正のことであり、その契機は全文改正された法人税法に対するレビューにある。 

法人税法 22 条 4 項の創設にあたっては、活発な議論が展開されており、その主たる論点は課税

所得と企業利益との関係性に由来する。本項では、まずその概要を整理する。 

法人税法22条4項創設の契機は、1965年7月1日に日本会計研究学会が公表した「企業利益と

課税所得との差異及びその調整について」であり、当該意見書は、「税法が一般に認められた企業会

計の諸原則に歩み寄ることによって消滅せしめうる差異がある 37」として、全文改正された法人税

法に対して、課税所得と企業利益の差異を解消すべき旨を提言した。その後、課税所得と企業利益

との関係性に関する多方面での研究成果が公表されており、例えば、企業会計審議会が「税法と企

業会計との調整に関する意見書」が挙げられる 38。 

このような意見書を受け、税制調査会は、新たに設置した税制簡素化特別部会、及び、税制簡素

化専門小委員会のもとで、課税所得と企業利益との関係性についての本格的な議論を開始した。そ

こで公表されたのが、1966年（昭和41年）9月「税制簡素化についての中間報告（案）」、同年12

月「税制簡素化についての第一次答申」、翌年2月「税制簡素化の具体的措置について」である。

そして、これらの報告書では、係る関係性について、全文改正により複雑化した法人税法を簡素化

することを目的に、租税法独自の規制を緩和するという基本的方向を掲げ、その具体的措置として、

課税所得はできる限り商法や企業の会計慣行等との間に差異を生じないようにするための基本規定

を設けることが適当である旨を提言している 39。 

以上のような議論の末、1967 年（昭和 42 年）3 月「法人税法の一部を改正する法律案」が国会

に提出、法人税法 22 条 4 項が創設され、法人所得の構成要素に係る諸項目は、一般に公正妥当と

認められる会計処理の基準に従って計算されることとされた 40。 
 

36 旧法人税法9条1項。 
37 日本会計研究学会税務会計特別委員会（1965）「企業利益と課税所得との差異及びその調整につ

いて」『會計』第88巻第3号、196頁。 
38 企業会計審議会特別部会（1966）前掲注38、80頁。  
39 税制調査会（1967）「税制簡素化についての第一次答申」『長期税制のあり方についての中間答申；

税制簡素化についての第一次答申；昭和42年度税制改正大綱についての答申；昭和42年度の税制

改正に関する答申』大蔵省印刷局、44頁参照。 
40 なお、厳密にいえば、法人税法22条4項に「別段の定めがあるものを除き、」という文言が加え

られたのは、法人税法22条の2が創設された2018年度税制改正のことである。 
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以上の経緯を時系列に整理すると、図表 2-1 のようにまとめることができる 41。表 2-1 からも確

認できるとおり、本規定の創設にあたっては、様々な報告書を交わして議論が展開されていたこと

が確認できる。 

 

図表2-1 「法人税法22条4項の立法経緯概要」 

年月日 報告書 

昭和40年7月1日 
日本会計研究学会 

税務会計特別委員会 

「企業利益と課税所得との差異及び

その調整について」 

昭和41年5月26日 
日本会計研究学会 

税務会計特別委員会 

「企業利益と課税所得との差異及び

その調整について」 

昭和41年9月8日 
税制調査会 

税制簡素化特別部会 

「税制簡素化についての中間報告

（案）」 

昭和41年10月17日 
企業会計審議会 

特別部会 

「税法と企業会計との調整に関する

意見書」 

昭和41年12月26日 税制調査会 
「税制簡素化についての第一次答

申」 

昭和42年2月10日 
税制調査会 

税制簡素化特別部会・専門小委員会 

「税制簡素化の具体的措置につい

て」 

昭和42年3月20日 衆議院 
「法人税法の一部を改正する法律

案」 

昭和42年6月1日 法人税法22条4項施行 

昭和42年6月 大蔵省 「法人税法の一部改正」 

（出典：筆者作成） 

 
41 品川芳宣（1982）『課税所得と企業利益』税務研究会出版局、261-262頁参照。なお、1967年3
月20日に企業利益研究委員会から「「企業利益概念と課税所得概念との関連」に関する意見書」が

公表されている。当該意見書では、企業利益と課税所得の概念上の相違を明確化したうえで、当時

における企業利益と課税所得の差異を、(1)「絶対的・恒久的差異（全体存続期間における企業利益

と課税所得の総計とが食い違う部分）」、(2)「相対的・暫定的差異（全体存続期間における企業利益

と課税所得の総計は一致するが、期間企業利益と期間課税所得との食い違いを招来する部分）」に分

類している（企業利益研究委員会（1967）「「企業利益概念と課税所得概念との関連」に関する意見

書」『産業経理』第27巻第4号、63頁参照）。そして、当該意見書は、課税所得と企業利益との関

係性について、 (2)の差異うち、「認識基準の創意から生ずる期間的量的差異を形造る諸項目は、企

業会計と税法とのあゆみよりにの可能性が強い諸項目であるから両者の取扱いを一致させることが

好ましい（同上、64頁）」と提言している。 
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第2項 規定の沿革詳細 

次に、本項では、図表 2-1 に従い、各報告書の内容を整理する。整理にあたっては、課税所得と

企業利益との関係性についての提言、そして、これに反映される趣旨に焦点を置く。これは、法人

税法 22 条 4 項創設において、別段の定めがある項目以外の項目における認識時点の差異をどの程

度まで縮小させるかということが、その主たる論点とされていたことによる。 

本項で取り上げる素材は、図表2-1のうち以下の7つの報告書とする。なお、①から⑤について

は法案提出前の報告書、⑥及び⑦については法案提出後の報告書になる 42。 

 

① 「企業利益と課税所得との差異及びその調整について」（日本会計研究学会） 

② 「税制簡素化についての中間報告」（税制調査会） 

③ 「税法と企業会計との調整に関する意見書」（企業会計審議会） 

④ 「税制簡素化についての第一次答申」（税制調査会） 

⑤ 「税制簡素化の具体的措置について」（税制調査会） 

⑥ 「第55回大蔵委員会」 

⑦ 「法人税法の一部改正」（大蔵省） 

 

①「企業利益と課税所得との差異及びその調整について」（日本会計研究学会） 

「企業利益と課税所得との差異及びその調整について」とは、1966年5月26日、日本会計研究

学会（税務会計特別委員会）により公表された報告書である。当該報告書の主要な研究課題は次の

2点にある。第一は、総論として、「法人に関する税法の環境条件をかえりみ、租税理論及び租税原

則にさかのぼって、企業利益と課税所得との間に差異をもたらす根本原因を探求すること」、第二は、

各論として、「両者の差異のうち、税法規定を改めることによって調整がなされるべきもの申告調整

を通じて調和が図られるべきものとを明らかにすること」である 43。 

 当該報告書の特徴は、課税所得が企業利益を基礎とすることを前提に 44、そのもとで、各論とし

 
42 1965年（昭和40年）7月1日に日本会計研究学会が公表した「企業利益と課税所得との差異及

びその調整について」については、当時委員長であった番場嘉一郎教授が、非常に欠陥だらけであ

ったと述べられている（番場嘉一郎（1965）「企業利益と課税所得との差異及びその調整方式」『企

業会計』第17巻第10号、67頁参照）。そのため、本稿ではこれを取り上げないこととする。 
43 日本会計研究学会税務会計特別委員会（1966）「企業利益と課税所得との差異及びその調整につ

いて」『産業経理』第26巻第8号、88頁参照。 
44 当該報告書は、企業利益と課税所得との差異をもたらす原因について、(1)税法及び税務会計の置

かれている環境条件から生ずる差異、(2)租税理論における二重負担排除の思考から生ずる差異、(3)
税務会計上の基本原則から生ずる差異、(4)所得計算原則から生ずる差異を挙げている。そして、こ

のうち、(1)、(2)、(3)の差異を排除不可能な差異とし、(4)の差異を排除可能な差異としている（同

上、89-92頁参照）。 
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て、課税所得と企業利益との差異のうち、申告調整を通じて調和が図られるべきではない項目につ

いては、会計慣行を認めることが適当であると提言していることにある 45。つまりは、当該報告書

は、別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益が一致すべきであるとしている。 

そして、当該報告書は、総論において、「税務会計は広義の企業会計の一部面である 46」として、

「企業会計の認識及び測定方法によって把握された企業利益を租税負担能力の見地から修正して課

税所得を算定することを要する。47」とされている。このことから、上記提言の趣旨は、別段の定

めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益にあるといえる。 

この点については、日本会計研究学会が後に公表した「税務会計の基本問題に関する研究―税法

における所得計算原理の解明と批判―」からも裏付けられる。当該報告書では、「企業利益が、……

一般に認められた会計原則及び会計慣行に従って計算されるものとすれば、企業利益を算定する決

算の段階までは、企業会計と異なった特に税務会計と称すべきものは存在せず、税務会計は申告書

以後の段階においてのみ存在することとなる。48」と述べられている 49。 

 以上のとおり、日本会計研究学会は、当該報告書において、法人税法 22 条 4 項に相当する具体

的な規定案まで提言していないものの、課税所得が企業利益を基礎とすることを前提に、その趣旨

及び具体的措置を別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益の一致としていた

ものと解される。 

 

②「税制簡素化についての中間報告（案）」（税制調査会税制簡素化特別部会） 

 「税制簡素化についての中間報告（案）」とは、1966年9月8日、税制調査会（税制簡素化特別

部会）により公表された報告書であり、全文改正された法人税法に対して多くの批判を受けたこと

を契機に、税制簡素化を果たすべく議論した内容を取りまとめたものである。当該報告書の構成は、

第1章「税制複雑化の原因とその弊害」、第2章「税制簡素化の基本的方向」、第3章「税制簡素化

のための具体的措置」からなる。 

 第1章では、問題の所在を「税制複雑化」とし、その要因を「社会的な要因」と「税制の立案と

その執行の態度から生じたもの」に分類している。そして、後者要因については以下のように述べ

られている。 

 
45 例えば、各論「収益の概念及び認識」において、引渡しの概念が挙げられている（同上、94頁

参照）。 
46 同上、89頁参照。 
47 同上、90頁参照。 
48 日本会計研究学会税務会計特別委員会（1967）「税務会計の基本問題に関する研究―税法におけ

る所得計算原理の解明と批判―」『會計』第92巻第1号、132頁。 
49 当該意見書に対しては、後に様々な議論が展開されている。例えば、次のものが挙げられる。渡

邊進（1966a）「『税務会計特別委員会報告』批判」『企業会計』第18巻第9号、134-141頁、塩崎

潤（1966）「企業利益と課税所得との差異およびその調整について」（税務会計特別委員会報告）を

税務の側から眺めて」『企業会計』第18巻第11号、143-152頁参照。 
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「社会経済事象の複雑化とともに細密化する税法は、条理上当然のことと思われるもので

も微細に規定する風潮を強くし、さらにいわゆる抜け穴防止のための規定が数多く設けら

れるにいたって、毎年のように税制改正が行われることも関連し、逐年複雑化の様相を濃

くしてきた。このほか、多数の事案を公平に処理しようとする態度が、ややもすれば課税

所得等の画一的取扱いに結びつきがちであったため、課税所得概念等については、社会常

識や企業の会計慣行によるべき点が多いにもかかわらず、必ずしも社会の実態に則さない

と思われる税法独特の概念を生み、また、税制執行においても、画一性を追うあまり個別

的事情を阻害し、弾力的な処理ができなくなっているという事情が税制複雑化の印象を一

層強めているものと思われる。50」 

 

そして、税制調査会は、上記要因により生じた税制複雑化について、「それなりに理由もあり多く

の利点を持っていることも否定できないところである。51」としたうえで、過度な税制複雑化によ

って生じる弊害を以下のように説明し、税制簡素化の必要性を説いている。 

 

「税制の複雑化の程度が過ぎれば、税制はその果たすべき役割や利点をこえて、より多く

の弊害を生ずることになる。すなわち、税制複雑化の弊害としては、煩雑な納税手続は、

納税者の生産性の向上の妨げとなり、また税制は複雑難解であるというあきらめが納税者

に生ずれば、納税協力意欲はおのずから減退するであろう。さらに、税制が複雑であれば

納税者のみならず税務職員も法令通達に習熟することが困難となり、さらに課税所得を画

一的に取り扱おうとする税制の態度が、期間損益等について企業の会計慣行との不一致を

生ぜしめていることも加わって、納税者及び税務当局双方の事務負担の増大を招き、税務

職員は形式的な否認事項の指摘に追われ、心の不正事実摘発のための調査能力を減殺し、

ひいては課税の実質的公平の維持に支障をきたすというようなことが生じてくる。52」 

 

 次に、第2章では、「税制簡素化の基本的方向」として、上記の税制複雑化を解消するために、

次の3つの基本的方向を掲げている。第一は、「税制の簡素化にあたっては、納税者の便宜を優先

的に考慮し、全般的な視野から近郊のある簡素化を図る必要がある。」、第二は、「簡素化のためには、

現行税制の理論の精密さあるいは税法独特の規制について、ある程度これを緩和するという態度が

必要である。」、第三は、「税制の簡素化は、できるだけ税負担の変動や財政上の影響の少ない方向で

 
50 税制調査会税制簡素化特別部会（1966）「税制簡素化についての中間報告（案）」『産業経理』第

26巻第10号、155頁。 
51 同上、155頁。 
52 同上、155頁。 
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検討する必要がある。」である 53。このうち第二の基本的方向が法人税法22条4項に直接関連する

ものであるため、これを以下に引用する。 

 

「すなわち、現行税制の基盤にはそれ相応の精密な理論があり、また特殊な場合には税法

独特の規制を必要とする面もあるが、複雑化のもたらす利点と欠陥とを十分彼此秤量し、

欠陥が大きいと認められる場合にはより簡便な他の仕組みを工夫する等、精密性や独特の

規制を緩和するもやむを得ないという勇断が望まれる。……このような観点から、もつぱ

ら税務上の要請に基づく独特の制度はできる限りこれを縮小整理することとし、社会の一

般常識、企業の健全な会計慣行によりうる事項については、極力これを基礎として税制を

組み立てるべきである。54」 

 

 最後に、第3章「税制簡素化のための具体的措置」では、上記基本的方向に沿うような具体的措

置が検討されている。このうち、法人税法22条4項に関連する具体的措置については、「課税所得

の計算の弾力化―商法、企業の会計慣行等との開差の縮小」の中の「所得計算の基本規定」におい

て、以下のように提言されている。 

 

「課税所得の計算の弾力化―商法、企業の会計慣行等との開差の縮小」 

「税法、通達の規制の下に計算される課税所得と商法、企業の会計慣行等に基づいて算定

される企業利益との間に開差を生じていることに由来する税制及び税務調査上の複雑さ

を減少させるため、税法の課税所得の計算は、できる限り商法や企業の会計慣行等との間

に差異を生じないよう、次のような措置を検討することが必要である。55」 

 

「所得計算の基本規定」 

「課税所得は、本来、税法、通達という一連の別個の体系のみによって構成されるもので

はなく、税法以前の概念や原理を前提としているといわねばならない。絶えず流動する社

会経済事象を反映する課税所得については、税法独自の規制の加えられるべき分野が存在

することも当然であるが、税法において完結的にこれを規制するよりも、適切に運用され

ている会計慣行にゆだねることの方がより適当と思われる部分が相当多い。このような観

点を明らかにするため、税法において課税所得は、納税者たる企業が継続して適用する健

全な会計慣行によって計算する旨の基本規定を設けるとともに、税法においては、企業会

計に関する計算原理規定は除外して、必要最小限度の税法独自の計算原理を規定すること

 
53 同上、154頁。 
54 同上、154頁。 
55 同上、153頁。 



 16 

が適当である。56」 

 

以上のとおり、当該報告書では、税制複雑化による弊害解消を目的に、現行税制の規制緩和とい

う基本的方向のもとで、その具体的措置として、健全な会計慣行に委ねるための基本規定を設ける

ことを提言している。そのため、当該報告書の趣旨とは、租税法独自の規制緩和であり、そのため

の具体的措置として、課税所得と企業利益との開差の縮小を挙げていたものと解される。 

 

③「税法と企業会計との調整に関する意見書」（企業会計審議会特別部会） 

「税法と企業会計との調整に関する意見書」は、1966 年 10 月 17 日に企業会計審議会が公表し

た報告書であり 57、租税法と企業会計との間に存在する差異のうち、調整の実現可能な項目に対す

る具体的措置を提言している 58。 

当該報告書は、まず、「課税所得は、企業会計によって算出された企業利益を基礎とするものであ

る。すなわち課税所得は、企業利益を基礎として税法特有の規定を適用して計算されるものである。

59」とし、課税所得が企業利益を基礎とすることを前提としている。そして、その前提のもとで、

当該報告書は、その総論として、「税法の各種規制は、……これを大巾に緩和することとし、可能な

限り課税所得の計算を、継続性を重視した企業の自主的判断に基づく適正な会計処理に委ねること

とすることが適当である。60」としている。 

次いで、当該報告書は、上記総論を明確化するために、具体的な規定案を提示しつつ、以下のよ

うな提言を行っている。 

 

「たとえば法人税法の課税標準の総則規定として、「納税者の各事業年度の課税所得は、

納税者が継続的に健全な会計慣行によって企業利益を算出している場合には、当該企業利

益に基づいて計算するものとする。納税者が健全な会計慣行によって企業利益を算出して

いない場合または会計方法を継続的に適用していない場合には、課税所得は税務官庁の判

断に基づき、妥当な方法によりこれを計算するものとする。」旨の規定を設けることが適

当である。61」 

 

 
56 同上、152-153頁参照。 
57 武田隆二教授によれば、当該意見書は、日本会計研究学会の「税法と企業会計との調整に関する

意見書」を基礎としているとされる（武田隆二（1966）「調整意見書の周辺―税法と企業会計との

調整に関する意見書の批判―」『産業経理』第26巻第12号、59頁参照）。 
58 企業会計審議会特別部会（1966）前掲注38、79頁。 
59 同上、80頁。 
60 同上、80頁。  
61 同上、80頁。 



 17 

このように、当該意見書は、課税所得が企業利益を基礎とすることを前提に、全文改正された法

人税法のもとで存在する差異のうち、調整の実現可能なものについて、企業利益を基礎とする旨の

規定を設けるべきであると提言している 62。したがって、当該報告書は、日本会計研究学会同様、

課税所得が企業利益を基礎とするという前提のもとで、その趣旨及び措置を、別段の定めがある項

目以外の項目におけるにおける課税所得と企業利益の一致としていたものと解される。 

 

④「税制簡素化についての第一次答申」（税制調査会） 

「税制簡素化についての第一次答申」は、1966 年 12 月 26 日、税制調査会が公表した答申であ

り、その内容は、先に紹介した「税制簡素化についての中間報告（案）」と一致する。そのため、そ

の内容については省略するが、税制調査会は、本答申において、係る中間報告同様、租税法独自の

規制緩和を趣旨とし、そのための具体的措置として、課税所得と企業利益との開差の縮小を挙げて

いたものと解される。 

 

⑤「税制簡素化の具体的措置について」（税制調査会） 

 「税制簡素化の具体的措置について」とは、1997年2月10日に税制調査会（税制簡素化特別部

会及び税制簡素化専門章委員会）が公表した報告書であり、その内容は、税制調査会の「税制簡素

化についての第一次答申」を部分的に修正したものである。当該報告書は、「税制簡素化についての

第一次答申」と同様、「課税所得の計算の弾力化―商法、企業の会計慣行との開差の縮小」の「所得

計算の基本規定」において、以下のような具体的措置を提言している。 

 

「課税所得は、納税者たる企業が継続して適用する適正な会計慣行に従って計算する企業

利益を基礎とする旨の基本規定を設けることとする。上記の基本規定の執行上、企業がそ

の採用する会計慣行について事前に税務当局の判断を必要とするときは、税務当局の確認

を求めることができるものとする。（注）上記の基本規定の執行上、企業がその採用する

会計慣行について事前に税務当局の判断を必要とするときは、税務当局の確認を求めるこ

 
62 当該意見書については、様々な議論が展開されている。例えば、『企業会計』第18巻第11号に

寄稿された論文としては次のものが挙げられる。居林次雄（1966）「税法と企業会計との調整意見

に寄せて」『企業会計』第18巻第11号、128−133頁、高木清三郎（1966）「「税法と企業会計との

調整に関する意見書」審議概要」『企業会計』第18巻第11号、102-107頁、武田昌輔（1966a）「税

法と企業会計との調整に関する意見書について」『企業会計』第18巻第11号、143-148頁参照。

また、『産業経理』第26巻第12号に寄稿された論文としては次のものが挙げられる。武田昌輔

（1966b）「税法と企業会計との調整に関する意見書の問題点」『産業経理』第26巻第12号、77-83
頁、武田隆二（1966）前掲注57、番場嘉一郎（1966）「税法における自主的企業経理の容認―「税

法と企業会計との調整に関する意見書」の解説―」『産業経理』第26巻第11号、87-95頁、渡邊進

（1966b）「税法と企業会計との調整意見書批判」『産業経理』第26巻第12号、54-58頁参照。 
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とができるものとする。63」 

 

もっとも、当該報告書では、具体的措置のみが記載されており、これに反映される趣旨について

は記載がない。ただし、上記具体的措置が「税制簡素化についての第一次答申」と同様のセクショ

ンのもとで提言されていることから、その趣旨については、本答申同様、租税法独自の規制緩和に

あると解される。 

 

⑥ 「第55回大蔵委員会」 

 1967年3月、「法人税法を一部改正する法律案」が国会に提出され、法人税法22条の中に新た

に第4項が加えられた。そして、本規定のもとで、収益及び原価・費用・損失は、「一般に公正妥

当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。64」とされた。 

 上記法律案については、第55回大蔵委員会で質疑応答が行われている。この質疑応答において、

結城義人氏（大蔵大臣官房財務調査官）は、本法律案について、「（税制簡素化についての）第一次

答申を頂きまして、今回の税制改正には、その七、八〇％の部分を盛り込んでおります。（カッコ内

筆者加筆）65」とし、「課税所得計算に関して企業の会計慣行の尊重の趣旨を明確に規定する規定等

の改正を行っております。66」と述べられている 67。また、中橋敬次郎氏（大蔵省主税局税制第一

課長）は、本法律案について以下のように説明されている。 

 

「会社側が継続的に、しかも恣意的でございませんで、客観的に通用いたすようなそうい

う確立した会計基準をもって処理しております場合には、税務署のほうは、むしろ個別的

に具体的にその適否を判断いたしまして、そういう処理そのままを是認しようということ

をはっきりと税法上も明らかにいたすという趣旨から、二十二条の改正規定を設けたわけ

でございます。68」 

 

 
63 税制調査会税制簡素化特別部会・税制簡素化専門小委員会（1967）「税制簡素化の具体的措置に

ついて」『産業経理』第27巻第3号、90頁参照。 
64 旧法人税法22条4項。 
65 参議院「第55回参議院大蔵委員会12号（昭和42年5月26日）」参照。 
66 同上。 
67 この他、第55回衆議院大蔵委員会11号（昭和42年5月12日）において、塩崎潤氏（大蔵省

主税局長）が22条4項について、「課税所得の計算原理でも、……社会慣行的に確立したところで

認められる方向に従っておるならば、これはもう税法に書いてなくても当然な所得計算原理ではな

いか（衆議院「第55回衆議院大蔵委員会11号（昭和42年5月12日）」）」と述べられている。 
68 参議院「第55回参議院大蔵委員会12号（昭和42年5月26日）」前掲注65参照。 
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 このように、第55回大蔵委員会では、法人税法22条4項の法律案について、「税制簡素化につ

いての第一次答申」を受けたものであると位置付けている。したがって、本答申同様、本法律案に

反映される趣旨とは、租税法独自の規制緩和にあると解される。 

 

⑦ 「法人税法の一部改正」（大蔵省） 

 法人税法22条4項が昭和42年6月1日に施行された後、大蔵省は「法人税法の一部改正」を公

表、本規定についての解説が行われた。当該報告書は、「課税所得は、本来、税法及びその通達のみ

によって形成されるものではなく、税法以前の概念や原理を前提としているもの 69」であり、「課税

所得の計算は税法において完結的に規制するよりも、適切に運用されている会計慣行にゆだねるこ

との方がより適当と思われる部分が相当多いことも事実である。70」として、「税制簡素化について

の第一次答申」を引用し、「答申の趣旨にそい、法人税法第22条を改正して、……課税所得と企業

利益とは、税法上別段の定めがあるものを除き、原則として一致すべきことを明確にすることとさ

れた。71」とされた。 

さらに、当該報告書は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する意味について、企

業会計原則のことではないとしたうえで 72、以下のように解説している。 

 

「「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」とは、客観的な規範性をもつ公正妥当

と認められる会計処理の基準という意味であり、明文の基準があることを予定しているわ

けではない。……むしろ、この規定は、具体的には、企業が会計処理において用いている

基準ないし慣行のうち、一般に公正妥当と認められないもののみを税法で認めないことと

し、原則としては、企業の会計処理を認めるという基本方針を示したものといえよう。し

たがって、特殊な会計処理について、それが一般に公正妥当な会計処理の基準に則ってい

るかどうかは、今後、種々の事例についての判断（裁判所の判例を含む。）の積み重ねに

よって明確化されていくものと考えられる。73」 

  

 このように、当該報告書では、法人税法22条4項について、「税制簡素化についての第一次答申」

の趣旨にそうものであると位置付けている。したがって、当該報告書における本規定の趣旨とは、

本答申と同様、租税法独自の規制緩和にあると解される 74。 

 
69 西原宏一（1967）「法人税法の一部改正」『税務広報』第15巻第8号、74頁。 
70 同上、75頁。 
71 同上、75頁。 
72 同上、75頁。 
73 同上、75頁。 
74 なお、国税庁においても同様の解説がなされている（藤掛一雄（1967）「法人税法の改正」『昭和

42年改正税法のすべて』、大蔵財務協会、74-75頁参照）。 
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第3項 小括 

前項において、法人税法 22 条 4 項の立法経緯において公表された報告書を概観し、その沿革を

整理した。その結果として示されることは、法人税法22条4項創設にあたっての趣旨には、2つの

異なる見解が存在していたということである。 

第一は、日本会計研究学会及び企業会計審議会の報告書にあるように、課税所得が企業利益を基

礎とするという前提のもとで、その趣旨を別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企

業利益の一致とする見解である。この見解のもとでは、法人税法 22 条 4 項創設により、係る項目

における課税所得と企業利益は必ず一致することになるため、両者間の差異は完全に解消される。

つまり、当該見解については、課税所得と企業利益の差異のうち、排除不可能な項目については、

別段の定めを設け、それ以外の項目については、企業利益の計算原理をそのまま是認すべきことを

提言するものとなっている。 

第二は、税制調査会の報告書及び大蔵省解説にあるように、租税法独自の規制緩和を趣旨とする

見解である。この見解のもとでは、法人税法 22 条 4 項創設により、別段の定めがある項目以外の

項目については、本規定創設前と比較して、課税所得と企業利益の差異が縮小されることになる。

ただし、係る趣旨は、第一の見解と異なり、当該差異の完全な解消を趣旨としているものではない

ため、緩和の程度によってはその差異が残存する可能性を残す。 

 このように、法人税法 22 条 4 項の創設にあたっては、本規定に反映される 2 つの異なる趣旨が

存在していたといえる。このことは、いずれを支持するかによって、本規定のもとでの認識概念の

解釈に相違が生じるものであるから、本規定の立法趣旨解釈にあたっては、本稿のスタンスとして、

いずれの趣旨に立脚すべきかを明示すべき必要がある。そこで本稿では、以下の理由から、第二の

見解を支持し、法人税法22条4項の立法趣旨については、租税法独自の規制緩和とする。 

法人税法22条4項の沿革において、法律案提出後に着目すると、第55回大蔵委員会では、本規

定に係る法律案について、「昭和42年度税制改正は「税制簡素化についての第一次答申」をおおむ

ね受けたもの 75」と説明されている。そして、立法後の大蔵省解説では、いずれも本規定が本答申

の趣旨にそうものであるとされている 76。このように、法律案提出後においては、本規定の趣旨が

本答申に見い出されていることが確認できる。したがって、本規定の趣旨については、本答申のい

う租税法独自の規制緩和にあると捉えることが妥当といえる。 

以上のことから、本稿では以下、法人税法 22 条 4 項の趣旨を租税法独自の規制緩和とし、本規

定により、別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益との開差をどの程度縮小

することを意図していたのかという観点から、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関す

 
75 第55回参議院大蔵委員会12号（昭和42年5月26日）における結城義人氏の発言を参照（参

議院「第55回参議院大蔵委員会12号（昭和42年5月26日）」前掲注65参照）。 
76 西原宏一（1967）前掲注69、75-76頁参照. 
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る具体的内容についての検討を試みることとする。 

 

第4節 先行研究 

本節では、先行研究について概観する。法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準に関しては、概ね次の2つの見解に大別される 77。第一は、一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準に関する具体的内容に関して、「税務会計独自の観点から判断すべきとする見

解」であり、第二は、「財務会計独自の観点から判断すべきとする見解」である 78。換言すれば、前

者見解のもとでは、本規定の対象とする別段の定めがある項目以外の項目において、課税所得と企

業利益は必ずしも一致しないが、後者見解のもとでは、当該項目における課税所得と企業利益が必

ず一致することとなる。 

そこで本節では、上記の分類に従い、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する先行

研究を概観する。そして、その結果をもって、法人税法 22 条 4 項について統一的見解が見い出さ

れていない現状を確認する。なお、本稿で取り上げる先行研究は、立法趣旨解釈に基づくものに限

定することとする。 

 

① 税務会計独自の観点から判断すべきとする見解 

 本見解を支持する先行研究としては、法人税法 22 条 4 項の立案責任者である塩崎潤氏（元主税

局長）、金子宏教授の見解等が挙げられる。 

塩崎潤氏（元主税局長）は、22 条 4 項の立法趣旨について、「税務行政上の見地に重点が置かれ

て画一的取扱いが多きにすぎ、納税者の個別的事情が軽視されることがないような方向、つまり、

……自発的に納税協力が進んで行われる方向……を税制の中に取り入れようとする強い意欲の表れ

である。79」とし、「税制簡素化の真の狙いは、……、また単純な課税所得と企業利益の一致にある

ものでもない 80」と述べられている。 

このように、同氏は、法人税法 22 条 4 項の趣旨について、「税制簡素化についての第一次答申」

と同様、租税法独自の規制緩和とし、さらに、その具体的措置が別段の定めがある項目以外の項目

における課税所得と企業利益の一致ではないとしている。したがって、同氏は、一般に公正妥当と

認められる会計処理の基準を税務会計独自の観点から判断すべきとする見解を支持しているものと

 
77 本分類については、坂本雅士（2014）「法人税法における公正処理基準について―解釈論の展開

と課題―」『會計』第186巻第2号、167頁を参考にしている。 
78 坂本雅士教授は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が依拠すべき企業会計制度とは、

制定当時から、企業会計原則を指すのか、商法を指すのかという点で議論が存在すると述べられて

いる（同上、176頁）。ただし、本節の目的は、統一的見解が存在しないことを示すことにあり、先

行研究を詳細に分類整理することを目的としていなため、この点については省略する。 
79 塩崎潤（1967a）「昭和42年度税制改正の展望―税制改正の流れ―」『ジュリスト』第379号、

31-35頁。 
80 塩崎潤（1967b）「税制簡素化の具体的構想」『税務弘報』第15巻第4号、10頁参照。 
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解される。 

金子宏教授は、法人税法 22 条 4 項について、「税制簡素化についての中間報告（案）」を基礎と

して立法した規定であり 81、その意義を「法人税法の簡素化の一環として設けられたものであって、

法人の各事業年度の所得の計算が原則として企業利益の算定の技術である企業会計に準拠して行わ

れるべきこと（「企業会計準拠主義」）を定めた基本規定である 82」と述べられている。 

ただし、同教授は、注意点として、企業会計原則の内容や確立した会計慣行が必ず公正妥当であ

るとは限らないこと、及び、企業会計原則や確立した会計慣行が決して網羅的であるとはいえない

ことを挙げている 83。さらに、同教授は、「公正妥当な会計処理の基準は、法的救済を排除するもの

であってはならないことである。法的な観点から見た場合には、「公正妥当」という観念の中には、

法的救済の機会の保障も含まれていると解すべきである。84」と述べられている。 

このように、同教授は、本規定を企業会計に準拠したものとしつつも、企業利益の計算原理が一

義的に一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の意義に該当するものではないこと、そして、

法的救済の機会の保障という観点から判定することの必要性を説いている。したがって、同教授は、

本規定について、「税制簡素化についての第一次答申」を基礎とし、税務会計独自の観点から独自の

観点から判断すべきとする見解を支持しているものと解される。 

 この他、立法時において、須貝脩一教授 85、清永敬次教授も 86、同様に、「税制簡素化についての

第一次答申」を基礎に、税務会計独自の観点から判断すべきとする見解を導いており、本見解が現

在においても広く支持されていることを確認できる。 
 

81 金子宏（2008）「公正妥当な会計処理の基準（法人税法22条4項）について」『租税研究』第707
号、5頁参照、金子宏（2019）前掲注9、348頁参照。 
82 同上、348頁。 
83 同上、350-351頁参照。 
84 同上、351頁参照。 
85 須貝脩一教授は、22条4項について「税法の空白とされていたものが、今度は税法の立入り禁

止区域とされ……不文法による事の宣言が行われることになった」としつつも、本規定が「従来ど

おり、会計原則、会計慣行というような一般的命題化されたものを個別的場合に適用することも含

むがそればかりではなく、ケース、ローの考え方が導入されている点で、従来の考え方の確認的、

追認的規定であるばかりでなく、実は創設的な意味を有するとされるのである」と述べられている

（須貝脩一（1968）「法人税法二二条四項」『法學論叢』第82巻第6号、京都大学法學會編、2-23
頁参照）。したがって、同教授は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準について、税務会計

独自の観点から判断すべきとする見解を支持されているものと解される。 
86 清永敬次教授は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する意義について、「その文

言自体からは、商法の計算規定に合致しているものというふうには読めない。もしそういうような

ことであれば、おそらく規定の仕方も今のような規定の仕方とはだいぶ違っていた、いや違わなけ

ればならなかったのではなかろうか、こういうふうに思います。……どうも商法の規定と合致して

おればイコウル22条4項のいう「基準」となると、こういうふうにはいえないのではないか、そ

ういう事情があるのではないかと思うのであります（中川一郎（1967a）「法人税法22条4項に関

する問題点」『税法学』第199巻、24頁参照）」と述べられている。したがって、同教授は、一般

に公正妥当と認められる会計処理の基準について、税務会計独自の観点から判断すべきとする見解

を支持されていると解される。 
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もっとも、上記先行研究は、厳密にいえば、自主的経理の容認という観点や、企業会計における

問題点を指摘する観点が存在するため、それぞれの具体的内容が同一かどうかについては議論の余

地が残る。ただし、これらの先行研究はいずれも、別段の定めがある項目以外の項目において、課

税所得と企業利益が必ずしも一致しないという点において共通するものであり、もう一方の財務会

計独自の観点から判断すべきとする見解と対立するものであることは明らかである。 

 

② 財務会計独自の観点から判断すべきとする見解 

 本見解を支持する先行研究としては、武田昌輔教授、武田隆二教授が挙げられる。 

武田昌輔教授は、法人税法22条4項について、「税制簡素化についての第一次答申」の趣旨を法

文上明らかにするために設けられたものであり 87、「収益、費用・損失は、「一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準」に従って計算されるものであることを明らかにすることによって、……会

計基準に依存すべきことを明らかにした 88」と述べられている。さらに、同教授は、本規定が「当

然のことを明らかにしたものと解すべきであると同時に、他方、租税法独自の解釈は許さないとす

る意味で重要な規定であると考える。また、このように企業会計の基準に従って解釈をするという

意味において、つまり、その解釈については、企業会計に移譲することを明らかにしたという意味

において、税務の簡素化を目的としたのである。権限の委譲こそが簡素化をするための要諦だから

である。89」と述べられている。 

このように、同教授は、法人税法 22 条 4 項を会計基準に依拠すべきことを明文化した規定であ

るとしている。したがって、同教授は、本規定について、「税制簡素化についての第一次答申」を基

礎に、財務会計独自の観点から判断すべきとする見解を導かれている。 

 武田隆二教授は、法人所得の計算構造について、「課税所得計算は企業利益計算に対し、第二次的

な計算として位置付けられるべきものである。税務会計が企業会計に対し、第二次的であるとする

根拠規定は、いわゆる「確定した決算に基づく申告」にかかる規定においてみられる。……法人税

法では、商法上の確定した決算利益を基礎として課税所得を誘導しようとする基本的態度を表明し

ている。90」と述べられている。そして、同教授は、法人税法 22 条 4 項について、「健全な会計慣

行を基礎としながら、それに税法独自の規制を加えるという補完・規制的性格をも 91」ち、「商法を

介して健全な会計慣行に結び付くという関連を補完的に確認するという意味を持っていたと解すべ

きである 92」と述べられている 93。 

 
87 武田昌輔（1998）『立法趣旨 法人税法の解釈（平成10年度版）』財経詳報社、61-62頁参照。 
88 武田昌輔（1981）「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準―法人税法22条を中心として

―」『判例時報』、第986号、3頁参照。 
89 同上、第986号、7頁参照。 
90 武田隆二（1970）『所得会計の理論―税務会計の基礎理論―』同文舘出版、79-81頁。 
91 武田隆二（1983）『制度会計論』中央経済社、149頁参照。 
92 武田隆二（1970）前掲注90、81頁。 
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このように、同教授は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準について、税制簡素化につ

いての第一次答申を基礎に、商法の計算原理を指すものとされていることから、財務会計独自の観

点から判断すべきとする見解を支持されているものと解される。 

 また、近年の先行研究として、谷口勢津夫教授は、「22 条 4 項の立法趣旨は、直接的には、税制

簡素化（についての第一次）答申の考え方の中に……見出すべきである）94」（カッコ内筆者加筆）

とし、22条4項の意義を「法人税法の観点からではなく、企業会計の観点から解釈すべきものであ

る 95」と導き出している。このことから、同教授もまた、一般に公正妥当と認められる会計処理の

基準について、本答申の趣旨から企業会計依存性という見解を導かれているといえる。また、鈴木

一水教授も同様、本見解を支持しており 96、本見解が現在においても広く支持されていることを確

認できる。 

もっとも、ここで取り上げた先行研究は、厳密にいえば、会計基準に依存すべきことを目的とし

て創設された規定であるという観点や、課税所得が商法上の確定した決算利益を基礎として誘導さ

れるものであるという観点が存在しており、それぞれの具体的内容が同一かどうかについては議論

の余地が残る。ただし、これらの先行研究はいずれも、別段の定めがある項目以外の項目において、

課税所得と企業利益が必ず一致するという点において共通するものであり、もう一方の税務会計独

自の観点から判断すべきとする見解と対立するものであることは明らかである。 

 

 以上、本節では、法人税法 22 条 4 項に関する先行研究として、税務会計独自の観点から判断す

べきとする見解と、財務会計独自の観点から判断すべきとする見解を概観した。この結果から示さ

れることは、別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益が一致するかどうかと

 
93 なお、武田隆二教授は、「昭和49年の商法改正において「公正なる会計慣行」を斟酌すべき旨の

規定が設けられたので、その限りにおいて、法人税法第22条第4項の使命は一応果たされたこと

になるであろう。（同上、81頁）」として、法人税法22条4項は不要と述べられている。 
94 谷口勢津夫（2018a）「公正処理基準の法的意義―税法における恣意の排除と民主的正当性の確

保―」『近畿大學法學』第65巻第3・4号、近畿大学法学会、229頁。 
95 同上、257頁。 
96 鈴木一水教授は、「健全な会計慣行への準拠を明示的に規定することによって、税制簡素化を図

ろうとしたのが、税制簡素化（についての第一次）答申を受けた法人税法22条4項の趣旨であっ

た。（鈴木一水（2013）「税務会計分析―税務計画と税務計算の統合―」森山書店、217頁）」（カッ

コ内筆者加筆）とし、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する意義について、「企業が

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っている限り、……課税所得計算と財務会計は一

致することになる。法人税法22条4項は、課税所得計算の財務会計依存性の意味が、商法会計依

存性ではなく、会計基準依存性であることを明確にした規定なのである。（同上、218-219頁）」と

いう見解を導かれている。また、同教授は、「法人税法では、……一般に公正妥当と認められる会計

処理の基準に従う財務会計を基礎として課税所得を計算するという基本的考え方が踏襲されてきた。

（同上、219頁）」として、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準、及び、「税制簡素化につ

いての第一次答申」のいう「健全な会計慣行」をいずれも財務会計の計算原理として捉えている。

したがって、同教授は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準について、会計基準依存性と

いう財務会計独自の観点から判断すべきとする見解を導かれている。 
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いう点で、両見解が相反するものであること、そして、立法時から現在に至るまで、両見解ともに

広く支持されているということである。このことから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基

準に関する具体的内容については、統一的見解が存在しない現状を確認できる。 

その一方で、両見解には次の共通点が存在する。それは、法人税法 22 条 4 項の立法趣旨解釈と

して、「税制簡素化についての第一次答申」を基礎としている点である。例えば、税務会計独自の観

点から判断すべきとする見解を支持する金子宏教授は、後に本答申として公表された「税制簡素化

についての中間報告（案）」を基礎としたものと述べられており、もう一方の財務会計独自の観点か

ら判断すべきとする見解を支持する武田昌輔教授もまた、本規定は本答申の趣旨を明文化したもの

であると述べられている。 

このように、法人税法 22 条 4 項の立法趣旨解釈において、「税制簡素化についての第一次答申」

を基礎としている点は、先行研究一般において共通する。これは、本答申が趣旨解釈において重要

な素材であることを示すと同時に、その解釈によって、2 つの異なる見解が導出されていることを

示している。つまり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容として、統

一的見解が存在しない原因は本答申の解釈にあり、その解釈方法に留意すべき点が存在するといえ

る。 

 

第5節 論点整理 

 本節では、論点整理として、第 3 章における法人税法 22 条 4 項に関する立法趣旨解釈を行う際

の留意点について検討する。本章において概観した規定の概要、規定の沿革、先行研究を整理する

と、以下のとおりである。 

まず規定の概要では、法人税法 22 条を中心に概観し、法人所得の構成要素である益金及び損金

に係る諸項目、収益及び原価・費用・損失が、法人所得の会計方法を定めた法人税法 22 条 4 項の

いう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算されること、そして、この一般

に公正妥当と認められる会計処理の基準が諸項目を構成要素として認識及び測定するための概念を

有していることを確認した。 

 次に、規定の沿革では、法人税法 22 条 4 項創設に関する報告書を概観し、本規定創設の趣旨と

して2つの見解が存在すること、そして、第一が、課税所得が企業利益を基礎とするという前提の

もとで、別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益との一致を趣旨とする見解、

第二が、租税法独自の規制緩和を趣旨とする見解が存在したことを確認した。本稿では、法律案提

出後に焦点を置き、そのスタンスとして、「税制簡素化についての第一次答申」にみられる第二の見

解に従い、議論を展開すべきことを明示した。 

 最後に、先行研究では、立法趣旨解釈に基づくものに限定し、一般に公正妥当と認められる会計

処理の基準に関する具体的内容に関する 2 つの見解として、「税務会計独自の観点から判断すべき

とする見解」と「財務会計独自の観点から判断すべきとする見解」を概観した。その結果、両見解
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が現在に至るまで広く支持されており、抽象的レベルでさえ統一的見解が存在していない現状を確

認するとともに、立法趣旨解釈において、「税制簡素化についての第一次答申」という素材の重要性

の高さ、及び、その解釈にあたっては留意すべき点が存在することを示唆した。 

 以上を踏まえて、本稿では、法人税法 22 条 4 項の立法趣旨解釈における留意点として、次の点

を指摘する。それは、本規定が「税制簡素化についての第一次答申」における具体的措置をどの程

度取り入れたのかということである。 

 先述のとおり、法人税法 22 条 4 項に係る法律案提出後の報告書より、本規定が「税制簡素化に

ついての第一次答申」の趣旨を受けたものであることは明らかであり、先行研究を踏まえても、こ

の点については議論の余地は生じないものと解される。ただし、これは本規定が本答申の趣旨を受

けたということを示すものであり、厳密にいえば、本規定が本答申のいう具体的措置をそのまま取

り入れたことを示すものではない。実際に、「第 55 回大蔵委員会」では、「第一次答申を頂きまし

て、今回の税制改正には、その七、八〇％の部分を盛り込んでおります。97」とされ、さらには、

立法後の大蔵省解説では、「答申の趣旨にそい 98」と表現されるにとどまっている。つまり、本規定

が、答申のいう具体的措置、「課税所得は、納税者たる企業が継続して適用する健全な会計慣行によ

って計算する旨の基本規定を設ける」と同義かどうかという点については、定かでないということ

である。 

 そして、このことは、以下に整理した法人所得の会計方法に関する文言の変更からも裏付けられ

る。 

 

・ 
「税制簡素化につい

ての第一次答申」 
： 

課税所得は、納税者たる企業が継続して適用する健全な

会計慣行によって計算する旨の基本規定を設ける 

・ 
「税制簡素化の具体

的措置について」 
： 

課税所得は、納税者たる企業が継続して適用する適正な

会計慣行に従って計算する企業利益を基礎とする旨の基

本規定を設ける 

・ 法人税法22条4項 ： 
収益及び原価・費用・損失の額は、一般に公正妥当と認

められる会計処理の基準に従って計算されるものとする 

 

このように、法人所得の会計方法に関する文言の変更に着目すれば、本規定が「税制簡素化につ

いての第一次答申」の趣旨を反映したということをもって、一義的に、法人税法 22 条 4 項と本答

申のいう具体的措置を同義と解することは留意すべきであり、係る文言の変更変更については、よ

 
97 参議院「第55回参議院大蔵委員会12号（昭和42年5月26日）」前掲注65参照。 
98 西原宏一（1967）前掲注69、75頁。 
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り詳細な検討必要性が指摘される 99。この留意点は、本答申を基礎とした先行研究において、少な

くとも2つの異なる見解が導出されていることからも示されるものである。そこで本稿では、次章

において、以上のことを留意点として、これを解消すべく、適切な素材の選定に焦点を置き、本規

定の立法趣旨解釈に基づき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容につい

ての検討を試みることとする。 

  

 
99 もっとも、「税制簡素化についての第一次答申」及び「税制簡素化の具体的措置について」につ

いては、あくまで立法過程において公表された報告書であるから、法人所得の会計方法に関する文

言の変更については、留意すべきではないと解することも可能である。しかしながら、一般に公正

妥当と認められる会計処理の基準の解釈として、統一的見解が見い出されていない以上、これらの

文言の相違を無視し、暗黙に同一の意義を有すると解すことは妥当でないと考えられる。また、こ

の点については、武田昌輔教授も同様に指摘されている（武田昌輔（1970）「一般に公正妥当と認

められる会計処理の基準」『税務大学校論叢』第3号、120-121頁参照）。 
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第3章 我が国法人税法22条4項に関する検討―立法趣旨解釈を中心として― 

第1節 はじめに 

 本章では、法人税法22条4項に関する検討として、立法趣旨解釈を試みる。検討にあたっては、

前章で提示した留意点として、本規定が「税制簡素化についての第一次答申」における具体的措置

をどの程度取り入れたのかという観点から、立法趣旨解釈を行うにあたっての適切な素材の選定に

焦点を置く。なお、当該留意点は、本答申から本規定に至るまでに法人所得の会計方法に関する文

言が変更されていること、及び、本答申を基礎とした先行研究において見解に相違が生じているこ

とをもって指摘されたものである。 

そのため、本章の構成は次のとおりとする。まず、第2節において、検討方法を提示する。次に、

第 3 節は、まず、上記留意点の妥当性検証として、「税制簡素化についての第一次答申」から「税

制簡素化の具体的措置について」、法人税法22条4項に至るまでの法人所得の会計方法に関する文

言の変遷理由を整理する。次に、留意点の検討として、それぞれの報告書における法人所得の会計

方法に関する具体的内容を検討する。そして、第4節では、結果及び考察として、第3節検討結果

を踏まえて、立法趣旨解釈を行うにあたっての適切な素材を選定し、その選定した素材に基づく立

法趣旨解釈として、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容についての結

論を提示する。最後に、第5節では、本章の全体のまとめを行い、本章結論に対する課題を示す。 

 

第2節 検討素材及び方法 

本章の目的は、適切な素材の選定に焦点を置き、法人税法 22 条 4 項の立法趣旨解釈から、一般

に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容を検討することにあり、本規定が「税

制簡素化についての第一次答申」における具体的措置をどの程度取り入れたのかということを留意

点とする。そのため、検討素材については以下のとおりとする。 

 

1. 「税制簡素化についての第一次答申」における法人所得の会計方法 

2. 「税制簡素化の具体的措置について」における法人所得の会計方法 

3. 「法人税法の一部改正」における法人所得の会計方法 

 

本章検討方法については、留意点の妥当性検証、留意点の検討、適切な素材の選定からなる。 

留意点の妥当性検証では、上記留意点が留意点として成立するかどうかの検証を行う。検証にあ

たっては、法人所得の会計方法に関する文言の変更理由が不明確であることを示すことにより、そ

の妥当性を判定する。次に、留意点の検討では、上記検討素材について個別分析を行い、租税法独

自の規制緩和という趣旨のもと、各素材が課税所得と企業利益との開差をどの程度縮小することを

意図していたのかを検討する。最後に、適切な素材の選定にあたっては、上記検討結果を比較分析

することにより、それぞれの具体的内容が同義かどうかを判定する方法を採用する。 



 29 

なお、留意点の検討における個別分析では、それぞれの報告書を体系的に整理するため、入手可

能な情報は、法人所得の会計方法に直接言及した部分に限定されない。そのため、本稿では、サブ

セクション「期間損益計算」から入手可能な情報も用いられる。また、本稿では、それに合わせて、

別段の定めがある項目以外の項目を、「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」と「従来から

租税法独自の計算原理規定が存在しない項目」に分割し、これらを整合的に捉えることにより、法

人所得の会計方法の具体的内容を明確化する。この検討方法を採用する理由は以下のとおりである。 

先行研究では、一般に、法人税法22条4項の立法趣旨解釈にあたり、「税制簡素化についての第

一次答申」における「所得計算の基本規定」から入手可能な情報が用いられる 100。ただし、この方

法では、前章で示したとおり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容と

して、相反する2つの見解が導出される。そのため、当該サブセクションから入手可能な情報のみ

を用いることは、その情報不足が指摘される。 

さらに、法人税法 22 条 4 項創設にあっての趣旨が租税法独自の規制緩和であることを踏まえる

と、別段の定めがある項目以外の項目については、次の2つに分割されることになる。第一は、法

人税法22条4項に相当する規定を創設することによって、「租税法独自の計算原理規定が除外され

る項目」、第二は、「従来から租税法独自の計算原理規定が存在しない項目」である。そして、「税制

簡素化についての第一次答申」及び「税制簡素化の具体的措置について」に従えば、前者項目は、

サブセクション「原価差額の調整」、「償却不足額の 3 年繰越の制度」、後者の項目は「期間損益計

算」が該当する 101。つまり、「期間損益計算」は、別段の定めがある項目以外の項目に該当するも

のであり、検討において、当該サブセクションから入手可能な情報を用いることは特段の問題がな

いといえる。 

以上のことから、留意点検討においての上記素材の個別分析では、必要に応じて、別段の定めが

ある項目以外の項目を「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」、及び、「従来から租税法独

自の計算原理規定が存在しない項目」に分割し、それぞれ「所得計算の基本規定」及び「期間損益

 
100 例えば、第2章で概観した先行研究以外で、「税制簡素化についての第一次答申」を基礎に法人

税法22条4項を検討しているものとしては、次のものが挙げられる。河合信雄（1969）「法人税法

上の会計処理基準の創設」『經濟論叢』第103巻第2号、115-131頁、品川芳宣（1982）前掲注41、
中川一郎（1977）『税法学体系』ぎょうせい、松沢智（2003）『新版租税実体法 ―法人税法解釈の

基本原理― 補正第2版』中央経済社参照。（著者五十音順）。また近年においては、次のものが挙

げられる。阪田大作（2014）「法人税法22条4項（公正処理基準）の解釈」『租税資料館論文集』

第23巻（中）、357−443頁、高木克己（2012）「法人税法上の「公正処理基準」の変容」『駒大経営

研究』第43巻第3・4号、1-37頁、森下幹夫（2016）「法人税法22条4項の公正処理基準の現代

的意義―企業会計制度との関係性の視点から―」『岡山大学経済学会雑誌』第48巻第1号、岡山大

学経済学会、15-44頁、山下壽文（2015）「シャウプ勧告と公正処理基準」『佐賀大学経済論集』第

48巻第2号、佐賀大学経済学会、1-47頁参照（著者五十音順）。 
101 もっとも、昭和42年当時において、期間損益計算に関する通達は存在していた（旧法人税基本

法基本通達249参照）。ただし、水野忠恒教授によれば、通達は法ではないとされるため（（水野忠

恒（2021）前掲注6、10頁参照）、本稿では通達については言及しない。 
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計算」から入手可能な情報を整合的に捉える方法で、検討素材それぞれの法人所得の会計方法に関

する具体的内容を明確化する。 

また、適切な素材の選定にあたって行われる比較分析では、上記個別分析結果の同一性から、法

人税法22条4項の立法趣旨解釈において考慮すべき報告書を明らかにすることとする。 

なお、本稿は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容を検討するもの

であるため、企業利益の計算原理については、企業会計原則や商法の計算原理を区別せず、いずれ

かに該当する会計方法を企業利益の計算原理として取り扱うこととする。 

 

第3節 検討 

第1項 留意点の妥当性検証 

以下に、本検討における留意点の妥当性検証として、「税制簡素化についての第一次答申」から、

「税制簡素化の具体的措置について」、そして、法人税法22条4項に至るまでの法人所得の会計方

法に関する文言の変遷を概観する。 

第一は、「税制簡素化についての第一次答申」から「税制簡素化の具体的措置について」への法人

所得の会計方法に関する文言の変更である。税制調査会は、本答申において、「課税所得の計算の弾

力化―商法、企業の会計慣行との開差の縮小」の中の「所得計算の基本規定」のもとで、「課税所得

は、納税者たる企業が継続して適用する健全な会計慣行によって計算する旨の基本規定を設ける 102」

と述べられている。その後、税制調査会は、「税制簡素化の具体的措置について」を公表し、係る文

言を修正、税制簡素化についての第一次答申と同様のサブセクションのもとで、「課税所得は、納税

者たる企業が継続して適用する適正な会計慣行に従って計算する企業利益を基礎とする旨の基本規

定を設けることとする。（注）上記の基本規定の執行上、企業がその採用する会計慣行について事前

に税務当局の判断を必要とするときは、税務当局の確認を求めることができるものとする。103」と

した。 

このように、税制調査会は、その過程において、法人所得の会計方法に関する文言を変更してい

るが、その理由については言及していない。ただし、先行研究によれば、係る理由については、本

答申直前に企業会計審議会が公表した「税法と企業会計との調整に関する意見書」、ないしは、I.R.C. 

§ 446の影響を受けたものとされる 104。 

「税法と企業会計との調整に関する意見書」は、税法と企業会計との調整を図るための具体的措

置として、アメリカ合衆国における法人所得の会計方法に関する規定、I.R.C. § 446を参考に、「納

税者の各事業年度の課税所得は、納税者が継続的に健全な会計慣行によって企業利益を算出してい

 
102 税制調査会（1967）前掲注39、44頁参照。 
103 税制調査会税制簡素化特別部会・税制簡素化専門小委員会（1967）前掲注63、90頁。 
104 「税制簡素化の具体的措置について」と「税法と企業会計との調整に関する意見書」との類似

性については、鈴木一水（2013）前掲注96、215-216頁参照、I.R.C. § 446との類似性については、

須貝脩一（1967）「米国税法上の会計処理基準の意義」『税法学』第199巻、1頁参照。 
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る場合には、当該企業利益に基づいて計算するものとする。納税者が健全な会計慣行によって企業

利益を算出していない場合または会計方法を継続的に適用していない場合には、課税所得は内国歳

入庁長官の判断に基づき、妥当な方法によりこれを計算するものとする。」と提言している 105。 

そして、その基礎となった I.R.C. § 446は、租税法とGAAPとの調和を目的に創設された規定で

あり 106、「課税所得は、納税者が帳簿を記録するにあたり、継続的に所得を計算する会計方法に基

づいて計算されるものとする。107」としたうえで、「納税者が継続して採用する会計方法を有して

いない場合、または、その会計方法が所得を明瞭に反映しない場合、課税所得は、財務長官または

その代理人（Secretary）の意見するところにより、所得を明瞭に反映するような会計方法のもとで、

計算されるものとする。108」と定めている。 

 上記の文理の類似性より、「税制簡素化の具体的措置について」における法人所得の会計方法に関

する文言は、「税法と企業会計との調整に関する意見書」及び I.R.C. § 446を参考にしたものと解さ

れる 109。ただし、先述のとおり、税制調査会は、この文言の変更理由を明確にしておらず、係る文

言変更が内容の変更を伴うものであったかどうかは定かではない。 

第二は、「税制簡素化の具体的措置について」から法人税法22条4項への法人所得の会計方法に

関する文言の変更である。当該報告書における法人所得の会計方法に関する文言については、先述

のとおりであるが、これが法人税法22条4項のもとで、「一般に公正妥当と認められる会計処理の

基準」という文言へと変更された。大蔵省では、本規定が税制調査会の意見をほぼ全面的に受けた

ものであるとしているものの 110、係る文言の変更理由については明確な説明を行っていない。これ

 
105 なお、厳密にいえば、当該意見書は、ドイツ所得税法5条「法律の規定に基づいて記帳および

定期決算を行わなければならない営業者または法律上の義務がなくて記帳および定期決算を行う営

業者は、事業年度末において、商法上の正規の簿記の原則にしたがつて明示すべき事業資産を評価

しなければならない。」についても参考にしている（企業会計審議会特別部会（1966）前掲注 38、
80頁参照）。ただし、「税制簡素化の具体的措置について」における法人所得の会計方法に関する文

言については、明らかに I.R.C. § 446との類似性が高いため、本稿では、ドイツ所得税法5条につ

いては言及しない。 
106 See. Austin, Maurice, Surrey, Stanley S., Warren, William C. and Winokur, Robert M., “The 
Internal Revenue Code of 1954: Tax Accounting”, 68 Harv. L. Rev. 257, (1954), pp.258-263. 
107 I.R.C. § 446(a). 
108 I.R.C. § 446(b). 
109 なお、高木克己（2012）は、日本とアメリカは課税所得の計算構造が異なるため、同様な文章

表現を用いているが、本質的に異なるものであると述べられている（高木克己（2012）前掲注100、
10-11頁参照）。 
110 結城義人氏（大蔵大臣官房財務調査官）は、「第一次税制簡素化答申をいただきまして、今回の

税制改正には、その七、八〇％の部分を盛り込んでおります。（参議院「第55回参議院大蔵委員会

12号（昭和42年5月26日）」前掲注65参照）と述べられている。また、松隈秀雄氏（参考人）

も同様の発言をされている（衆議院「第55回衆議院大蔵委員会16号（昭和42年5月23日）」参

照）。この他にも、塩崎潤氏（主税局長）、中橋敬二郎氏（大蔵省主税局長第一課長）が同様の解説

を行っている（参議院「第55回参議院大蔵委員会12号（昭和42年5月26日）」前掲注65参照、

衆議院「第55回衆議院大蔵委員会11号（昭和42年5月12日）」前掲注67参照）。 
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は「第55回大蔵委員会」においても同様である。 

もっとも、係る文言の変更理由については、立法関係者の個人見解から検討する方法として考え

られる。ただし、その立法関係者間においても、本規定についての見解に相違が生じており、上記

方法に従い、係る理由を推断することは困難であるといえる。 

例えば、塩崎潤氏（立案責任者）は、法人税法 22 条 4 項について「税制簡素化の真の狙いは、

減税でも増税でもなければ、また単純な課税所得と企業利益の一致にあるものでもない 111。」と述

べられている 112。これに対して、番場嘉一郎教授（税制調査会特別委員）は、「商法としても妥当

を欠く点に対しては妥当なものに改めてもらうという前提を置いて、税法は、私のほうは自由にお

任せしますという態度をとるんではないかと思う 113」と述べられている 114。 

以上のとおり、法人所得の会計方法に関する文言については、「税制簡素化についての第一次答申」、

「税制簡素化の具体的措置について」、そして、法人税法22条4項へと変更されているが、その理

由については特段の言及もなく、また、それを推断することも困難である。したがって、係る文言

の変更については留意点として、妥当性を有するものであり、これを解消することは立法趣旨解釈

を行ううえで必要不可欠といえる。 

 

第2項 留意点の検討 

1. 「税制簡素化についての第一次答申」における法人所得の会計方法 

（1）「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」における計算原理 

 「税制簡素化についての第一次答申」は、サブセクション「所得計算の基本規定」のもとで、法

人所得の会計方法について以下のように記されている。 

 

「税法において課税所得は、納税者たる企業が継続して適用する健全な会計慣行によって

計算する旨の基本規定を設けるとともに、税法においては、企業会計に関する計算原理規

定は除外して、必要最小限度の税法独自の計算原理を規定することが適当である。115」 

 

 このように、「継続して適用する健全な会計慣行」である法人所得の会計方法は、「税法において

は、企業会計に関する計算原理規定は除外して、必要最小限度の税法独自の計算原理を規定するこ

とが適当である。」とされていることから、「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」につい

ては租税法独自の計算原理以外の計算原理となる。 

 
111 塩崎潤（1967b）前掲注80、10頁参照。 
112 また、竹内益五郎氏（税制調査会専門委員）も同様の見解を示されている（松隈秀雄（1967）
「税務行政に望むもの」『税務弘報』第15巻第12号、29頁参照）。 
113 番場嘉一郎（1967）「座談会・改正税法について」『産業経理』第27巻第8号、126頁参照。 
114 なお、番場嘉一郎教授は、昭和42年当時、企業会計審議会特別部会の委員長も務められている。 
115 税制調査会（1967）前掲注39、43-44頁。 
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 本サブセクションはこれ以上の記載がないため、「課税所得の計算の弾力化―商法、企業の会計慣

行との開差の縮小」を検討する。本セクションでは、「税法、通達の規制の下に計算される課税所得

と商法、企業の会計慣行等に基づいて算定される企業利益との間に開差を生じていることに由来す

る税制及び税務調査上の複雑さを減少させるため、税法の課税所得の計算は、できる限り商法や企

業の会計慣行等との間に差異を生じないよう、次のような措置を検討することが必要である。116」

としている。したがって、「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」については、少なくとも

企業利益の計算原理を部分的に包括することになる。 

 以上を整理すると、「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」において、法人所得の会計方

法は、租税法独自の計算原理以外の計算原理であり、少なくとも企業利益の計算原理を部分的に包

括する計算原理を意味することになる。そして、水野忠恒教授によれば、租税法では行政の自由裁

量は排除されるため 117、これを考慮すると、係る法人所得の会計方法に企業利益の計算原理以外の

計算原理が該当すると解することは妥当でない。したがって、「租税法独自の計算原理規定が除外さ

れる項目」における法人所得の会計方法は企業利益の計算原理を指すことになる。 

 

（2）「従来から計算原理が存在しない項目」における計算原理 

 次に、サブセクション「期間損益計算」より、「従来から計算原理が存在しない項目」における「継

続して適用する健全な会計慣行」における法人所得の会計方法について検討する。 

「期間損益計算」では、「企業としては、付随収入である社宅等家賃等はその支払を受けるときの

収入とし、また、消耗品、前払費用等はその支出をするときの費用に計上する経理処理を行ってい

ることが多いが、これらについて厳密な期間計算を行って税務上別個の計算を行う実益を捨てても

さして弊害もないと思われるので、企業におけるこれら期間損益の処理を大幅に是認することとす

べきである。118」とされる。そして、ここで例示された取扱いは、いずれも昭和 38 年企業会計原

則注解11（簿外資産及び簿外負債について）において認められるものである 119。したがって、「従

来から計算原理が存在しない項目」における法人所得の会計方法とは、「厳密な期間計算を行って税

務上別個の計算を行う実益を捨ててもさして弊害もないと思われる」場合、企業利益の計算原理を

 
116 同上、43頁。 
117 水野忠恒教授によれば、行政上の自由裁量が生じる規定は、課税要件明確主義（自由裁量の排

除）の観点から、租税法律主義に違反すると述べられている（水野忠恒（2021）前掲注6、9頁参

照）。そこで本稿では、これに従い、行政上の自由裁量の観点からの検討を行う。 
118 税制調査会（1967）前掲注39、44頁参照。 
119 昭和38年企業会計原則注解11「簿外資産及び簿外負債について」は、「貸借対照表完全性の原

則によれば、決算日において企業の所有するすべての資産並びに企業の債務に属するすべての負債

は、貸借対照表に記載されなければならないが、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生ず

ることのある簿外資産は、その例外として認められる。負債については貸借対照表完全性の原則の

例外は認められないから、簿外負債を設ける余地は生じない。(1)消耗品、消耗工具器具備品その他

の貯蔵品等の期中買入高又は期中払出高を費用として処理する会計方法を継続的に採用している場

合に生ずる簿外資産」としている。 
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意味することになる。 

 「期間損益計算」は、上記場合に関する具体例を提示していない。そのため、「税制簡素化につい

ての第一次答申」第1章「税制複雑化の原因とその弊害」を検討する。本章は、税制複雑化の原因

とその弊害について、以下のように分析している。 

 

「多数の事案を公平に処理しようとする態度が、ややもすれば課税所得等の画一的取扱い

に結びつきがちであったため、課税所得概念等については社会常識や企業の会計慣行によ

るべき点が多いにも関わらず、必ずしも社会の実態に即さないと思われる税法独特の概念

を生み、……期間損益に関する税務調査が複雑化してきたことも、その要因の一つとして

指摘しておく必要があるであろう。120」 

「課税所得を画一的に取り扱おうとする税制の態度が、期間損益等について企業の会計慣

行との不一致を生ぜしめていることも加わって、……ひいては課税の実質的公平の維持に

支障をきたすというようなことが生じてくる。121」 

 

上記解説に、「税制簡素化についての第一次答申」のいう趣旨、租税法独自の規制緩和を考慮する

と、「厳密な期間計算を行って税務上別個の計算を行う実益を捨ててもさして弊害もないと思われる

場合」とは、「租税法独自の規制を緩和することにより、実質的公平の維持に対する実益を捨てても

さして弊害もないと思われる場合」と換言でき、「期間損益計算」においては、係る場合に該当する

かどうかにより、企業利益の計算原理が是認されるかどうかの判定が行われることを示している。

したがって、「期間損益計算」を含む「従来から計算原理規定が存在しない項目」において、法人所

得の会計方法は、実質的公平の維持に対する実益を有する計算原理となる。 

 

（3）「税制簡素化についての第一次答申」における法人所得の会計方法 

以上を整理すると、「税制簡素化についての第一次答申」における法人所得の会計方法とは、「企

業が継続して適用する健全な会計慣行」であり、「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」に

おいては企業利益の計算原理、「従来から計算原理規定が存在しない項目」においては実質的公平の

維持に対する実益を有する計算原理ということが示された。この結果を両項目間の整合性の観点か

ら捉えると、前者項目は、「厳密な期間計算を行って税務上別個の計算を行う実益を捨ててもさして

弊害もないと思われる」場合に該当した結果、企業利益の計算原理が是認されたものであると解す

ることができる。 

以上のことから、「税制簡素化についての第一次答申」における法人所得の会計方法「企業が継続

して適用する健全な会計慣行」とは、実質的公平の維持に対する実益を有する計算原理を意味する。

 
120 税制調査会（1967）前掲注39、39頁。 
121 同上、39頁。 
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つまり、「実質的公平の維持に対する実益を有すること」が、これに該当するための必要十分条件と

なるということである。したがって、係る文言の意義とは、租税法独自の規制緩和を趣旨に、実質

的公平の維持という規制を従来よりも緩和することによって、課税所得と企業利益の開差を縮小す

ることを意図したものであるということが示される。 

 

2. 「税制簡素化の具体的措置について」における法人所得の会計方法 

（1）「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」における計算原理 

「税制簡素化の具体的措置について」は、サブセクション「所得計算の基本規定」において、「課

税所得は、納税者たる企業が継続して適用する適正な会計慣行に従って計算する企業利益を基礎と

する 122」としている。 

上記文言を整理すると、「継続して適用する適正な会計慣行に従って計算する」は「企業利益」を

修飾するものであるから、ここでいう「継続して適用する適正な会計慣行」とは、企業利益の計算

原理を意味することになると同時に、「継続して適用する」の「継続」も同様、企業利益計算上の継

続を意味することになる 123。なお、ここでいう「基礎とする」の「基礎」とは、「それを前提とし

て事物全体が成り立つ、もとい 124」を意味する。 

以上を整理すると、当該項目における法人所得の会計方法とは、「課税所得が企業利益の計算原理

に従って計算する企業利益を前提とする」と換言できるため、企業利益の計算原理を部分的に包括

する計算原理となる。そして、これに行政上の自由裁量の排除という観点を踏まえれば 125、係る会

計方法は、企業利益の計算原理以外の計算原理が該当すると解することは妥当でないため、企業利

益の計算原理を指すことになる。 

 

（2）「従来から計算原理が存在しない項目」における計算原理 

 次に、「従来から計算原理が存在しない項目」における法人所得の会計方法について、サブセクシ

ョン「期間損益計算」から検討する。 

「期間損益計算」は、「その期中の経理が技術的に煩雑な付随収入、付随費用その他については、

継続性の条件のもとに重要性の原則に従った企業の処理を認める方向をとることとする。126」とし

ている。「税制簡素化についての第一次答申」同様、ここで例示された取扱いは、いずれも昭和 38

 
122 税制調査会税制簡素化特別部会・税制簡素化専門小委員会（1967）前掲注63、90頁。 
123 企業利益計算上の継続の具体例としては、昭和38年企業会計原則・第一・一般原則・五、いわ

ゆる継続性の原則が挙げられる。 
124 「税制簡素化についての第一次答申」については、昭和41年に公表されたものであるから、そ

の当時の意味を参照する必要があるため、本稿では、昭和44年に発行された『広辞苑第2版』を

用いている。 
125 この点については、前掲注117と同様の理由による。 
126 税制調査会税制簡素化特別部会・税制簡素化専門小委員会（1967）前掲注63、90頁。 
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年企業会計原則注解 11（簿外資産及び簿外負債について）において認められるものである 127。し

たがって、「従来から計算原理が存在しない項目」における法人所得の会計方法は、「継続性」を条

件に、企業利益の計算原理を指すことになる。 

「期間損益計算」は、「継続性」という文言について、具体的な言及をしていない。そこで「租税

法独自の計算原理規定が除外される項目」との整合性から検討する。(1)において、当該項目につい

ては、企業利益計算上の継続が要求されることを示した。これを両項目間の整合性の観点から捉え

ると、「期間損益計算」における「継続性」が、企業利益計算上の継続以外の継続を要求することに

なると、行政上の自由裁量の排除という観点から問題が生じるため 128、係る「継続性」とは、企業

利益計算上の継続と解することが妥当となる。 

以上のことから、「期間損益計算」における法人所得の会計方法は、企業利益の計算原理と完全に

一致するものであり、「期間損益計算」を含む「従来から計算原理規定が存在しない項目」において

も、その法人所得の会計方法は、企業利益の計算原理を意味することになる。 

 

（3）「税制簡素化の具体的措置について」における法人所得の会計方法 

 以上を整理すると、「税制簡素化の具体的措置について」における法人所得の会計方法とは、「課

税所得は、納税者たる企業が継続して適用する適正な会計慣行に従って計算する企業利益を基礎と

する」であり、「租税法独自の計算原理規定が除外される項目」及び「従来から計算原理規定が存在

しない項目」においては、いずれも企業利益の計算原理であることが示された。そのため、係る会

計方法とは、租税法独自の規制緩和を趣旨に、課税所得と企業利益の開差を完全に解消することを

意図したものであることが示され、「企業利益の計算原理に該当すること」がこれに該当するための

必要十分条件となる。 

 

3. 「法人税法の一部改正」における法人所得の会計方法 

 法人税法 22 条 4 項は、法人所得の会計方法を「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」

とする。「法人税法の一部改正」は、本規定について、「課税所得と企業利益とは、原則として一致

すべきことを明確にすること 129」としている。これは、両者の一致しない「例外」を示唆するもの

である。したがって、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準とは、少なくとも企業利益の計

算原理を部分的に包括するものであるといえる。 

また、「法人税法の一部改正」は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の意味について、

「客観的な規範性をもつ公正妥当と認められる会計処理の基準である 130」としている。これを整理

 
127 昭和38年企業会計原則注解11「簿外資産及び簿外負債について」は、前掲注119を参照。 
128 この点については、前掲注117と同様の理由による。 
129 西原宏一（1967）前掲注69、75頁。 
130 同上、75頁。 



 37 

すると、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準は、「客観的な規範性をもつと認められること」

と、「公正妥当と認められること」を要件としていることになる 131。また、当該報告書は、企業利

益の計算原理に該当する企業会計原則、つまりは、「企業会計の実務の中に慣習として発達したもの

のなかから一般に公正妥当と認められたものを要約したもの」について、「その内容は規範性をもつ

ものばかりではない。もちろん、税法でいっている基準は、「企業会計原則」のことではない。132」

としている。 

以上のことから、企業会計原則とは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する必要

条件のうち、「公正妥当と認められること」を充足するが、「客観的な規範性をもつと認められるこ

と」を充足しないということが示される。そして、これは、前者必要条件が企業利益の計算原理に

該当することを要求するものであり、後者必要条件が課税所得と企業利益の一致しない「例外」を

生じさせるものであることを意味する。 

さらに、「法人税法の一部改正」は、法人税法22条4項のもとでの特殊な会計処理に関して、以

下のように解説している。 

 

「この規定は、具体的には、企業が会計処理において用いている基準（ないし慣行）のう

ち一般に公正妥当と認められないもののみを税法で認めないこととし、原則としては、企

業の会計処理を認めるという基本方針を示したものといえよう。したがって、特殊な会計

処理について、それが一般に公正妥当な会計処理の基準にのつとつているかどうかは、今

後、事例についての判断（裁判所の判決を含む）の積み重ねによって明確にされていくも

のと考えられる。133」 

 

このことから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準とは、事例についての判断の積み重

ねによって明確化される計算原理であることが確認できる。そして、ここでいう「事例についての

判断の積み重ねによって明確化される」とは、上記必要条件のいう「客観的な規範性をもつと認め

られること」と同義であると解される。 

この「客観的」とは、「特定の個人的主観の考えや評価から独立で、普遍性をもつこと」、「規範」

 
131 「日本租税法学会第33回大会記録」において、「客観的な規範性をもつ」という文言について

は、「公正妥当」を修飾する可能性についても検討された。その結果、「客観的な規範性をもつ」と

いう文言については、条文の「一般に」に対応し、それが「認められる」という文言を修飾するこ

とから、「客観的な規範性をもつ」も「認められる」を修飾するという結論を導いている（中川一郎

（1967a）前掲注86、41-45頁、中川一郎（1967b）「日本税法学会第33回大会記録(1)」『税法学』

第204巻、1-26頁、中川一郎（1968a）「日本税法学会第33回大会記録(2)」『税法学』第205巻、

1-29頁、中川一郎（1968b）「日本税法学会第33回大会記録(3)」『税法学』第206巻、1-36頁参照）。 
132 西原宏一（1967）前掲注69、75頁参照。 
133 同上、75頁。 
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とは「のっとるべき規則（norm）」を意味する 134。そして、この「のっとるべき規則」とは、Posner, 

(1997) によれば、「裁判所や立法府といった公的機関から公布されておらず、法的制裁の脅威によ

って強制されていないが、定期的に遵守されているルールを意味する。135」ものであり、慣習法を

含むとされる 136。したがって、慣習法という社会規範性を要求する「客観的な規範性をもつと認め

られること」は、その意味において、「事例についての判断の積み重ねによって明確化される」と整

合する。 

以上を整理すると、「法人税法の一部改正」における法人所得の会計方法、「一般に公正妥当と認

められる会計処理の基準」とは、租税法独自の規制緩和を趣旨に、事例についての判断の積み重ね

によって明確化される計算原理を是認することにより、課税所得と企業利益の開差を解消すること

を意図したものであることが示され、「事例についての判断の積み重ねによって明確化されること」

がこれに該当するための必要十分条件となる。 

 

第4節 結果及び考察 

本節では、前節検討結果をもとに、法人税法 22 条 4 項の趣旨解釈を行ううえでの適切な素材を

選定し、その選定した素材をもとに一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内

容についての検討を行う。選定にあたっては、前節検討結果の比較分析より、「税制簡素化について

の第一次答申」、「税制簡素化の具体的措置について」、「法人税法の一部改正」それぞれの法人所得

の会計方法に関する具体的内容の同一性から、本規定の立法趣旨解釈において考慮すべき素材を判

定する。前節検討結果は以下のとおりである。 

「税制簡素化についての第一次答申」における法人所得の会計方法とは、「企業が継続して適用す

る健全な会計慣行」であり、その意義は、租税法独自の規制緩和を趣旨に、実質的公平の維持とい

う規制を従来よりも緩和することによって、課税所得と企業利益の開差を縮小することを意図した

ものであるということである。そして、これに該当するための必要十分条件は、「実質的公平の維持

に対する実益を有すること」である。 

「税制簡素化の具体的措置について」における法人所得の会計方法とは、「企業が継続して適用す

る適正な会計慣行に従って計算する企業利益を基礎とする」であり、その意義は、租税法独自の規

制緩和を趣旨に、課税所得と企業利益の開差を完全に解消することを意図したものであることであ

る。そして、これに該当するための必要十分条件は、「企業利益の計算原理に該当すること」である。 

「法人税法の一部改正」における法人所得の会計方法とは、「一般に公正と認められる会計処理の

基準」であり、その意義は、租税法独自の規制緩和を趣旨に、事例についての判断の積み重ねによ

 
134 大蔵省解説は、昭和42年に公表されたものであるから、その当時の意味を参照する必要がある

ため、本稿では、昭和44年に発行された『広辞苑第2版』を用いている。 
135 Posner, Richard A., “Social Norms and the Law: An Economic Approach”, American 
Economic Review, Vol.87, No.2, (1997), p.365. 
136 See. Ibid., p.365. 
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って明確化される計算原理を是認することにより、課税所得と企業利益の開差を解消することを意

図したものであることである。そして、これに該当するための必要十分条件は、「事例についての判

断の積み重ねにより明確化されるものであること」である。 

 以上の個別検討結果を比較すると、それぞれの法人所得の会計方法は、その意義及び必要十分条

件において、明らかに異なるものであることが観察される 137。そして、この観察結果は、法人所得

の会計方法に関する具体的内容が、文言の変更に伴い変更されたことを示すものである。したがっ

て、法人税法22条4項の立法趣旨解釈においては、その検討素材として、「税制簡素化についての

第一次答申」及び「税制簡素化の具体的措置について」における具体的措置を考慮すべきではない

こと、そして、考慮すべき適切な素材が「法人税法の一部改正」であるということが示される。 

以上のことから、立法趣旨解釈における適切な素材の選定に焦点をおいた場合、法人税法22条4

項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準とは、「法人税法の一部改正」に基づく解釈、

すなわち、「事例についての判断の積み重ねによって明確化される計算原理」であり、その意義とは、

租税法独自の規制緩和を趣旨に、係る計算原理を是認することにより、課税所得と企業利益の開差

を解消することを意図したものであるということが本章の結論として導かれる。 

 

第5節 本章のまとめ 

 本章では、法人税法 22 条 4 項が「税制簡素化についての第一次答申」における具体的措置をど

の程度取り入れたのかということを留意点として、適切な素材の選定に焦点を置き、立法趣旨解釈

に基づき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する具体的内容について検討を試みた。 

 その結論としては、法人税法22条4項の立法趣旨解釈において、「税制簡素化についての第一次

答申」及び「税制簡素化の具体的措置について」における具体的措置を考慮すべきではないこと、

考慮すべき適切な素材が「法人税法の一部改正」であることを示したうえで、本規定のいう一般に

公正妥当と認められる会計処理の基準が、「事例についての判断の積み重ねによって明確化される計

算原理」を意味し、その意義が、租税法独自の規制緩和を趣旨に、係る計算原理を是認することに

より、課税所得と企業利益の開差を解消することを意図したものであるということを示した。 

もっとも、上記結論については、立法論上の問題が指摘される。つまり、一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準に関する具体的内容が不確定であるがゆえに、行政上の自由裁量が生じる規

定として、租税法律主義に反するおそれがあるということである 138。 

 
137 最判昭和62年7月7日務資159号31頁は、慣行である社会通念について、「諸科学の成果を

も取入れ、これと整合性を有するものとして形成されるべきもの」として、「会計的意義性格につい

ては、先ず第一義的に企業会計の立場から判断されるべきものであって、いわゆる社会通念が優先

されるべきものではない」と判示している。このことから、「法人税法の一部改正」において示した

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の必要条件「客観的な規範性をもつと認められること」

は、租税法及び企業会計と区別されるものであるといえる。 
138 法人税法22条4項に関して、不明確性を根拠に租税法律主義に反するとした先行研究としては、
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ただし、金子宏教授は、「法の執行に際して具体的事情を考慮し、税負担の公平を図るためには、

不確定概念を用いることは、ある程度不可避であり、また必要でもある 139」とし、「中間目的ない

し経験概念を内容とする不確定概念であって、……法の趣旨、目的に照らしてその意義を明確にな

しうるもの 140」について、「その必要性と合理性が認められる限り、この種の不確定概念を用いる

ことは、課税要件明確主義に反するものではないと解すべきであろう。141」と述べられている。 

この金子宏教授の見解に従えば、「事例についての判断の積み重ねにより明確化される」とは、経

験概念を意味するものであるから、その内容が不明確ないし不確定であるからといって、法人税法

22条4項を一概に租税法律主義に反すると解することは妥当でなく、むしろ問題とすべきは、その

後の動向において、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が確立された経験概念を有するか

どうかにあると考えられる。つまり、法人税法 22 条 4 項は、一般に公正妥当と認められる会計処

理の基準が経験概念として確立された内容を有する場合には、立法上の問題は生じず、これを有し

ない場合には、立法上の問題が生じ、租税法理主義に反する規定となるということである。そこで

次章では、本章結論を踏まえて、経験概念という観点から、一般に公正妥当と認められる会計処理

の基準の有する認識概念について、裁判例分析をもとに検討を試みることとする。 

  

 
次のものが挙げられる。中川一郎（1967b）前掲注131、26頁、谷口勢津夫（2018a）前掲注94、
256頁参照。 
139 金子宏（2019）前掲注9、85頁。 
140 同上、86頁。 
141 同上、86頁。 
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第4章 我が国法人税法22条4項に関する立法趣旨解釈の展開―裁判例分析を中心として― 

第1節 はじめに 

そこで本章では、法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関し

て、裁判例分析をもとに、その有する認識概念についての検討を試みる。これは、本稿第3章にお

いて、法人税法 22 条 4 項に関する立法趣旨解釈に基づき、本規定のいう一般に公正妥当と認めら

れる会計処理の基準が「事例についての判断の積み重ねによって明確化される計算原理」を意味す

ること、そして、その留意点として、内容の不明確性という観点から、係る文言が経験概念を有す

るかどうかを検討する必要があることを指摘したことによる。 

したがって、本章の全体の構成は次のとおりとする。まず、第2節において、検討素材及び方法

を提示する。次に、第3節では、選定した2つの裁判例を分析し、一般に公正妥当と認められる会

計処理の基準の有する認識概念をそれぞれ整理する。第4節では、第3節の結果を体系的に整理す

るとともに、係る文言が経験概念を有するかどうかという上記課題についての結論を示す。また、

本節では、その結論に基づく考察として、現在における税務会計と財務会計との関係性、及び、法

人税法74条1項の趣旨についての私見を述べる。最後に、第5節では、本章全体のまとめを行い、

本章の結論に対する課題及びその展開方法を提示する。 

 

第2節 検討素材及び方法 

 本章の目的は、法人税法22条4項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準について、

「事例についての判断の積み重ねにより明確化される計算原理」という意味から、裁判例分析に基

づき、その有する認識概念を明確化することにある。そのため、検討にあたっては、その検討素材

を、本規定に関する裁判所判決を無作為にないし作為的に抽出するのではなく、係る意味と整合す

るものを抽出する必要がある。つまり、本章検討においては、検討素材の選定が重要となるという

ことである。 

この点については、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が、その要素として、慣行を含

むことからも指摘される。大蔵省「法人税法の一部改正」は、法人税法22条4項について、「具体

的には、企業が会計処理において用いている基準（ないし慣行）のうち一般に公正妥当と認められ

ないもののみを税法で認めないこととし、原則としては、企業の会計処理を認めるという基本方針

を示したもの 142」としている。そして、この慣行とは、「その定義が時間や場所によって少しずつ

変化するものであり、その変化の過程は観察できるが、どのように変化をするのかは観察できない。

143」ものであり、「慣行の必要十分条件を特定することは不可能である。144」とされる。そのため、

 
142 西原宏一（1967）前掲注69、75頁。 
143 Sunder, Shyam, “Rethinking Financial Reporting: Standards, Norms and Institutions”, 
Foundations and Trends in Accounting, Vol.11, Nos.1-2, (2016), pp.54-55. 
144 Ibid., pp.54-55. 
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慣行を含む一般に公正妥当と認められる会計処理の基準もまた、時間の経過により変化する性質を

有するものであるから、ある特定時点における裁判例分析の結果とは、その特定時点における必要

十分条件を示したものに過ぎず、検討素材を無作為にないし作為的に抽出する検討方法は、本稿の

性質上、成立し得ない。 

そこで本稿では、「事例についての判断の積み重ねにより明確化される」という意味を、限定的に

「事例についての判断の積み重ねにより明文化される」と解し、これに整合するものとして、次の

裁判所判決を検討素材として選定する。第一に、最高裁平成 5 年11月25日第一小法廷（及び法

人税法22条の2 1項）、第二に、最判平成6年9月16日第三小法廷（及び法人税法55 条1 項）

である。 

第一の検討素材、最高裁平成 5 年11月25日第一小法廷（及び法人税法22条の2）の選定理由

は次のとおりである。法人税法22条の2 1項とは、顧客との契約から生じる収益を財またはサー

ビスの移転時点に益金として認識することを定めた規定である 145。本規定は平成30年度税制改正

により創設されたものであり、その趣旨とは、ASBJが2020年に公表した「収益認識に関する会

計基準」への対応として、「収益認識に関する会計基準に従った収益の額の計算のうち、法人税の所

得の金額の計算として認めるべきでない部分があれば、その部分を明示する必要が生ずる 146」とさ

れる。 

そして、立法時解説は、法人税法22条の2 1項と最高裁平成 5 年11月25日第一小法廷の関

係性について、以下のように解説し、本規定が当該事件判決における一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の有する認識概念を明文化したものとされている。 

 

「法人税法上、収益の益金算入時期について、「ある収益をどの事業年度に計上すべきか

は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益

は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の

益金に計上すべきものと考えられる」(最高裁平成 5 年11月 25日第一小法廷判決)と述

べられており、以後多く引用されています。……今回、収益認識に関する会計基準の導入

を契機として、収益の認識時期についても通則的な規定が設けられました。147」 

  

もっとも、法人税法22条の2 1項が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識

概念のすべてを示すものでないことは、同法同条2項から示される。本規定は、納税者が財または

サービスに係る収益を一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って認識する場合、これを

 
145 法人税法22条の2 1項参照。 
146 大蔵財務協会（2018）前掲注30、270頁。 
147 同上、271頁。 
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是認するとし 148、同法同条1項における認識が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有す

る認識概念の一部分を明確化したものに過ぎないことを明らかにしている。したがって、一般に公

正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念の検討にあたっては、その基礎となった最高

裁平成 5 年11月25日第一小法廷の分析が求められる。 

第二の検討素材、最判平成6年9月16日第三小法廷（及び法人税法55条1項）の選定理由は次

のとおりである。法人税法55条1項とは、「不正行為等に係る費用等の損金不算入（法人税法55

条）」のうちの隠蔽仮装行為に要する費用等の損金不算入についての規定である。本規定は、「内国

法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は

一部を隠蔽し、又は仮装すること（以下この項及び次項において「隠蔽仮装行為」という。）により

その法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用

の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計

算上、損金の額に算入しない。149」と定められる。そして、本規定は平成18年度税制改正により

創設されたものであり、その趣旨は以下のように解説されている。 

 

「違法支出の一形態である賄賂の損金不算入を明確にする場合、反射的にそれ以外の違法

支出、とりわけ隠ぺい仮装行為に要する費用等の損金算入が許容されるといった解釈につ

ながりかねないことも懸念されたことから、特に法人税法自らを否定する支出である隠ぺ

い仮装行為に要する費用等については、……損金不算入となることを明確化する整備を行

うこととされました。150」 

「いずれも現行の取扱いの明確化を図る措置であって、これら以外の違法支出一般に対す

る現行の基本的な考え方を変更するものではありません。したがって、賄賂等および隠蔽

仮装行為に要する費用等以外の違法支出については、これまでの判例等の実務（法人税法

第22条第4項等による否認）に沿って取り扱われることとなる。151」 

 

このように、立法時解説において、法人税法55条1項は、一般に公正妥当と認められる会計処

理の基準の有する認識概念の一部分を明文化したものとされている。そして、最判平成6年9月16

日第三小法廷とは、隠蔽仮装行為に要する費用等の損金性について、初めて法人税法22条4項を

適用した事例であり、かつ、当該事件判決は以後広く引用されている 152。そのため、本規定につい

 
148 法人税法22条の2 2項参照。 
149 法人税法55条1項。 
150 大蔵財務協会（2006）『改正税法のすべて（平成18年度版）』大蔵財務協会、351頁。 
151 同上、351-352頁。 
152 水戸地判平成14年12月21日、裁判所ウェブサイト、岡山地判平成19年5月22日税資257
号順号10716頁参照。 
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ては、当該事件判決における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に関する判断が積み重ね

られ明文化されたものであると解することができる。 

もっとも、第一検討素材と同様、法人税法55条1項の取扱いが一般に公正妥当と認められる会

計処理の基準の有する認識概念のすべてではないことは、先に引用した立法時解説より明らかであ

る。したがって、係る認識概念を明確化するためには、その基礎となった最判平成6年9月16日

第三小法廷の分析が求められる。 

以上のことから、本章第3節では、第1項において、最判平成5年11月25日第一小法廷、第2

項において、最判平成6年9月16日第三小法廷を分析し、第4項において、それらを体系化する

ことにより、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念を検討することとする。 

 

第3節 検討 

第1項 裁判例分析（最判平成5年11月25日第一小法廷） 

本件は棚卸資産の輸出取引から生じる収益の認識時点について争われた事件であり、事案の概要

は次のとおりである。納税者（上告人）は、その輸出取引において、①顧客との契約に基づき商品

を運送人の船舶に船積み、②運送人から船荷証券の発行を受け、輸出商品にかかる代金取立てのた

めの為替手形を振り出し、③当該為替手形に船荷証券を添付し、荷為替手形として取引銀行に交付、

本件商品代金と同等の金額を収受している。 

係争事業年度において、納税者は、上記③における荷為替手形を取引銀行で買い取ってもらう際、

船荷証券を取引銀行に交付することによって商品の引渡しをしたものとして、係る収益を認識する

「為替取組日基準」を採用していた。これに対して、所轄税務署長（被上告人）は、当該基準が一

般に公正妥当と認められる会計処理の基準に該当しないものであり、上記①における船積時点で収

益認識する「船積日基準」によって当該収益を認識すべきであるとして、納税者の取扱いを否認し

た。 

本件争点は、本件輸出取引に係る収益の認識時点であり、連邦最高裁判所は、法人税法 22 条 4

項のもとで以下のように判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基

準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入

すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと考えられる。もっとも、

法人税法二二条四項は、現に法人のした利益計算が法人税法の企図する公平な所得計算と

いう要請に反するものでない限り、課税所得の計算上もこれを是認するのが相当であると

の見地から、収益を一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計上すべきもの

と定めたものと解されるから、右の権利の確定時期に関する会計処理を、法律上どの時点

で権利の行使が可能となるかという基準を唯一の基準としてしなければならないとする
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のは相当でなく、取引の経済的実態からみて合理的なものとみられる収益計上の基準の中

から、当該法人が特定の基準を選択し、継続してその基準によって収益を計上している場

合には、法人税法上も右会計処理を正当なものとして是認すべきである。しかし、その権

利の実現が未確定であるにもかかわらずこれを収益に計上したり、既に確定した収入すべ

き権利を現金の回収を待って収益に計上するなどの会計処理は、一般に公正妥当と認めら

れる会計処理の基準に適合するものとは認め難いものというべきである。153」 

「これを本件のようなたな卸資産の販売による収益についてみると、……船荷証券が発行

されている本件の場合には、船荷証券が買主に提供されることによって、商品の完全な引

渡しが完了し、代金請求権の行使が法律上可能になるものというべきである。したがって、

法律上どの時点で代金請求権の行使が可能となるかという基準によってみるならば、買主

に船荷証券を提供した時点において、商品の引渡しにより収入すべき権利が確定したもの

として、その収益を計上するという会計処理が相当なものということになる。154」 

「しかし、今日の輸出取引においては、既に商品の船積時点で、売買契約に基づく売主の

引渡義務の履行は、実質的に完了したものとみられるとともに、……売主は、商品の船積

みを完了すれば、その時点以降はいつでも、取引銀行に為替手形を買い取ってもらうこと

により、売買代金相当額の回収を図り得るという実情にあるから、右船積時点において、

売買契約による代金請求権が確定したものとみることができる。したがって、このような

輸出取引の経済的実態からすると、船荷証券が発行されている場合でも、商品の船積時点

において、その取引によって収入すべき権利が既に確定したものとして、これを収益に計

上するという会計処理も、合理的なものというべきであり、一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準に適合するものということができる。155」 

「これに対して、上告人が採用している会計処理は、荷為替手形を取引銀行で買い取って

もらう際に船荷証券を取引銀行に交付することによって商品の引渡しをしたものとして、

為替取組日基準によって収益を計上するものである。しかし、この船荷証券の交付は、売

買契約に基づく引渡義務の履行としてされるものではなく、為替手形を買い取ってもらう

ための担保として、これを取引銀行に提供するものであるから、右の交付の時点をもって

売買契約上の商品の引渡しがあったとすることはできない。そうすると、上告人が採用し

ている為替取組日基準は、右のように商品の船積みによって既に確定したものとみられる

売買代金請求権を、為替手形を取引銀行に買い取ってもらうことにより現実に売買代金相

当額を回収する時点まで待って、収益に計上するものであって、その収益計上時期を人為

的に操作する余地を生じさせる点において、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

 
153 最判平成5年11月25日民集47巻9号5278頁。 
154 同上。 
155 同上。 
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に適合するものとはいえないというべきである。このような処理による企業の利益計算は、

法人税法の企図する公平な所得計算の要請という観点からも是認し難いものといわざる

を得ない。 156」 

「以上のとおり、為替取組日基準によって輸出取引による収益を計上する会計処理は、公

正妥当と認められる会計処理の基準に適合しないものであるのに対し、船積日基準によっ

て輸出取引による収益を計上する会計処理は、公正妥当と認められる会計処理の基準に適

合し、しかも、前記のとおり、実務上も広く一般的に採用されていることからすれば、被

上告人が、船積日基準によって、上告人の昭和五五年三月期及び同五六年三月期の所得金

額及び法人税額の更正を行ったことは、適法というべきである。157」 

 

このように、当裁判所は、法人税法 22 条 4 項のもとで、棚卸資産の輸出取引から生じる収益の

認識時点について、経済的実態からみて代金請求権の行使が法律上可能となる時点としたうえで、

所轄税務署長の主張する船積日基準が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に該当し、さら

には、納税者の採用した「為替取組日基準」が、収益認識時点を人為的に操作する余地を生じさせ

るものであるとして、これに該当しないと判示している 158。 

そして、当該事件判決から一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念を抽出

すると、これに関連する判断は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が公平な所得計算と

いう目的、つまりは「課税公平性」を反映する点、収益の認識を「実現」という文言で捕捉してい

る点、その実現を「収入すべき権利の確定」で捕捉している点、「収入すべき権利の確定」を「財ま

たはサービスの移転」で捕捉している点、「財またはサービスの移転」を「資産の引渡し」で捕捉し

ている点である。 

発生主義を自明とし、これを概念レベルに応じて整理すると、一般に公正妥当と認められる会計

処理の基準の有する認識概念のうち、益金に係る諸項目においては、反映される目的・主義・原則・

要件・基準・指標を、それぞれ課税公平性・発生主義・実現原則・収入すべき権利の確定・財また

はサービスの移転・財の引渡しとなり、図表 4-1 のようにまとめられる。なお、図表 4-1 について

 
156 同上。 
157 同上。なお、当該事件判決には味村治氏、大白勝氏による反対意見がある。これらの反対意見

では、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準は、商法の「公正ナル会計慣行」に合致するも

のであり、上告人の採用した為替取組日基準もこれに該当するものであるから、為替取組日基準は

これに該当するとして、納税者の請求を棄却した原判決を破棄すべきであるとされている（同上参

照）。 
158 なお、清永敬次教授は、当該事件判決の結論を正当としているが、「公正妥当な会計処理の基準

というのは、広く企業間において会計慣行として行われているものを指す」としたうえで、「どのよ

うな基準が現実に会計慣行として行われてきているかが重要である。」とし、当該事件判決の問題点

を指摘されている（清永敬次（1994）「判批―最高裁第一小法廷平成5年11月25日判決」『民商法

雑誌』第111巻第1号、156-157頁）。また、谷口勢津夫教授は、租税法律主義の観点から、本判

決を批判されている（谷口勢津夫（2018a）前掲注94、213-243頁参照）。 



 47 

は、収入すべき権利の確定について、認識要件と測定要件が存在するものと想定して記載している。

また、当該事件判決から入手可能な情報以外の情報については、「N/A」を入力している 159。 

 

図表4-1「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金に係る諸項目の認識概念」 

目的 主義 原則 要件 基準 指標 

課税 

公平性 

発生 

主義 

実現 

原則 

収入すべき 

権利の確定 

認識 

要件 
N/A 

財またはサービスの

移転 
財の引渡し 

測定 

要件 
N/A N/A N/A 

（出典：筆者作成） 

 

第2項 裁判例分析（最判平成6年9月16日第三小法廷） 

 本件は隠蔽仮装行為に要する費用が損金算入されるかどうかが争われた事件であり、事案の概要

は次のとおりである。不動産売買等を目的とする納税者（被告人）は、所得を秘匿する手段として、

社外の協力者に架空の土地造成工事に関する見積書及び請求書を提出させた。そして、納税者は、

これらの書面を使用して架空の造成費を計上したうえで、法人税の確定申告を行い、右協力者に手

数料を支払った。 

本件争点は、脱税工作の協力者に支払った本件手数料が損金算入されるかどうかであり、最高裁

判所は以下のように判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「架空の経費を計上して所得を秘匿することは、事実に反する会計処理であり、公正処理

基準（一般に公正妥当と認められる会計処理の基準）に照らして否定されるべきものであ

るところ、右手数料は、架空の経費を計上するという会計処理に協力したことに対する対

価として支出されたものであって、公正処理基準に反する処理により法人税を免れるため

の費用というべきであるから、このような支出を費用又は損失として損金の額に算入する

会計処理もまた、公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相

当である。したがって、前記支出について損金の額に算入することを否定した原判決は、

正当である。160」（カッコ内筆者加筆） 

 
159 本稿は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念を検討するものであり、

測定概念については検討対象外としている。ただし、法人税法22条の2が「販売若しくは譲渡を

した資産の引渡の時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金

額とする。（法人税法22条の2 4項）」とし、測定概念を有していることから、その基礎となった

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準についても、同様、測定概念を有するものと仮定して、

これを記入している。 
160 最判平成6年9月16日刑集48巻6号357頁。 
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このように、当裁判所は、法人税を免れるための本件手数料を費用または損失として損金算入す

ることは一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に該当しないと判示している。そして、当該

事件判決が正当であるとした原判決、東京高判昭和63年11月28日判時1309号148頁は、本件

について以下のように判示している。 

 

「具体的にいかなるものを損金と認めるかは、単に損金の性質論だけでなく、同法二二条

四項に規定されている公正妥当な会計処理基準……など、法人税法の各規定に現われた政

策的、技術的配慮をも十分検討して、これを決すべきものと考える。161」 

「その支払いにつき、……当該事業年度の益金の額に算入された収益に対応するものでは

ないから、その性質上、同項一号の原価に当たらないことは勿論、同項二、三号の費用や

損失にも該当せず、他にこれを損金に算入すべき合理的理由を見出し難いので、結局、本

件手数料は、同法二二条一項の損金に当たらないものというべきである。162」 

「このことは、次のことからもいい得ることである。すなわち、法人税法は、……偽りそ

の他不正な行為により、これを免れようとする者に対し、刑罰をもって臨み、納税者相互

間における税の均衡を図っているのであるから、……刑罰を設けて脱税行為を禁遏してい

る法人税法の立法趣旨にも悖るので、実質的には同法違反の共犯者間における利益分配に

相当する本件違法支出につき、その損金計上を禁止した明文の規定がないという一事から、

その算入を肯認することは法人税法の自己否定であって、同法がこれを容認しているもの

とは到底解されない。もし、違法支出に係る本件手数料を損金に算入するという会計慣行

が存するとすれば、それは公正妥当な会計慣行とはいえないというべきである。163」 

 

このように、原判決では、納税者相互間における税の均衡を目的とする法人税法のもとで、本件

手数料を損金算入することは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に該当しないと判示さ

れており、係る文言が課税公平性を反映したものであることを明らかにしている。そして、最高裁

判所はこれを正当としていることから、当該事件判決より示される一般に公正妥当と認められる会

計処理の基準の有する認識概念とは、損金に係る諸項目において、反映される目的が課税公平性で

あることが示され 164、図表4-2のようにまとめられる。なお、当該事件判決から入手可能な情報以

 
161 東京高判昭和63年11月28日判時1309号148頁。 
162 同上。 
163 同上。 
164 もっとも、水野忠恒教授は、当該事件判決の結論を正当としているが、その決定理由について

は不明確な点が残るとして、「最高裁決定では、公正処理の基準のみを上げて原判決を支持している

が、……最高裁が、第二審判決を是認する趣旨が結論についてのみであるのか、あるいは他の根拠

をも含めて是認するものであるのかは明らかにされていない。（水野忠恒（1995）「判批 最高裁第
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外の情報については、「N/A」を入力している。 

 

図表4-2「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概念」 

目的 主義 原則 要件 基準 指標 

課税 

公平性 

発生 

主義 
N/A N/A 

認識 

要件 
N/A N/A N/A 

測定 

要件 
N/A N/A N/A 

（出典：筆者作成） 

 

第4節 結果及び考察 

本節では、前節における裁判例分析の結果を踏まえ、一般に公正妥当と認められる会計処理の基

準の有する認識概念を体系的に整理するとともに、本規定を介した考察として、現在における税務

会計と財務会計との関係性、及び、法人税法74条1項の趣旨についての私見を述べる。 

前節の裁判例分析の結果は次のとおりである。最判平成5年11月25日第一小法廷より示される

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金に係る諸項目の認識概念とは、反映され

る目的・主義・原則・要件・基準・指標を、それぞれ課税公平性・発生主義・実現原則・収入すべ

き権利の確定・財またはサービスの移転・財の引渡しとする。そして、最判平成6年9月16日第

三小法廷より示される損金に係る諸項目の認識概念とは、反映される目的・主義をそれぞれ課税公

平性・発生主義とする。 

以上より、それぞれの結果において、反映される目的の同一性が観察できるため、本章の結論と

しては、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識及び測定概念が、益金か損金か

を問わず、課税公平性を反映したものであるということが示される。 

もっとも、上記結論については、厳密にいえば、法人税法22条の2及び法人税法55条1項の対

象とする項目、つまりは顧客との契約から生じる収益、及び、隠蔽仮装行為に要する費用等におい

てのみ成立するものであり、法人税法22条4項の対象とする別段の定めがある項目以外の項目す

べてにおいても同様に成立するかどうかという点は議論の余地を残す。ただし、検討素材として選

定した裁判所判決が、いずれも法人税法22条4項の意義を判示したうえで、係る意義をもとにそ

れぞれの事実認定を行っていることを踏まえれば、上記結論が別段の定めがある項目以外の項目す

べてにおいても同様に成立すると解することに、特段の問題はないといえる。そして、このことは、

事例についての判断の積み重ねにより明確化される計算原理として、経験概念としてその内容が確

定されたこと、またはその内容が目的論的解釈により確立され得ることを示すものである。したが

 
三小法廷平成6年9月16日決定」『ジュリスト』No.1081、130-131頁）」と述べられている。 
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って、本規定は、「経験概念を内容とする不確定概念であって、……法の趣旨、目的に照らしてその

意義を明確になしうるもの 165」に該当するものであり、前章で指摘した立法上の問題は生じ得ない

ということが示される。 

 さらに、上記の本章結論より、次の副次的結論が導かれる。第一は、現在における税務会計と財

務会計との関係性について、第二は、法人税法74条1項の趣旨についてである。 

 第一、現在における税務会計と財務会計との関係性に関する副次的結論とは、課税公平性を反映

する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準は、意思決定有用性を反映する会計基準との間に、

目的の相違に基づく認識概念の差異が存在するということである。 

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準へと反映される目的が課税公平性であることは、本

章結論として先に示したとおりである。これに対して、現在、ASBJ により公表される会計基準に

反映される目的については、討議資料「財務会計の概念フレームワーク」にみられる。当該討議資

料は、「財務報告の目的は、投資家による企業成果の予測や企業評価のために、将来キャッシュフロ

ーの予測に役立つ情報を提供することである。会計情報に求められる最も重要な特性は、その目的

にとっての有用性である。166」とし、この特性を「意思決定有用性」と表現している 167。そして、

ASBJは当該討議資料を以下のように位置付けている。 

 

「概念フレームワークは、企業会計（特に財務会計）の基礎にある前提や概念を体系化し

たものである。それは、会計基準の概念的な基礎を提供するものであり、それによって、

会計基準に対する理解が深まり、その解釈についての予見可能性も高まるであろう。……

概念フレームワークは、将来の基準開発に指針を与える役割も有するため、既存の基礎的

な前提や概念を要約するだけでなく、吟味と再検討を加えた結果が反映されている。した

がって、概念フレームワークの内容には、現行の会計基準の一部を説明できないものが含

まれていたり、いまだ基準化されていないものが含まれていたりする。しかし、概念フレ

ームワークは個別具体的な会計基準の新設・改廃をただちに提案するものではない。その

役割は、あくまでも基本的な指針を提示することにある。168」 

 

 このように、ASBJ は「財務会計の概念フレームワーク」のもとで、財務会計の目的を意思決定

有用性とし、当該討議資料を会計基準開発のための指針として位置付けている。したがって、当該

討議資料に従えば、ASBJ の公表した会計基準とは、意思決定有用性を反映するものとして、課税

公平性と異なる目的を反映するものであり、課税公平性を反映する一般に公正妥当と認められる会

 
165 金子宏（2019）前掲注9、86頁。 
166 企業会計基準委員会（2006）「討議資料 財務会計の概念フレームワーク」、第2章序文。 
167 同上、第2章序文。 
168 同上、前文。 
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計処理の基準との間には、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在するということが示される。 

この点については、法人税法 22 条の 2 と「収益認識に関する会計基準」の関係性からも裏付け

られる 169。当該会計基準は、別段の定めがあるものを除き、顧客との契約から生じる収益を対象と

した会計基準であり 170、収益認識のためのステップとして、以下の「基本となる原則」を定めてい

る。 

 

 「基本となる原則 171」 

Step 1：顧客との契約を識別する。 

Step 2：契約における履行義務を識別する。 

Step 3：取引価格を算定する。 

Step 4：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

Step 5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

 

そして、「収益認識に関する会計基準」は、収益認識時点に関するStep 5について、「企業は約束

した財又はサービス……を顧客に移転することにより 履行義務を充足した時に又は充足するにつ

れて、収益を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する支配を獲得した時又は獲得

するにつれてである。172」とし、その履行義務の充足パターンを「一定の期間にわたり充足される

履行義務」と「一時点で充足される履行義務」に大別している 173。そして、後者履行義務について

は、「企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のあ

 
169 もっとも、「収益認識に関する会計基準」は、基準開発の背景について、「開発にあたっての基

本的な方針として、IFRS 第15号と整合性を図る便益の1つである国内外の企業間における財務

諸表の比較可能性の観点から、IFRS 第15号の基本的な原則を取り入れること（企業会計基準委

員会（2020）「企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準」、para.97。）」としており、当該

討議資料との関係性について、直接言及していない。そのため、ここで当該会計基準を上記副次的

結論の裏付けの根拠とすることについては、議論の余地が残る。ただし、当該会計基準は、「収益に

関する情報によって、財務諸表利用者は、企業の顧客との契約及び当該契約から生じる収益を適切

に理解できるようになり、……より適切な経済的意思決定ができるようになると考えられる。（同上、

para101-3。）」として、当該討議資料のいう意思決定有用性との関係性が間接的に示唆されている。

したがって、本稿では、当該会計基準については、意思決定有用性を反映したものとして取り扱う

こととする。 
170 同上、para.3参照。 
171 同上、para.17参照。なお、ここでいう「認識」とは、財務会計上の認識であり、「「討議資料 財

務会計の概念フレームワーク」によれば、構成要素（資産や負債、純資産、株主資本、包括利益、

純利益、収益、費用）を財務諸表の本体に計上することと定義される（企業会計基準委員会（2006）
前掲注166、第3章para.2、第4章para.1.参照）。以後、我が国財務会計における認識については、

この定義に従う。 
172 企業会計基準委員会（2020）前掲注169、para.35。 
173 同上、para.36参照。 
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る権利を有していること 174」を満たす場合 175、「履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗

度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。176」とされる。これに対して、法人税法22条の2

は、顧客との契約から生じる収益の認識時点について、財又はサービスの移転時点を原則とし、こ

のような進捗度に応じた益金算入を是認していない 177。 

さらにいえば、上記副次的結論については、1996年に公表された税制調査会「法人課税小委員会」

からも保証される。当該報告書は、税務会計と財務会計との関係性について、以下のように記し、

目的の相違に基づく課税所得と企業利益の会計方法との間に差異が存在することを当然のこととし

ている。 

 

「税法、商法、企業会計原則は、それぞれ固有の目的と機能を持っている。……税法は、

税負担の公平、税制の経済に対する中立性の確保等をその立法の基本的な考え方とし、適

正な課税の実現のため、国と納税者の関係を律している。したがって、税法において、適

正な課税の実現という税法固有の考え方から、商法・企業会計原則と異なった取扱いを行

う場合があることは当然である。178」 

「現行法人税法が商法・企業会計原則における会計処理の保守主義や選択制を容認してい

る結果、企業間の税負担の格差や課税所得計算の歪みがもたらされている面があることも

否定できない。法人税の課税所得は、今後とも、商法・企業会計原則に則った会計処理に

基づいて算定することを基本としつつも、適正な課税を行う観点から、必要に応じ、商法・

企業会計原則における会計処理と異なった取扱いとすることが適切と考える。179」 

 

以上より、本章副次的結論として、課税公平性を反映する一般に公正妥当と認められる会計処理

の基準は、意思決定有用性を反映する会計基準との間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存

在するということが示される。 

 第二の法人税法74条1項の趣旨に関する副次的結論とは、本章結論及び第一の副次的結論より、

本規定が「実質的意義」を有していないということである。 
 

174 同上、para.38参照。 
175 同上、para.38参照。 
176 同上、para.41参照。 
177 法人税法22条の2 1項参照。もっとも、法人税法22条の2と「収益認識に関する会計基準」

のもとでの会計方法が一致する場合も存在する。例えば、当該会計基準は、法人税法22条の2 1
項同様、資産に対する支配の移転に関する指標として、「顧客が資産を検収したこと」としている（企

業会計基準委員会（2020）前掲注169、para.40.参照）。しかしながら、このことをもって、一般に

公正妥当と認められる会計処理の基準が、当該会計基準と同一の認識及び測定概念を有すると解す

ることが妥当でないことは、法人税法22条の2が「一定の期間にわたり充足される履行義務」に

関する収益認識の会計方法を是認していないことからも明らかである。 
178 税制調査会（1996）「法人課税小委員会（平成8年11月）」、24頁。 
179 同上。 
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法人税法74条1項とは、「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に

対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。180」と

定める規定である。ここでいう「次に掲げる事項」とは、「当該事業年度の課税標準である所得の金

額又は欠損金額 181」、「確定した決算」とは、一般に、「定時株主総会による計算書類の承認（会社

法438 条2項）または定時株主総会に提出された計算書類の取締役による内容の報告（同439 条）

182」とされる。 

本規定の趣旨については、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に対する解釈に応じて、

大別して2つの解釈、広義解釈と狭義解釈が存在する 183。 

狭義解釈とは、法人税法74条1項の趣旨を「形式的意義」、すなわち「内部取引のように、対外

的には実現されるものでないものについては、株主総会の手続きを要件とすることにより、内部的

なコントロールを期待すること 184」と解する見解である。より具体的にいえば、当該解釈は、本規

定のもとで、減価償却費等の内部取引の適正性に関する代替的判断基準として、税務行政の簡素化

という観点から、株主総会の承認を採用したとする見解である 185。 

これに対して、広義解釈とは、法人税法74条1項の趣旨を「形式的意義」に加え、「株主総会の

承認等を得て確定した決算の利益を基礎とし、法人税法の別段の定めによる一定の申告調整を行い、

課税所得を計算すること 186」という「実質的意義」有すると解する見解である。そして、この実質

的意義の根拠は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が企業利益の計算原理と一致するこ

と、つまりは別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益が一致することによる

187。 

このように、法人税法 74 条 1 項の趣旨については、狭義解釈と広義解釈が存在し、それぞれの

見解の相違は実質的意義を有するかどうか、つまりは一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

が企業利益の計算原理と一致すると解釈するかどうかに依存する。そして、本稿では、本章結論及

 
180 法人税法74条1項。 
181 法人税法74条1項1号。 
182 金子宏（2019）前掲注9、933頁参照。 
183 この点については、高木克己（2005）「確定決算主義のあり方」『駒大経営研究』第36巻第1・
2号、駒沢大学経営研究所、1-45頁、濱田洋（2012）「国際化の中の確定決算主義」『租税法研究』

第40号、47-65頁を参考にしている。 
184 水野忠恒（2021）前掲注6、468頁。 
185 同上、468頁。なお、内部取引としては、この他に「資産の評価損」、「貸倒引当金」が挙げら

れる（同上、469頁参照）。 
186 日本公認会計士協会（2010）前掲注14、6頁。 
187 そのため、本規定について、財務会計独自の観点から判断すべきとする見解を支持される先行

研究については、狭義解釈を支持されている。例えば次のものが挙げられる。品川芳宣（1982）前

掲注41、31頁参照、鈴木一水（2013）前掲注96、235頁参照、武田隆二（1970）前掲注90、79-81
頁参照、谷口勢津夫（2018b）「税法基本講義（第6版）」弘文堂、para.413参照、成道秀雄（2009）
「確定決算主義か分離主義か―アメリカの状況を含めて―」『税研』第25巻第1号、52頁参照。 
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び副次的結論として、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が課税公平性を反映し、意思決

定有用性を反映する会計基準との間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在することを示し

た。したがって、本稿においては、法人税法 22 条 4 項を介して本規定を解釈すると、その趣旨と

して実質的意義を導くことが不可能であるから、狭義解釈が支持されることになる 188。そして、こ

れは、法人税法 74 項 1 項が単なる手続規定であることを示すものであるため、実務上の企業利益

を調整して課税所得を算出する計算構造とは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準のもと

での課税所得と企業利益の算定結果が一致するケースが多いという事実をもとに、それぞれを分離

して計算することによって生じる企業負担の軽減手段として、便宜的に採用されたものに過ぎない

ということが示される。 

 

第5節 本章のまとめ 

 本章では、法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準について、裁

判例分析をもとに、その有する認識概念についての検討を試みた。検討にあたっては、係る文言の

意味である「事例についての判断の積み重ねにより明確化される計算原理」と整合する裁判例とし

て、最判平成5年11月25日第一小法廷、及び、最判平成6年9月16日第三小法廷を素材として

選定し、それぞれの分析結果を体系的に整理する方法を採用した。裁判例分析の結果については、

図表4-1及び図表4−2のとおりであり、その共通項から、本章結論として、一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準の有する認識及び測定概念が、益金か損金かを問わず、課税公平性を反映し

たものであるということ、そして、係る認識概念をもって、本規定が「経験概念を内容とする不確

定概念であって、……法の趣旨、目的に照らしてその意義を明確になしうるもの 189」に該当し、立

法上の問題が生じ得ないことを示した。 

また、本章では、上記本章結論を踏まえ、副次的結論として次の2点を示した。第一の副次的結

論とは、現在における税務会計と財務会計との関係性として、目的論的解釈に従えば、課税公平性

を反映する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準は、意思決定有用性を反映する会計基準と

の間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在すること、第二の副次的結論とは、法人税法74

条1項として、その趣旨が形式的意義のみを有するものであり、実質的意義を有していないという

ことである。 

もっとも、本章結論については、次の留意点が存在する。それは検討素材の選定方法により生じ

るものであり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の意味「事例についての判断の積み重

ねにより明確化される」を限定的に解釈し、「事例についての判断の積み重ねにより明文化される」

としたうえで、これに整合する裁判所判決を検討素材として選定していることによる。つまり、上

 
188 もっとも、当該副次的結論については、二律背反的に狭義解釈を支持する私見を導出している

点で議論の余地を残すが、少なくとも本章結論と広義解釈が整合しないことは明らかといえる。 
189 金子宏（2019）前掲注9、86頁。 



 55 

記結論とは、厳密にいえば、諸項目を構成要素として認識するための十分条件に該当するものであ

り、必要十分条件を表すものではない。これは図表 4-1 及び図表 4-2 において、不明確部分が残る

ことからも明らかである。したがって、本章結論については、検証必要性、及び、さらなる検討必

要性が指摘される。 

以上のとおり、明確化された認識概念が部分的である本章結論については、不明確部分を残す点

で限界があり、さらなる展開が必要とされる。そこで以下にその展開方法について検討する。 

法人税法 22 条 4 項の検討方法として採用される方法としては、一般に、次の方法が存在する。

第一は、裁判例分析、第二は、法人税法 22 条 2 項及び 3 項のもとで、益金及び損金に係る諸項目

の性質から導出される会計方法、権利確定主義の原則及び債務確定主義の原則との比較分析、第三

は、財務会計との比較分析である。 

まず、第一の方法、裁判例分析について、本稿における適用可能性を検討する。本稿で取り上げ

た裁判例以外の裁判例を素材として検討する方法としては、例えば、名古屋地判平成13年7月16

日訟月48巻9号2322頁、大阪高判平成18年4月14日税資256号順号10367頁、東京高判平成

25年7月19日訟月60巻5号1089頁等が候補として挙げられる。 

名古屋地判平成 13 年 7 月 16 日訟月 48 巻 9 号 2322 頁とは、プリペードカードの販売から生じ

る収益の認識時点が争点となった事件であり、裁判所は、「税法は納税義務の適正な確定及び履行を

確保することを目的としているから、適正公平な税収の確保という観点から弊害を有する会計処理

方式は、法 22 条 4 項にいう公正妥当処理基準に該当しない 190」として、「発行者が収受した対価

が商品引換券等の所持者に対して返還されることは通常ないから、商品引換券等の発行の対価が会

計理論上預り金に該当すると解することには疑問があり、発行時において発行者の確定した収入に

なるというべきである。191」と判示している。このことから、実現要件である収入すべき権利の確

定とは、対価の返還義務の解除により捕捉されるものと解される。 

そして、大阪高判平成 18 年 4 月 14 日税資 256 号順号 10367 頁は、冠婚葬祭に係る将来提供す

るサービスのために収受した掛金のうち、長期にわたり払込みを中断している顧客が中断前に払い

込んでいた掛金（長期中断払込済掛金）の収益認識時点について争われた事件である。当裁判所は、

法人税法22条4項のもとで、「業者が長期中断払込済掛金をその管理支配下に置き、所得の実現が

あったとみることのできる状態が生じたときは、その時期の属する年度の益金の額に計上すべきも

のとするのが合理的である。192」と判示している。このことから、収入すべき権利の確定とは、対

価の処分可能性により捕捉されるものと解される。 

また、東京高判平成 25 年 7 月 19 日訟月 60 巻 5 号 1089 頁は、日本公認会計士協会「特別目的

会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」に従い、受益権の所有

 
190 名古屋地判平成13年7月16日訟月48巻9号2322頁。 
191 同上。 
192 大阪高判平成18年4月14日税資256号順号10367頁。 
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に伴うリスク及び経済価値のすべてが移転していないとして、当該受益権の譲渡にかかる収入を益

金算入しなかった納税者の取扱いが、所轄税務署長によって否認された事件である。当裁判所は、

法人税法22条4項について、「所得の金額の計算に係る規定及び制度を簡素なものとすることを旨

として設けられた規定であり、法人が収益等の額の計算に当たって採った会計処理の基準がそこに

いう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」（税会計処理基準）に該当するといえるか否か

については、上記目的を有する同法固有の観点から判断されるもの 193」であり、「信託に係る受益

権が契約により法的に譲渡され、当該契約に定められた対価を現に収入として得た場合において、

……当該譲渡に係る収益の実現があったものとしない取扱いを定めた同指針は、上記目的を有する

同法の公平な所得計算という要請とは別の観点に立って定められたものとして、税会計処理基準に

該当するものとはいえないといわざるを得ない。194」と判示している。このことから、財またはサ

ービスの移転は、法的所有権の移転により捕捉されるものと解される 195。 

以上のとおり、当該検討方法は、本章結論を展開するものとして、不明確部分に係る情報を補完

することを可能にする方法といえる。ただし、本稿は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基

準が「事例についての判断の積み重ねにより明確化される計算原理」を意味することを前提とする

ものであるため、当該検討方法を採用するためには、係る前提と整合する検討素材の選定が必要と

なる。そして、その選定においては、数多く存在する法人税法22条4項に関する裁判例に対して196、

何を判定基礎とするかという点に恣意性が介入するとともに、採用する判定基礎によっては、前提

との整合が曖昧になるため、不確実性の高い結論が導出されるおそれがある。したがって、当該検

討法は、客観性及び確実性の観点において問題が指摘されるものであり、先の前提を有する本稿の

性質上、採用し得ない方法となる。 

次に、第二の方法、権利確定主義の原則及び債務確定主義の原則との比較分析について、本稿に

おける適用可能性を検討する。益金に係る諸項目の性質から導出される会計方法としては、権利確

定主義の原則、損金のうち法人税法 22 条 3 項 2 号のいう費用の性質から導出される会計方法とし

ては、債務確定主義の原則という会計方法が存在する。これらの会計方法は、一般に、課税公平性

を反映したものとされるため 197、目的論的解釈に従えば、同一の目的を反映する一般に公正妥当と

 
193 東京高判平成25年7月19日訟月60巻5号1089頁。 
194 同上。 
195 もっとも、吉村政穂教授は、当該事件判決について、法人税法がリスクの負担を全く考慮の外

においているかは疑問があると述べられている（吉村政穂（2016）「公正処理基準―ビックカメラ

事件―」中里実・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘編『租税判例百選 第6版』有斐閣、111頁参照）。

そのため、当該事件判決をもって、一概にリスク及び経済価値が財またはサービスの移転を捉える

ための指標となり得るかどうかについては、議論の余地が残る。 
196 東條美和（2017）「裁判例からみる公正処理基準 : 俯瞰マップからの示唆」『産業経理』第77
巻第2号、121-133頁、吉田真也（2017）「公正処理基準の帰納的分析―裁判例の検証を中心とし

て―」『租税資料館論文集』第26巻（上）、5-221頁参照。 
197 水野忠恒（2021）前掲注6、462-463頁、水野忠恒（2018）『テキストブック租税法（第2版）』
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認められる会計処理の基準の有する認識概念を推論することを可能にすると考えられる。 

しかしながら、当該検討方法は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が課税公平性を反

映することを前提としたものであり、この点についての検証必要性を指摘した本稿では、当該方法

を採用し得ない。 

さらにいえば、法人税法22条2項及び3項は、「何が法人所得の構成要素に該当するか」を判定

する規定であり、そのもとで導出される会計方法は、係る判定に従属するものとして、「諸項目が構

成要素としていつ認識されるか」を判定するものである。したがって、厳密にいえば、権利確定主

義の原則及び債務確定主義の原則とは、会計方法に依存しない認識及び測定概念であり、これを比

較対象として検討することは、法人所得の会計方法を検討する本稿においては、採用し得ない方法

といえる。 

また、上記原則については、複数の見解が存在することも、当該検討方法の採用を困難とする要

因の一つといえる。例えば、債務確定主義の原則についていえば、法人税法基本通達2-2-12は、係

る要件の一つとして、「当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因

となる事実が発生していること」を挙げているが 198、その一方で、有力とされる見解では、当該要

件が不要とされる 199。 

以上のことから、当該検討方法については、先に指摘した本章結論に対する検証必要性を解消で

きるものではなく、また、導出される結論に不確実性が介入するおそれがあるため、本稿の性質上、

採用し得ない方法といえる。 

最後に、第三の方法、財務会計との比較分析について、本稿における適用可能性を検討する。当

該検討方法としては、例えば、先に紹介したように、「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係

る譲渡人の会計処理に関する実務指針」が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に該当しな

いと判示された東京高判平成 25 年 7 月 19 日訟月 60 巻 5 号 1089 頁等を検討素材として、本章結

論の展開が考えられる。 

しかしながら、当該検討方法については、「何が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に該

当するか」という点を裁判所判決に委ねるものであるから、第一の検討方法同様、検討素材の選定

における問題が指摘される。また、仮に検討素材とする裁判所判決が選定できたとしても、裁判所

が検証対象である一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念と比較対象とする

会計基準等の認識概念を突合させていない限り、導出される結論は、当該会計基準等が一般に公正

妥当と認められる会計処理の基準に該当するかどうかということのみである。したがって、当該検

討方法とは、議論が抽象的であり、具体的な認識概念を明確化し得ない方法であり、また、導出さ

 
中央経済社、148-149頁参照。 
198 法人税法基本通達2-2-12参照。 
199 泉絢也（2015）「法人税法における債務確定主義 (債務確定基準)―債務確定の判断基準を中心と

して―」『国士舘法研論集』第16号、国士舘大学法学会、59頁参照。 
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れる結論の客観性及び確実性の観点においても問題が指摘される。さらにいえば、当該検討方法は、

本章結論に対する検証必要性が解消されるものではない。したがって、当該検討方法については、

本稿の性質上、採用し得ない方法となる。 

以上のとおり、法人税法 22 条 4 項に関して、一般に採用される検討方法については、その検討

方法自体に存在する問題点のみならず、本稿の性質上、採用し得ないものである。そこで本稿では、

本章結論の検証可能性、及び、展開としての推論可能性の観点から、一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の有する認識概念の検討方法として、アメリカ合衆国における法人所得の会計方法

を定めた規定、I.R.C. § 446との比較分析を提案する。その根拠は以下6点である。 

第一は、法人税法22条4項同様、I.R.C. § 446が法人所得の会計方法について定めた規定である

こと、第二は、アメリカ合衆国においては、内国歳入法典のもとで、法人所得の構成要素に係る諸

項目の認識概念が明文化されていること、第三は、係る認識概念を判例法に基づき精緻化可能なこ

と、第四は、裁判所において、本規定における法人所得の会計方法が課税公平性を反映したもので

あると判示されており 200、本章結論に対する検証可能性が示唆されること、第五は、水野忠恒教授

によれば、本規定のいう法人所得の会計方法は、GAAPとの間に重要な差異が存在すると述べられ

ており 201、本章結論と類似性が確認できること、第六は、本規定が法人税法22条4項創設にあた

り参照されていることである 202。 

このように、I.R.C. § 446を比較対象とする検討方法は、法人税法22条4項との類似性が示唆さ

れるものであり、本章結論の検証可能性及び推論可能性を充足し得るものであり、本稿の性質上、

採用し得る妥当性のある方法と考えられる。そこで本稿では、次章において、アメリカ合衆国にお

ける法人所得の会計方法の有する認識概念の検討として、I.R.C. § 446についての検討を試みるこ

ととする。 

  

 
200 See. Thor Power Tool Co. v. Commissioner, 439 U.S. 522, (1979), pp.542-543. 
201 水野忠恒（2021）前掲注6、463頁。 
202 須貝脩一（1967）前掲注104、1頁参照。 
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第5章 アメリカ合衆国法人所得の会計方法に関する検討―I.R.C. § 446を中心として― 

第1節 はじめに 

 本章では、アメリカ合衆国における法人所得の会計方法に関する規定、I.R.C. § 446を中心に、

その有する認識概念を概観する。 

アメリカ合衆国において、内国歳入法典の課税標準である「課税所得（taxable income）」は、「総

所得（gross income）」から「所得控除（deductions）」を差し引いて計算される 203。そして、各構

成要素に係る諸項目は、I.R.C. § 446のもとで、原則として、所得を明瞭に反映する会計方法の一

つである「発生主義（an accrual method）」に従って認識及び測定される 204。 

ここでいう発生主義とは、GAAP との調和を背景に、1954 年税制改正において取り入れられた

法人所得の会計方法である 205。そして、この発生主義については、明文化された定義自体は存在し

ないものの、I.R.C. § 451(b)及び I.R.C. § 461(h)のもとで、それぞれ発生主義のもとでの総所得及び

所得控除に係る諸項目の認識及び測定概念が明文化されている。また、連邦最高裁判所は、Thor 
Power Tool Co. v. Commissioner, 439 U.S. 522, (1979) において、発生主義がGAAPとの間に、目

的の相違に基づく認識概念の差異が存在すると判示している 206。 

このように、アメリカ合衆国における法人所得の会計方法は、発生主義を採用し、その背景、及

び、財務会計との関係性において、我が国法人税法 22 条 4 項に関する前章結論との間に、高い類

似性がみられる。さらに、本規定のもとでの総所得及び所得控除に係る諸項目の認識概念が明文化

されていること、本規定を参考に法人税法 22 条 4 項が創設されたことを踏まえれば、これを検討

することは、法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識

概念を検討するうえで、多くの示唆が得られると考えられる。 

以上のことから、本章では、I.R.C. § 446のいう発生主義について、立法経緯、及び、裁判例沿

革の中心に整理する。そのため、本章の構成は次のとおりとする。まず、第2節において、規定の

概要及び沿革を整理する。次に、第3節では、発生主義とGAAPとの関係性を判示したThor Power 

Tool Co.事件判決を紹介するとともに、その留意点として、1979年当該事件判決の現在における成

立可否に検証必要性が存在することを提示する。そして、第 4 節において、係る留意点を検証し、

その検証結果をもとに、発生主義についての若干の考察を行う。最後に、第5節において、全体の

まとめを行うとともに、本章の課題を提示する。 

 

 
203 See. I.R.C. § 63(a). 
204 See. I.R.C. § 446(a), (b) and I.R.C. § 448(a). 
205 See. Austin, et al., (1954), supra note 106, pp.258-263. 
206 See. 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.542-543. 
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第2節 規定の概要及び沿革 

第1項 規定の概要 

アメリカ合衆国において、内国歳入法典の課税標準は課税所得の金額であり、総所得の額から所

得控除の額を差し引いて計算される 207。ここでいう総所得とは、内国歳入法典のもとで、「あらゆ

る源泉から獲得されるすべての所得（income）208」と定義され、具体的な項目として、金銭、財ま

たはサービスの移転から獲得される所得 209、所得控除に係る諸項目については、営業または事業費

等として、原価・費用・損失が挙げられている 210。そして、法人所得の会計方法については、I.R.C. 

§ 446のもとで、以下のように規定される。 

 

「I.R.C. § 446(a)」 

「課税所得は、納税者が帳簿を記録するにあたり、継続的に所得を計算する会計方法に基

づいて計算されるものとする。211」 

 

「I.R.C. § 446(b)」 

「納税者が継続して採用する会計方法を有していない場合、または、その会計方法が所得

を明瞭に反映しない場合、課税所得は、財務長官またはその代理人（Secretary）の意見

するところにより、所得を明瞭に反映するような会計方法のもとで、計算されるものとす

る。212」 

 

 このように、アメリカ合衆国において、法人所得の会計方法は、I.R.C. § 446のもとで、所得明

瞭に反映することが要請される。そのため、本稿では以下、これを「所得を明瞭に反映する会計方

法」と表現することとする。さらに、本規定は、納税者に対して、所得を明瞭に反映する会計方法

として列挙される以下の会計方法のうち、いずれかを採用することを要請している。 

 

 「I.R.C. § 446(c) 213」 

① 現金主義（the cash receipts and disbursements method） 

② 発生主義（an accrual method） 

③ 本チャプターで承認されるその他の方法（any other method permitted by this 

 
207 See. I.R.C. § 63(a). 
208 I.R.C. § 61(a). 
209 See. I.R.C. § 61(a). 
210 See. I.R.C. § 162.  
211 I.R.C. § 446(a). 
212 I.R.C. § 446(b). 
213 See. I.R.C. § 446(c). 
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chapter） 

④ 財務長官またはその代理人によって定められた財務省規則のもとで承認される①か

ら③を組み合わせた方法（any combination of the foregoing methods permitted 

under regulations prescribed by the Secretary） 

 

 ただし、納税者が選択可能な会計方法については、I.R.C. § 448のもとで制限されており、「納税

者が普通法人（C Corporation）、普通法人をパートナーとするパートナーシップ（Partnership）

……に該当する場合、課税所得は、会計方法として、現金主義に基づき、課税所得を計算できない

ものとする。214」とされる。そのため、本稿の対象とする法人については発生主義が原則となる。 

内国歳入法典のもとで、発生主義に関する定義は存在しない。ただし、発生主義のもとでの総所

得及び所得控除に係る諸項目の認識及び測定概念については、それぞれ I.R.C. § 451及び I.R.C. § 

461のもとで明文化されている。 

I.R.C. § 451は、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識及び測定概念を定めた規定であ

り、一般原則として、「全事象テスト（all events test）」の充足を要請している。本規定のいう全事

象テストとは、「総所得に係る諸項目に関して、当該所得（income）を収受する権利を固定し（fixed）、

かつ、当該所得の金額が合理的正確性をもって決定可能となる（can be determined）ための全事

象が生じた場合、充足される。215」とされる。 

このように、総所得に係る諸項目は、全事象テストの充足時点で総所得として認識される。ただ

し、係る認識概念については、2017 年税制改正において、当該テストに対する制約として「AFS

所得算入ルール（Applicable financial statement (AFS) income inclusion rule）」が導入され、当

該ルールのもとで、適用財務諸表における収益計上をもって、当該収益は全事象テストを充足した

とみなされることとされた 216。 

I.R.C. § 461は、発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識及び測定概念を定めた規定で

あり、一般原則として、「全事象テスト（all events test）」及び「経済的効果テスト（economic 

performance test）」の充足を要請している。本規定のいう全事象テストとは、「いかなる項目に関

して、債務（liability）の事実を確定し（determine）、かつ、当該債務の金額が合理的正確性をも

って決定可能となるための全事象が生じた場合、充足される。217」とされる。そして、経済的効果

テストとは、「いかなる項目に関して、各事業年度中にある金額が発生したかどうかを決定する際、

全事象テストは、当該項目に関する経済的効果（economic performance）が発揮される時点よりも

 
214 I.R.C. § 448(a). ただし、上記に例示された納税者のうち、納税者が農業を営む場合等、一定の

法人に該当する場合には、当該法人は発生主義以外の方法を採用することが認められる（See. I.R.C. 
§ 448(b)）。 
215 I.R.C. § 451(b)(1)(C). 
216 See. I.R.C. § 451(b)(1)(A). 
217 I.R.C. § 461(h)(4). 
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早い時点で、充足するものとして取り扱われなければならない。218」とされる。そして、ここでい

う経済的効果の発揮時点については、内国歳入法典のもとで、具体的に、(A)納税者の債務が顧客に

よる財またはサービスの移転により生じた場合、財またはサービスの移転時点、(B)納税者の債務が

納税者に対して財またはサービスの移転を要請する場合、財またはサービスの移転時点と定義され

ている 219。 

 以上のとおり、アメリカ合衆国において、法人所得である課税所得は、総所得及び所得控除を構

成要素、所得及び原価・費用・損失を構成要素に係る諸項目とし、その会計方法については、発生

主義を採用すること、さらには、それ以下の認識及び測定概念が明文化されている。これは財務省

規則においても同様である 220。 

ただし、財務省規則には、次の点で特徴がある。それは、Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2)のもとで、

発生主義とGAAP との関係性が言及されていることにある。本規則は、「特定の取引または事業に

おけるGAAPを継続適用する会計方法は、当該取引または事業において認められた条件または慣行

に従っている場合に限り、通常として所得を明瞭に反映する会計方法として認められる。221」と定

めており、通常として、財務会計上のGAAPが I.R.C. § 446のいう発生主義に該当することを明ら

かにしている。 

 

第2項 規定の沿革 

本稿では、法人所得の会計方法に関する規定の沿革を概観する 222。本項の目的は、所得を明瞭に

反映する会計方法として発生主義が取り入れられることとなった背景を整理することにある。その

ため、本項で取り上げる素材は以下の規定ものとする。下記素材は、いずれも法人所得の会計方法、

ないしは、その下位概念である総所得及び所得控除に係る諸項目の認識及び測定概念に改正が加え

られたものであり、上記目的と整合する。なお、本項で紹介する裁判例については第 6 章及び第 7

章で詳述する。 

 

① Corporate Tax Act of 1909 

② Revenue Act of 1916 

③ Revenue Act of 1918 

④ Revenue Act of 1928 

 
218 I.R.C. § 461(h)(1). 
219 See. I.R.C. § 461(h)(2)(A) and (B). 
220 See. Treas. Reg. § 1.446-1(c)(1)(ii). 
221 Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2). 
222 本項は、拙稿「内国歳入法典 § 446「所得を明瞭に反映する方法」についての一考察―Thor Power 
Tool Company v. Commissionerを素材として―」『経営学研究論集』第51号、pp.79-98、明治大

学大学院に加筆修正を加えたものである。 
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⑤ I.R.C. of 1954 

⑥ I.R.C. of 1984 

⑦ I.R.C. of 1986 

⑧ I.R.C. of 2017 

 

① Corporate Tax Act of 1909 

1909年、法人所得の会計方法は、Corporate Tax Act of 1909 § 38のもとで、各事業年度の「純

所得（net income）は、株式会社、協会、保険会社のような法人があらゆる源泉から当該事業年度

中に収入した所得総額（gross amount of the income）から、次のものを控除することによって計

算されるものとする。223」とされ、当該控除項目については、当該事業年度中に実際に支払った通

常かつ必要な費用 224、実際に被った損失 225、実際に支払った利子 226、実際に支払った税金とされ

ていた 227。 

このように、1909年における法人所得の会計方法では、実際に収入した金額から実際に支出した

金額を控除する方法、いわゆる「現金主義（cash basis）」が採用されていた 228。これはCorporate 

Tax Act of 1909 § 38に関する裁判所判決においても同様であり、マサチューセッツ州裁判所は、「係

争事業年度内に発生した、または、期限が到来したが、実際に収受していない保険料の額に対して、

……本規定は「当該事業年度内に収受した所得」に算入することを要求していない。229」と判示し、

支払期限の到来した未収保険料を収入総額に算入することを否認している。 

この点については、Maryland Casualty Co. v. United States, 52 Ct. Cl. 201, (1917) における連

邦請求裁判所（United States Court of Claims）判決からも明らかである。当該事件判決では、所

得の定義について、以下のように判示している。 

 

「「所得」という文言は、法的意味を有するものである。裁判所は、……所得について、

期待される未収入の現金ではなく、実際に収受した現金のみを算入するものであると一律

に解釈している。……企業の資産と負債は異なる会計の規則によって測定されるかもしれ

ないが、裁判所によって定義される所得とは、United States v. Schillinger, 14 Blatchf., 

71, (1876) によって判示された「別段の定めがあるものを除き、所得とは金銭（money）

 
223 Corporate Tax Act of 1909 § 38 Second, 36 Stat., 113. 
224 See. Corporate Tax Act of 1909 § 38 Second (first), 36 Stat, 113. 具体例としては、賃借料また

はフランチャイズ料等、資産の継続的使用または占有を条件として行われる必要のあるすべての料

金が挙げられている（See. Ibid.）。 
225 See. Corporate Tax Act of 1909 § 38 second (second), 36 Stat., 113. 
226 See. Corporate Tax Act of 1909 § 38 second (third), 36 Stat., 113.  
227 See. Corporate Tax Act of 1909 § 38 second (gorth), 36 Stat., 113.  
228 See. Lumber Mut. Fire Ins. Co. v. Malley, 256 F. 380, (1916), p.382. 
229 Ibid., p.382. 
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を意味するものであり、それを収受する期待、または、将来においてそれを収受するため

の権利を意味するものではない。」という意味を有する。230」 

 

以上のとおり、Corporate Tax Act of 1909のもとで、課税標準である純所得の会計方法は、規定

及び裁判所判決において、現在のような発生主義ではなく、現金主義のみを容認しており、この規

定内容は、憲法修正第16条（Sixteenth Amendment to the United States Constitution）を受け

て制定されたRevenue Act of 1913においても、そのまま踏襲された 231。 

 

② Revenue Act of 1916 

 1916年税制改正において、法人所得の会計方法は、Revenue Act of 1916のもとで、Revenue Act 

of 1913同様、現金主義のみが容認されたが 232、その一方で、例外として、現金主義以外の会計方

法の採用も容認されることとなった。それがRevenue Act of 1916 § 13(d)であり、本規定の内容は

以下のとおりである。 

 

「現金主義以外の主義に従い帳簿を記録する……法人は、当該主義が所得を明瞭に反映し

ない場合を除き、内国歳入庁長官によって定められた規則に従い、財務長官の承認を得て、

当該主義により申告することができ、当該場合において、税額は当該申告に基づく所得を

もとに計算されるものとする。233」 

 

このように、Revenue Act of 1916 § 13(d)は、現金主義以外に、帳簿記録の会計方法が所得を明

瞭に反映する場合に限り、当該会計方法を法人所得の会計方法として容認しており、実質的な法人

所得の会計方法が所得を明瞭に反映する会計方法へと変更された。そして、本規定のもとで、裁判

所は発生主義の概念を取り入れている。 

例えば、未払軍需税に係る所得控除の帰属事業年度について争われたUnited States v. Anderson, 

269 U.S. 422, (1926) において、連邦最高裁判所は、「見越または引当金に基づく申告が真の純所得

を反映していない場合、納税者は実際の現金収支以外の基準で申告することを認められていない。

234」としたうえで、「技術的な条文の解釈では、本規定は、租税は賦課され支払期限が到来するま

で発生しないと解される。しかしながら、租税の賦課に先立って、税額を固定し（fix）、かつ、納

 
230 Maryland Casualty Co. v. United States, 52 Ct. Cl. 201, (1917), pp.209-210. 
231 See. Revenue Act of 1913 § II(G), 38 Stat., 172. 
232 See. Revenue Act of 1916 § 10, 39 Stat., 765 and § 12(a) First, Second, Third and Forth, 39 
Stat., 767.  
233 Revenue Act of 1916 § 13(d), 39 Stat., 771. 
234 United States v. Anderson, 269 U.S. 422, (1926), p.438. 
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税者の支払うべき義務を確定する（determine）ための全事象が生じることもまた真実である。235」

として、未払費用を収入総額から控除すべきであると判示している。 

 また、North American Oil Consol. v. Burnet, 286 U.S. 417, (1932) では、連邦最高裁判所は、「納

税者が稼得（earnings）を収受し、かつ、その処分の制限がない場合、たとえ納税者がいまだ金銭

を保有する資格を有していないと主張される可能性があったとしても、そして、納税者がその同等

額を返還する義務を有すると裁定される可能性があったとしても、納税者は申告すべき所得を収受

している。236」と判示しており、実際に収受した金銭に対して、処分可能性という観点から収入総

額に係る諸項目の帰属事業年度が判定されている。 

 

③ Revenue Act of 1918 

1918年税制改正において、Revenue Act of 1918は、Revenue Act of 1916における純所得の定

義を再構築し、「純所得は、総所得（gross income）から所得控除（deductions）を差し引いたもの

237」と定義した。そして、法人所得の会計方法については、Revenue Act of 1918 § 232のもとで、

以下のように改正された。 

 

 「Revenue Act of 1918 § 232」 

「純所得は、納税者の年次会計期間に基づき、納税者の帳簿記録として継続して採用する

会計方法に従って計算されるものとする。ただし、当該会計方法がこれに従っていない場

合、または、当該会計方法が所得を明瞭に反映しない場合、その計算は内国歳入庁長官の

意見するところにより、所得を明瞭に反映する基準及び方法で行われるものとする。238」 

 

このように、Revenue Act of 1918では、Revenue Act of 1916と同様、法人所得の会計方法とし

て、所得を明瞭に反映する会計方法としたうえで、帳簿記録に基づく会計方法を容認することを明

文化している。ただし、本規定については、Revenue Act of 1916との比較より、次の2つの特徴

がみられる。第一は「継続して採用する」という文言が追加されたこと、第二は、帳簿記録の会計

方法を容認するためのプロセスの変更である。このプロセスの変更とは、Revenue Act of 1916で

は、帳簿記録の会計方法のうち所得を明瞭に反映するもの容認するとしていたのに対して、

Revenue Act of 1918では、帳簿記録の会計方法のうち所得を明瞭に反映しないものが、法人所得

の会計方法として容認されないとしている。これは、Revenue Act of 1918が現金主義にとらわれ

 
235 Ibid., p.441. 
236 North American Oil Consol. v. Burnet, 286 U.S. 417, (1932), p.424. なお、この理論は「権利の

請求理論（claim of right doctrine）」と呼ばれ、判例理論として広く引用されている（See. United 
States v. Lewis, 340 U.S. 590, (1951), p.591-592.）。 
237 Revenue Act of 1918 § 232, 40 Stat., 1077 and § 212(a), 40 Stat., 1064. 
238 Revenue Act of 1918 § 232, 40 Stat., 1077 and § 212(b), 40 Stat., 1064-1065. 
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ず、継続して採用する帳簿記録の会計方法を法人所得の会計方法として積極的に容認することを打

ち出したことを示している。 

もっとも、純所得の構成要素である総所得については、規定上、あらゆる種類及び形式の収入が

含まれるものであり 239、「事業年度中に納税者が収入した金額 240」と定義され、依然として、現金

主義の志向が強く打ち出されている。また、所得控除についても同様であり、規定上、「支出または

発生した（incurred）」すべての通常かつ必要な費用とされ 241、発生という文言が取り入れられた

が、その定義については、あくまで「帳簿記録の会計方法」とされるにとどまった 242。そして、こ

れらの規定はRevenue Act of 1928税制改正まで踏襲された 243。 

 なお、裁判所では、所得控除に係る諸項目に関して、Revenue Act of 1918における上記「支出

または発生」をもとに、発生の概念が広く取り入れた。例えば、租税訴願庁（Board of Tax Appeals）

は、H. H. Brown Co. v. Commissioner, 8 B.T.A. 112, (1927) において、以下のように判示し、未払

税金を所得控除に算入した納税者の取扱いを容認している。 

 

「会計における発生システムのもとでの基本的な考え方とは、支払いが行われたか、また

は、支払期日が到来したかどうかに関係なく、帳簿が確実に発生した義務及び費用、及び、

確実に稼得された所得を直ちに反映することにある。特定の事業年度に事業活動で発生し

た費用は、当該事業年度の勘定科目に適切に計上されるが、支払期限は翌事業年度まで到

来しない。発生システムのもとで、発生という文言は、その時点で支払われるという意味

ではない。むしろ、発生システムは、全体として、支払期日を無視するものである。また、

発生する負債の金額が正確に評価される必要もない。244」 

 

 ただし、当該事件判決では、発生という文言の具体的内容までは示されず、発生の概念は、その

後も多くの裁判所においても独自の観点から補足された。例えば、連邦最高裁判所は、Spring City 
Foundry Co. v. Commissioner, 292 U.S. 182, (1934) において、「発生主義に基づく帳簿の記録及び

申告とは、現金主義と異なり、総所得の金額に算入されるかどうかの決定は、収入するための権利

であり、実際の収入を意味するものではない。ある金額を収受するための権利が固定するとき、係

 
239 See. Revenue Act of 1918 § 233(a), 40 Stat., 1077 and § 213(a), 40 Stat., 1065. 
240 Revenue Act of 1918 § 233(a), 40 Stat., 1077 and § 213(a)(1), 40 Stat., 1065. 
241 See. Revenue Act of 1918 § 234(a)(1), 40 Stat., 1077 and § 214(a)(1), 40 Stat., 1066. この他、

利子及び税金についても、「支出または発生（accrued）」とされ、「発生」という文言が用いられて

いる（See. Revenue Act of 1918 § 234(a)(2), 40 Stat., 1077, § 214(a)(2), 40 Stat., 1066, § 234(a)(3), 
40 Stat., 1077 and § 214(a)(3), 40 Stat., 1066.）。また、損失については、「実際に被った損失」か

ら「被った損失」と変更され、「実際に」いう文言が削除されている（See. Revenue Act of 1918 § 
234(a)(4), 40 Stat., 1078 and § 214(a)(4), 40 Stat., 1066.）。 
242 Revenue Act of 1918 § 200, 40 Stat., 1059. 
243 See. Revenue Act of 1924 § 232, 43 Stat., 283 and Revenue Act of 1926 § 232, 44 Stat., 41. 
244 H. H. Brown Co. v. Commissioner, 8 B.T.A. 112, (1927), p.117. 
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る権利は発生する。245」と判示し、権利の観点から発生の概念を捕捉している。 

また、連邦最高裁判所は、Brown v. Helvering, 291 U.S. 193, (1934) において、「勘定科目が発

生主義で記録されている場合、所得は実際に収受していなくても、実現した（realized）事業年度

に計上され、所得控除は、控除可能な項目が発生した事業年度に計上される。246」と判示しており、

所得の実現という観点から発生の概念が捕捉されている。その他にも、連邦巡回裁判所は、H. Liebes 
& Co. v. Commissioner, 90 F.2d 932, (1937) において、「発生した（accrued）」という文言を「生

じた（arose）」という文言から 247、「完全な定義とは、権利が金銭またはそれに類するものに交換

される合理的な期待がある場合、所得は、それを収受する固定または無条件の権利が生じるときに、

納税者に発生する 248」と判示している 249。 

 

④ Revenue Act of 1928 

 Revenue Act of 1928において、純所得の定義は、従来同様、「総所得から所得控除を差し引いて

計算されるもの 250」と定義され、その会計方法についても、帳簿記録の会計方法によって計算され

ること、そして、当該方法が内国歳入庁長官により所得を明瞭に反映しないと判断された場合には、

内国歳入庁の指定する会計方法に従って計算されることが規定された 251。また、総所得の定義につ

いても、従来同様、いかなる種類及び形式の収入が含まれるものでとされ 252、依然として現金主義

が原則とされた 253。その一方で、所得控除に関する規定については、以下のように改正された。 

 

 「Revenue Act of 1928 § 43」 

「所得控除及び税額控除（credit）は、「支出または発生（paid or accrued）」または「支

 
245 Spring City Foundry Co. v. Commissioner, 292 U.S. 182, (1934), pp.184-185. 本件は、適切な

実務に従い、商品販売事業年度において、売掛金に係る貸倒引当金の額を所得から控除した納税者

の取扱いが、内国歳入庁長官によって否認された事件である。連邦最高裁判所は、「適切な実務は、

制定法に影響を与えるものでもなく、また、債権全体が貸倒れておらず、回収不能となる金額も確

定していない事業年度において、貸倒引当金を控除することを認めるものでもない。（Ibid., p.190.）」
と判示し、納税者の請求を棄却している。 
246 Brown v. Helvering, 291 U.S. 193, (1934), p.199. 
247 See. H. Liebes & Co. v. Commissioner, 90 F.2d 932, (1937), p.936. 
248 Ibid., p.938. 
249 ただし、連邦租税裁判所は、係る場合を例外として位置付け、United States v. Anderson, 269 
U.S. 422, (1926)、及び、Spring City Foundry Co. v. Commissioner, 292 U.S. 182をもとに、「顧

客が義務を履行することによって金銭を収受するための権利は発生する。発生主義のもとで、売掛

金の発生と発生した所得としての申告を正当化するものは、金銭を収受するための権利である。

（Georgia School-Book Depository, Inc. v. Commissioner, 1 T.C. 463, (1943), p.468.）」と判示して

いる。 
250 Revenue Act of 1928 § 21, 45 Stat., 797. 
251 See. Revenue Act of 1928 § 22, 45 Stat., 797. 
252 See. Revenue Act of 1928 § 22, 45 Stat., 797. 
253 See. Revenue Act of 1928 § 42, 45 Stat., 805. 
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出または発生（paid or incurred）」した事業年度に算入される。ただし、所得を明瞭に反

映するために、所得控除及び税額控除が当該事業年度以外の事業年度に算入されるべき場

合を除く。254」 

 

そして、この「支出または発生」については、Revenue Act of 1928 § 44のもとで、パートⅣの

もとで純所得を計算するための会計方法に従うと定義された 255。なお、ここでいうパートⅣとは、

会計方法の変更等に関する規定を除くと、Revenue Act of 1928 § 44「割賦基準（installment basis）」

を指す 256。本規定については、以下のとおりであり、納税者が不動産の販売を営む場合、購入代価

の所得控除を実際に収受した割賦金と直接的に対応させることを容認している。 

 

「Revenue Act of 1928 § 44」 

「割賦契約のもとで、不動産を継続して販売または処分する納税者は、各事業年度におい

て、実際に収受した割賦金の額のうち、総利益（gross profit）が実現した、または、対

価の支払いが完了した時点で実現する契約価格に占める割合を、所得として申告すること

ができるものとする。257」 

 

このように、Revenue Act of 1928のいう法人所得の会計方法については、純所得に係る諸項目

において、従来同様、現金主義を原則とし、所得控除に係る諸項目において、明確な定義をもって

発生の概念が取り入れられたが、その対象は棚卸資産の割賦販売取引に限定され、販売対価と購入

代価の直接的対応の関係性の中で容認されるものに過ぎなかった。そして、上記規定は、I.R.C. of 

1939へとそのまま踏襲され 258、1954年税制改正まで維持された。 

 一方、裁判所では、本規定のもとで、引き続き様々な観点から発生の概念が捕捉された。例えば、

連邦巡回裁判所は、United States v. Harmon, 205 F.2d 919, (1953) において、「納税者が発生主義

で帳簿を記録し、確定申告を提出することは、十分に確立された法理 259」であるとして、発生主義

が所得を明瞭に反映する会計方法に該当すると判示したうえで、総所得に係る諸項目について、「所

得は最終的にいつ収受するかどうかに関係なく、実現した事業年度に計上される。……所得がいつ

 
254 Revenue Act of 1928 § 43, 45 Stat., 805. 
255 See. Revenue Act of 1928 § 48(c), 45 Stat., 807. 
256 厳密にいえば、Revenue Act of 1928 § 45「所得及び所得控除の配分（allocation of income and 
deductions）」（いわゆる移転価格税制）も含まれるが、本規定は測定に関する規定であるため、本

稿では、これを除外している。 
257 Revenue Act of 1928 § 44(a), 45 Stat., 805. また、本規定は、契約価格が1,000ドルを超える棚

卸資産の販売または処分においても同様の取扱いを認めている（See. Revenue Act of 1928 § 44(b), 
45 Stat., 805.）。 
258 See. I.R.C. of 1939 § 41, 53 Stat., 24. 
259 United States v. Harmon, 205 F.2d 919, (1953), p.920. 
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総所得に算入されなければならないかを決定するのは、収入するための権利であり、実際の収入で

はない。260」と判示している。 

 また、所得控除については、Beacon Publishing Co. v. Commissioner, 218 F.2d 697, (1955) にお

いて、連邦巡回裁判所が「納税者が発生主義で帳簿を記録し、確定申告を提出する場合、所得は、

最終的に対価を収受する時点にかかわらず、その金額が稼得または確定される事業年度に計上され

る。261」ものであり、「発生主義システムの重要な特徴は、可能な限り、所得が当該所得の稼得に

付随する支出と相殺される時点で報告されることである。262」と判示しており、総所得との直接的

対応関係から発生の概念が捕捉されている。 

その他にも、所得控除に係る諸項目については、債務の観点から発生の概念が捕捉されており、

連邦巡回裁判所は、「納税者は発生主義に基づき帳簿を記録し、確定申告を行っており、所得は支払

いが後の事業年度のある時点まで繰り延べられたとしても、債務が確定し、債務が固定されるすべ

ての事象が発生した時点で発生する。決定的な要因は、強制力のある債務の創出である。263」と判

示している。 

 さらに、連邦最高裁判所は、United States v. Consol. Edison Co. of N.Y., Inc., 366 U.S. 380, 

(1961) において、先決例の判断を体系化する方法によって、発生の概念を捕捉しており、United 
States v. Anderson, 269 U.S. 422, (1926) における連邦最高裁判所判決が広く引用されていること

を踏まえ、当該事件判決のいう「全事象」テストを、所得控除に関する項目がいつ発生するかを決

定する際の「試金石」であり、「税務会計上の基本原則」と判示している 264。 

 

⑤ I.R.C. of 1954 

上記のとおり、税務会計上、法人所得の会計方法は、部分的に発生の概念を取り入れつつも、規

定上はあくまで現金主義を原則としていた。これに対して、当時の財務会計では、企業利益の会計

方法として、発生主義が採用されていた 265。例えば、1938年にAmerican Institute of Accountants

（AIA）が公表したA Statement of Accounting Principles（いわゆるSHM会計原則）では、「す

べての収益及び費用は、帰属する会計期間に正しく割り当てられなければならない 266」として、収

益は商品の販売または用役の提供によって実現した（realized）もののみが損益計算書に表示され 267、

 
260 Ibid., p,920. 
261 Beacon Publishing Co. v. Commissioner, 218 F.2d 697, (1955), p.699. 
262 Ibid., p.699. 
263 Clark v. Woodward Constr. Co., 179 F.2d 176, (1950), p.178. 
264 See. United States v. Consol. Edison Co. of N.Y., Inc., 366 U.S. 380, (1961), p.385. 
265 Bittker, Boris I. and Lawrence, Stone M., Federal Income Estate and Gift Taxation Fourth 
Edition, Little Brown and Company, (1972), p.808. 
266 Sanders, Thomas T., Hatfield Henry R. and Moore Underhill, A Statement of Accounting 
Principles, AIA, (1938), p.25. 
267 Ibid., p.114.  
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費用は一定の期間的基準等に応じて配分すべき旨が記されている 268。 

このように、1939年当時、税務会計上の純所得と税務会計上の企業利益は、異なる会計方法を採

用していたため、純所得の構成要素に係る諸項目の認識時点において、長期的にみれば歳入に影響

しない「期間的差異（differences of timing）269」が生じていた 270。そして、議会は、納税者から

の意見を受け、これを解消するべきかどうかの議論を開始、以下のように結論を見い出している 271。 

 

「期間的差異は、ある特定の収益及び費用がどの事業年度の純所得として考慮されるべき

かという問題に集約される。……課税所得に関する規定を GAAP と調和させ、所得と所

得控除が一度の計算で、つまりは課税所得の計算が一度で済むように考慮すべきである。

272」 

 

 その結果、1954年税制改正において、I.R.C. of 1939における純所得という文言は課税所得へと

変更され、その会計方法については、I.R.C. of 1954 § 446のもとで、現金主義と発生主義のいずれ

かを選択することが容認された 273。さらに、本改正では、本規定と整合するように、総所得及び所

得控除算入の会計方法が以下のように改正された 274。 

 
 

268 Ibid., pp.75-76. SHM会計原則とは、会計実務において承認される会計原則を体系化し整理した

報告書である。この他にも、1939年当時の財務会計上の会計原則に関する報告書としては、会計原

則が会計理論上どうあるべきかを検討したものとして、AAA, A Tentative Statement of 
Accounting Principles Affecting Corporate Reports, AAA, (1936) が挙げられる。ただし、ここで

は、1939年当時の認識概念の実態把握に焦点を置くため、これを省略する。 
269 Bittker, et al., (1972), supra note 265, p.809. なお、Bittker, et al., (1972) は、税務会計と財務

会計における認識概念の差異を「期間的差異」と「仕様の差異（differences of specification）に分

類し、前者の具体例として、将来提供されることが期待されるサービス料の課税、不確実な金額の

債務に関する引当金の否認等を挙げている（See. Ibid.）。そして、後者については、租税法固有の

目的による控除の否認や制限により生じる差異と定義し、その具体例として、生命保険の収益の免

除、定率法の承認、保証料の支払いの控除の否認、賃金安定化の法律に違反した報酬控除の否認、

寄付金の控除の制限を挙げている（See. Ibid.）。 
270 Ibid., p.808. なお、Bittker, et al., (1972) によれば、期間的差異は、当時の租税法が財務会計上

の発生の概念を理解できなかったことにより生じたものであると述べられている（See. Ibid.）。 
271 United States, Congressional Record Proceedings and Debates of the 83d Cong. 2d Sess., 
Vol.100, part.7, U.S. Government Printing Office, Washington, (1954), p.8998. 
272 H.R. Rep. No. 1337, 83d Cong., 2d Sess., (1954), p.48. この点については、上院議会も同様の結

論を見い出している（See. S. Rep. No. 1622, 83d Cong., 2d Sess., (1954), p. p.62.）。 
273 I.R.C. of 1954 § 446(c), 68A Stat., 151. なお、I.R.C. of 1954 § 446(c)は、現金主義及び発生主義

以外に、「本チャプターで承認されるその他の方法」、及び、「財務長官またはその代理人によって定

められた財務省規則のもとで承認される①から③を組み合わせた方法」も容認している(See. Ibid.)。 
274 また、本改正では、発生主義と整合するように、次のような改正が行われた。例えば、前受金

を財またはサービスの移転時点に応じて認識する規定として、I.R.C. of 1954 § 452、引当金繰入額

の所得控除算入を容認した規定として、I.R.C. of 1954 § 462が挙げられる（See. I.R.C. of 1954 § 
452, 68A Stat., 152 and I.R.C. of 1954 § 462, 68A Stat., 158.）。 
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「I.R.C. of 1954 § 451(a)」 

「総所得に係る諸項目の金額は、納税者によって収受される事業年度の総所得に算入され

るものとする。ただし、課税所得計算において採用する会計方法のもとで、当該金額が当

該事業年度以外の事業年度に適切に計上される場合を除く。275」 

 

「I.R.C. of 1954 § 461(a)」 

「所得控除または税額控除に係る諸項目の金額は、……課税所得計算において採用する会

計方法のもとで適切な事業年度とされる事業年度に算入されるものとする。276」 

 

 もっとも、1954 年税制改正では、発生主義が定義されることはなく、本改正によりGAAP との

調和がどの程度図られたのかという点は不明確であった。これは、財務省規則が発生主義を以下の

ように解説したことからも裏付けられる。 

 

 「Treas. Reg. of 1958 § 1.446-1」 

「一般に、発生主義のもとで、所得は、当該所得を収受する権利を固定し、その金額が合

理的正確性をもって決定可能となるための全事象が生じた事業年度に算入される。発生主

義のもとで、所得控除は、当該所得控除を生じさせる債務の事実を確立（establish）し、

その金額が合理的正確性をもって決定可能となるための全事象が生じた事業年度に容認

される。……納税者が採用する会計方法は、一般に認められ承認された税務会計原則

（generally recognized and accepted income tax accounting principles）に準拠し、納税

者によって毎事業年度継続して採用される場合、容認されるものとする。277」 

  

このように、Treas. Reg. of 1958 § 1.446-1では、発生主義のもとでの構成要素に係る諸項目につ

いて、Anderson 事件判決における判例理論「全事象テスト」が認識及び測定概念として明文化さ

れ 278、さらには、法人所得の会計方法として容認されるものが「一般に認められ承認された税務会

計原則」とされたことにより、発生主義とGAAPとの関係性については曖昧なものとされた。 

もっとも、Treas. Reg. of 1974 § 1.446-1のもとで、「一般に認められ承認された税務会計原則」

という文言はGAAP へと変更された。しかしながら、本規則のもとでも、「納税者がいつ所得を計

上するかを決定する際に採用する方法は、当該方法がGAAPに準拠し、当該方法を毎事業年度継続

して採用し、財務省規則と整合する場合において承認される。279」とされ、全事象テストとの整合

 
275 I.R.C. of 1954 § 451(a), 68A Stat., 152. 
276 I.R.C. of 1954 § 461(a), 68A Stat., 157. 
277 Treas. Reg. of 1958 § 1.446-1(c)(1)(ii), 22 F.R. 10686, (December 25, 1957). 
278 See. 366 U.S. 380, (1961), supra note 264, p.385. 
279 Treas. Reg. of 1974 § 1.446-1(c)(1)(ii), 38 F.R. 26184, (September 19, 1973). 
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性が要求される点において、発生主義とGAAPとの関係性については、依然として曖昧さを残すも

のとされた 280。 

 一方、1970年代に入り、裁判所では、明文化されたTreas. Reg. of 1958 § 1.446-1のもとで、発

生の概念が捕捉されている。とりわけ注目すべきは、Thor Power Tool Co. v. Commissioner, 439 

U.S. 522, (1979) における連邦最高裁判所判決である。当該事件判決は、「財務省規則は、GAAP

が租税法上も是認される場合が多くあることを認めているが、内国歳入庁長官が自身の裁量権に基

づきGAAPが所得を明瞭に反映しないと判断した場合には、これを否認することができることを示

している。281」としたうえで、「税務会計と財務会計の推定上の同等性は、目的の相違、さらには

相反を考慮すると、認められるものではない。282」として、目的論的解釈から、発生主義とGAAP

との間に差異が存在すると判示した。 

 また、1980年代には、United States v. Hughes Properties, Inc., 476 U.S. 593, (1986) において、

連邦最高裁判所は以下のように判示し、上記財務省規則のいう全事象テストを税務会計上の基本原

則と位置付けた。 

 

「長年にわたり、連邦所得税法上、費用がいつ発生したかを決定するための基準は、財務

省規則のいう「全事象」テストによって判定されてきた。当該テストは、Anderson事件

判決において示された一つのフレーズに由来するものである。それ以降、裁判所は、全事

象テストを、Anderson 事件判決において「確立された」ものであり、「所得控除算入に

関する項目の帰属事業年度を決定するための試金石」、及び、「税務会計上の基本原則」と

判示してきた。283」 

 

 当該事件判決については、United States v. General Dynamics Corp., 481 U.S. 239, (1987) 連邦

最高裁判所判決においても支持されており、「Hughes Properties, Inc.事件で判示したように、発生

主義納税者が所得控除算入するために必要となる事業費用が発生しているかどうかは、Anderson

事件判決を起源とする全事象テストにより支配される。……この全事象テストの基礎とは、債務が

完全に確立されなければならないということを最優先とする。284」と判示されている。 

このように、財務省規則及び裁判所判決は、GAAPとの調和を目的に取り入れられた発生主義の

もとでの認識及び測定概念である全事象テストについて、税務会計上の一般原則とし、GAAPとの

 
280 また、1955年税制改正において、前掲注274で紹介した I.R.C. of 1954 § 452及び I.R.C. of 1954 
§ 462が遡及廃止されている（See. H.R. No. 293, 84th Cong., 1st Sess., (1955), pp.2-3.）。このこと

からも、法人所得の会計方法として発生主義を取り入れたことにより、GAAPとの調和がどの程度

図られたのかは不明確といえる。 
281 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, p.540. 
282 Ibid., p.544. 
283 United States v. Hughes Properties, Inc., 476 U.S. 593, (1986), p.600. 
284 United States v. General Dynamics Corp., 481 U.S. 239, (1987), pp.242-243. 
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間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在すると位置付けた。 

さらには、Ford Motor Co. v. Commissioner, 71 F.3d 209, (1995) において、連邦巡回裁判所が

発生主義のもとでの認識及び測定概念である全事象テストについて、I.R.C. § 446(b)のもとで承認

される内国歳入庁長官の裁量権との関係性を判示している。当該事件判決では、まず、「内国歳入庁

長官は、I.R.C. § 446(b)のもとで、特定の会計方法が所得を明瞭に反映するかどうかを決定するた

めの幅広い裁量権を有する。……本規定のいう明瞭に反映するという基準に対する内国歳入庁長官

の解釈は、明らかに違法でない限り、妨げられるものではない。285」とし、次に、全事象テストに

ついて、「所得と所得控除が発生した事業年度を定義するために考案された手段に過ぎないものであ

り、明らかに、I.R.C. § 446(b)のいう明瞭に反映する基準に従属（subordinate）するものである。

286」と判示した。そして、下級審判決「所得控除が支払いよりも前に発生するということは、単な

る事実（タイミングの要因）であり、その事実が所得を明瞭に反映するという要件に反するもので

はないという因果を引き起こすものではないことは明らかである。287」を支持している 288。 

 

⑦ I.R.C. of 1984 

 1984年、所得控除に係る諸項目の認識及び測定疑念に関して改正が加えられた。本改正の趣旨は、

財務省規則における所得控除に係る全事象テストを内国歳入法典のもとで明文化すること、そして、

全事象テストによる弊害の解決方策として、経済的効果テストを導入することにあった。 

 この経済的効果テストが導入された契機については、Mooney Aircraft, Inc. v. United States, 420 

F.2d 400, (1969) における連邦巡回裁判所判決にあり、当該事件判決は、本件債務に関して、全事

象テスト充足から債務履行までの時間的間隔が長すぎるということを理由に、内国歳入庁長官の決

定、すなわち、係る債務を全事象テスト充足時点で認識した納税者の取扱いを否認したことは、裁

量権の濫用に当たらないと判示した 289。そして、当該事件判決を受け、議会は、「納税者が将来の

支出額を早期に所得控除する場合、その所得控除額は、時間価値を反映していないため、実際の費

用の額よりも過大評価される。290」として、債務の経済的効果が発揮されるまで、全事象テストの

充足を遅らせることを決定した 291。 

 なお、本改正以後、裁判所では、法人所得の会計方法について、総所得に係る項目は財務省規則

における全事象テスト、所得控除に係る項目については内国歳入法典における全事象テスト及び経

済的効果テストのもとで判定されている。そして、この前事象テストについては、Hughes 
 

285 Ford Motor Co. v. Commissioner, 71 F.3d 209, (1995), p.212. 
286 Ibid., p.213. 
287 Ibid., p.216. 
288 See. Ibid., p.216. 
289 See. Mooney Aircraft, Inc. v. United States, 420 F.2d 400, (1969), p.410. 
290 H.R. Rep. No. 432, pt. 2, 98th Cong., 2d Sess., (1984), pp.260-261. 
291 See. I.R.C. of 1984 § 461(h)(1). なお、経済的効果テストが財務省規則に反映されたのは、1993
年のことである（See. Treas. Reg. of 1993 § 1.461-1(a)(2), 57 F. R. 12420, (April 10, 1992).）。 
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Properties, Inc.事件判決、及び、これを支持したGeneral Dynamics Corp.事件判決が広く引用さ

れている 292。 

 

⑧ I.R.C. of 1986 

1986年以前、法人所得の会計方法は、内国歳入法典のもとで、現金主義や発生主義等、I.R.C. § 

446のもとで列挙された会計方法の中から、いずれかを任意に選択することが容認されていた 293。

これが1986年税制改正により、I.R.C. of 1984 § 448のもとで、株式会社等の普通法人については

現金主義の採用が制限され、普通法人の採用可能な法人所得の会計方法については、発生主義が

原則とされた 294。 

なお、議会は、上記改正理由を現金主義採用における問題解消としており、その具体的問題点

として、現金主義は経済事象と無関係に所得及び所得控除に係る諸項目が認識されること、所得

とこれに関連する費用の潜在的対応関係に不一致が生じる点でGAAP に準拠していないこと、そ

して、すべての取引当事者が異なる会計方法を採用する場合、総所得と所得控除の対応に不一致

が生じることを挙げている 295。 

 

⑨ I.R.C. of 2017 

2017年、総所得に係る諸項目の認識及び測定概念に関して改正が加えられた。本改正の趣旨は、

財務省規則における総所得算入に関する全事象テストを内国歳入法典のもとで明文化すること、そ

して、GAAP との調和を目的とした「AFS 所得算入ルール」を導入することにあった。当該ルー

ルについては、以下のとおりであり、全事象テストが充足しない場合であっても、適用財務諸表に

おける収益計上をもって、当該テストが充足したとみなされることとされた。なお、議会は、ここ

でいう適用財務諸表における収益計上について、2014年にFASBが公表したASC 606「顧客との

契約から生じる収益」を指すとしており、当該ルール導入は当該会計基準の公表を契機としたもの

と解説されている 296。 

 

 「I.R.C. § 451(b)(1)(A)」 

 
292 See. Amergen Energy Co., LLC v. United States, 113 Fed. Cl. 52, (2013), Albemarle Corp. & 
Subsidiaries v. United States, 118 Fed. Cl. 549, (2014), Giant Eagle, Inc. v. Commissioner, 822 
F.3d 666, (2015), Gregory v. Commissioner, 149 T.C. 43, (2017), King Solarman, Inc. v. 
Commissioner, 840 Fed. Appx. 74, (2020). 
293 See. I.R.C. of 1954 § 446(c), 68A Stat., 151 and I.R.C. of 1984 § 446(c), 98 Stat., 696. 
294 See. I.R.C. § 448(a), 100 Stat., 2345. ただし、中小法人（S Corporation）においては、現金主

義の採用が認められている（See. I.R.C. § 448(a), 100 Stat., 2345.）。 
295 See. Joint Committee on Taxation, “General Explanation of the Tax Reform Act of 1986”, 
Public Law 99-514, (1987), p.474. 
296 See. Joint Committee on Taxation, General Explanation of Public Law 115-97, (2018), p.161. 
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「課税所得が発生主義のもとで計算される納税者の場合、総所得のいかなる項目（または

その一部の項目）に関する全事象テスト（all events test）は、納税者の適用財務諸表

（applicable financial statement）……において、かかる項目が収益計上される充足する

ものとして取り扱われなければならない。297」 

 

第3項 小括 

 本節で概観した法人所得の会計方法に関する沿革を整理すると、以下のようにまとめることがで

きる。 

まず、法人所得の会計方法に関する沿革については、1954年以前、Corporate Tax Act of 1909 の

もとで現金主義のみを容認されていたが、Revenue Act of 1916のもとで、所得を明瞭に反映する

会計方法へと変更され、Revenue Act of 1918以後、所得控除に係る項目に関して、発生の概念が

明文規定として取り入れられた。これに応じて、裁判所では、本規定のもとで、発生の概念が取り

入れられ、その発生の概念が権利、債務、所得の実現等の観点から捕捉された。その後、GAAP と

の調和を目的とした 1954 年税制改正において、現金主義以外に、発生主義が明文規定上選択可能

となり、1986年税制改正において、現金主義の弊害解消のため、普通法人においては発生主義が原

則とされた。 

 次に、発生主義のもとでの法人所得の構成要素に係る諸項目の認識及び測定概念については、現

金主義を原則とする 1954 年以前、法人所得の会計方法として発生主義が取り入れられるのに先立

って、所得控除に係る諸項目においては、発生の概念が明文規定として取り入れられており、総所

得に係る諸項目との直接的対応関係に基づく認識が容認された。そして、発生主義の選択が容認さ

れた1954年税制改正以後、Anderson事件判決において確立された判例理論「全事象テスト」が財

務省規則のもとで明文化され、それぞれ権利及び債務の観点から認識及び測定されることとされた。

その後、この当該テストを基調に、総所得に係る項目においては、GAAP との調和を目的に AFS

所得算入ルールが導入され、所得控除に係る項目においては、時間価値の概念を取り入れる目的か

ら経済的効果テストが導入された。 

 以上の経緯を経て、現行法における法人所得の会計方法については、第 1 節で整理したように、

I.R.C. § 446のもとで、所得を明瞭に反映する会計方法として発生主義を原則とし、具体的な定義

は存在しないものの、そのもとでの諸項目の認識及び測定概念が I.R.C. § 451及び I.R.C. § 461の

もとで明文化されている。したがって、発生主義以下の具体的な認識概念を明確化するためには、

総所得及び所得控除それぞれ I.R.C. § 451及び I.R.C. § 461を検討する必要があるといえる。 

 また、我が国法人税法 22 条 4 項との比較可能性において、とりわけ注目すべき裁判所判決があ

る。それが目的論的解釈をもとに、GAAPとの関係性を判示したThor Power Tool Co事件判決で

 
297 I.R.C. § 451(b)(1)(A). 
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あり、これを検討することは、課税公平性を反映した一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

が意思決定有用性を反映した会計基準との間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在すると

した本稿第4章結論との類似性において、当該結論の検証可能性の観点から、重要な示唆が得られ

ると考えられる。そこで次節では、Thor Power Tool Co.事件判決を概観するとともに、当該事件判

決の留意点を提示する。 

 

第3節 論点整理 

第1項 Thor Power Tool Co. v. Commissioner, 439 U.S. 522, (1979). 

 本節では、以下にThor Power Tool Co.事件判決を概観する 298。本件事案の概要は次のとおりで

ある 299。製造業者である納税者（Thor Power Tool Co.）は、在庫の見直しにより生じた過剰な棚

卸資産について、GAAPに従い、低価法（lower of cost or market）に基づく期末評価を行い、市

場価格と帳簿価額との差額により算定した評価損を損失として計上、同額を所得控除に算入した。

これに対して、内国歳入庁長官は、係る算定方法が納税者のビジネスモデルによる見積りであり、

恣意的な判断に基づくとして、納税者の取扱いを否認した。 

 本件争点は、納税者の取扱いを否認した内国歳入庁長官の決定が裁量権の濫用にあたるかどうか

である 300。連邦最高裁判所は、本件争点に対して、目的論的解釈から以下のように判示し、納税者

の請求を棄却している 301。 

 

「第一に、……財務省規則は、GAAP が租税法上も是認される場合が多くあることを認

めているが、内国歳入庁長官が自身の裁量権に基づき GAAP が所得を明瞭に反映しない

と判断した場合には、これを否認することができることを示している。302」 

「第二に、納税者の主張は先決例とも合致しない。……先決例は、納税者が将来の見積費

用または損失を現在において控除する場合において、税務会計と財務会計の間に差異が生

じることが一般的であることを示している。303」 

「第三に、納税者の主張は、税務会計と財務会計それぞれの有する目的の相違に照らして、

 
298 本節は、拙稿「内国歳入法典 § 446「所得を明瞭に反映する方法」についての一考察―Thor Power 
Tool Company v. Commissionerを素材として―」『経営学研究論集』第51号、pp.79-98、明治大

学大学院に加筆修正を加えたものである。 
299 See. 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.525-535.  
300 なお、本件について、下級審である連邦租税裁判所及び連邦巡回裁判所は、納税者の採用した

棚卸資産の評価損の計算方法がGAAPに従ったものであることを認めたうえで、当該方法が所得を

明瞭に反映する会計方法として認められないものであり、内国歳入庁長官の決定は裁量権の濫用に

あたらないと判示し、納税者の主張を棄却している（See. Thor Power Tool Co. v. Commissioner, 
563 F.2d 861, (1977), pp.867-871.）。 
301 See. 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.533-538.  
302 Ibid., p.540. 
303 Ibid., p.541. 
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支持できるものではない。財務会計の主要な目的は、投資者、債権者、その他の利害関係

者の意思決定に有用な情報を提供することであり、……税務会計の主要な目的は公平な歳

入確保（equitable collection）であり、内国歳入庁の責任は公的な財政の保護である。…

…税務会計と財務会計の推定上の同等性は、目的の相違、さらには相反を考慮すると、認

められるものではない。（そして、）この目的の相違は取扱いの相違にも反映される。すな

わち、租税法は債務が固定かつ確定する（fixed and certain）ための全事象が生じるまで

所得控除を繰り延べることを要求するが、会計原則は合理的な見積りが可能となった時点

をもって債務を認識する。304」（カッコ内筆者加筆） 

「最後に、税務会計と財務会計を同等とみなすことは、税務管理に克服できないほどの弊

害を生じさせる。……GAAP は代替的な選択肢を残すことで合理的な取扱いの幅を許容

している。……しかしながら、可能な限り課税の公平性を保証することを目的とした税制

において、その選択の多様性は不確実なものであり、認められるものではない。経営者の

選択が税務上許容される場合、企業は会計士が示す範囲内ではあるものの、納税額を一方

的に決めることができるようになる。このような恣意的な納税額の決定は内国歳入法典を

不公平なものとする。……したがって、……内国歳入庁長官の決定は裁量権の濫用にあた

らない。305」 

 

このように、当裁判所は、第一に、内国歳入庁長官が納税者の課税所得計算が所得を明瞭に反映

するかどうかどうかの裁量権を有すること、第二に、先決例をもとに、税務会計と財務会計の間に

差異が生じることが一般的であること、第三に、税務会計と財務会計は異なる目的を有すること、

そして、この目的の相違が具体的取扱いを定めた租税法とGAAPの相違にも反映されること、第四

に、両会計を同等のものとみなすことは、公平な歳入確保に弊害が生じることとしたうえで、選択

の多様性を容認する GAAP に従い本件棚卸資産の評価損の額を所得控除算入した納税者の取扱い

は、所得を明瞭に反映する会計方法として認められるものではないと判示している。これは、税務

会計の主要な目的である公平な歳入確保、つまりは、課税公平性を反映した発生主義が、意思決定

有用性を反映した GAAP との間に目的の相違に基づく認識概念の相違が存在することを示すもの

である。したがって、発生主義とは、GAAPに依拠したものではないということが示される。 

そして、上記分析結果より、Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2)について次の説明が可能となる。当該規

則は、「GAAP を継続適用する会計方法は、当該取引または事業において認められた条件または慣

行に従っている場合に限り、通常として所得を明瞭に反映する会計方法として認められる。306」と

する。そして、この「通常として」とは、当該事件判決に従えば、別段の定めの有無を表すもので

 
304 Ibid., pp.542-543. 
305 Ibid., p.544. 
306 Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2). 
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はなく、異なる目的を反映する発生主義とGAAPの有する認識概念から、結果として同一の取扱い

が導出されるケースが多いことを表したに過ぎないということが示される。 

 

第2項 論点整理 

 前節で示したとおり、法人所得の会計方法は、1954 年税制改正において、GAAP との調和を目

的に、所得を明瞭に反映する会計方法として発生主義が取り入れられ、財務省規則のもとで、通常

としてGAAPが当該会計方法に該当するとされてきた。そして、本節前項で紹介したThor Power 

Tool Co.事件判決より、課税公平性を反映した発生主義とは、意思決定有用性を反映するGAAPと

の間に認識概念の差異が存在すること、そして、財務省規則のいう「GAAPを継続適用する会計方

法は、当該取引または事業において認められた条件または慣行に従っている場合に限り、通常とし

て所得を明瞭に反映する会計方法として認められる。307」とは、別段の定めの有無を表すものでは

なく、異なる目的を反映する発生主義とGAAPの有する認識概念から、結果として同一の取扱いが

導出されるケースが多いことを表したに過ぎないということを示した。 

 もっとも、上記結論については、先行研究においても一般的に理解されている。例えば、Surrey, 

et al., (1986) はThor Power Tool Co.事件判決を参照し、「税務会計と財務会計の間には、それぞれ

の目的の間に根本的な相違がある。……税務会計と財務会計の目的の相違はそれぞれの会計処理に

も相違をもたらす。……会計原則では、一般に法的責任が合理的に推定されるとすぐにそれを発生

したと認識することを要求するが、租税法では、所得は請求権の原則、支払能力、支配という基本

原則のもとで認識されることを要求する。」と述べられている 308。また、Bittker, et al., (2003) も

同様にThor Power Tool Co.事件判決を参照し、「多くの項目は税務上の目的に応じた方法で取り扱

われるし、取り扱われなければならない。そして、その方法は債権者、投資家等のために作成され

た財務報告とは異なる。」と述べられている 309。 

 さらに近年においても同様であり、Bankman, et al., (2018) が I.R.C. § 446(b)について、「IRS

は多くのケースにおいてその裁量権を積極的に行使しており、本質的に特定の事実パターンに適用

される特定の会計方法は、所得税制以外の領域で経営者が会計方法として採用する可能性のあるも

のを容認できない結果をもたらしている。310」として、Thor Power Tool Co.事件判決と同等の見解

を示している。 

ただし、上記結論及び紹介した先行研究は、厳密にいえば、Thor Power Tool Co.事件判決を基礎

 
307 Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2). 
308 Surrey, Stanley S., Warren William C., McDaniel Paul R. and Ault Hugh J., Federal Income 
Taxation Case and Materials Successor ed., The Foundation Press, (1986), pp.584-586. 
309 Bittker, Boris I. and Lokken Lawrence, Federal Tax of Income, Estates and Gifts, Warren 
Gorham & Lamont, (2003), para.105.1.6. 
310 Bankman Joseph, Shaviro, Daniel N., Stark, Kirk J. and Kleinbard, Edward D., Federal 
Income Taxation Eighteenth Edition, Wolters Kluwer, (2018), p.209. 
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とするものであるため、1979年当時における税務会計と財務会計との関係性においてのみ成立する

ものであり、これが現在においても同様に成立するかどうかについては、検証必要性が指摘される。

換言すれば、上記結論が現在においても同様に成立するためには、1979年年以後現在に至るまでの

それぞれの動向を考慮する必要があるということである。 

上記検証必要性を指摘する理由については、とりわけ 1979 年以後の財務会計の動向にある。例

えば、財務報告の基本目的を記した 1978 年SFAC No.1 は、2010 年及び 2018 年にリプレイスメ

ントされており、さらに、GAAP の定義に関しては、1979 年当時において、明確な定義が存在し

なかったが、2008 年に SFAS No.162 のもとで構築され、さらに当該定義は 2009 年に ASC 105

のもとで再構築されている。 

このように、財務会計においては、1979 年以後、財務会計の目的及びGAAP の定義に変更が生

じている可能性が示唆される。そして、このことは、1979年当時の財務会計を比較対象としたThor 

Power Tool Co.事件判決の現在における成立可否に対して、検証必要性を指摘するものであり、そ

の検証方法として、当該事件判決以後の税務会計及び財務会計の動向を考慮すべきことを示唆する

311。そこで次節では、上記留意点を踏まえ、当該事件判決の現在における成立可否について検証を

試みる。 

 

第4節 検証 

第1項 検証素材及び方法 

本節の目的は、1979年Thor Power Tool Co.事件判決の現在における成立可否、すなわち、所得

を明瞭に反映する会計方法である課税公平性を反映した発生主義には、同目的とは異なる意思決定

有用性を反映したGAAP との間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在するということが、

現在においても同様に成立するかどうかを検証することにある 312。 

そのため、本節検証にあたっては、上記目的を踏まえ、Thor Power Tool Co.事件判決以後の税務

会計及び財務会計それぞれの動向を観察する。具体的には次の方法に従う。第一は、税務会計の動

向として、現在における所得を明瞭に反映する会計方法が課税公平性を反映し、かつ、財務会計の

主要な目的である意思決定有用性を反映していないかどうかについての検証、第二は、財務会計の

動向として、現在におけるGAAPが意思決定有用性を反映し、かつ、課税公平性を反映していない

かどうかについての検証である。したがって、検証素材は以下のとおりとする。 

 

 
311 Bittker, et al., (2003) もまた、「GAAPの概念は、……税務会計のルールを組み込むことによっ

て格差を縮小する方向へ動いている。」と述べられており、税務会計と財務会計との関係性に何らか

の変化が生じていることを指摘されている（Bittker, et al., (2003), supra note 309, para.105.1.6.）。 
312 本項は、拙稿「内国歳入法典 § 446「所得を明瞭に反映する方法」についての一考察―Thor Power 
Tool Company v. Commissionerを素材として―」『経営学研究論集』第51号、pp.79-98、明治大

学大学院に加筆修正を加えたものである。 
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1. Thor Power Tool Co.事件判決以後の税務会計の動向 

 (1) Thor Power Tool Co.事件判決に関する動向 

  (2) 法人所得の会計方法の規定に関する動向 

2.  Thor Power Tool Co.事件判決以後の財務会計の動向 

(1) 財務会計の主要な目的に関する動向 

(2) GAAPの定義に関する動向 

(3) 税効果会計に関する会計基準の動向 

 

上記 1.では、現在の税務会計において、所得を明瞭に反映する会計方法が課税公平性を反映し、

かつ、意思決定有用性を反映していないかどうかを検証する。(1)では、1979年以後の裁判所がThor 

Power Tool Co.事件判決をどのように評価しているかを観察する。そして、(2)では、法人所得の会

計方法の規定に関する動向より、所得を明瞭に反映する会計方法が現在においても課税公平性とい

う目的を反映し、かつ、意思決定有用性という目的を反映していないかどうかを観察する。 

上記2.では、現在の財務会計において、GAAPが意思決定有用性を反映し、かつ、課税公平性を

反映していないかどうかを検証する。(1)では、財務報告の基本目的を定めた SFAC の動向より、

Thor Power Tool Co.事件判決のいう財務会計の主要な目的の動向を観察する。(2)では、GAAPの

定義に関する動向より、係る定義が意思決定有用性を反映しているのかどうかを観察する。(3)では、

税効果会計に関する会計基準より、GAAPが課税公平性を反映していないかどうかを観察する。 

 最後に、以上の結果を踏まえ、1979年Thor Power Tool Co.事件判決の現在における成立可否を

評価するとともに、法人所得の会計方法についての本稿の結論を示す。また、その結論から副次的

に、発生主義のもとでの法人所得の構成要素に係る諸項目の認識概念についての検討方法について、

若干の考察を行う。 

 

第2項 検証 

1. Thor Power Tool Co.事件判決以後の税務会計の動向 

(1) Thor Power Tool Co.事件判決に関する動向 

 以下に、裁判所判決において、Thor Power Tool Co.事件判決がどのように評価されているかを観

察する。結論からいえば、当該事件判決は広く引用されており、当該事件判決の現在における有効

性が観察できる。 

例えば、1986年Hughes Properties, Inc.事件判決が挙げられる。本件事案の概要は次のとおり

である。ネバダ州でカジノ業を営む発生主義納税者（Hughes Properties Inc.）は、プログレッシ

ブスロットマシンを所有している。当該マシンは、特定のシンボルの組み合わせがリールに表示さ

れたとき、固定された賞金を顧客に支払うことに加え、指定されたシンボルの組み合わせがリール

に表示されたときのみ賭け数に応じて増加する賞金を顧客に払い戻すシステム「プログレッシブジ
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ャックポット」を導入している。そして、プログレッシブジャックポットの賞金額については、ネ

バダ州賭博規制委員会（the Nevada gaming commission）規則のもとで、払戻し以外の方法によ

り減額することを禁止されている。 

 課税所得の計算上、発生主義を採用する納税者は、各事業年度に増加したプログレッシブジャッ

クポットに係る金額を未払債務として負債計上、同額を各事業年度の所得控除の額に算入した。こ

れに対して、内国歳入庁長官は、本件未払債務が偶発債務であり、全事象テストを充足しないとし

て、納税者の取扱いを否認した 313。 

 本件争点は、プログレッシブジャックポットの増加額を実際の払戻し前に所得控除として認識で

きるかどうかであり、連邦最高裁判所は、Thor Power Tool Co.事件判決をもとに、「財務会計は税

務会計の目的を支配するものではない 314」としたうえで、以下のように判示し、納税者の請求を容

認している。 

 

「Thor Power Tool Co.事件判決がいうように、「租税法は債務が固定かつ確定するための

全事象が生じるまで、損金算入を繰り延べることを要求している。」と判示されている。315」 

「国は、……納税者のプログレッシブジャックポットに係る債務が事業年度終了時点まで

に、「固定かつ確定」しておらず、「無条件」または「絶対」ではないと主張する。……ま

た、国は、納税者のプログレッシブジャックポットは事業年度終了時点において獲得され

ていないのであるから、本件債務は事業年度終了時点で発生していなかったと主張する。

……しかしながら、ネバダ州賭博規制委員会の規則は、納税者の債務が固定するための効

果を有している。同規則は、……プログレッシブジャックポットを支払うことなくその額

を減少することを禁止している。それゆえ、納税者の本件債務には支払義務が生じており、

偶発的ではない。ジャックポットが決して獲得されないという発生の可能性が非常に低い

こと、及び、その蓋然性が推測的であるということは、回避不可能な本件債務が固定され

たという事実を妨げるものではない。316」 

「内国歳入庁長官の決定、すなわち、財務会計が租税法を支配していないこと、そして、

収益と費用の対応が望ましいということだけが必ずしも納税者の損金算入を維持するも

のではないとしたことは認められるが、本件における内国歳入庁長官の否認は正当ではな

い。上記のように、本件債務は明らかに固定されている。プログレッシブスロットマシン

が積み上げた金額の一部は、支払われることになっており、その金額が明らかであったこ

とに加え、唯一残されていたのは正確な支払い時点と将来の獲得者の特定のみである。し

 
313 476 U.S. 593, (1986), supra note 283, p.593. 
314 Ibid., p.603. 
315 Ibid., pp.600-601. 
316 Ibid., pp.601-602. 
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かしながら、発生主義それ自体は、納税者が現金主義を採用する場合に支配するタイミン

グの要素とは無関係である。317」 

 

 この他にも、連邦最高裁判所は、Shalala v. Guernsey Memorial Hospital, 514 U.S. 87, (1995) に

おいても、Thor Power Tool Co.事件判決を支持している。本件は債務消滅損失の認識時点について

争われた事件である。ヘルスケア提供者を営む納税者（Guernsey Memorial Hospital）は、債務の

借換えにより生じた債務消滅損失の一部を、GAAPに従い、債務を借り換えた事業年度に所得控除

として認識した。これに対して、連邦厚生省長官は、連邦厚生省の公表した「メディケア償還ガイ

ドライン」に従い、借換え前の債務に係る償還期間にわたって償却しなければならないとして、当

該事業年度に当該債務消滅損失を所得控除できないと主張した 318。 

連邦最高裁裁判所は、Thor Power Tool判決の引用し、所得を明瞭に反映する会計方法とGAAP

は性質と目的の観点からみて完全には一致しないとしたうえで 319、上記ガイドラインは GAAP に

従うことを要求していないと判示し、GAAPに従った納税者の請求を棄却している 320。 

 さらに、Thor Power Tool Co.事件判決は、近年の裁判例、Petersen v. Commissioner, 148 T.C. 463, 

(2017) 連邦租税裁判所判決、Transupport, Inc. v. Commissioner, 882 F.3d 274, (2018) 連邦巡回

裁判所判決等においても支持されている 321。このように、目的論的解釈から所得を明瞭に反映する

会計方法とGAAPの相違を明らかにしたThor Power Tool Co.事件判決は、その後も広く引用され

ており、当該事件判決が現在においても支持されていることが観察できる。以上のことから、当該

事件に関する動向という観点において、1979年Thor Power Tool Co.事件判決の現在における成立

可能性に影響は生じないということが示される。 

 

(2) 法人所得の会計方法の規定に関する動向 

 以下に、法人所得の会計方法の規定に関する動向から、所得を明瞭に反映する会計方法が現在に

おいても課税公平性を反映するかどうかを観察する。なお、Thor Power Tool Co.事件の係争事業年

度は1964年であり、当該事件判決は I.R.C. of 1954及びTreas. Reg. of 1964に基づくものである

ため、以下に取り上げる規定は1954年以後に限定される。 

I.R.C. of 1954 § 446は、「課税所得は、納税者が帳簿を記録するにあたり、継続的に所得を計算

する会計方法に基づいて計算されるものとする。322」としたうえで、「納税者が継続して採用する

 
317 Ibid., pp.603-604. 
318 See. Shalala v. Guernsey Memorial Hospital, 514 U.S. 87, (1995), p.90. 
319 See. Ibid., p.100. 
320 See. Ibid., pp.100-102. 
321 この他にも、Petersen v. Commissioner, 148 T.C. 463, (2017) 連邦租税裁判所判決、United 
Launch Servs., LLC v. United States, 139 Fed. Cl. 664, (2018) 連邦請求裁判所判決がThor 
Power Tool Co.事件判決を引用している。 
322 I.R.C. § 446(a), 68A Stat., 151. 
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会計方法を有していない場合、または、その会計方法が所得を明瞭に反映しない場合、課税所得は、

財務長官またはその代理人の意見するところにより、所得を明瞭に反映するような会計方法のもと

で、計算されるものとする。323」とされた。そして、法人所得の会計方法である所得を明瞭に反映

する会計方法としては、選択適用として発生主義が容認されていた。 

これは現在の内国歳入法典のもとでも同様に定められている 324。そこで、所得を明瞭に反映する

会計方法の下位概念、発生主義のもとでの総所得及び所得控除に係る諸項目の認識概念に着目する。 

発生主義のもとでの総所得に係る諸項目においては、その認識概念として、全事象テストが1958

年に財務省規則のもとで明文化されており、「発生主義のもとで、所得は、当該所得を収受する権利

を固定し、その金額が合理的正確性をもって決定可能となるための全事象が生じた事業年度に算入

される。325」とされた。その後、当該テストについては、2017 年税制改正において、内国歳入法

典にコード化されるとともに、AFS 所得算入ルールが加えられ、GAAP における収益計上をもっ

て、全事象テストが充足したとみなされることとされている 326。 

AFS 所得算入ルールについては、議会報告書において、「所得の認識のタイミングに関するルー

ルを修正したもの 327」として、「ある項目が連邦所得税法において実現するタイミングに関する連

邦所得税法上のルールを修正するものではない。328」と解説されている。これは、当該ルールを介

したGAAPとの調和であり、全事象テストに意思決定有用性を反映させることではないということ

を示すものである。したがって、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念である当該テ

ストは、従来同様、課税公平性を反映し、かつ、Thor Power Tool Co.事件判決のいう意思決定有用

性を反映していないといえる。 

 発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目においては、その認識概念として、1958年財務省規則

のもとで全事象テストが明文化されており、「発生主義のもとで、所得控除は、当該所得控除を生じ

させる債務の事実を確立し、その金額が合理的正確性をもって決定可能となるための全事象が生じ

た事業年度に容認される。329」とされた。その後、当該テストについては、1984 年税制改正にお

いて、内国歳入法典にコード化されるとともに、新たに経済的効果テストが導入され、経済的効果

が発揮されるまで充足しないこととされた。 

経済的効果テストが導入された経緯については、議会報告書において、全事象テストによる問題

 
323 I.R.C. § 446(b), 68A Stat., 151. 
324 厳密にいえば、発生主義の位置付けは、1986年税制改正において、I.R.C. § 448のもとで、選

択適用から原則として適用すべきものへと変更されている（See. Joint Committee on Taxation, 
(1987), supra note 295, p.474.）。ただし、Thor Power Tool Co.事件において、納税者が発生主義を

採用しており、本改正は本検証に影響を及ぼすむのではないため、これを省略する。 
325 Treas. Reg. of 1958 § 1.446-1(c)(1)(ii), 22 F.R. 10686, (December 25, 1957). 
326 See. I.R.C. § 451(b)(1)(A). 
327 H.R. Rep. No. 115-466, (2017), p.428. 
328 H.R. Rep. No. 115-466, (2017), p.428, footnote.872. 
329 Treas. Reg. of 1958 § 1.446-1(c)(1)(ii), 22 F.R. 10686, (December 25, 1957). 
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点として、「納税者が将来の支出額を早期に所得控除する場合、所得控除額は、時間価値を反映して

ため、実際の費用の額よりも過大評価される。330」ことが指摘されたためである。そして、議会は、

当該テスト導入について、課税所得計算上、割引計算を取り入れるかどうかを検討した結果、「将来

の費用を過大に所得控除させないため、また、割引評価のシステムに関する複雑さを回避するため、

将来の費用は、経済的効果が発揮される時点でのみ所得控除されるべきである。331」と解説してい

る。 

さらに、議会は、「非資本項目については、納税者は、理論的にいえば、債務履行時点で負債の額

を所得控除する方法、もしくは、割引後の負債の額を早期に所得控除する方法のいずれかが認めら

れるべきである。332」と解説している。これは、経済的効果テストが課税公平性以外の目的を取り

入れることではなく、課税公平性という目的の範囲内で導出されたものであることを示している。

したがって、発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念である全事象テスト及び経済的

効果テストは、従来同様、課税公平性を反映し、かつ、Thor Power Tool Co.事件判決のいう意思決

定有用性を反映していないといえる。 

以上のとおり、法人所得の会計方法については、規定、及び、その構成要素に係る諸項目の認識

概念においても、1979年以後も同様の状態が維持されている。したがって、規定に関する動向の観

点においては、1979年Thor Power Tool Co.事件判決の現在における成立可能性に影響は生じない

ということが示される。 

 

2. Thor Power Tool判決以後の財務会計の動向 

(1) 財務会計の主要な目的に関する動向 

以下に、財務報告の基本目的を定めたSFAC の動向をもとに、Thor Power Tool Co.事件判決の

いう財務会計の主要な目的に関する動向を観察する。なお、ここで取り上げる素材は、FASBが1978

年に公表したSFAC No.1、これをリプレイスメントした現行のSFAC No.8とする。 

 1978年のSFAC No.1は、財務報告の基本目的について、「財務報告は、現在及び将来の投資者、

債権者及びその他の情報利用者が合理的な投資、与信及びこれに類似する意思決定を行うのに有用

な情報を提供しなければならない 333」としている。そして、ここでいう情報利用者について、SFAC 

No.1 は、「主要な投資者とは、持分証券保有者及び債務証券保有者であり、主要な債権者とは、商

品やサービスの供給者、請求権を有する顧客及び従業員、金融機関、個人の与信者、債務証券保有

者 334」としている。 

 
330 H.R. Rep. No. 432, pt. 2, 98th Cong., 2d Sess., (1984), supra note 290, p.260. 
331 Ibid., p.261. 
332 Ibid., p.261. 
333 FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No.1: Objectives of Financial Reporting 
by Business Enterprises, FASB, (1978), para.34. 
334 Ibid., para.35. また、SFAC No.1は、情報利用者として、アナリストやアドバイザー、ブロー
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このように、SFAC No.1は、財務報告の基本目的を投資者、債権者その他の情報利用者の意思決

定に有用な情報を提供することと定義している。そして、その文言の類似性からいえば、Thor Power 

Tool事件判決が財務会計の主要な目的とした意思決定有用性とは、これを指しているものと解され

る。 

そして、現行のSFAC No.8は、財務報告の基本目的について、SFAC No.1の定義を修正してお

り、「財務報告の一般目的は、既存及び将来の投資者、与信者、その他の債権者が企業の資源提供に

関する意思決定を行うのに有用な報告主体の企業に関する財務情報を提供すること 335」としている。

そして、その主要な情報利用者について、既存及び将来の投資者を「配当、元本及び利子の支払い、

または市場価格の増加といったリターンに依存して意思決定を行う 336」者、既存及び将来の与信者、

その他の債権者を「期待される元本及び利子の支払い、またはその他のリターンに依存して意思決

定を行う 337」者と定義している。 

このように、現行のSFAC No.8では、SFAC No.1の財務報告の基本目的に関して、若干の文言

を変更しているものの、その具体的内容としては、財務報告の基本目的を投資者、与信者、その他

の債権者の意思決定に有用な情報を提供することを挙げている点で従来と同様である。したがって、

SFAC No.8における財務報告の基本目的も、SFAC No.1と同様、Thor Power Tool Co.事件判決の

いう財務会計の主要な目的と同義であると解される。 

 以上のことから、SFAC No.1及びNo.8のいう財務報告の基本目的は、いずれもThor Power Tool

判決のいう財務会計の目的、すなわち「投資者、債権者、その他の利害関係者の意思決定に有用な

情報を提供すること 338」と同義であることが観察できる。したがって、財務報告の基本目的に関す

る動向という観点においては、1979年Thor Power Tool Co.事件判決の現在における成立可能性に

影響は生じないといえる。 

 

(2) GAAPの定義に関する動向 

次に、Thor Power Tool Co.事件判決の現在における成立可能性として、GAAPの定義に関する

動向を観察する。なお、ここで取り上げる素材は、FASBがGAAPを定義した2008年SFAS No.162、

2009年にその定義を再構築したSFAS No.168、そして、現行のASC 105とする 339。 

 
カー、弁護士、規制機構、そのほか投資者や債権者の利益を助言または代表する者、投資者や債権

者の運用状態に関心がある者を含むとしている（See. Ibid.）。 
335 FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No.8: Conceptual Framework for 
Financial Reporting, FASB, (2018), OB2. 
336 Ibid., OB3. 
337 Ibid., OB3. 
338 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, p.542. 
339 なお、AICPAは、1992年にStatements on Auditing Standards No.69を公表し、当時のGAAP
を階層構造で定義している（See. AICPA, Statements on Auditing Standards No. 69: The 
Meaning of Present Fairly in Conformity With Generally Accepted Accounting Principles, 
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 SFAS No.162 とは、GAAP の源泉及び非政府エンティティの財務諸表作成にあたって用いられ

る会計原則を選択するためのフレームワークを明らかにすることを目的とした会計基準である 340。

当該会計基準は、GAAPの定義を権威の階層構造で表し、その源泉を以下のように降順で記してい

る 341。 

 

(a) SFAS、FASB Interpretations (FIN)、SFAS No.133の Implementation Issues、

FASB Staff Positions、AICPAのAccounting Research Bulletins (ARB)及び、FASB

によって置き換えられていないAPB Opinions 

(b) FASB Technical Bulletins (FTB)、AICPA Industry Audit and Accounting Guides

及びStatements of Position（FASBの審査を通過したものに限る） 

(c) FASBによって明確化されたAICPA Accounting Standards Executive Committee 

Practice Bulletins、consensus positions of the FASB Emerging Issues Task Force 

(以下、EITFとする)の作業部会による合意、 EITF D-Topicsの議題 

(d) FASB のスタッフにより公表された実務指針、AICPA 会計解釈指針、AICPA 

Industry Audit and Accounting Guides及びStatements of Position（(b)に掲げた

ものを除く）、一般的または産業において広く認識され普及している実務 

 

 さらに、SFAS No.162は、適用すべき会計処理が上記源泉に記載されていない取引においては、

第一に、一般に認められた会計原則を類推適用すること、第二に、SFAC、AICPA Isseues Papers、

IFRSs、専門機関や規制機構の文書、AICPA Technical Practice Aids に含められる Technical 

Information Service Inquiries and Replies、会計の教科書、手引書及び論文等を考慮すべき素材と

して挙げている 342。 

 次いで、2009年SFAS No.168とは、SFAS No.162とGAAPを定義する目的を同一に 343、その

階層構造を再構築した会計基準である。当該会計基準は、GAAP の定義について、権威的 GAAP

と非権威的GAAPに分類し、権威的GAAPを、その目的達成の観点から権威的と認められるGAAP

をコード化したASC と定義している 344。そして、非権威的GAAP については、ASC にコード化

 
AICPA, (1992).）。ただし、当該基準書は、企業よりも監査人のために作成された報告書であるため、

これを省略する。 
340 See. FASB, Statement of Financial Accounting Standards No.162: The Hierarchy of 
Generally Accepted Accounting Principles, FASB, (2008), para.1. 
341 Ibid., para.3. 
342 See. Ibid., para.5. 
343 See. FASB, Statement of Financial Accounting Standards No.168: The FASB Accounting 
Standards Codification™ and the Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles, 
FASB, (2009), para.2. 
344 See. Ibid., para.3.  
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されていない場合に考慮すべき源泉を指すとし 345、具体例として、「一般ないし業界において広く

認識され支配的な会計実務、SFAC、AICPA Issues Papers、IFRSs、専門機関や規制機構の文書、

AICPA Technical Practice Aids に含められる Technical Information Service Inquiries and 

Replies、会計の教科書、手引書及び論文 346」を列挙している。また、現行のASC 105については、

SFAS No.168のいう GAAPを定義する目的、GAAPの定義、及び、その源泉がそのまま踏襲され

ている 347。 

 以上を踏まえて、GAAPを定義する目的、及び、その源泉の観点から、Thor Power Tool Co.事

件判決の現在における成立可否を評価する。 

まず、GAAPを定義する目的に関する観点である。係る目的については、SFAS No.162、SFAS 

No.168、ASC 105 のいずれにおいても、財務諸表作成において用いられる会計原則を選択するた

めのフレームワークを明らかにすることとされている 348。そして、ここでいう財務諸表作成という

文言については、SFACによれば、財務報告と明確に区別されるものではないとされる 349。したが

って、GAAPを定義する目的は、換言すれば、財務報告において用いられる会計原則を選択するた

めのフレームワークを明らかにすることであり、SFAC を介して、意思決定有用性を反映したもの

であると解すことができる。 

 次に、GAAPの源泉に関する観点である。係る源泉については、SFAS No.162、SFAS No.168、

ASC 105 のいずれにおいても、その源泉に SFAC を含み、税務会計上の取扱いを定めた内国歳入

法典、及び、財務省規則等が含まれていない。これは、GAAP の源泉に着目した場合、GAAP が

SFAC のいう財務報告の基本目的と整合するものであり、かつ、課税公平性を考慮していないこと

を示すものである。 

 以上のことから、GAAPを定義する目的、及び、その源泉に着目すれば、SFAS No.162、SFAS 

No.168、ASC 105におけるGAAPは、反映される目的において、定義を同義とすることが観察で

きる。したがって、GAAPの定義に関する動向という観点においては、1979年Thor Power Tool Co.

事件判決の現在における成立可能性に影響は生じないといえる。 

 

 
345 See. Ibid., para.9.  
346 Ibid., para.10.  
347 See. FASB, Accounting Standards Codification Volume 1, FASB, (2019a), 105-10-05-1, 2 and 
3. 厳密にいえば、ASC 105-10は、SFAS No.168で列挙された非権威的GAAPを階層構造で表し

ている点で、その定義を形式上変更している。ただし、その源泉が完全に一致するため、源泉の種

類という観点では、実質的な変更はないといえる。 
348 See. Ibid., 105-10-05-1 and 2. また、SFAS No.162及びSFAS No.168においても、同様の旨が

記されている（See. FASB, (2008), supra note 50, para.1 and FASB, (2009), supra note 52, 
para.2.）。 
349 See. FASB, (1978), supra note 333, para.5. また、SFAC No.8においても、同様の旨が記され

ている（See. FASB, (2018), supra note 335, BC1.4．）。 



 88 

(3) 税効果会計に関する会計基準の動向 

最後に、Thor Power Tool Co.事件判決の現在における成立可能性として、税効果会計に関する会

計基準の動向を観察する。なお、ここで取り上げる素材は、AICPAが1967年に公表したAccounting 
Principles Board Opinion (APB Opinion) No.11、FASBが1992年に公表したSFAS No.109、現

行のASC 740とする 350。 

 APB Opinion No.11とは、税務会計上の未払法人所得税額と財務会計上の法人所得税の費用額と

の不一致をどのように対応させるかについて検討した意見書であり 351、期間的差異を以下の4項目

に分類している 352。 

 

(a) 収益または利得が税引前利益よりも遅く課税所得に計上される場合。例えば、割賦

販売の売上総利益であり、これは、財務会計の目的では販売された会計期間に認識

されるのに対し、税務会計の目的では割賦金が回収された事業年度に認識される。 

(b) 費用または損失が税引前利益よりも遅く課税所得から控除される場合。例えば、保

証金や製品保証債務の見積原価であり、これは、財務会計の目的では当該会計期間

に認識されるのに対し、税務会計の目的では支払ったまたは債務の確定した事業年

度に認識される。 

(c) 収益または利得が税引前利益よりも早く課税所得に計上される場合。例えば、前受

賃借料であり、これは、税務会計の目的では受領した事業年度に認識されるのに対

し、財務会計の目的では稼得される会計期間まで繰り延べられる。 

(d) 費用または損失が税引前利益よりも早く課税所得から控除される場合。例えば、減

価償却費であり、これは、税務会計の目的では定率法により認識されるのに対し、

財務会計の目的では定額法により認識される。 

 

 このように、APB Opinion No.11は、上記4項目の期間的差異を税務会計と財務会計における目

 
350 FASBは、APB Opinion No.11からSFAS No.109の間に、SFAS No.96を公表している 
（See. FASB, Statement of Financial Accounting Standards No.96: Accounting for Income 
Taxes, FASB, (1987).）。 
351 See. AICPA, Accounting Principles Board Opinion No.11: Accounting for Income Taxes, 
AICPA, (1967), para.8. 当該意見書は、課税所得と税引前利益の間に生じている差異を「期間的差

異」と「永久差異（permanent differences）」に分類し、前者を「ある取引が課税所得に影響を及

ぼす事業年度とそれが税引前利益に影響を及ぼす会計期間との間に生じる差異」、後者を「ある取引

について、租税法や財務省規則の適用により生じる課税所得と税引前利益の差異であり、翌会計期

間に解消されないものである」と定義している（See. Ibid., para.13.）。そして、当意見書は、ある

会計期間の租税法上の法人所得税額と財務会計上の法人所得税の費用額との不一致を改善するため

の方法として、期間的差異により生じた税効果を繰り延べ、その差異が解消される会計期間の法人

所得税の費用額に配分する「繰延法（deferred method）」を提言している(See. Ibid., para.19.)。 
352 Ibid., para.15. 
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的の相違から整理している。このことから、当該意見書において、期間的差異とは、財務会計と税

務会計の目的の相違により生じるものとして捉えられると解することができる。 

 次いで、FASBが1992年に公表したSFAS No.109は、会計期間における法人所得税の金額、及

び、将来の税効果のための繰延税金資産及び繰延税金負債の認識を目的とした会計基準である 353。

そして、当該会計基準は、課税所得と税引前利益の認識の間に生じる「一時差異（temporary 

differences）354」を8項目に分類している 355。このうち、APB Opinion No.11の期間的差異と類

似する項目を取り上げると、以下のとおりとなる 356。 

 

(a) 収益または利得が財務上の利益より後に課税される場合。例えば、割賦販売の債権

のような資産は、その債権が回収されるときをもって課税対象額となる収益または

利得として課税される。 

(b) 費用または損失が財務上の利益より後に所得控除される場合。例えば、製品保証債

務のような負債は、その債務が決済されるときをもって所得控除額となる費用また

は損失として認識される。 

(c) 収益または利得が財務上の利益より前に課税される場合。例えば、前受購読料のよ

うな負債は、来提供される商品またはサービスのための前受金として認識される。

これに対して、税務会計の目的では前受所得は現金を受領したときに課税所得とし

て計上される。そして、商品やサービスを提供するための将来の犠牲は負債の決済

時に将来の所得控除額となる。 

(d) 費用または損失が財務上の利益より前に所得控除される場合。例えば、減価償却資

産のような資産の原価は、財務報告のために償却されるよりも早く税務会計の目的

のために控除される。資産の金額の回収時に受領する金額は、財務報告のための金

額であり、その資産の課税標準を超過する。そして、その超過分がその資産の回収

時に課税される。 

 

このように、SFAS No.109における一時差異は、APB Opinion No.11における期間的差異と同

 
353 See. FASB, Statement of Financial Accounting Standards No.109: Accounting for Income 
Taxes, FASB, (1992), para.6. 
354 Ibid., para.10. 当該会計基準は、一時差異について、法人所得税法と財務会計基準の間には資産、

負債、持分、収益、利得、損失に関する認識の差異により、課税所得と税引前利益の金額、資産ま

たは負債の課税標準と財務諸表で報告される金額に相違が生じていると述べられている（See. 
Ibid.）。そして、その用語を期間的差異及び企業結合による差異をあわせたものと解説している（See. 
Ibid.）。 
355 See. Ibid., para.11. 
356 See. Ibid., para.12. なお、残りの4項目は、資産または負債に関する課税標準と財務諸表で報

告される金額の差異を記したものであり、本節の論点とは目的を異にするため、これを省略する。 
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様の具体例を提示し、さらに、差異要因を税務会計と財務会計の目的によるものとしている 357。そ

のため、当該会計基準において、一時差異とは、SFAS No.109の期間的差異と同様、財務会計と税

務会計の目的の相違により生じるものとして捉えられているといえる。なお、当該会計基準の一時

差異は現行のASC 740へと踏襲されている 358。 

以上のとおり、GAAPに含まれるAPB Opinion No.11、SFAS No.109、ASC 740は、いずれも

財務会計と税務会計との間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在するとしていることが観

察できる。したがって、税効果会計に関する会計基準の動向という観点においては、1979年Thor 

Power Tool Co.事件判決の現在における成立可能性に影響が生じないといえる。 

 

第3項 結果及び考察 

本項では、以上の検討を踏まえ、現在における1979年Thor Power Tool Co.事件判決の現在にお

ける成立可否を評価したうえで、当該事件判決のいう税務会計と財務会計の関係性、所得を明瞭に

反映する会計方法とGAAPの関係性についての検証結果を示す。そして、その結果をもとに、法人

所得の会計方法に関する具体的内容の検討方法について若干の私見を述べる。 

前項1. Thor Power Tool判決以後の税務会計の動向では、Thor Power Tool Co.事件判決、及び、

法人所得の会計方法の規定に関する動向を観察し、その結果として、両観点において、当該事件判

決の現在における成立可能性に影響を及ぼす変更は生じていないことが示された。また、前項 2. 

Thor Power Tool判決以後の税務会計の動向では、財務会計の主要な目的、GAAPの定義、税効果

会計に関する会計基準の動向を観察し、その結果として、いずれの観点においても、当該事件判決

の現在における成立可能性に影響を及ぼす変更は生じていないことが示された。 

以上の観察結果は、現在における税務会計と財務会計の関係性、所得を明瞭に反映する会計方法

とGAAPの関係性が、当該事件判決の1979年当時と同様であるということを示すものであり、こ

れより、Thor Power Tool Co.事件判決の現在における成立が立証される。したがって、本節検証結

果より、その結論として、1979年から現在に至るまで、所得を明瞭に反映する会計方法である発生

主義とは、課税の公平性を反映するものであること、同目的とは異なる意思決定有用性を反映する

GAAP との間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在するということが導かれる。そして、

上記結論は、別段の定めがある項目以外の項目における課税所得と企業利益が完全に一致しないこ

 
357 もっとも、それぞれの項目の具体例として、APB Opinion No.11は収益及び費用の認識から差

異を説明しているのに対し、SFAS No.109は資産及び負債の認識から差異を説明している点で、説

明方法に相違がみられる。ただし、いずれも差異を税務会計と財務会計の目的により生じるものと

して捉えている点で共通するうえ、SFAS No.109は、一時差異という用語を、APB Opinion No.11
のいう期間的差異及び企業結合等により生じる差異をあわせたものとしている（See. FASB, (1992), 
supra note 63, Summary.）。したがって、SFAS No.109の(a)から(d)は、APB Opinion No.11の(a)
から(d)を引き継いだものであると解される。 
358 See. FASB, Accounting Standards Codification Volume 2, FASB, (2019b), 740-10-25-20. 
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とを示すものであるから、Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2)のいう「GAAPの継続適用を反映する会計方

法は、通常として所得を明瞭に反映する会計方法として認められる。359」とは、別段の定めの有無

を表すものではなく、異なる目的を反映する発生主義とGAAPの有する認識概念から、結果として

同一の取扱いが導出されるケースが多いことを表したに過ぎないということが示される。 

 また、上記結論は副次的に次のことを示唆する。それは、I.R.C. § 451及び I.R.C. § 461のもとで

の総所得及び諸項目の認識概念に関する検討方法として、GAAPとの比較分析が高い有用性を示す

ということである。より具体的にいえば、当該検討方法とは、ある会計基準が意思決定有用性を反

映する場合、当該会計基準の当該会計基準の有する認識概念をもって、発生主義のもとでの認識概

念を具体化できるだけでなく、両者間に生じる認識概念の差異を反映される目的の相違により説明

可能とする。 

税務会計上、所得を明瞭に反映する会計方法については、原則として発生主義を採用するが、そ

の明確な定義はなく、さらに、下位概念として定められる発生主義のもとでの認識概念についても、

全事象テストという抽象的な要件が定められているのみである。これに対して、財務会計上、GAAP

にあたる会計基準は、その具体的内容として、対象範囲、認識及び測定要件、それを捕捉するため

の判断基準及び指標まで明確化されている 360。そのため、I.R.C. § 451及び I.R.C. § 461の対象項

目のうち、ある会計基準の対象項目における税務会計上の認識時点を裁判所判決から抽出すること

ができれば、当該会計基準の具体的内容をもって、係る規定の有する認識概念を具体化することが

可能となる。そして、両者間の共通点及び相違点は、そのすべてが反映される目的の観点から説明

可能となるため、目的論的解釈における他の項目への援用可能性という点でも、多くの示唆が得ら

れると考えられる。 

以上のことから、GAAPとの比較分析は、I.R.C. § 451及び I.R.C. § 461の有する認識概念の検

討として有用性が高く、示唆に資する検討方法であるといえる。そこで本稿では、必要に応じて当

該検討方法を以後の検討に用いることとする。 

 

第5節 本章のまとめ 

 本章では、法人税法 22 条 4 項の比較対象として、アメリカ合衆国法人所得の会計方法に関する

規定、I.R.C. § 446を、規定の沿革、及び、Thor Power Tool Co.事件判決を中心に概観した。 

まず、第2節では、規定の沿革として、現行の発生主義が原則とされるまでの経緯を概観し、そ

の背景がGAAPとの調和にあること、明文規定上、発生主義の定義は存在しないものの、その下位

概念として I.R.C. § 451及び I.R.C. § 461のもとで具体的な認識及び測定概念が定められているこ

 
359 Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2). 
360 例えば、ASC 606では、顧客との契約から生じる収益を対象に、当該収益計上のための要件を

識別された履行義務の充足、基準を財またはサービスに対する支配の移転と明記するだけでなく、

さらにそれを捕捉するための5つの指標も示されている（See. FASB, (2019b), supra note 358, 
606-10-05-1, 606-10-05-4 and 606-10-25-30.） 
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とを確認した。 

 次に、第3節では、発生主義とGAAPとの関係性について判示したThor Power Tool Co.事件判

決を取り上げ、所得を明瞭に反映する会計方法である発生主義には、課税公平性を反映すること、

意思決定有用性を反映するGAAPとの間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在することを

整理した。また本節では、当該事件判決が 1979 年当時の状況に依存すること、そして、税務会計

及び財務会計のその後の動向から、当該事件判決の留意点として、現在における成立可否の検証必

要性を指摘した。 

最後に、第4節では、上記留意点の検証として、Thor Power Tool Co.事件判決以後の税務会計及

び財務会計の動向を観察した。その結果、現在における税務会計と財務会計の関係性、所得を明瞭

に反映する会計方法とGAAPの関係性が、当該事件判決の1979年当時と同様であることが示され

たことをもって、当該事件判決が現在においても成立することを立証した。さらに、本節では、上

記結論より、Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2)のいう「GAAPの継続適用を反映する会計方法は、通常と

して所得を明瞭に反映する会計方法として認められる。361」が、別段の定めの有無を表すものでは

なく、異なる目的を反映する発生主義とGAAPの有する認識概念から、結果として同一の取扱いが

導出されるケースが多いことを表したに過ぎないということを示すとともに、これを踏まえて、法

人所得の構成要素である総所得及び所得控除に係る認識概念を定めた I.R.C. § 451 及び I.R.C. § 

461の検討方法として、GAAPとの比較分析の有用性を提示した。 

 もっとも、本章結論は、アメリカ合衆国における法人所得の会計方法について、課税公平性を反

映すること、発生主義を採用すること、GAAPとの関係性を示したに過ぎないものであり、限界が

ある。つまり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念の推論に必要となる

情報として、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得及び所得控除に係る諸項目の認識概

念を明確化できていない。そこで本稿では、第6章及び第7章において、それぞれ総所得及び所得

控除に係る諸項目の認識概念を定めた I.R.C. § 451、及び、I.R.C. § 461の有する認識概念について

検討し、その内容の具体化を試みることとする。 

  

 
361 Treas. Reg. § 1.446-1(a)(2). 
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第6章 I.R.C. § 451(b)のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念に関する検討 

第1節 はじめに 

本章の目的は、我が国法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の

比較対象として、益金に係る諸項目の認識概念に相当する内容を定めた I.R.C. § 451(b)を検討する

ことにある。そのため、本章検討にあたっては、本規定のもとでの認識概念のうち、課税公平性を

反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念を明確化する必要がある。 

アメリカ合衆国において、納税者が発生主義を採用する場合、法人所得の構成要素である総所得

に係る諸項目は、I.R.C. § 451(b)のもとで、「全事象テスト（all events test）」の充足によって認識

及び測定される。ここでいう全事象テストとは、「全事象テストは、総所得に係る諸項目に関して、

当該所得（income）を収受する権利を固定し（fixed）、かつ、当該所得の金額が合理的正確性をも

って決定可能となる（can be determined）ための全事象が生じた場合、充足される。362」とされ、

権利固定要件と金額合理的正確性要件で構成される。 

そして、全事象テストについては、2017 年税制改正において、財務会計との調和を目的に 363、

AFS所得算入ルール（Applicable financial statement (AFS) income inclusion rule）」が導入され

ており、適用財務諸表における収益計上をもって、当該収益は全事象テストを充足したとみなすこ

ととされている 364。 

また、所得控除に係る諸項目の認識及び測定概念については、全事象テスト以外に、判例理論と

して確立された「権利の請求理論（claim of right doctrine）」が存在する。当該理論については、

金銭の収受、及び、当該金銭の処分可能性を要件とするものであり 365、明文化されていないものの、

裁判所において広く引用されている。 

このように、総所得に係る諸項目の認識及び測定概念については、全事象テストと権利の請求理

論という2つの認識概念が存在し、当該テストの認識要件については、権利固定要件、金額合理的

正確性要件で構成される全事象テスト、近年導入された当該テスト充足のためのみなし要件「AFS

所得算入ルール」が存在する。さらにいえば、権利固定要件については、一般に、財またはサービ

スの移転、収入期限到来、収入のうち、いずれかの事象が最初に生じる時点とされ 366、3つの認識

基準が存在するだけでなく、その充足可否に関しては事実認定の問題とされている 367。 

以上のことから、本章では、その目的上、次の3点を明らかにする必要がある。第一は、全事象

テストのいう金額合理的正確性要件の位置付けにであり、当該要件が認識概念としての機能を有す

 
362 I.R.C. § 451(b)(1)(C). 
363 See. 84 F.R. 47191, (September 9, 2019), p.47192. 
364 I.R.C. § 451(b)(1)(A). 
365 See. Concord Instruments Corp. v. Commissioner, 1992 Tax Ct. Memo LEXIS 607, (1992), 
p.10. 
366 See. 84 F.R. 47191, (September 9, 2019), supra note 363, p.47192.  
367 See. Grodt & McKay Realty, Inc. v. Commissioner, 77 T.C. 1221, (1981), pp.1237-1238. 
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るかどうかという点、第二は、権利の請求理論の位置付けであり、当該理論と全事象テストの関係

性、第三は、権利固定要件における認識基準についてであり、当該要件充足時点とされる「収入」

が課税公平性を反映した発生主義との整合性するのかという点である。 

そこで本章では、上記3点を解消したうえで、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得

に係る諸項目の認識概念についての検討を試みる。そのため、本章の全体の構成は次のとおりとす

る。まず、第2節では、規定の概要として、I.R.C. § 451(b)を概観するとともに、本稿における金

額合理的正確性要件の位置付けを示す。次に、第3節では、論点整理として、権利の請求理論、及

び、権利固定要件における認識基準の位置付けについて検討するとともに、本章検討課題を整理す

る。そして、第4節では、第3節を踏まえて、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に

係る諸項目の認識概念についての体系化を行う。最後に、第5節では、全体のまとめを行うととも

に、本章の課題を提示する。 

 

第2節 規定の概要 

1. 規定の概要 

アメリカ合衆国において、法人所得である課税所得は、総所得から所得控除を差し引いて計算さ

れる 368。このうち総所得については、「あらゆる源泉から獲得されるすべての所得 369」と定義され、

金銭、財またはサービスの移転から実現される所得を指す 370。なお、内国歳入法典のもとでは、具

体例として次の14項目、(1) 手数料、委託、付加給付その他同様の項目を含むサービスに係る報酬、

(2) 事業から獲得された総所得、(3) 財産取引から獲得される利得、(4) 利子、(5) 賃借料、(6) ロイ

ヤリティ、(7) 配当、(8) 私的年金、(9) 生命保険、養老保険から生じる所得、(10) 公的年金、(11) 

債務免除益から生じる所得、(12) パートナーシップの総所得の分配持分、(13) 非相続人に関する

所得、(14) 不動産または信託の利子から生じる所得が挙げられている 371。 

総所得の会計方法については、I.R.C. § 451(a)のもとで、「総所得に係る諸項目の金額は、納税者

によって収受される事業年度の総所得に算入されるものとする。ただし、課税所得計算において採

用する会計方法のもとで、当該金額が当該事業年度以外の事業年度に適切に計上される場合を除く。

372」とされる。そして、I.R.C. § 446に基づき、納税者が所得を明瞭に反映する会計方法として発

生主義を選択した場合、総所得に係る諸項目については、発生主義のもとでの認識及び測定概念「全

事象テスト」によって判定される。全事象テストについては以下のとおりである。なお、本稿では、

この全事象テストを構成する「所得を収受する権利を固定」、「当該所得の金額が合理的正確性を

もって決定可能（can be determined）となる」を、それぞれ「権利固定要件」、「金額合理的正

 
368 See. I.R.C. § 63(a). 
369 I.R.C. § 61(a). 
370 See. I.R.C. § 61(a) and Treas. Reg. 1.61-1(a). 
371 See. I.R.C. § 61(a). 
372 I.R.C. § 451(a). 
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確性要件」と表現する。 

 

 I.R.C. § 451(b)(1)(C)「全事象テスト」 

「全事象テストは、総所得に係る諸項目に関して、当該所得（income）を収受する権利

を固定し（fixed）、かつ、当該所得の金額が合理的正確性をもって決定可能となる（can 

be determined）ための全事象が生じた場合、充足される。373」  

 

全事象テストについては、2017 年税制改正において、一定の制約が付されている。それが AFS

所得算入ルールであり、規定については以下のとおりである 374。なお、ここでいう適用財務諸表

（applicable financial statement：AFS）とは、財務会計上のGAAPに従って作成される財務諸表

（GAAP statements）、IFRSに従って作成される財務諸表（IFRS statements）、その他の目的の

ために作成される監査財務諸表、納税申告書を除く連邦政府に提出する財務諸表をいう 375。 

 

 I.R.C. § 451(b)(1)(A)「AFS所得算入ルール」 

「課税所得が発生主義のもとで計算される納税者の場合、総所得に係る諸項目（または

その一部の項目）に関して、全事象テストは、当該項目（またはその一部の項目）が(i)

納税者の適用財務諸表……において収益として計上されるよりも遅い時点で、充足した

ものとして取り扱われてはならない。376」 

 

総所得の定義について、議会では、「総所得は、I.R.C.61(a)のもとで、一般に、……あらゆる源泉

から獲得されるすべての所得を算入する。総所得には、一般に、あらゆる形式において、富の増加

が明瞭に実現されるすべての項目を算入する。377」と解説されている。そして、議会は、「総所得

は、総所得として取り扱われるために十分に固定、かつ、明確となる（fixed and definite）時点で

明瞭に実現される。378」ものであり、「連邦所得税法上、総所得が明瞭に実現されると判断された

場合、I.R.C. § 451、及び、本規定のもとでの財務省規則は、販売、総収入、及び、その他の所得項

目が納税者の会計方法のもとで総所得に算入されることによって認識されるタイミングに関する一

 
373 I.R.C. § 451(b)(1)(C). 
374 なお、AFS所得算入ルールという文言は、内国歳入法典のもとで用いられていないが、財務省

規則のもとで用いられているため、本稿では、財務省規則に準じている（See. Treas. Reg. § 
1.451-3(a)(2) and Treas. Reg. § 1.451-3 (b)(1).）。 
375 See. I.R.C. § 451(b)(3) and Treas. Reg. § 1.451-3(a)(5). 
376 I.R.C. § 451(b)(1)(A). 
377 Joint Committee on Taxation, “General Explanation of Public Law 115-97”, U.S. 
Government Printing Office, Washington, (2018), p.148. なお、議会は、総所得の定義について、

Commissioner v. Glenshaw Glass Co., 348 U.S. 426, (1955) を参照している（See. Ibid., p.148, 
footnote.699 and Commissioner v. Glenshaw Glass Co., 348 U.S. 426, (1955), p.431.）。 
378 Joint Committee on Taxation, (2018), supra note 377, p.148. 
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般原則を定めている。379」としている 380。 

 このように、議会は、総所得に係る諸項目の総所得算入を「実現」という文言によって捕捉して

おり、その実現を捕捉するための認識及び測定概念を I.R.C. § 451(b)のいう全事象テストとしてい

る。したがって、これを概念レベルで整理すると、I.R.C. § 451(b)の有する認識概念については、

主義・原則を、それぞれ発生主義・実現原則、認識要件については、全事象テストを構成する権利

固定要件、金額合理的正確性要件、及び、AFS所得算入ルールとなる。これをまとめると図表6-1

のようになる。 

 

図表6-1「I.R.C. § 451(b)のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念概要」 

主義 原則 要件 

発生主義 実現原則 全事象テスト 

権利固定要件 

金額合理的正確性要件 

AFS所得算入ルール 

（出典；筆者作成） 

 

2. 規定の沿革 

全事象テストのうち、権利固定要件及び金額合理的正確性要件は、United States v. Anderson, 

269 U.S. 422, (1926) における連邦最高裁判所判決を起源とする。当該事件は未払軍需税に係る所

得控除の帰属事業年度について争われた事件であり、全事象テストは、連邦最高裁判所判決のいう

「税額を固定し、かつ、納税者の支払うべき義務を確定するための全事象が生じること 381」に由来

する。 

このAnderson 事件判決において確立された判例理論は、所得控除に係る諸項目の認識及び測定

概念であったが、後の裁判所判決において拡張され、総所得に係る諸項目へと援用されている。例

えば、Klein v. Commissioner, 20 B.T.A. 1057, (1930) において、租税訴願庁は、上記理論を「所

得の発生は、当該所得の金額を固定し、当該所得が納税者によって収受されることを確定するため

 
379 Ibid., p.151. 
380 議会は、総所得の定義について、Eisner v. Macomber, 252 U.S. 189, (1920) を参照している

（Ibid., p.148, footnote.700.）。当該事件判決における総所得の定義について、水野忠恒教授は、「有

名なマッコンバー判決は、「所得とは、資本ないし労働もしくは両者の結合から生じる利得（gain）
である」としつつ「資本に生じた交換利得（again accruing to capital）や投資の価値の成長増加分

ではなく、何か財産から生じた交換価値をもつもの」であるという。そして、「投資されたものや労

働されたものであれ、資本から由来し（severed from capital）納税者の手元へ分離され、使用・収

益・処分（for his separate use, benefit, and dispose）されるもの――それが財産からの所得であ

る」と定義づけたのであった。所得たりうるには、増加益が何らかの行為・取引によって分離され

ることが要求されるわけである。（水野忠恒（1988）『アメリカ法人税の法的構造―法人取引の課税

理論―』有斐閣、16頁。）」と解説されている。 
381 269 U.S. 422, (1926), supra note 234, p.441. 
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の全事象が生じることである。382」として、その適用対象をそのまま総所得に係る諸項目まで拡張

した。また、Lucas v. North Texas Lumber Co., 281 U.S. 11, (1930) では、連邦最高裁判所は、納

税者の総所得に係る諸項目の認識及び測定概念について、上記理論を顧客の所得控除に係る項目に

適用し、当該理論の適用対象を拡張している 383。 

その後、1954年税制改正において、法人所得の会計方法として発生主義が明文化されたことを契

機に、Anderson 事件判決における判例理論は、1958 年財務省規則のもとで明文化され、「発生主

義のもとで、所得は、当該所得を収受する権利を固定し、その金額が合理的正確性をもって決定可

能となるための全事象が生じた事業年度に算入される。384」とされた。そして、権利固定要件につ

いては、1984年、IRSの公表したRev. Rul. 84-31のもとで、その充足時点を、「財またはサービス

の移転」、「収入期限到来」、「収入」のうち、いずれかの事象が最初に生じる時点とされ、これが現

在においても引き継がれている 385。 

上記財務省規則については、裁判所において、「税務会計上の基本原則」と表現され 386、GAAP

の認識概念との関係性において、反映される目的の相違に基づく認識概念の差異が存在すると判示

されている 387。このような背景から、税務会計上では、2017 年税制改正において、財務会計上の

ASC 606「顧客との契約から生じる収益」との調和を目的とした措置として、AFS所得算入ルール

が導入された。当該ルールとは、全事象テストに対する制約であり、適用財務諸表における収益計

上をもって、全事象テストが充足したこととする「みなし要件」である 388。その結果、権利固定要

件及び金額合理的正確性要件を充足していない場合であっても、ASC 606における収益計上をもっ

て、全事象テストは充足したとみなされ、税務会計と財務会計との調和が図られることとされた。 

 AFS所得算入ルール導入の趣旨について、議会では、「本改正は、I.R.C. § 451における全事象テ

ストのもとでの総所得の認識のタイミングに関するルールを修正するものである。特に、本規定は、

全事象テストの対象につき適用財務諸表……を有する納税者に対して、売上、総収入、その他総所

得における収益項目を、適用財務諸表……において収益計上される事業年度までに、総所得の額に

算入することを要求するものである。389」と解説されている。そして、この収益計上の取扱いにつ

いては、ASC 606であることが明言されており 390、この点については、財務省解説においても同

 
382 Klein v. Commissioner, 20 B.T.A. 1057, (1930), pp.1059-1060. 
383 See. Lucas v. North Texas Lumber Co., 281 U.S. 11, (1930), pp.13-14. 
384 Treas. Reg. of 1958 § 1.451-1(a), 22 F.R. 10686, (December 25, 1957). 
385 See. Rev. Rul. 84-31, 1984-1 C.B. 127, (1984)., and 84 F.R. 47191, (September 9, 2019), supra 
note 363, p.47192. 
386 See. 476 U.S. 593, (1986), supra note 283, p.600. 
387 See. 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, p.543. 
388 See. I.R.C. § 451(b)(1)(A).  
389 Joint Committee on Taxation, General Explanation of Public Law 115-97, (2018), supra note 
296, p.161. 
390 See. Ibid. 
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様である 391。したがって、現在における発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念を整理

すると、権利固定要件の充足時点とは、財またはサービスの移転、収入期限到来、収入、ASC 606

における収益計上のうち、いずれかの事象が最初に生じる時点とされたことになる。 

 

3. 金額合理的正確性要件の位置付け 

全事象テストのうち、権利固定要件については、その充足時点を「財またはサービスの移転、収

入期限到来、収入」としていることから、当該要件が認識概念に位置付られることは明らかである。

また、金額合理的正確性要件は、その文言から測定要件に該当することも明らかである。ただし、

当該要件については、一般に、その金額が合理的正確性を有する限り、見積りを容認するものであ

り、その要求する合理的正確性が認識のタイミングに影響を及ぼす可能性が示唆される。 

本稿では、総所得に係る諸項目の認識概念についての検討を行うものであるため、この金額合理

的正確性要件が認識概念としての機能を有するかどうかを示す必要がある。結論からいえば、金額

合理的正確性要件は、Bentley Laboratories, Inc. v. Commissioner, 77 T.C. 152, (1981) における連

邦租税裁判所判決より、認識概念としての機能を有していないため、測定要件として位置付けられ

るものと解される。 

Bentley Laboratories, Inc.事件とは、子会社に対する製品販売から生じた所得の帰属事業年度が

争われた事件であり、本件事案の概要は次のとおりである。11 月 30 日を事業年度終了日とする発

生主義納税者（Bentley Laboratories, Inc.）は、I.R.C. of 1954 § 482（いわゆる移転価格税制）に

従い 392、子会社（Bentley International Ltd.）に対する製品販売に係る独立企業間価格

（arm's-length price）を、子会社の事業年度終了日1月31日以後に確定する情報に基づき算定し

ていた。そのため、納税者は各事業年度2月1日から11月30日までの間における子会社への製品

販売に係る所得については、金額が確定していないとして、販売日の属する事業年度に総所得とし

て認識せず、1月31日以後の金額確定日の属する事業年度（販売日の属する事業年度の翌事業年度）

に認識していた。これに対して、内国歳入庁長官は、本件製品販売に係る独立企業間価格の見積額

を販売日の属する事業年度の総所得に算入すべきであるとして、納税者の取扱いを否認した。 

本件争点は、係争事業年度 2 月 1 日から 11 月 30 日における子会社に対する製品販売から生じ

る所得が販売日において全事象テストを充足していたかどうかであり、連邦租税裁判所は以下のよ

 
391 財務省は、本改正について、「一般に財務会計と税務会計の調和を増幅させるものである。（84 
F.R. 47191, (September 9, 2019), supra note 363, p.47192.）」と述べられている。 
392 I.R.C. of 1954 § 482とは、「複数の組織、取引、事業（法人格の有無を問わず、米国内で設立さ

れたかどうかを問わず、特殊関連の有無を問わない）が同一の持分所有者によって、直接・または

間接に所有または支配される場合において、財務長官またはその代理人が、租税のほ脱を防止する

ため、または、当該組織、取引、または事業の所得を明瞭に反映するために必要なときと決定した

ときは、当該財務長官またはその代理人は、当該組織、取引、事業の間の総所得、所得控除、税額

控除、またはその他の控除を分配、配分、または、割り当てることができるものとする。（I.R.C. of 
1954 § 482, 68A Stat., 162.）」とされる。 
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うに判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「本件製品販売は、ある所得の金額を収受するための明確で破棄できない（indefeasible）

権利を納税者に供与しており、……それゆえ、納税者は、発生主義会計の認められた原

則に従って、子会社に対して完了した販売から生じる所得を販売した日の属する事業年

度の所得として申告することを要求される。393」 

「総所得算入に関する財務省規則は、発生主義のもとで、所得の金額が「合理的正確性

をもって」確認可能であることを要求するものであり、金額が確実に確立されることを

要求するものではない。……帳簿情報によって決定される所得について、事後的な調整

が要求される可能性があるという事実は、少なくとも納税者がその時点で決定した所得

に対する明確な権利を有する場合、当該所得の発生を妨げるものではない。……納税者

は本件製品販売により所得に対する権利を有していたため、本件所得は、販売が生じた

日の属する事業年度において、納税者の所得に算入されなければならない。394」 

 

 このように、当裁判所は、発生主義のもとでの本件製品販売から生じる所得の認識時点を、所得

に対する権利を有する時点とし、それを販売時点、つまりは財の移転時点であると判示している。

そして、財務省解説は、権利固定要件の充足時点として、財またはサービスの移転を挙げている。

このことから、総所得に係る諸項目の認識時点は、権利固定要件のみによって判定されるものであ

り、金額合理的正確性要件の充足可否は認識のタイミングに影響を及ぼしていないといえる。 

以上のことから、本稿では、Bentley Laboratories, Inc.事件判決に従い、以下、権利固定要件を

認識要件、金額合理的正確性を測定要件として位置付け、前者要件の具体的内容についての検討を

試みることとする。 

 

第3節 論点整理 

第1項 本節概要 

前節において、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識及び測定概念について概観したが、

本章の目的は、そのうちの課税公平性を反映した認識概念を検討することにある。そのため、総所

得に係る諸項目の認識概念として確立された判例理論「権利の請求理論」、そして、財務省解説のい

う権利固定要件の認識基準「財またはサービスの移転、収入期限到来、収入」については、その位

置付けを整理する必要がある。 

 第一のいう権利の請求理論とは、North American Oil Consol. v. Burnet, 286 U.S. 417, (1932) 

において、連邦最高裁判所が確立した総所得に係る諸項目の認識に関する判例理論であり、金銭の

 
393 Bentley Laboratories, Inc. v. Commissioner, 77 T.C. 152, (1981), p.162. 
394 Ibid., pp.171-172. 
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収受、及び、当該金銭の処分可能性を要件とする。そして、当該理論は明文化されていないものの、

これまで広く引用されてきている。ただし、上記理論については、明文化された全事象テストとの

関係性が判然とせず、当該理論がどのような場合に全事象テストに優先して適用されるのかという

ことが曖昧なままとなっている。そのため、本章の目的上、当該理論については、その位置付けの

検討必要性が指摘される。 

第二は、権利固定要件における認識基準についてである。当該認識基準については、Rev. Rul. 

84-31 の公表された 1984 年以後、一般に、「財またはサービスの移転」、「収入期限到来」、「収入」

とされてきた 395。ただし、上記認識基準のうち、収入期限到来及び収入については、現金主義のも

とでの総所得に係る諸項目の認識基準「実際に収受した、または収受したとみなされる時点 396」と

一致するものである。そのため、「収入期限到来」及び「収入」については、現金主義と整合する可

能性が示唆される点で、発生主義との整合性における議論の余地が残る。そのため、当該要件の認

識基準のうち、「収入期限到来」及び「収入」については、本稿の目的上、その位置付けを明確化す

る必要がある。 

そこで本節では、論点整理として、権利の請求理論、及び、権利固定要件における認識基準につ

いて、その位置付けを検討する。そのため、本節の全体の構成は次のとおりとする。まず、第2項

では、第一の留意点検討として、権利の請求理論、第3項では、第二の留意点検討として、権利固

定要件における認識基準の位置付けを整理する。そして、第 4 項では、その検討結果を踏まえて、

課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念を整理することにより、

本章の検討対象を選定する。 

 

第2項 留意点検討1 

1. 権利の請求理論の概要 

 本項では、権利の請求理論（claim of right doctrine）の位置付けについて検討を行う。権利の請

求理論とは、総所得に係る諸項目の認識概念として、North American Oil Consol.事件における連

邦最高裁判所判決における「権利の請求（claim of right）のもとで、納税者が稼得（earnings）を

収受し、かつ、その処分の制限がない場合、……納税者は申告すべき所得を収受している。397」を

起源とする。そして、当該理論における認識要件は、一般に、金銭の収受、及び、当該金銭の処分

可能性とされ 398、規定上、明文化されてはいないものの、判例理論として広く引用されている。 

 
395 See. Rev. Rul. 84-31, 1984-1 C.B. 127, (1984), Rev. Proc. 2004-34, 2004-1 C.B. 991, (2004) and 
86 F.R. 836, (January 6, 2021), p.810. 
396 I.R.C. § 1.451-1(a). 
397 286 U.S. 417, (1932), supra note 236, p.424. 
398 1992 Tax Ct. Memo LEXIS 607, (1992), supra note 365, p.10. なお、Dubroff, (1985) は、権利

の請求理論を3要件で捉え、(1) 納税者による金銭またはその他の資産の収受、(2) 納税者による金

銭またはその他の資産の利用または処分に対する支配、(3) 納税者による収受に係る権利（right）
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 そこで本項では、この権利の請求理論に関する沿革を概観することにより、裁判所判決のもとで

の適用関係を観察し、当該理論の具体的内容、及び、全事象テストとの関係性を整理する。そして、

その結果を踏まえ、本章の目的とする課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項

目の認識概念として、当該理論を検討対象とすべきかどうかを判定する。なお、本節では、権利の

請求理論に対する法的救済を定めた規定、I.R.C. § 1341については言及しないものとする 399。 

 

2. 留意点の検討 

 以下に、権利の請求理論の沿革を概観する 400。概観にあたっては、当該理論の確立、及び、その

後の展開に区分し、それぞれ以下の素材を取り上げることとする。 

 

(1) 権利の請求理論の確立 

① Burnet v. Sanford & Brooks Co., 282 U.S. 359, (1931). 

② North American Oil Consol. v. Burnet, 286 U.S. 417, (1932). 

 

(2) 権利の請求理論の展開 

i. 不法行為により収受した金銭に関する裁判例 

① Commissioner v. Wilcox, 327 U.S. 404, (1946). 

② Rutkin v. United States, 343 U.S. 130, (1952). 

③ James v. United States, 366 U.S. 213, (1961). 

ii. 返還義務を伴う過誤入金に関する裁判例 

① United States v. Lewis, 340 U.S. 590, (1951). 

② Concord Instruments Corp. v. Commissioner, 1992 Tax Ct. Memo LEXIS 

607, (1992). 

 
または資格（entitlement）の請求の主張と定義している（Dubroff, Harold. “The Claim of Right 
Doctrine”, 40 Tax L. Rev. 729, (1985), p.733.）。 
399 I.R.C. § 1341とは、後発事象により収受した金銭の全部または一部に対して処分可能性を有し

ていないことが判明した場合の法的救済を容認する規定であり、その概要は、納税者が権利の請求

理論のもとで総所得に係る項目を総所得に算入した場合において、後の事業年度に当該項目の全部

または一部に対して無制限の権利を有していなかったことが判明したときは、当該権利を有してい

ないことが判明した部分に係る金額を判明した日の属する事業年度において所得控除する、または、

当該金額に係る税額を総所得に算入した事業年度における税額から控除することができるものとす

る旨が定められている（See. I.R.C. § 1341(a).）。ただし、本規定の適用は、当該所得控除の額が3000
ドルを超える場合にのみ限定される（See. I.R.C. § 1341(a)(3).）。 
400 なお、権利の請求理論の沿革は、Barrett, (1977) 及びWootton, (1981) を参考にしている（See. 
Barrett, Marilyn, “Claim of Right: A Tax Doctrine Unjustly Applied to Accrued Income Subject 
to Litigation”, 24(4) UCLA L. Rev. 877, (1977), pp.879-886 and Wootton, Robert R., “The Claim 
of Right Doctrine and Section 1341”, 34(2) Tax Law. 297, (1981), pp. 298-316.）。 
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③ Smarthealth, Inc. v. Commissioner, 2001 Tax Ct. Memo LEXIS 173, 

(2001). 

iii. 前受金に関する裁判例 

① Automobile Club of Michigan v. Commissioner, 353 U.S. 180, (1957). 

② Commissioner v. Indianapolis Power & Light Co., 493 U.S. 203, (1990). 

 

(1) 権利の請求理論の確立 

① Burnet v. Sanford & Brooks Co., 282 U.S. 359, (1931). 

 権利の請求理論とは、Barrett, (1977) によれば、Burnet v. Sanford & Brooks Co., 282 U.S. 359, 

(1931) を起源とし、North American Oil Consol.事件判決において確立された判例理論とされる 401。

このSanford & Brooks Co.事件とは、国から収受した損失補填の補償金が所得に該当するかどうか

が争われた事件であり、事案の概要は以下のとおりである 402。 

各事業年度の帳簿記録において、収受した金額を総所得に算入、支出した費用を総所得から控除

する会計方法、いわゆる現金主義を採用する納税者（Sanford & Brooks Co.）は、国との契約のも

とで、1913 年から 1915 年までの間にデラウェア川の浚渫業務を行った。事業活動の結果、1914

年以外の事業年度において、納税者は、本件浚渫業務の収支がマイナスとなり、純損失（net loss）

を計上したため、1915年に国との契約に基づき本件浚渫業務を中止した。1916年、納税者は、浚

渫業務に伴う原材料の補填を受けるために国を提訴、国から純損失と同額の補償金を収受すること

が決定され、1920年にこれを収受した。 

納税者は、本件補償金が所得の定義を充足しないとして、その金額を 1920 年の総所得に算入し

なかった。これに対して、内国歳入庁長官は、本件補償金は所得を構成するものであり、同年の総

所得に算入すべきであるとして、納税者の取扱いを否認した。 

 本件争点は、本件補償金が所得の定義を充足するかどうかであり、連邦最高裁判所は、本件争点

に対して、憲法修正第16条後に制定されたRevenue Act of 1918 § 213(a)を引用、総所得とは、利

得または利益のために行われた事業または取引から稼得された所得、または、あらゆる源泉から獲

得された利益または利得及び所得を含むとしたうえで 403、以下のように判示し、納税者の請求を棄

却している。 

 

「納税者が 1920 年に収受した本件補償金が……当該事業年度の総所得に該当すること

に疑いの余地はない。収受した金銭は、納税者が事業活動を行う過程で締結された契約

から稼得されたものである。本件補償金は大まかにいえば返還であり、契約を履行する

 
401 See. Barrett, (1977), supra note 400, p.879. 
402 See. Burnet v. Sanford & Brooks Co., 282 U.S. 359, (1931), pp.361-362. 
403 See. Ibid., p.363. 
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ための支出と同額であるが、利益を稼得する目的で、契約に基づく業務遂行により生じ

た費用を負担するために支出されたものである。……特定の取引が純利益をもたらすか

どうかにかかわらず、事業活動の行為として収受した金銭は、納税者の申告書において、

総所得の一部に算入されなければならないということは、Revenue Act of 1918 § 213(a)

の文理、及び、差し引かれる所得控除の性質から十分に明らかである。404」 

「憲法修正第 16 条は、課税による歳入確保のために批准されたものである。課税シス

テムの本質は、一定の間隔で確認可能（ascertainable）な歳入を生み出し、政府に支払

うべきであるということである。このようなシステムによってのみ、定期的な所得の流

れを生み出し、実際に運用可能な会計方法、評価方法、徴収方法を適用することが可能

となる。その他の基準に基づき所得に課税するための一般的なスキームが存在していた

ということは、これまでに示唆されていない。すべての取引の正味の結果としての年次

所得計算は、よく知られた慣習であり、そのように到達した所得に対する課税は、憲法

修正第16条以前においても広く認知されていたものである。405」 

 

 このように、当裁判所は、事業活動の行為として収受した金銭が総所得の定義を充足するとして、

本件補償金の額を収受した事業年度の総所得に算入すべきであると判示した。Barrett, (1977) によ

れば、当該事件判決のいう年次所得概念、すなわち、定期的な所得の流れを生み出し、実際に運用

可能な会計方法、評価方法、徴収方法を適用することを可能にする課税システムを容易に適用する

ために定式化されたスキームが権利の請求理論の基礎となっていると述べられている 406。 

 

② North American Oil Consol. v. Burnet, 286 U.S. 417, (1932). 

 North American Oil Consol.事件は、総所得の帰属事業年度について争われた事件であり、事案

の概要は次のとおりである 407。納税者（North American Oil Consol.）は、国が法的所有権を有す

る油田に係る受益的所有権（beneficial ownership）を所有し、純利益（net profits）を享受してい

た。1916年、政府は本件受益的所有権の返還訴訟を提訴し、管財人を任命した。翌1917年、第一

審で政府が敗訴したため、納税者は 1916 年分の本件油田から獲得された純利益に係る金銭を管財

人から収受した。なお、政府は上訴したが、1922年に政府の敗訴が確定している。 

納税者は、管財人から収受した金銭が1916年の所得を構成するとして、これを1916年の総所得

に算入した。これに対して、内国歳入庁長官は、本件金銭の額を 1917 年（第一審で政府が敗訴し

た事業年度）の総所得に算入すべきであるとして、納税者の取扱いを否認した。 

 
404 Ibid., pp.363-364. 
405 Ibid., p.365. 
406 See. Barrett, (1977), supra note 400, pp.879-880. 
407 See. 286 U.S. 417, (1932), supra note 236, pp.420-422. 
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本件争点は、管財人から収受した 1916 年分の本件油田から獲得された純利益に係る金銭の総所

得算入事業年度であり、納税者は1916年または1922年（政府敗訴が確定した事業年度）に係る金

銭を総所得算入すべきであると主張した。しかしながら、連邦最高裁判所は、本件争点に対して、

以下のように判示し、納税者の請求を棄却している。なお、本件金銭が所得の定義を充足するとい

うことについては、当事者間で争いがない。 

 

「第一に、管財人は納税者の運営する油田の一部に対する管財人であったため、1916

年に稼得され、同年に管財人により差し押さえられた所得は、管財人の所得として課税

されるものではない。……財務省は、一貫して、法律（Revenue Act of 1918 § 239）は、

管財人が法人の不動産または事業全体を支配する場合にのみ適用されるものであり、そ

れ以外の場合については、法人の所得として申告することを要求する、と定めている。408」

（カッコ内筆者加筆） 

「第二に、本件純利益は1916年における納税者の所得として課税されるものではない。

……1916年において、納税者は、管財人に対して金銭の支払うことを要求する権利を有

していなかったため、同年の純利益のみなし収受（constructive receipt）は存在しない。

……本件において、納税者の申告書が現金主義または発生主義に基づき申告されたかど

うかは重要ではない。いずれの場合であっても、1916年において、いまだ収受していな

い、そして、収受しない可能性のある所得に対して、課税することはできない。409」 

「第三に、1916 年において、油田から獲得された本件純利益は、……1922 年に帰属す

る所得ではない。本件純利益は、1917年に納税者が最初に本件純利益に対する権利を獲

得し、実際に収受した時点で、納税者の所得となった。仮に、権利の請求（claim of right）

のもとで、納税者が稼得（earnings）を収受し、かつ、その処分の制限がない場合、た

とえ納税者がいまだ金銭を保有する資格を有していないと主張される可能性があったと

しても、そして、納税者がその同等額を返還する義務を有すると裁定される可能性があ

ったとしても、納税者は申告すべき所得を収受している。410」 

 

 このように、当裁判所は、第一に、管財人から収受した金銭に係る所得の帰属が管財人ではなく、

納税者にあること、第二に、納税者は 1916 年に管財人に対して金銭の支払いを要求する権利を有

していないとして、同年の総所得に算入されないこと、第三に、納税者が 1917 年に本件金銭に対

する権利を獲得し、実際に収受したとして、本件金銭が同年の総所得に帰属すると判示している。

そして、この第三の理由において用いられた「納税者が稼得を収受し、かつ、その処分の制限がな

 
408 Ibid., pp.422-423. 
409 Ibid., pp.423-424. 
410 Ibid., p.424. 
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い場合」が、総所得に係る項目の認識に関する要件として、後に「権利の請求理論」と称され、(2)

で紹介するように、広く引用されていくことになる。 

 

(2) 権利の請求理論の展開 

 North American Oil Consol.事件判決のもとで確立された権利の請求理論は、主に、次の3項目

で展開されている。第一は、不法行為により収受した金銭、第二は、返還義務を伴う過誤入金、第

三は、前受金である。そこで以下に、それぞれの項目に関する裁判例を概観し、当該理論のその後

の展開を整理する。 

 

ⅰ. 不法行為により収受した金銭に関する裁判例 

以下に、Commissioner v. Wilcox, 327 U.S. 404, (1946) 、Rutkin v. United States, 343 U.S. 130, 

(1952) 、及び、James v. United States, 366 U.S. 213, (1961) を概観し、不法行為により収受した

金銭に対して、権利の請求理論がどのように機能したのかを整理する。 

 

① Commissioner v. Wilcox, 327 U.S. 404, (1946). 

 Wilcox事件は、横領により収受した金銭が納税者の所得の定義を充足するかどうかが争われた事

件である 411。本件において、連邦最高裁判所は、North American Oil Consol.事件判決を参照して、

以下のように判示し、納税者の横領した金銭は所得の定義を充足しないとされた。なお、厳密にい

えば、連邦最高裁判所は本件において権利の請求理論を適用していない。 

 

「課税所得の本質は、I.R.C. § 22(a)で使用されるように、納税者への利得（gain）、利益

（profit）、または便益（benefit）の発生である。もちろん利得の要件は、文脈で理解さ

れなければならない。納税者が労働または投資から収受した便益のすべてが必ずしも納

税者に課税するわけではない。また、金銭または財産に対する単なる支配が、すべての

ケースに置いて決定的な要件とはならない。実際に、あらゆる状況において、所得課税

の賦課を裏付ける十分な利得を決定するための唯一無二の基準はいまだ生み出されてい

ない。……しかしながら、……完全に他人の占有する財産または金銭の収受は、本規定

の意味において、利得または利益の本質的な性質を欠くものである。412」 

 

② Rutkin v. United States, 343 U.S. 130, (1952). 

 Wilcox 事件判決の 6 年後、Rutkin 事件において、恐喝により収受した金銭が納税者の所得の定

 
411 See. Commissioner v. Wilcox, 327 U.S. 404, (1946), p.407. 
412 Ibid., pp.408-409. 
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義を充足するかどうかが争われた 413。連邦最高裁判所は、本件について、恐喝によって収受した本

件金銭が合意によって獲得されたものであり、横領によって獲得された金銭が所得の定義を充足し

ないとした Wilcox 事件判決と区別されるとして、本件金銭が所得の定義を充足すると判示してい

る 414。 

そして、当裁判所は、本件金銭の総所得算入事業年度に関して、「取引を拒否する可能性が低く、

金銭の返還が要求されない限り、納税者はその所有を通じて、本件金銭を自由に使用することがで

きたことは明白である。415」として、「本件金銭は、……納税者が自由に処分できる方法で本件金

銭を引き渡されたときに発生する。416」と判示し、権利の請求理論と同様、金銭の処分可能性とい

う観点から、係る金銭の認識を判定した 417。 

 

③ James v. United States, 366 U.S. 213, (1961). 

 James 事件とは、Wilcox 事件と同様、納税者（James）が横領により収受した金銭が所得の定

義を充足するかどうかが争われた事件であり 418、連邦最高裁判所は、Rutkin 事件判決を支持した

うえで、不法行為により収受した金銭が所得を構成しないとしたWilcox事件判決を無効とした 419。 

 そして、連邦最高裁判所は、不法行為により収受した金銭について、Revenue Act of 1916の税

制改正により所得の定義から「合法」という文言が削除された経緯を踏まえ、「本改正は、合法及び

不法な源泉から獲得された所得に課税するという議会の明確な意図を明らかにしたものである 420」

として、所得の定義を充足すると判示した。そのうえで、当裁判所は、係る所得の定義のもとで、

North American Oil Consol.事件判決における権利の請求理論を展開、その対象項目を「納税者が

明示的または黙示的かを問わず、返還義務の合意に基づく認識なく、稼得を合法または不法に獲得

した場合 421」に拡張したうえで、当該理論のもとで、本件金銭は収受した事業年度における総所得

に算入すべきであると判示した 422。 

 

 以上を整理すると、不法行為により収受した金銭については、Wilcox事件判決において、一度は

所得の定義を充足しないと判示されたものの、Rutkin 事件判決において、所得を構成すると判示

され、係る金銭の総所得算入事業年度が処分可能性の観点から判定された。その後、Rutkin 事件

 
413 See. Rutkin v. United States, 343 U.S. 130, (1952), p.131. 
414 See. Ibid., pp.138-139. 
415 Ibid., pp.136-137. 
416 Ibid., p.137. 
417 なお、厳密にいえば、本件事件判決は、権利の請求理論という文言を使用していない。 
418 See. James v. United States, 366 U.S. 213, (1961), pp.213-214. 
419 See. Ibid., p.222. 
420 Ibid., p.218. 
421 Ibid., p.219. 
422 See. Ibid., p.220. 
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判決を支持した James 事件判決において、所得の定義が拡張させたことにより、係る金銭につい

ては権利の請求理論が適用されることとなり、当該理論のもとで、係る金銭の処分可能性から総所

得算入事業年度が判定されることとなった。このように、当該理論は、不法行為により収受した金

銭に関する沿革を通じて、適用対象が所得の定義拡張に応じて拡張されている。 

 

ⅱ. 返還義務を伴う過誤入金に関する裁判例 

以下に、United States v. Lewis, 340 U.S. 590, (1951) 、Concord Instruments Corp. v. 
Commissioner, 1992 Tax Ct. Memo LEXIS 607, (1992) 、Smarthealth, Inc. v. Commissioner, 
2001 Tax Ct. Memo LEXIS 173, (2001) を概観し、返還義務を伴う過誤入金に対してどのように機

能したのかを整理する。 

 

① United States v. Lewis, 340 U.S. 590, (1951). 

 Lewis事件の事案の概要は次のとおりである 423。納税者（Lewis）は、雇用主の計算上の誤りに

より、通常得べき賞与の額の2倍の金額（22,000ドル）を収受し、その全額を収受した事業年度の

総所得に算入した。その後、納税者の雇用主が返還訴訟を提訴、州裁判所は納税者に対して不適切

に収受した賞与の額（11,000ドル）を返還することを決定した。 

 本件争点は、本件賞与の額のうち過誤入金された金額が所得の定義を充足するかどうかであり、

納税者は所得の定義を充足しないとして、係る金額を収受した事業年度の総所得の額を減額修正す

べきであると主張した。これに対して、国は、州裁判所の決定により返還義務が生じた事業年度に

おいて、係る金額を損失として所得控除に算入すべきであると主張した。 

本件争点に対して、連邦最高裁判所は、権利の請求理論を適用し、返還義務が生じるまでの間、

納税者が 22,000 ドルの全額を無条件に請求、使用することができたとしたうえで 424、以下のよう

に判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「この（権利の請求理論）文言は、納税者の請求の有効性に関して「誤り」であるとい

う理由だけで例外を認めるものではない。連邦所得税は、年次会計期間中に収受した（ま

たは、発生した）所得に対して支払われる必要がある。租税法上の「権利の請求理論」

の解釈は、係る期間の最終決定を与えるために長く用いられており、現在においても、

連邦税制に深く根ざした理論である。納税者に対して有利または不利になるという結果

によって、裁判所がこの十分に定着した解釈から逸脱すべき理由は存在しないと解され

る。425」（カッコ内筆者加筆） 

 
423 See. 340 U.S. 590, (1951), supra note 236, p.590. 
424 See. Ibid., pp.590-591. 
425 Ibid., pp.591-592. 
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②Concord Instruments Corp. v. Commissioner, 1992 Tax Ct. Memo LEXIS 607, (1992). 

 Concord Instruments Corp.事件は、過大に徴収した物品税（excise taxes）の総所得算入事業年

度が争われた事件であり、事案の概要は次のとおりである 426。自動車部品を製造販売する納税者

（Concord Instruments Corp.）は、部品に係る物品税を顧客から徴収している。1971年、納税者

は、製品の一部が物品税の課税対象となるかどうかを内国歳入庁との間で争っていたが、当該製品

に係る物品税を顧客から徴収していた。 

1972 年、当該製品が物品税の課税対象とならないことが明らかとなったため、納税者は、10 年

間の制限を設け、不適切に徴収した物品税を顧客に返還、1982年に未返還物品税の額を所得として

申告した。なお、1971年及び1972年事業年度において、納税者は、当該製品が物品税の課税対象

とならなかった場合、当該製品に係る物品税を顧客の請求に応じて返還することを予定していたた

め、当該製品に係る物品税の額については、帳簿上、準備金として計上したうえで、市場性の高い

有価証券の購入代価として使用していた 427。 

本件争点は、1982年に確定した未返還物品税の額における総所得算入事業年度についてであり、

課税所得の計算上、発生主義を採用する納税者は、本件不適切に徴収した物品税の額について、1971

年から1982年までの間、処分可能性を有しておらず、返還しないことが確定した1982年の総所得

に算入すべきであると主張した。これに対して、内国歳入庁長官は、係る物品税の額については、

顧客から徴収した事業年度の総所得に算入すべきであると主張した。 

本件争点について、連邦租税裁判所は以下のように判示し、納税者の請求を容認している。 

 

「課税システムの基礎となる年次会計システムは、ある所得に係る項目の所有権が争い

の対象となり、当該項目が納税者によって収受された事業年度中に解決しない場合が存

在するという現実と調和することを困難とする。このような状況では、最終的な権利の

所有関係は不明確であるが、当該係争中の項目を収受した課税事業年度において、当該

項目を総所得に算入するかどうかを選択する必要がある。そのような選択に直面した場

合、連邦最高裁判所は、収受した課税事業年度における納税者の総所得から当該項目を

除外することを正当化するためには、所有権に関する争いが存在するというだけでは十

分でないと判示した。428」 

  

さらに、当裁判所は、North American Oil Consol.事件判決を引用したうえで、本件について権

利の請求理論を適用し、「返還を要求するすべての顧客に対して課税を免除された物品税を返還する

 
426 See. 1992 Tax Ct. Memo LEXIS 607, (1992), supra note 365, pp.4-7. 
427 See. Ibid., p.16. 
428 Ibid., pp.8-9. 
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という納税者の行為は、権利の請求のもとで、係る資金を保有していたという主張と矛盾する。権

利の請求理論は、1971 年及び 1972 年において適用されない 429」と判示し、内国歳入庁長官の主

張を退けている。 

 

③ Smarthealth, Inc. v. Commissioner, 2001 Tax Ct. Memo LEXIS 173, (2001). 

 Smarthealth, Inc.事件は、商品販売対価として顧客から収受した過誤入金に対する総所得算入事

業年度が争われた事件であり、事案の概要は次のとおりである 430。ヘルスケア関連製品を通信販売

する納税者（Smarthealth, Inc.）は、代金引換、クレジット払い、小切手のいずれかの方法により

販売対価を回収していた。そして、製品販売につき、納税者が顧客から販売対価を超える金額を収

受した場合、顧客は、係る金額を次回の購入時に利用、返還請求、または、顧客アカウント口座の

残高として保有する方法のうち、いずれかを選択することが納税者によって認められていた。 

課税所得の計算上、発生主義を採用する納税者は、過誤入金を収受した場合、収受した事業年度

において、販売対価を超える金額を預り金として負債に計上し、係る金額を総所得に算入しなかっ

た。これに対して、内国歳入庁長官は、少なくとも2年以上経過した部分の金額については、総所

得に算入すべきであるとして、納税者の取扱いを否認した。 

連邦租税裁判所は、North American Oil Consol.事件判決、及び、これを拡張したJames事件判

決のいう権利の請求理論を引用したうえで、「顧客の過払金が所得から除外されるためには、納税者

は次のいずれかを確立する必要がある。(1) 送金された過払金を顧客に返還するという納税者の義

務に関して、合意に基づく認識が存在すること、(2) 顧客による過払金に対して納税者の処分に制

限が存在することである。431」と判示した。 

そして、当裁判所は以下のように判示し、本件過払金は上記(1)を充足するものであり、権利の請

求理論は適用されないとして 432、納税者の請求を容認している。 

 

「納税者と顧客との間には、顧客が過払金の返還を受ける権利を有するという暗黙の認

識が存在した。さらに、過払金を支払った顧客は、実際に過払いしたことを判断するた

めに必要な情報を自由に利用できた。……過払金は納税者の行為ではなく、顧客の行為

に基づくものであることを考慮すると、顧客の有する情報レベルは、過払金を返還する

ための納税者の義務に関して、合意に基づく認識の存在を充足するのに十分であると解

される。したがって、納税者は、本件係争事業年度終了時点において、……顧客の過払

いに起因する預り金の額を、権利の請求理論のもとで所得に算入することを要求されな

 
429 Ibid., pp.16-17. 
430 See. Smarthealth, Inc. v. Commissioner, 2001 Tax Ct. Memo LEXIS 173, (2001), pp.1-8. 
431 Ibid., pp.10-11. 
432 Ibid., pp.13-14. 
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い。433」 

 

 以上の返還義務を伴う過誤入金に関する裁判例より、権利の請求理論については、次のことが示

唆される。過誤入金を収受した事業年度以後の事業年度において、納税者に返還義務が生じたLewis

事件において、連邦最高裁判所判決は、係る金銭を収受した事業年度において、納税者は係る金銭

に対する処分可能性を有していたと判示している。これに対して、過誤入金を収受した事業年度に

おいて、すでに納税者が返還義務を有していた Concord Instruments Corp.事件、及び、

Smarthealth, Inc.事件において、連邦租税裁判所は、係る金銭を収受した事業年度において、納税

者は係る金銭に対する処分可能性を有していないと判示している。 

これらを比較すると、処分可能性を有するかどうかは、金銭を収受した事業年度において、納税

者が返還義務を有するかどうかにより判定されるということが示される。したがって、この判定基

礎が権利の請求理論における処分可能性を補足するための認識基準に該当するものと解される 434。

このように、当該理論は、返還義務を伴う過誤入金に関する沿革のもとで展開、その認識基準が具

体化されている。 

 

ⅲ. 前受金に関する裁判例 

以下に、Automobile Club of Michigan v. Commissioner, 353 U.S. 180, (1957) 、Indianapolis 
Power & Light Co. v. Commissioner, 857 F.2d 1162, (1986) を概観し、前受金に対して、権利の請

求理論がどのように機能したのかを概観する。なお、Automobile Club of Michigan事件について

は本節第3項で詳述する。 

 

① Automobile Club of Michigan v. Commissioner, 353 U.S. 180, (1957). 

Automobile Club of Michigan事件は、前受会費の総所得算入事業年度について争われた事件で

ある。発生主義を採用する納税者（Automobile Club of Michigan）は、収受した前受会費の額を

月割計算により、各事業年度の総所得の金額に比例配分したが、内国歳入庁長官は、本件前受会費

は、権利の請求理論のもとで、収受した事業年度の総所得に算入されるべきであるとして、納税者

の取扱いを否認した 435。 

 
433 Ibid., pp.13-14. 
434 この点について、Walberg, (2021) は、「当該理論は、認められた無条件の返還義務を納税者が

負う収入には適用されない。（Walberg, Glenn, “The all events tests in an era of self-regulation”, 
12(2) Wm. & Mary Bus. L. Rev. 329, (2021), pp.396.）」と述べられている。また、これは近年の裁

判所判決においても同様であり、「権利の請求理論の免除（rescission）を適用するためには、過誤

入金を収受した事業年度において、納税者が返還義務を認識し、かつ、返還のための負債（provision）
をすることを要求する。（Clay v. Commissioner, T.C. Memo 2018-145, (2018), p.14.）」と判示され

ている。 
435 See. Automobile Club of Michigan v. Commissioner, 353 U.S. 180, (1957), p.188. 
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連邦最高裁判所は、本件会費に係るサービスが顧客からの要求に応じて提供されるものであり、

不定期であるとして、「月額で会費収入を比例配分する方法は純粋に人工的であり、納税者が実際に

会員に提供することを要求されるサービスとは関連していない 436。」と判示し、権利の請求理論を

適用することなく、納税者の請求を棄却した。 

その後、American Automobile Association v. United States, 367 U.S. 687, (1961) 、及び、

Schlude v. Commissioner, 372 U.S. 128, (1963) において、それぞれ会費及び授業料に係る前受金

の総所得算入事業年度が争われた。前受金の総所得算入事業年度に関する当事者の主張としては、

いずれの事件においてもAutomobile Club of Michigan事件同様、納税者は各事業年度の総所得の

金額に比例配分すべきと主張し、内国歳入庁長官は権利の請求理論に基づき前受金を収受した事業

年度の総所得に算入されるべきであると主張した。 

連邦最高裁判所は、納税者の請求を棄却し、前受金を収受した事業年度の総所得に算入すべきと

判示したが、その根拠については、あくまで納税者の期間配分が純粋に人工的であるとする

Automobile Club of Michigan事件判決を援用するにとどまり、権利の請求理論を適用することは

なかった 437。 

 

② Commissioner v. Indianapolis Power & Light Co., 493 U.S. 203, (1990). 

Commissioner v. Indianapolis Power & Light Co.事件は、前受金の性質を部分的に有する保証金

の総所得算入事業年度が争われた事件であり、本件事案の概要は次のとおりである 438。電力供給サ

ービスを提供する納税者（Indianapolis Power & Light Co.）は、信用度の低い顧客に対して保証

金を請求している。そして、納税者は、顧客との契約のもとで、顧客が信用度を回復した場合、ま

たは、その他一定の場合 439、収受した保証金を顧客に返還する、もしくは将来における顧客の電気

料金と相殺することを定めていた。 

 発生主義を採用する納税者は、保証金を収受した事業年度において、保証金の額を預り金として

 
436 Ibid., p.189. 
437 See. American Automobile Association v. United States, 367 U.S. 687, (1961), pp.691-692 
and Schlude v. Commissioner, 372 U.S. 128, (1963), pp.135-136. この点について、Dubroff, 
Harold, et al., (1983) は、「最高裁判所は、権利の請求理論と一致する結論を導き出している。それ

にも関わらず、当裁判所は、明示的に当該理論に依拠することを避けるために手間を掛けた

（Dubroff, Harold, Cahill, M. Connie, and Norris Michael D, “Tax Accounting: The Relationship 
of Clear Reflection of Income to Generally Accepted Accounting Principles”, 47 Alb. L. Rev. 354, 
(1983), pp.387.）」として、「権利の請求理論が「実体法」の原則にあたるかどうかは不明確である。

（Ibid., p.387.）」と述べられている。 
438 See. Commissioner v. Indianapolis Power & Light Co., 493 U.S. 203, (1990), pp.204-206. 
439 ここでいう一定の場合とは、顧客が10ヶ月連続で請求された電気料金を支払期限までに支払う

こととされる（See. Ibid., p.205.）。なお、納税者は、12ヶ月経過ごとに、保証金の額の6％を利息

として顧客に支払っており、また、顧客から請求さることなく7年経過した保証金を州に引き渡し

ている（See. Ibid., p.205.）。 
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負債計上し、係る金額を総所得の額に算入しなかった。これに対して、内国歳入庁長官は、本件保

証金は収受した事業年度の総所得に算入されるべきであるとして、納税者の取扱いを否認した。な

お、納税者は、顧客から収受した保証金の額を事業用資金と物理的に分離することなく、事業の用

に供していた。 

 連邦最高裁判所は、「どのような種類の経済的便益が所得として適正であるかを決定する際、裁判

所は、様々な定式を行使してきた。440」として、権利の請求理論を引用、所得の定義を充足するか

どうかの定式として当該理論を位置付けたうえで、以下のように判示し、納税者の請求を容認して

いる。 

 

「納税者は顧客から収受した保証金に対する「完全な支配」をほとんど享受していない。

むしろ、これらの保証金は、サービスを完了した時点、または、顧客が高い信用を確立

した時点のいずれかにおいて、明示的な「返還義務」の対象として取得されたものであ

る。顧客が適時に支払いを行うという法的義務を履行する限り、保証金は最終的に払い

戻されるものであり、そのタイミングと方法は、いずれも主に顧客の支配下にある。441」 

「内国歳入庁長官の主張は、本件保証金が……納税者のその他の資金から分離されてお

らず、それゆえ、金銭の無制限の仕様を享受していた事実を強調する。……（しかしな

がら、）納税者が係る金額を「完全な支配」として享受しているかどうかを決定する際、

重要となる点は、事業年度中において、納税者の資金の使用が拘束されないかどうかで

はない。重要なのは、納税者が金銭を保有することを容認されるという保証が存在する

かどうかである。納税者の保証金の収受には、そのような保証が存在していない。442」

（カッコ内筆者加筆） 

 

以上のとおり、権利の請求理論については、Automobile Club of Michigan事件において、前受

金を収受した事業年度に総所得算入すべきとした内国歳入庁長官の主張の根拠とされたが、連邦最

高裁判所は、内国歳入庁長官の主張と同一の結論を導いているにもかかわらず、当該理論を適用し

ていない。また、Indianapolis Power & Light Co.事件判決は、当該理論を金銭に対する「完全な

支配」を享受するかどうかの定式として、所得を構成するかどうかの理論として適用している。こ

のように、当該理論は、前受金に関する裁判例のもとで展開されることはなく、むしろ所得の定義

を充足するかどうかの理論として位置付けられた。 

 

 
440 Ibid., p.209. 
441 Ibid., p.209. 
442 Ibid., pp.209-210. 
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3. 結果及び考察 

最後に、権利の請求理論に関する沿革を踏まえ、当該理論の位置付けとして、明文規定上の全事

象テストとの関係性について、若干の考察を行う。 

権利の請求理論とは、1932年、North American Oil Consol.事件判決において確立された判例理

論として、その認識要件を金銭の収受、及び、当該金銭の処分可能性とする。そして、当該理論に

ついては、その後も広く引用されており、不法に収受した金銭に関する裁判例では、所得の定義に

応じて適用対象が拡張され、また、返還義務を伴う過誤入金に関する裁判例では、処分可能性を補

足するための基準が具体化されてきた。一方、前受金に関する沿革では、連邦最高裁判所は、当該

理論を適用した場合と同様の結論を導出しているにもかかわらず、その根拠として当該理論を適用

せず、また、Indianapolis Power & Light Co.事件判決では、当該理論が所得の定義を充足するか

どうかの理論として位置付けられた。 

 以上の沿革から示されることは、権利の請求理論とは、厳密にいえば、ある項目が所得の定義を

充足するかどうかを判定する理論であり、当該理論のもとでの認識概念とは、あくまで所得の定義

の充足可否に従属する機能に過ぎないということである。 

権利の請求理論は、その認識要件として、金銭の収受、及び、当該金銭の処分可能性を要求する

が、当該認識要件の意味するところは、処分可能性のある金銭に対して課税することにある。その

ため、当該理論は金銭に対する支配を判定する理論といえる。そして、この支配とは、Indianapolis 

Power & Light Co.事件判決より示されるとおり、ある経済的便益が所得の定義を充足するかどう

かの判定基礎である。このことから、当該理論の本質的な機能は、ある項目が所得の定義を充足す

るかどうかの判定にあり、その認識概念としての機能は、当該項目が所得定義を充足する場合に限

り、その充足時点を総所得算入事業年度と判定するためのものに過ぎないということが示される。 

このように、権利の請求理論とは、所得の定義充足を総所得算入のための必要十分条件とするも

のであるから、その適用関係としては会計方法に依存しない。つまり、当該理論は、現金主義にお

いても同様に適用されることになる 443。これは、North American Oil Consol.事件判決において、

当該理論の適用が「会計方法を問わず」とされていることからも裏付けられる。 

この点については、近年の裁判例からも保証される。例えば、Yoklic v. Commissioner, T.C. Memo 

2017-143, (2017) において、連邦租税裁判所は、後に返還することが確定した失業補償について、

納税者が現金主義を採用するにも関わらず、権利の請求理論のもとで収受した事業年度の総所得に

 
443 この点については、Automobile Club of Michigan事件判決の反対意見において、Harlan判事

が、同様の見解を示しており、内国歳入庁が権利の請求理論のもとで、自らの主張を正当化しよう

としたことに対して、「当該原則は、収受または保有する権利が係争中であるという事実により、所

得に関する項目の取扱いが影響を受けるべきかどうかを決定する際にのみ、機能するものであると

解される。すなわち、納税者が明らかに所有する項目が、発生主義の原則に従って収受した事業年

度以外の事業年度に帰属するかどうかという異なる問題に対して、一切関与するものではない。

（353 U.S. 180, (1957), supra note 435, pp.191-192.）」と述べられている。 
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算入すべきであると判示している 444。その他にも、Blagaich v. Commissioner, T.C. Memo 2016-2, 

(2016) において、連邦租税裁判所は、I.R.C. § 451のいう「総所得に該当する項目の金額は、納税

者が収受した事業年度の総所得に算入されるものとする。」という文理を引用したうえで 445、「一般

に、判例法で明確化された権利の請求理論に照らして考慮された I.R.C. § 451のもとで反映された

年次会計原則は、後発事象に関わらず、納税者によって当該理論のもとで収受され、かつ、事業年

度終了時に保有された所得は、当該事業年度の総所得に算入さなければならないとされるように、

免除例外の適用を制限している。446」と判示している。 

そして、現金主義においても適用される権利の請求理論については、発生主義との関係性におい

て、次のような批判的見解が存在する。例えば、Barrett, (1977) は、権利の請求理論について、発

生主義の会計方法として確立された全事象テストと相反するものであり、「収益（revenues）と費

用の対応という一般的な租税概念と矛盾する。447」として、当該理論が発生主義においても適用さ

れることを意図されていたかどうかは疑わしいと述べられている 448。また、Dubroff, (1985) は、

「権利の請求理論のもとで収受した所得の算入は、ある項目が実際またはみなし収受された事業年

度における所得に算入されるという現金主義会計の一般原則と整合するものである。449」と述べら

れている 450。 

 以上のとおり、先行研究においては、権利の請求理論のもとでの認識概念が発生主義固有のもの

ではなく、むしろ現金主義と整合するものとして位置付けられている。さらにいえば、当該理論の

適用については、全事象テストのいう権利固定要件の充足時点と比較しても、発生主義のもとでは

適用し得ない理論といえる。 

権利の請求理論は、金銭の収受、及び、当該金銭の処分可能性を認識要件とする。これに対して、

発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念である全事象テストについては、財務省解説の

もとで、権利固定要件の充足時点を、財またはサービスの移転、収入期限到来、収入、ASC 606に

おける収益計上のうち、いずれかの事象が最初に生じる時点とされる 451。そのため、総所得に係る

項目として金銭を収受した場合、当該金銭は、当該理論のもとで処分可能性の有無が判定される前

に、権利固定要件のもとで収入時点に総所得として認識されることになる。つまり、全事象テスト

が収入という認識基準を有する限り、当該理論が適用されるケースは、事実上、存在し得ない 452。 
 

444 See. Yoklic v. Commissioner, T.C. Memo 2017-143, (2017), pp.4-6. 
445 See. Blagaich v. Commissioner, T.C. Memo 2016-2, (2016), pp.11-12 
446 Ibid., pp.13-14. 
447 Barrett, (1977), supra note 400, p. 901. 
448 See. Ibid., p.906. 
449 Dubroff, Harold, (1985), supra note 398, p.769. 
450 この他、Wootton, (1981) は、権利の請求理論の沿革を整理したうえで、「権利の請求理論は、

……静かに権力を低下していった。（Wootton, (1981), supra note 400, pp. 316.）」と述べられてい

る。 
451 See. 84 F.R. 47191, (September 9, 2019), supra note 363, p.47192.  
452 もっとも、権利の請求理論は、収受した金銭が所得の定義を充足するかどうかが争点となった
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 以上を整理すると、権利の請求理論については、その性質として、所得の定義の充足可否を判定

する理論であること、その有する認識要件が当該判定に従属してするものとして位置付けられるこ

と、当該認識要件が会計方法に依存しないこと、現金主義のもとでの会計方法と整合する理論であ

ること、全事象テストとの関係性において、当該テストに優先して適用されるケースが存在しない

ことが挙げられる。したがって、本稿では、当該理論の位置付けを、課税公平性を反映した発生主

義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念と整合しないものとして、本章の検討対象から除外す

ることとする 453。 

 

第3項 留意点検討2 

1. 本項概要 

 本項では、第二の留意点、権利固定要件における認識基準の位置付けについて検討を行う 454。本

項の目的は、財務省解説のいう権利固定要件の充足時点、「財またはサービスの移転、収入期限到来、

収入」のうち、収入期限到来及び収入が課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸

項目の認識概念と整合するかどうかである。そのため、検討にあたっては、「前受金（advance 

payment）」を素材とし、その取扱いに関する沿革を整理することにより、帰納的に上記留意点を

検討する方法を採用する。当該検討方法を採用する理由については以下のとおりである。 

第一は、前受金が収入を最初の事象とする項目であること、第二は、従来、裁判所において、前

受金は、財またはサービスを移転する確実性がある場合、財またはサービスの移転に応じて認識す

る方法が発生主義と整合するものであると判示されていたこと 455、第三は、現在、発生主義のもと

での認識要件である権利固定要件との整合性の観点から、前受金の原則的取扱いが収入時点に総所

得算入する方法とされていることによる。以上 3 点は、前受金の原則的取扱いが変更されたこと、

そして、変更前後の取扱いがいずれも発生主義と整合するものであることを示すものであるから、

前受金の取扱いの変更理由をもって、本項留意点を帰納的分析することは、本項の目的上、妥当性

を有する検討法方法といえる。 

そこで本項では、前受金を素材に、その沿革を整理することによって、権利固定要件の認識基準

 
場合、当該金銭の総所得算入事業年度の判定としての適用可能性が示唆される。 
453 この点については、Thor Power Tool Co.事件判決が、課税公平性を反映した認識及び測定概念

を全事象テストとしていることからも、同様の結論が導出可能である（See. 439 U.S. 522, (1979), 
supra note 200, pp.542-543.）。 
454 本項は、拙稿「アメリカ合衆国における前受金の租税法上の取扱い―内国歳入法典 § 451 (b)の
観点を中心に―」『経営学研究論集』第54号、pp.1-20、明治大学大学院に加筆修正を加えたもの

である。 
455 218 F.2d 697, (1955), supra note 261, p.699, Artnell Co. v. Commissioner, 400 F.2d 981, 
(1968), p.985 and Boise Cascade Corp. v. United States , 530 F2d 1367, (1976), pp.1375-1376. 財
またはサービスの移転に応じて認識する方法とは、換言すれば、前受金を財またはサービスの移転

まで負債として帳簿に記録する方法と表現できる。 
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とされる「収入」が課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念と整

合するかどうかを検討する。そのため、本項の構成は次のとおりとする。まず、2.では、現在及び

従来における前受金の取扱を概観し、それを比較することにより、本項留意点の妥当性を検証する。

次に、3.では、検討として、前受金の取扱いに関する沿革を整理する。最後に、4.では、その結果

を踏まえて、本項留意点についての帰納的分析を行う。 

 

2. 留意点の妥当性検証 

(1) 現在における前受金の取扱い 

 前受金とは、I.R.C. § 451(c)のもとで、その全額が総所得に算入されるものであり、かつ、その一

部の金額が適用財務諸表のもとで収益として計上される財、サービス、その他の諸項目に関するあ

らゆる収入と定義される 456。ただし、賃貸料、一定の保険料、金融商品、第三者が主要な債務者と

なる保証または保障契約等に関するものは、前受金の対象から除かれる 457。そして、本規定は、前

受金の取扱いについて、以下のように定めている。なお、ここでいうサブセクション(b)とは、AFS

所得算入ルールを含む全事象テストを指す。 

 

I.R.C. § 451(c)「前受金の取扱い 458」 

(1) 一般原則 

発生主義のもとで課税所得を計算し、事業年度中に前受金を収受した納税者は、 

(A) サブパラグラフ(B)を除き、当該事業年度において、当該前受金を総所得に算

入するものとする、または 

(B) 当該前受金が属する前受金のカテゴリーに関して、納税者が本サブパラグラフ

の適用を選択する場合、 

(i) サブセクション(b)のもとで、当該前受金を収受した事業年度において、

当該前受金の一部が総所得に算入することを要求される限りにおいて、当

該一部を総所得に算入する、そして、 

(ii) 当該前受金を収受した事業年度の翌事業年度において、当該前受金の残り

の部分を総所得に算入する。 

 

 このように、I.R.C. § 451(c)のもとで、前受金の取扱いについては、その位置付けを、前受金を収

受した事業年度の総所得算入する方法を原則的取扱い、当該前受金のうち適用財務諸表で収益認識

した金額を総所得算入し、残額すべてを翌事業年度に総所得の額に算入する方法、いわゆる「適用

 
456 See. I.R.C. § 451(c)(4)(A). 
457 See. I.R.C. § 451(c)(4)(B). 
458 See. I.R.C. § 451(c)(1)(A). 
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財務諸表繰延法（AFS deferral method：AFS繰延法）」を選択的取扱いとしている 459。 

I.R.C. § 451(c)は、2017年税制改正により、IRSが公表したRevenue Procedure（以下、これを

Rev. Proc.とする） 2004-34をコード化されたものである 460。そのため、上記原則的取扱いは、財

務省解説における権利固定要件の充足時点、すなわち、財またはサービスの移転、収入期限到来、

収入のうち、いずれかの事象が最初に生じた時点と整合する 461。つまり、前受金は、原則として、

財またはサービスの移転については考慮することなく、総所得に算入されることになる。 

また、ここでいう収入とは、一定の契約のもとで前受金に返金義務が残存する場合においても権

利固定要件を充足するものとして取り扱われる。これは IRSにおける以下の解説より示される。 

 

「繰延法を選択する納税者は、前受金を収受した事業年度において、当該事業年度に稼

得した範囲の金額を総所得算入し、当該前受金の残額については、収受した事業年度の

翌事業年度の総所得の額に算入しなければならない。ある事業年度に金額が稼得される

かどうかは、後続の条件の発生により、納税者が前受金の返還を要求されるかどうかに

かかわらず、決定されるものとする。462」 

 

このように、IRSは、前受金の総所得算入に関して、返還義務を考慮しないことを明示しており、

この点については連邦租税裁判所においても同様の旨が判示されている 463。したがって、現在にお

ける前受金の原則的取扱いとは、全事象テストのもとで、財またはサービスの移転、及び、返還義

務の有無にかかわらず、収入時点で総所得算入されることとなる。 

 

(2) 従来における前受金の取扱い 

 次に、1954年以前における前受金の取扱いについて概観する。 

 従来、前受金の取扱いは、I.R.C. of 1939 § 42のもとで、「総所得に係る諸項目の金額は、納税者

によって収受される事業年度の総所得に算入されるものとする。ただし、I.R.C. of 1939 § 41のも

とで容認される会計方法のもとで、当該金額が当該事業年度以外の事業年度に適切に計上される場

合を除く。464」とされていた。そして、ここでいう I.R.C. of 1939 § 41とは、「純所得は、納税者の

年次会計期間に基づき、納税者の帳簿記録として継続して採用する会計方法に従って計算されるも

 
459 See. I.R.C. § 451(c)(1)(B) and Treas. Reg. 1.451-8(c)(1). 
460 See. Joint Committee on Taxation, (2018), supra note 389, p.182 and H.R. No.1, 115th Cong., 
1st Sess., (2017), p.429. 
461 See. 84 F.R. 47175, (September 9, 2019), p.47176. 
462 Rev. Proc. 2004-34, 2004-1 C.B. 991, (2004), Sec.5.02(3)(b). 
463 例えば、前受授業料の総所得算入事業年度が争われたCvancara v. Commissioner, T.C. Memo 
2013-20, (2013) が挙げられる（See. Cvancara v. Commissioner, T.C. Memo 2013-20, (2013), 
p.22.）。 
464 I.R.C. of 1939 § 42, 53 Stat., 24. 
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のとする。ただし、当該会計方法がこれに従っていない場合、または、当該会計方法が所得を明瞭

に反映しない場合、その計算は内国歳入庁長官の意見するところにより、所得を明瞭に反映する基

準及び方法で行われるものとする。465」をいう。 

 このように、従来、前受金の取扱いは、所得を明瞭に反映する会計方法に従うこととされるのみ

であり 466、具体的取扱いを定めた明文規定は存在しなかった。そこで以下に、従来の前受金の取扱

いを整理するため、前受金の総所得算入事業年度が争われた裁判例を概観する。取り上げる素材は

以下のとおりである。 

 

① Automobile Club of Michigan v. Commissioner, 353 U.S. 180, (1957). 

② American Automobile Association v. United States, 367 U.S. 687, (1961). 

③ Schlude v. Commissioner, 372 U.S. 128, (1963). 
④ その他の裁判例 

 

① Automobile Club of Michigan v. Commissioner, 353 U.S. 180, (1957). 

 Automobile Club of Michigan事件は、会員会費に係る前受金の総所得算入事業年度が争われた

事件である。自動車クラブを運営する発生主義納税者（Automobile Club of Michigan）は、各事

業年度の所得の金額の計算上、収受した会員会費の額を月割按分し、各事業年度に帰属する金額を

総所得算入したうえで、その残額を負債として計上していた 467。これに対して、内国歳入庁長官は、

本件会員会費に係る前受金が事業用資産から分離しておらず、無制限に使用されていたことを理由

に、権利の請求理論を適用、当該前受金を収受した事業年度の総所得に算入すべきであるとして、

納税者の取扱いを否認した。 

本件争点は、納税者の取扱いを否認した内国歳入庁の決定が裁量権の濫用にあたるかどうかであ

る。なお、本件会員会費に係るサービスとは、緊急ロードサービス等、会員の要求により提供され

るものである 468。 

 連邦最高裁判所は、「納税者は、収受した事業年度に会費収入の無制限に使用していたことを否定

しなかったが、発生主義の会計方法が明確に係る所得を反映するものであり、……内国歳入庁長官

はこれを容認する義務があると主張する。……しかしながら、納税者の主張は容認されるものでは

ない。月額で会費収入を比例配分する方法は純粋に人工的であり、納税者が実際に会員に提供する

 
465 I.R.C. of 1939 § 41, 53 Stat., 24. 
466 なお、I.R.C. of 1939 § 41及び I.R.C. of 1939 § 42は、1954年度税制改正により、それぞれ I.R.C. 
§ 446及びI.R.C. § 451へと移行されている（See. I.R.C. of 1954 § 446, 68A Stat., 151 and § 451(a), 
68A Stat., 152.）。そのため、1954年以後、財務省及び IRSによって具体的な規則が創設される1971
年までの間、前受金の原則的取扱いについては、I.R.C. § 446のもとで所得を明瞭に反映する会計

方法に該当することとされていた。 
467 See. 353 U.S. 180, (1957), supra note 435, p.189. 
468 See. Ibid., footnote.6. 
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ことを要求されるサービスとは関連していない。……この状況において、内国歳入庁長官の任意の

裁量行動が許可された制限を超えていると判断することはできない。469」と判示し、納税者の請求

を棄却した 470。 

 このように、連邦最高裁判所は、本件前受会費の総所得算入時点を収入時点と判示しているもの

の、その判断は収入をもって一義的に判定したものではなく、納税者の取扱いと提供するサービス

との関連性から検討されている。このことから、当該事件判決では、財またはサービスの移転に応

じて総所得算入する方法が所得を明瞭に反映する会計方法に該当するものであり、その認識基準を

財またはサービスの移転としていたことが示唆される 471。 

 

② American Automobile Association v. United States, 367 U.S. 687, (1961). 

American Automobile Association事件は、Automobile Club of Michigan事件同様、会員会費

に係る前受金を期間配分した発生主義納税者（American Automobile Association）の取扱いが内

国歳入庁長官に否認された事件である。本件会員会費に係るサービスは緊急ロードサービス等会員

の要求により提供されるものであり 472、この点についてもAutomobile Club of Michigan事件と同

様である。 

連邦最高裁判所は、本件について、Automobile Club of Michigan事件判決を引用、以下のよう

に判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「会計システムが「純粋に人工的」であるとしたAutomobile Club of Michigan事件判

決は「実質的にすべてのサービスは会員の要求に基づいてのみ提供され、そして、納税

者のパフォーマンスは当該事業年度後の確定した日付に関連するものではなかった。」と

いう結果に基づいている。これは本件においても同様である。……この「不規則性

（irregularity）」は、会費によって支払われたサービスの一部または全部が提供される

かもしれないし、または全く提供されないかもしれない事業年度まで、稼得した所得と

して会費収入を繰延べる、会計システムの明確性に非常に関連するものである。……稼

得した所得としての収入を2以上の事業年度に配分して認識する場合、その会計方法は

 
469 Ibid., p.189. 
470 なお、当該事件判決には反対意見があり、反対意見では、内国歳入庁長官の提示した方法が納

税者の会計方法よりも所得を明瞭に反映することを立証していない点で、内国歳入庁長官の決定は

裁量権の濫用にあたるとされている（See. Ibid., pp.192-193.）。 
471 この点について、Freeman, (1958) は、「連邦最高裁判所は、指定された時点で移転される実際

のサービスに対して、相殺費用を発生させる権利を容認したと解される。（Freeman, Harrop A., 
“Tax Accrual Accounting for Contested Items (without the Benefit of I.R.C. Sections 452 and 
462)”, 56 Mich. L. Rev. 727, (1958), p.731.）」と述べられている。 
472 See. 367 U.S. 687, (1961), supra note 437, footnote.2. 
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財務構造の全体の写像をより正確に表現するが、年次税務会計の基準に従うものではな

く、内国歳入庁長官によって否認される。473」 

 

 このように、連邦最高裁判所は、納税者が収受した前受金に対して、納税者の取扱いと提供する

サービスとの関連性から、前受金の総所得算入事業年度を検討している 474。それゆえ、当該事件判

決もまた、Automobile Club of Michigan事件判決同様、財またはサービスの移転を発生主義のも

とでの総所得に係る諸項目の認識基準とし、そのもとで前受金の取扱いを判定していたものと解さ

れる。 

 

③ Schlude v. Commissioner, 372 U.S. 128, (1963). 

Schlude v. Commissioner, 372 U.S. 128, (1963) は、授業料に係る前受金の総所得算入事業年度

が争われた事件であり、事案の概要は次のとおりである。ダンスレッスンを提供する発生主義納税

者（Schlude）は、各事業年度の所得の金額の計算上、授業料を次のように帳簿に記録していた。

まず、契約締結時において、前受授業料の全額を負債として計上、次に、各事業年度終了時におい

て、提供したサービスに係る金額を収益勘定に振り替え、同額を総所得の額に算入、最後に、いま

だ提供していないサービスに係る負債の残高については、契約から1年を経過した時点で収益勘定

に振り替え、同額を総所得の額に算入するというものである 475。 

 本件の争点は、納税者の前受授業料に関する上記取扱いを否認した内国歳入庁長官の決定が裁量

権の濫用にあたるかどうかであり、連邦最高裁判所は、本件争点に対して、Automobile Club of 

Michigan事件判決及びAmerican Automobile Association事件判決と同様の観点から、以下のよ

うに判示し、納税者の請求を棄却している 476。 

 

「本件で採用される（納税者の帳簿記録上の）システムは、納税者が確定した日付でレ

ッスンを提供しない契約に基づいて収受した現金を当該事業年度後に繰延べることを要

求したが、その日付はインストラクターと生徒の間で調整されていたという点で、先の

 
473 Ibid., pp.691-692. また、当裁判所は、当該判断の裏付けとして、GAAPとの調和により創設さ

れ、財またはサービスの移転に応じて総所得算入することを原則とした I.R.C. of 1954 § 452が遡及

廃止された経緯を挙げている（See. Ibid., pp.695-696.）。 
474 なお、当該事件判決は、5対4の多数意見によって決定されたものである。少数意見では、納税

者の会計方法が一般に認められる商業上の会計原則及び会計実務に従っており、また、稼得とこれ

に関連する支出の対応を認めない多数意見は課税所得を歪めるものであり、所得を明瞭に反映する

ものであるとして、多数意見に反対している（See. Ibid., p.698 and p.714.）。 
475 372 U.S. 128, (1963), supra note 437, pp.131-132. 
476 なお、当該事件判決は、5対4の多数意見によって決定されたものである。少数意見では、納税

者の会計方法は提供するサービス及び関連する費用を正確に計算したものであり、所得を明瞭に反

映するものであるとして、多数意見に反対している（See. Ibid., p141.）。 
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事件（Automobile Club of Michigan事件及びAmerican Automobile Association事件）

と全く同じ欠点を有する。顧客は、契約に基づき、追加のレッスンの一部または全部を

調整すること、または単に契約のもとでその権利を放棄することができた。しかしなが

ら、たとえ顧客が残りのレッスンを要求しなかったとしても、本件契約のもとで、納税

者は義務に応じて授業料を請求することができ、そして、収受した前受金は使用に制限

なく返還義務もなしに保有することが認められていた。提供されたレッスン数は各事業

年度終了時において厳密に反映されていたが、納税者はレッスンを提供しない、もしく

はレッスンの一部または全部を提供するかどうかという点で不確実性を有するものであ

る。これはAmerican Automobile Association事件及びAutomobile Club of Michigan

事件のように、サービスが需要によってのみ提供されていたことを示している。477」（カ

ッコ内筆者加筆） 

 

④ その他の裁判例 

 上記①から③で示したとおり、1960年前後、連邦最高裁判所は、所得を明瞭に反映する会計方法

である発生主義のもとで、「財またはサービスの移転」を総所得に係る諸項目の認識基準とし、当該

基準のもとで前受金の取扱いを判定していた。これは、前受金を財またはサービスの移転に応じて

総所得算入する方法が発生主義と整合することを示唆する。実際に裁判所は、いくつかの事件にお

いて、上記3つの連邦最高裁判所判決をもとに、財またはサービスの移転に応じて総所得算入する

方法を導出している。 

 例えば、野球の試合のチケットに係る前受金について、試合開催日に応じて総所得算入額を配分

した納税者の取扱いが内国歳入庁長官により否認された事件、Artnell Co. v. Commissioner, 400 

F.2d 981, (1968) が挙げられる。本件において、連邦巡回裁判所は、「本件前受金の状況は、

Automobile Club of Michigan事件、American Automobile Association事件、Schlude事件で検討

された状況よりも、遥かに確実性を有する。478」として、本件前受金の性質が上記3つの事件とは

区別されるとしたうえで、「納税者の採用した会計方法の優劣にかかわらず、販売益を収入時点で所

得とした租税裁判所判決は誤りである。479」と判示し、納税者の取扱いが支持されている。 

 また、エンジニアリングサービスに係る前受金について、いまだサービスを提供していない部分

の金額を負債として計上した納税者の取扱いが国によって否認された事件、Boise Cascade Corp. v. 

 
477 Ibid., pp.135-136. また、当裁判所は、I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃止を判断の裏付けとした

American Automobile Association事件判決を援用するとともに、サービスに係る販売手数料を支

出時点で損金算入した納税者の取扱いについて、会計方法の首尾一貫性の観点から所得を明瞭に反

映しないと判断している（See. Ibid., pp.134-135 and pp.136-137.）。 
478 400 F.2d 981, (1968), supra note 455, p.985. 
479 Ibid., p.985. 
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United States, 530 F2d 1367, (1976) においても同様である 480。連邦請求裁判所は、上記①から③

の連邦最高裁判決が「将来サービスを提供する契約のもとで収受または発生する所得の認識を……

繰延べられない、という法の普遍的ルールを確立したとはいえない。481」として、これを根拠とす

る国の主張を退けたうえで、「納税者はその会計方法が……所得を明瞭に反映することを実証した。

それゆえ、前受収益勘定として計上した金額は、納税者が収益を稼得するためのサービスを提供す

る事業年度まで課税されない。482」と判示している。 

 以上のとおり、従来、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目については、「財またはサービスの

移転」を認識基準とし、当該基準のもとで、財またはサービスの移転に応じて総所得算入する方法

が前受金の理論的取扱いとして導出されてきた。 

 

(3) 留意点の妥当性検証 

 これまでの検討を整理すると、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念については、

現在、全事象テストのいう権利固定要件のもとで、財またはサービスの移転、収入期限到来、収入

の認識基準とし、当該認識基準と整合するものとして、前受金の原則的取扱いは収入時点で総所得

算入する方法とされている。これに対して、従来では、「財またはサービスの移転」を認識基準とし、

前受金については、当該判断基準と整合する財またはサービスの移転時点で総所得算入する方法を

理論的取扱いとされていた。 

 以上を比較すると、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識基準が変容したということが

示される。ただし、議会及び財務省は上記変容について明確な理由を説明していない。そして、こ

のことは、Beacon Publishing Co. v. Commissioner, 218 F.2d 697, (1955) における連邦巡回裁判所

判決を踏まえれば、留意すべき点として指摘される。 
Beacon Publishing Co.事件は、新聞の定期購読に係る前受金を財の販売に応じて総所得算入した

納税者（Beacon Publishing Co.）の取扱いが内国歳入庁長官によって否認された事件である。連邦

巡回裁判所は、発生主義における「総所得算入事業年度の決定は、所得課税の目的上、実際の収入

ではなく、収入する権利である。483」としたうえで、収入よりも前に財を販売した場合の課税関係

との整合性から、本件における権利固定時点を定期購読の販売時点として 484、内国歳入庁長官の決

定は裁量権の濫用にあたると判示した 485。 

 さらに、当裁判所は、「発生主義システムの重要な特徴は、可能な限り、所得が当該所得の稼得に

 
480 See. 530 F2d 1367, (1976), supra note 455, p.1370. 
481 Ibid., pp.1375-1376. 
482 Ibid., p.1378. 
483 218 F.2d 697, (1955), supra note 261, p.699. 
484 See. Ibid., p.699. 
485 See. Ibid., p.701. 
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付随する支出と相殺される時点で報告されることである。486」としたうえで、前受金を収入時点で

総所得算入する方法は、「納税者が発生主義のもとで収益を計上し、……収益を獲得するのに必要な

費用が生じていないという事実を考慮していない。487」ものであり、「このルールの適用は前受金

を現金主義で報告し、（収益を獲得するのに必要な費用を）発生主義で所得控除算入をすることを納

税者に対して要求するものである。これはハイブリッドの帳簿作成システムを創り出し……発生主

義の固有の原則の大部分を破壊する。（カッコ内筆者加筆）488」と判示している 489。 

このように、連邦巡回裁判所は、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念として、収

入を基準とすることを痛烈に批判している。そして、この批判は、収入を権利固定要件の充足時点

とする財務省解説に対しても等しくあてはまるものである。 

 もっとも、前受金を財またはサービスに応じて総所得算入する方法に関しては、批判的見解も存

在する。例えば、Geier, (1998) は「たとえ関連する将来の費用に関して偶発性が存在していないと

しても、これらの費用への対応として総所得算入を繰り延べることは、総所得の額を過小評価する

ものであり、換言すれば、収入時点と総所得算入時点の間に生じる収入に関する投資収益を効果的

に減免する。490」とし、「時間価値の理由から、報告と収入の不一致は問題である。491」と述べら

れている。また、Johnson, (1995) は、「課税を延期することは、複雑さに加え純資産が即座に改善

するという単純な経済的実体を不明確にする。492」と述べられている 493。 

ただし、上記見解は、認識概念から指摘されたものではなく、また、現行法及びその解釈の説明

としては充分であるが、従来の連邦裁判所判決との整合性、及び、総所得算入のための判断基準が

変容した事実に関しては不十分である。さらにいえば、上記見解に対する批判的見解も存在する。 

 
486 Ibid., p.699. 
487 Ibid., p.700. 
488 Ibid., pp.700-701. 
489 なお、Automobile Club of Michigan事件判決及びAmerican Automobile Association事件判決

は、前受金の性質の観点からBeacon Publishing Co.事件判決と区別されている（See. 353 U.S. 180, 
(1957), supra note 435, footnote.20 and 367 U.S. 687, (1961), supra note 437, footnote.4.）。また、

Schlude事件判決は、Beacon Publishing Co.事件判決について特段の言及をしていないが、発生主

義による総所得算入と現金主義による損金算入というハイブリッドな納税者の会計方法に対して脆

弱性を指摘し、内国歳入庁長官の主張は正当であると判断している（See. 372 U.S. 128, (1963), 
supra note 437, pp.136-137.）。それゆえ、連邦最高裁判所は、Schlude事件とBeacon Publishing 
Co.事件を会計方法の観点から区別しているものと解される。 
490 Geier, Deborah A., “The Myth of the Matching Principle as a Tax Value”, 15 Am. J. Tax Pol'y, 
17, (1998), p.123. 
491 Ibid., p.123. 
492 Johnson, Calvin H., “The Illegitimate Earned Requirement in Tax and Nontax Accounting”, 
50 Tax L. Rev. 373, (1995), p.379. 
493 この他にも、Klein, (1994) は、当該方法について「預金と前受金の区別を経済的に理解しよう

とする無駄な努力で、……取引の経済的効果と取引の資金調達方法を混乱させる。（Klein, William 
A., “Tailor to the Emperor with No Clothes: The Supreme Court's Tax Rules for Deposits and 
Advance Payments”, 41 UCLA L. Rev. 1685, (1994), p.1687.）」と述べられている。 
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例えば、Surrey, et al., (1986) は、「発生主義納税者が適用される前受金の規則は、事実上、現金

主義納税者の適用される規則それに匹敵するものである。494」として、係る規則が変更されない理

由については検討すべきであると述べられている 495。また、Kragen, et al., (1985) は、当該方法に

ついて、「現金の収受を課税対象として識別することは、正確かつ実用可能な繰延べの規則を策定す

るよりも容易である。496」とし、行政上のメリットを認めたうえで、前受金の税務会計上の規則は

未稼得部分を総所得算入するものであり、所得を歪めると述べられている 497。その他にも、Hasen, 

(2008) は、「前受サービスの合意は富の創出ではなく、富を創出するための契約にすぎない。498」

とし、現在の規則は「契約締結という便宜的手段により所得を無制限に増加することを可能にする。

499」と述べられている。 

 さらにいえば、Thor Power Tool Co. v. Commissioner, 439 U.S. 522, (1979) における連邦最高裁

判所判決からも、認識概念の変容という事実は留意すべきである。当該事件判決は、目的論的解釈

から、発生主義のもとでの構成要素に係る諸項目の認識概念が課税公平性を反映したものであると

判示している 500。この当該事件判決を踏まえれば、係る変容事実とは、反映された目的の変容を示

すものであり、課税公平性を反映した法人所得の会計方法を検討する本稿の目的と整合しない可能

性が示唆される。 

 以上のことから、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識基準が、財またはサービスの移

転から収入へと変容した理由については、検討の必要性が指摘される。そして、その検討にあたっ

ては、従来及び現在それぞれにおいて、係る認識概念と整合し、かつ、その変容に伴い原則的取扱

いが変更されている前受金を素材とすることが妥当性を有する検討方法といえる。そこで本稿では、

以下に、上記留意点の検討として、前受金に関する規定ないし規則の沿革を整理したうえで、前受

金の取扱いの変更理由をもとに、上記変容理由を帰納的に検討することとする。 

 

3. 留意点の検討 

(1) 検討素材及び方法 

 本検討の目的は、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念とし

て、収入が認識基準となり得るかどうかという点について、前受金の取扱いの変更理由から帰納的

に検討を行うことである。そのため、検討にあたっては、まず、(2)において、前受金の取扱いの変

遷を反映される目的の観点から整理する。そして、ここで取り上げる検討素材については以下のと

 
494 Surrey, et al., (1986), supra note 308, p.714. 
495 See. Ibid., p.717. 
496 Kragen, Adrian A. and McNulty, John K., Cases and Materials on Federal Income Taxation 
Individuals, Corporations, Partnerships, West, (1985), p.328. 
497 See. Ibid., p.328. 
498 Hasen, David., “The Tax Treatment of Advance Receipts”, 61 Tax L. Rev. 395, (2008), p.456. 
499 Ibid., pp.456-457. 
500 See. 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.542-543. 
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おりであり、これらはいずれも前受金に関する取扱いを定めた規定ないし規則として、本項での検

討目的と整合するものである。 

 

① I.R.C. of 1939 § 42 

② I.R.C. of 1954 § 452 

③ I.R.C. of 1958 § 455 

④ I.R.C. of 1961 § 456 

⑤ Treas. Reg. of 1971 § 1.451-5 
⑥ Rev. Proc. 71-21（1971年） 

⑦ Rev. Proc. 2004-34（2004年） 

⑧ I.R.C. of 2017 § 451(c) 

 

 次に、4.において、前受金を収入時点で総所得算入する方法が原則的取扱いとされるに至った経

緯を整理し、その変遷として説明可能な理由を反映される目的の観点から検討する。最後に、その

結果を踏まえ、収入が課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念と

整合するものかどうかを帰納的に分析する。なお、本稿は上記変容理由の解釈にあたり、前受金の

取扱いに関する変遷以外の点については考慮しない。 

 

(2) 検討 

① I.R.C. of 1939 § 42 

 1954年以前については、先述のとおり、裁判所判決において、前受金の原則的取扱いは、財また

はサービスの移転に応じて総所得算入する方法とされており、これは発生主義のもとでの総所得に

係る諸項目の認識概念より導出されている 501。そして、Beacon Publishing Co.事件判決では、係

る取扱いを税務会計上の目的から導出しており 502、その目的は、Thor Power Tool Co.事件判決に

おいて、課税公平性であることが明らかにされている 503。したがって、上記前受金の取扱いは課税

公平性を反映したものであるといえる。 

 

② I.R.C. of 1954 § 452 

 1954年、議会は、GAAPとの調和を背景に I.R.C. of 1954 § 452を創設し 504、財またはサービス

 
501 See. 218 F.2d 697, (1955), supra note 261, p.699. 
502 See. Ibid., p.699. 
503 See. 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.542-543. 
504 S. Rep. No.372, 84th Cong., 1st Sess., (1955), p.3. もっとも、I.R.C. of 1954 § 452は、「前受所

得（prepaid income）」に関する規定であり、その対象を「事業年度終了時点を超える義務に関連

して収受される金額、かつ、その義務に直接起因する（総所得の額に算入することができる）金額
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に係る前受金の原則的取扱いは、本規定のもとで、財またはサービスを移転する義務の履行に応じ

て総所得算入する方法とされた 505。ただし、本規定は、翌1955年税制改正において、I.R.C. of 1954 

§ 452によって生じる歳入減少を問題視した財務省長官の要請を受け 506、遡及廃止された。本改正

に伴い、前受金の原則的取扱いは、1954年以前と同様、所得を明瞭に反映する会計方法とされるこ

ととなり 507、財またはサービスの移転に応じて総所得算入する方法とされることとなった。 

しかしながら、上記の I.R.C. § 452に関する改廃は、前受金の取扱いに関して一定の影響を及ぼ

している。例えば、American Automobile Association事件判決、及び、Schlude事件判決は、納

税者の収受した前受金を収入時点に総所得算入するべきであると判示しており、その根拠の裏付け

として、I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃止を挙げている 508。つまり、I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃

止により、裁判所において、前受金の取扱いは、財またはサービスの移転に応じて総所得算入する

方法が、課税公平性を反映した発生主義と整合するにも関わらず、財務会計上の取扱いとして位置

付けられ、一方、収入時点で総所得算入する方法が、歳入確保を反映したものであるにも関わらず、

発生主義と整合する税務会計上の取扱いとして位置付けられた。 

 

③ I.R.C. of 1958 § 455 

 I.R.C. of 1954 § 452を遡及廃止した1955年税制改正については、批判が多く、様々な業界から

本規定を再設する要請が出された。その一つがアメリカ新聞発行者協会であり、同協会は、GAAP

との調和の観点から、新聞の定期購読に係る前受金の繰延べを容認すべきとする意見を表明してい

る 509。この意見を受け、議会は、1958年税制改正において、I.R.C. of 1958 § 455を創設、定期購

読に係る前受金の取扱いに関して、収入時点に総所得算入する方法を原則としたうえで、選択適用

 
（I.R.C. of 1954 § 452(a), 68A Stat., 152.）」とし、具体例として「サービスの提供、商品またはそ

の他の財の販売、または、財の消費の認可（I.R.C. of 1954 § 452(e)(2), 68A Stat., 154.）」と定義し

ていた。そのため、厳密にいえば、本規定の対象とする前受所得は、前受金の対象項目以外に、前

受金の対象除外項目（賃借料等）も含んでいる。ただし、本規定が本稿の検討素材とする前受金を

射程としていることから、本稿では、本規定を前受金に関する規定として取り扱うこととする。 
505 See. I.R.C. of 1954 § 452(a)(1), 68A Stat., 152 and § 452(b)(1), 68A Stat., 152. なお、本規定の

もとでの配分可能期間は、収受した事業年度以後、最長6事業年度とされた（See. Ibid.）。 
506 See. H.R. No. 293, 84th Cong., 1st Sess., (1955), supra note 280, pp.2-3.  
507 この点について、議会は改正前の法を妨げる意図はないと解説している（See. Ibid., pp.4-5.）。 
508 See. 367 U.S. 687, (1961), supra note 437, pp.695-696 and 372 U.S. 128, (1963), supra note 
437, pp.134-135. そして、この点については、後の裁判例でも支持されている（See. Hagen 
Advertising Displays, Inc. v. Commissioner, 407 F.2d 1105, (1969), p.1107.）。 
509 See. Committee on Ways and Means, “Hearings before A Subcommittee of the Committee on 
Ways and Means House of Representatives 84th Cong. 2d Sess. on Technical Amendments to 
the Internal Revenue Code”, U.S. Government Printing Office, Washington, (1956), pp.307-308 
and Joint Committee on Internal Revenue Taxation, “Digest of Testimony Presented before the 
Committee on Ways and Means with Respect to Tax Revision”, U.S. Government Printing 
Office, Washington, (1958), p.73. 
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として、財を移転する義務の充足に応じて総所得算入する方法を容認した 510。 

 もっとも、議会は、I.R.C. of 1958 § 455のもとで、収入時点に総所得算入する方法を原則とした

ことについて、明確な理由を説明していない。ただし、本規定がGAAPとの調和を背景に創設され

たものであること、そして、I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃止にあたり、議会が歳入を確保した上で

GAAP との調和を図るための前受金の取扱いを技術的に検討していたことを踏まえれば 511、上記

理由については、財を移転する義務の充足に応じて総所得算入する方法を、課税公平性を反映した

発生主義と整合するにも関わらず、財務会計上の取扱いとして位置付け、収入時点で総所得算入す

る方法を、歳入確保を反映したものであるにも関わらず、発生主義と整合する税務会計上の取扱い

として位置付けたことによるものと解される。 

 

④ I.R.C. of 1961 § 456 

 1961年、I.R.C. of 1958 § 455に続き、AICPA連邦所得税委員会他からの意見を受け 512、議会は

GAAPとの調和を目的に I.R.C. of 1961 § 456を創設し、会員組織の会費に係る前受金の総所得算

入事業年度に関して、収入時点に総所得算入する方法を原則としたうえで、選択適用として、サー

ビスを移転する義務の充足に応じて総所得算入する方法を容認した 513。 

もっとも、議会は、I.R.C. of 1961 § 456のもとでの位置付けに関して、明確な理由を説明してい

ない。ただし、この点については、1957年Automobile Club of Michigan事件判決が、会費に係る

前受金の総所得算入事業年度について、サービスの移転という観点から検討されていたにもかかわ

らず、収入時点において総所得に算入すべきであると判示したこと、そして、規定の文理及び改正

理由が I.R.C. of 1958 § 455と同様であることを踏まえれば、I.R.C. of 1958 § 455と同様、サービ

スを移転する義務の充足に応じて総所得算入する方法を財務会計上の取扱いとして位置付けたこと

によると解される。 

 

⑤ Treas. Reg. of 1971 § 1.451-5 

 1971年、財務省は、Treas. Reg. of 1971 § 1.451−5を創設 514、本規則のもとで、財及び長期契約

に係る前受金について、収入時点で総所得算入とする方法と財の販売に係る義務の履行に応じて配

分する方法のうち、いずれかを選択できることとした 515。ただし、後者の方法については、選択に

 
510 See. I.R.C. of 1958 § 455(a), 72 Stat., 1625. 
511 See. S. Rep. No.372, 84th Cong., 1st Sess., (1955), supra note 504, pp.7-11. 
512 See. Committee on Ways and Means, (1956), supra note 509, p.309 and Joint Committee on 
Internal Revenue Taxation, (1958), supra note 509, p.73. 
513 See. I.R.C. of 1961 § 456(a), 75 Stat., 222. 
514 See. 36 F.R. 5461, (March 24, 1971), p.5495. 
515 See. Treas. Reg. of 1971 § 1.451-5(b)(1) and (2), 36 F.R. 5495, (March 24, 1971). なお、ここで

いう長期契約とは、契約締結日から最終的に契約が完了し、受理されるまでの期間が一年を超える

建物、設置、または建設に係る契約とされる（See. Treas. Reg. § 1.451-3(a).）。 
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あたり多くの制限が設けられていたことから 516、財務省は前者の方法を原則的取扱い、後者の方法

を例外的取扱いとする意図があったと解される 517。 

そして、それぞれの方法については、後述するRev. Proc. 71-21において、後者の方法と同様の

方法がGAAPとの調和により取り入れられていること 518、I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃止が財務

省長官による意見を契機としていることから 519、前者の方法とは、歳入確保を反映したものであり、

後者の方法とは、財務会計の調和により取り入れられたものとして位置付けられたと解される。 

 

⑥ Rev. Proc. 71-21（1971年） 

 1971年、IRSは、Rev. Proc. 71-21を公表し、サービスに係る前受金に関して、収入時点で総所

得算入する方法を原則としつつ、選択適用としてサービスの提供に応じて総所得算入を繰り延べる

方法を容認した 520。ただし、後者の方法では、前受金を収受した事業年度に総所得算入すべき金額

は、株主等に対して報告する金額以上の額とされ、また、総所得算入しなかった部分の金額は当該

事業年度の翌事業年度にまでに総所得算入しなければならないとされた 521。 

 IRSは、Rev. Proc. 71-21公表の趣旨について、「一般に、税務会計は、将来提供するサービスの

ために収受した金額については、収受した事業年度の総所得の額に算入されるものとすることを要

求する。しかしながら、この取扱いは、……多くの発生主義を採用する納税者が一貫して採用する

財務会計上の慣行と異なる。本手続の目的は、……係る金額の税務会計と財務会計上の取扱いを調

和させることにある。522」としている。 

以上のことから、IRSは、サービスの提供に応じて総所得算入を繰り延べる方法を財務会計上の

取扱いとして位置付けていることは明らかである 523。もっとも、前者の方法が原則とされた理由に

 
516 例えば、後者の方法の選択にあたっては、義務に応じて配分できない金額が契約価格総額のう

ち5％未満であること、そして、配分する金額については、納税者が株主等に対して報告する金額

と一致することが要件とされた（See. Treas. Reg. of 1971 § 1.451-5(a)(3) and Treas. Reg. of 1971 § 
1.451-5(b)(2).）。また、棚卸資産に係る前受金については、Treas. Reg. of 1971 § 1.451-5(c)の例外

に該当する場合、前受金のすべての額を収受した事業年度の翌事業年度までに総所得算入しなけれ

ばならないとされた（See. Treas. Reg. of 1971 § 1.451-5(c).）。 
517 この点について、Olafsson, (1972) は、多くの納税者がこの例外に該当すると述べられている

（See. Olafsson, Craig W., “New Tax Rules Permitting Limited Deferral of Unearned Income”, 
55 Marq. L. Rev. 525, (1972), pp.536.）。 
518 See. Rev. Proc. 71-21, 1971-2 C.B. 549, (1971), Sec.2. 
519 See. Thrower, Randolph W., “Recent Developments in Federal Income Taxation”, 21 Proc. 
Ann. Tul. Tax Inst. 1, (1972), p.34.  
520 See. Rev. Proc. 71-21, 1971-2 C.B. 549, (1971), Sec.3.02. 
521 See. Ibid., Sec.3.02 and Sec.3.11. 
522 Ibid., Sec.2. 
523 この点について、Long, (1982) は、「Treas. Reg. of 1971 § 1.451-5は、企業会計原則のアドプ

ションに向けた一種の消極的かつ緩やかな動向を反映したものである。（Long, David C., 
“Prepayments: The Historical Tension between Tax and Commercial Accounting”, 21 Duq. L. 
Rev. 159, (1982), p.173.）」と述べられている。 
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ついては、明確な説明がなされていないが、財務省が同年にTreas. Reg. of 1971 § 1.451-5を公表

したことを踏まえれば、本規則と同様、前者の方法は、歳入確保を反映したものであると推断され

る。 

 

⑦ Rev. Proc. 2004-34（2004年） 

 2004年、IRSはRev. Proc. 71-21を修正したRev. Proc. 2004−34を公表した。本手続では、従来

サービスのみに限定されていた前受金の定義を非サービス（non-services）まで拡張し、商品販売、

知的財産の消費、これらの取引に付随する保障及び保証契約がその対象に追加された 524。また、本

手続では、前受金を収受した事業年度に総所得算入する方法を「全額総所得算入法（full inclusion 

method）」、前受金を収受した事業年度において、当該前受金の額のうち適用財務諸表で収益認識

する金額を総所得算入し、残額すべてを翌事業年度に総所得算入する方法を「繰延法（deferral 

method）」とされた 525。 

 Rev．Proc. 2004-34の最大の特徴は、全額総所得算入法を原則的取扱いとした理由が示されたこ

とである。IRSは、Rev. Rul. 84-31をもとで、全事象テストのいう権利固定要件の充足時点を財ま

たはサービスの移転、収入期限到来、収入のうち、いずれかの事象が最初に生じる時点とし、原則

的取扱いである全額総所得算入法が当該充足時点と整合するものであることを明らかにした 526。 

もっとも、IRSは、Rev. Rul. 84-31のいう「財またはサービスの移転、収入期限到来、収入」が

権利固定要件の充足時点となることについて、明確な根拠を示していない。ただし、収入という認

識基準が存在することを踏まえれば、サービスに係る前受金として、収入時点で総所得算入する方

法を原則的取扱いとしたRev. Proc.71-21との整合性を図る意図があったとものと解される。 

以上のことから、全額総所得算入法とは、権利固定要件の充足時点から導出されているものの、

ここ反映される目的は、Rev. Proc.71-21同様、歳入確保であり、Rev. Proc. 71-21を踏襲した繰延

法が選択適用とされたことについては、同手続と同様、財務会計上の取扱いとして位置付けられた

ことによると解される 527。 

  

⑧ I.R.C. of 2017 § 451(c) 

 
524 See. Rev. Proc. 2004-34, 2004-1 C.B. 991, (2004), Sec.4.01. 
525 See. Ibid., Sec.5.02. なお、ここでいう適用財務諸表とは、米国証券取引委員会に提出する財務

諸表、監査財務諸表、納税申告書を除く連邦政府に提出する財務諸表をいう（See. Ibid., Sec.4.06.）。
また、納税者が適用財務諸表を有していない場合においては、当該事業年度に稼得した金額とされ

る（See. Ibid., Sec.5.02.）。 
526 See. Ibid., Sec.5.01. 
527 なお、Mirkay, (2010) によれば、Rev. Proc. 2004-34とTreas. Reg. of 1971 § 1.451-5は、繰延

の方法及び期間に差があるが、相互に排他的ではないとされる（See. Mirkay, Nicholas A., “It's All 
about Timing: Wills Karns Impact the IRS Battles over Advance Receipts”, 12 Del. L. Rev. 55, 
(2010), p.66.）。 
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 2017年、財またはサービスに係る前受金の取扱いは、内国歳入法典のもとで、I.R.C. of 2017 § 

451(c)としてコード化された。本規定は、先に示したとおり、前受金を収入時点に総所得算入する

方法を原則としつつ、AFS繰延法、すなわち、前受金のうち適用財務諸表で収益認識した金額を総

所得算入し、残額すべてを翌事業年度に総所得の額に算入する方法を選択適用として容認したもの

となっている 528。 

議会は、I.R.C. of 2017 § 451(c)の立法趣旨について、Treas. Reg. of 1971 § 1-451-5をオーバーラ

イドすること、そして、Rev. Proc. 2004-34をコード化することと解説している 529。そして、財務

省は、本改正に合わせて、本規則を2019年に廃止したうえで、Rev. Proc. 2004-34と整合するTreas. 

Reg. § 1-451-8を公表している 530。したがって、本規定においては、Rev. Proc. 2004-34と同様の

解釈が成立し、原則的取扱いは、歳入確保を反映したものであり、AFS繰延法が選択適用とされた

ことについては、財務会計上の取扱いとして位置付けられたことによるといえる。 

 

4. 結果及び考察 

 最後に、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念として、収入

が認識基準となり得るかどうかという点について、前受金の取扱いの変更理由から帰納的に検討を

行う。前受金の取扱いに関する変遷を整理すると、以下ようにまとめられる。 

1954年以前において、前受金の取扱いは、財またはサービスに応じて総所得算入する方法が、課

税公平性を反映した発生主義と整合するものとされていた。しかしながら、1954 年税制改正に

GAAPとの調和を背景に創設され I.R.C. of 1954 § 452が、翌1955年税制改正のもとで歳入確保を

目的に遡及廃止されたことによって、その位置付けが一転する。I.R.C. of 1958 § 455、及び、I.R.C. 

of 1961 § 456では、それぞれ定期購読及び会費に係る前受金、Treas. Reg. of 1971 § 1.451-5、及び、

Rev. Proc. 71-21では、財またはサービスに係る前受金に関して、収入時点に総所得算入する方法

が原則的取扱いとされ、財またはサービスの移転に応じて総所得算入する方法が選択適用へとして

位置付けられた。そして、この位置付けについては、Rev. Proc. 2004-34、これをオーバーライドし

た現行法である I.R.C. of 2017 § 451(c)へと踏襲されている。 

このように、前受金の取扱いに関しては、GAAPとの調和を背景に創設された I.R.C. of 1954 § 

452 が歳入確保を目的に遡及廃止されたことを契機に、本来、課税公平性を反映した発生主義のも

 
528 なお、Rev. Proc. 2004-34が本手続きのいう繰延法の適用にあたり、適用財務諸表に基づく制限

を加えていなかったことを踏まえて、Treas. Reg. § 1.451-8では、Rev. Proc. 2004-34と首尾一貫す

るAFS繰延法を規定するとともに、Treas. Reg. § 1.451-8(d)のもとで、I.R.C. § 451(b)のいう適用

財務諸表に該当しない財務諸表を使用する納税者についても、AFS繰延法と同様方法である「非

AFS繰延法(non-AFS deferral method)」の選択適用を容認している（See. 84 F.R. 47175, 
(September 9, 2019), supra note 461, pp.47176-47177.）。 
529 See. Joint Committee on Taxation, (2018), supra note 460, p.182 and H.R. No.1, 115th Cong., 
1st Sess., (2017), supra note 460, p.429. 
530 See. 84 F.R. 47175, (September 9, 2019) , supra note 461, p.47176. 
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とでの取扱いと整合する財またはサービスの移転に応じて総所得算入する方法が、財務会計上の取

扱いとして位置付けられ、収入時点で総所得に算入する方法が、係る発生主義のもとでの取扱いと

整合しないにも関わらず、歳入確保を目的に原則的取扱いとして位置付けられている。 

以上の前受金の取扱いに関する沿革をもとに、上記留意点について帰納的検討を行うと、次のよ

うな推論が成立する。すなわち、財務省解説において、権利固定要件の充足時点とされる収入とは、

前受金の原則的取扱いとの整合性を保つために取り入れられた認識基準であり、歳入確保を反映し

たものであるということである。これは、従来及び現在における前受金の原則的取扱いが、それぞ

れ総所得に係る諸項目の認識概念と整合すること、I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃止以後、規定ない

し規則のもとで、収入時点で総所得算入する方法が原則的取扱いとして位置付けられたこと、その

後、1984年にRev. Rul. 84-31のもとで、権利固定要件の充足時点として収入が取り入れられたこ

とから示される。 

さらに、上記推論結果は、裁判所判決からも裏付けられる。American Automobile Association

事件判決、及び、Schlude 事件判決は、いずれも収入時点で総所得算入する方法を税務会計上の取

扱いであると判示する根拠として、I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃止を挙げており 531、当該判断に

ついては、その後引用されている。例えば、連邦租税裁判所は、「I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃止、

American Automobile Association事件判決及びSchlude事件判決は、明らかに前受所得が繰り延

べられるべきではないという一般的ルールを確立した 532」と判示しており、また、連邦巡回裁判所

は、I.R.C. of 1954 § 452の遡及廃止が前受金の繰延べを容認できないものとして義務付けたとして、

前受金の総所得算入時点を収入時点と判示している 533。 

このように、1970 年代にかけて、議会、財務省及び IRS、連邦裁判所は、総所得に係る一項目

において、収入という認識基準を導入しており 534、これと整合する総所得に係る諸項目の認識基準

を設ける必要が生じていた。その結果が、権利固定要件の充足時点として収入という認識基準を取

り入れた1984年Rev. Rul. 84-31である。したがって、この収入とは、時系列にみれば、前受金の

原則的取扱いとの整合性から取り入られた認識基準であり、歳入確保を反映したものであると推論

できる。 

そして、上記推論結果、及び、1954年税制改正以前の前受金の取扱いより、課税公平性を反映し

た発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識基準とは、財またはサービスの移転であり、これ

が必要十分条件に該当するということが示される。さらに、このことは、財務省解説のいう権利固

 
531 See. 367 U.S. 687, (1961), supra note 437, pp.695-696 and 372 U.S. 128, (1963), supra note 
437, pp.134-135. 
532 William O. McMahon, Inc. v. Commissioner, 45 T.C. 221, (1965), p.226. 
533 See. 407 F.2d 1105, supra note 508, p.1107. 
534 See. Rev. Rul. 74-607, 1974-2 C.B. 149, (1974). なお、Rev. Rul. 74-607は、建設ローンに係る

利息の総所得算入に関する規則であり、ここで示された権利固定要件の充足時点に対する IRSの見

解が現在の一般的見解の基礎となるRev. Rul. 84-31へと踏襲されている（See. Rev. Rul. 84-31, 
1984-1 C.B. 127, (1984).）。 
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定要件の充足時点「収入期限到来」についても、収入同様、係る認識概念と整合しないことを示す

ものである 535。以上のことから、本稿では、以下、収入期限到来及び収入については、本稿の目的

と整合しないものとして、検討対象から除外し、取り扱わないこととする 536。 

 

第4項 論点整理 

 本節では、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念を検討する

にあたっての留意点として、権利の請求理論、及び、権利固定要件における認識基準の位置付けに

ついて検討を試みた。その結果は以下のとおりである。 

第2項では、権利の請求理論について検討し、権利の請求理論の沿革より、当該理論が、その性

質として、所得の定義の充足可否を判定する理論であること、その有する認識要件が当該判定に従

属してするものとして位置付けられること、当該認識要件が会計方法に依存しないこと、現金主義

のもとでの会計方法と整合する理論であること、全事象テストとの関係性において、当該テストに

優先して適用されるケースが存在しないことを示した。次に、第3項では、権利固定要件における

認識基準について、前受金を素材に検討し、財務省解説のいう「財またはサービスの移転、収入期

限到来、収入」のうち、収入期限到来及び収入については、課税公平性を反映した発生主義のもと

での総所得に係る諸項目の認識概念と整合しないこと、財またはサービスの移転がこれと整合する

ことを示した。 

以上の留意点検討より、権利の請求理論、及び、権利固定要件における認識基準のうち収入期限

到来及び収入については、本稿の検討対象から除外されたため、本項の検討対象は、全事象テスト

のいう権利固定要件の認識基準「財またはサービスの移転」、そして、これを捕捉するための指標と

なる。そこで次節では、財またはサービスの移転のもとでの認識指標について検討を試みることと

する。なお、検討方法としては裁判例分析を採用する。その理由は、「納税者の会計方法が所得を明

瞭に反映するかどうかの問題は、ケース・バイ・ケースで決定される事実認定の問題である。537」

としたFord Motor Co. v. Commissioner, 71 F.3d 209, (1995) における連邦巡回裁判所判決による

ものであり、事実認定の結果の把握として、裁判所判決に基づく帰納的分析が必要となるためであ

る。 

 

 
535 なお、本稿は、歳入確保という目的を租税法上の取扱いに反映させることを否定するものでは

ない。ただし、規定の解釈方法として、規定創設の目的に基づく方法が存在し成立する以上、現在

の総所得算入のための必要十分条件が発生主義と整合するものではなく、歳入確保という目的を反

映したものであるという事実は、議会、財務省及び IRSによって開示される必要があると考える。 
536 もっとも、上記留意点に対する結論は、前受金のみを素材に推論したものであるため、限界が

あり、本稿の結論に対する妥当性については、前受金以外の項目からの検証必要性が指摘される。 
537 71 F.3d 209, (1995), supra note 285, p.216. 
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第4節 検討 

第1項 本節概要 

本節では、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念として、権

利固定要件の判断基準である「財またはサービスの移転」を捕捉するための指標について、裁判所

判決に基づく帰納的分析を行う。また、それと同時に、2017年税制改正により導入されたAFS所

得算入ルールの位置付けについても検討を行う 538。その理由は以下のとおりである。 

AFS所得算入ルールとは、先述のとおり、2017年税制改正により導入された全事象テスト充足

のみなし要件であり、当該ルールにより、適用財務諸表における収益計上をもって、全事象テスト

は充足したとみなされる 539。ただし、当該ルールについては不明確な部分があり、例えば、財務省

は、当該ルール導入の趣旨について、税務会計と財務会計との調和と解説する一方、当該ルールが

従来の取扱いを変更するものではないと解説している 540。これは、仮に、AFS所得算入ルールが

従来の全事象テストのもとでの取扱いを変更しないものである場合、当該ルールが課税公平性のも

とでの総所得に係る諸項目の認識概念と整合することとなるため、本稿の目的上、当該ルールにお

ける認識概念についても検討対象に含まれることを示すものである。 

以上のことから、本節では、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念について、AFS

所得算入ルール導入前後の比較分析から、当該ルールの位置付け、及び、権利固定要件の認識基準

である財またはサービスの移転を捕捉するための指標について、裁判所判決に基づく帰納的分析を

行うこととする。そのため、本稿の全体の構成は次のとおりとする。まず、第2項では、AFS所得

算入ルールが導入された2017年税制改正を概観し、本節検討課題を確認する。次に、第3項では、

当該ルール導入前後における財またはサービスの移転のもとでの認識指標を整理する。最後に、第

4項では、それぞれの指標を比較分析することで、当該ルールの位置付けを明示するとともに、発

生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念を体系的に整理する。 

 

第2項 本節課題提示 

1. 2017年税制改正の概略 

発生主義のもとで総所得に係る諸項目は、I.R.C. § 451(b)のいう全事象テストの充足により認識

される 541。2017年税制改正以前において、全事象テストは、権利固定要件、及び、金額合理的正

 
538 本項は、拙稿「アメリカ合衆国における益金算入の一般原則―Tax Cuts and Jobs Actを中心と

して―」『経営学研究論集』第55号、pp.1-20、明治大学大学院に加筆修正を加えたものである。 
539 See. I.R.C. § 451(b)(1)(A). 
540 See. 84 F.R. 47191, (September 9, 2019), supra note 363, p.47193. また、財務省は、AFS所得

算入ルールについて、両者間の差異を拡大するおそれがあるという懸念も示している（See. 2015-24 
I.R.B. 1057, Notice 2015-40, (June 15, 2015), p.1057 and 2017-15 I.R.B. 1074, Notice 2017-17, 
(April 10, 2017), p.1073.）。 
541 See. I.R.C. § 451(b)(1)(A). 



 134 

確性要件で構成され 542、連邦最高裁判所判決では、一般に、目的論的解釈からGAAPと間に、認

識概念の差異が存在すると判示された 543。 

 このような背景から、2017年税制改正において、税務会計上の発生主義と財務会計上のGAAP

のもとでの認識時点を調和するため、AFS所得算入ルールが導入された。本改正は、財務会計上の

ASC 606「顧客との契約から生じる収益」の2014年公表を契機とするものであり、全事象テスト

充足のためのみなし要件である当該ルールを介して、本規定の対象項目のうち、顧客との契約から

生じる収益については、適用財務諸表において収益計上される時点よりも遅い時点で全事象テスト

を充足したものとして取り扱うことが禁止された 544。 

 本改正について、議会は、「本改正は、I.R.C. § 451における全事象テストのもとでの総所得の認

識のタイミングに関するルールを修正するものである。特に、本規定は、全事象テストの対象につ

き適用財務諸表……を有する納税者に対して、売上、総収入、その他総所得に係る所得項目を、適

用財務諸表……において収益計上される事業年度までに総所得の額に算入することを要求するもの

である。545」と解説している。そして、係る収益計上の取扱いについては、具体的にASC 606と

されている 546。この点については、財務省においても同様に解説されている 547。 

 このように、I.R.C. § 451(b)の対象項目のうち、ASC 606の対象とする顧客との契約から生じる

収益については、AFS所得算入ルールが導入されたことにより、従来の全事象テストの認識要件で

ある権利固定要件の充足に加え、ASC 606における収益計上をもって、認識されることとなり、

GAAPとの調和が図られることとされた。そして、これを権利固定要件に関する財務省解説に基づ

き具体的な認識時点に置き換えると、総所得に係る諸項目は、財またはサービスの移転、収入期限

到来、収入、ASC 606における収益計上のうち、いずれかの事象が最初に生じる時点で認識される

こととされた 548。 

 

2. AFS所得算入ルールに関する設例 

 AFS所得算入ルールについては、議会報告書のもとで具体的な設例が紹介されている。当該設例

では、AFS所得算入ルール導入前後の取扱いが対比的に示されおり、当該ルールを概観するうえで

有用である。そこで本節では、以下にこれを紹介する。なお、ASC 606における収益計上の取扱い

については、次節において詳述するが、簡潔にまとめれば、当該会計基準は、顧客との契約から生

じる収益いついて、識別した履行義務（performance obligation）を充足するとき、または、充足

 
542 I.R.C. § 451(b)(1)(C). 
543 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, p.543.  
544 See. I.R.C. § 451(b)(1)(A). 
545 Joint Committee on Taxation, (2018), supra note 296, p.161. 
546 See. Ibid. 
547 財務省は、本改正について、「一般に財務会計と税務会計の調和を増幅させるものである。（84 
F.R. 47191, (September 9, 2019), supra note 363, p.47192.）」と述べられている。 
548 See. Ibid.  
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するにつれて財務諸表に計上（認識）し 549、係る充足時点については、財またはサービスに対する

支配の移転を認識基準としている 550。 

 

［設例1551］ 納税者は、顧客との間で清掃サービスを継続して提供する1年契約を締結し、各月

終了後、提供したサービスに係る対価200ドルを請求している。本契約のもとで、納税者は、第1

事業年度に5回、第2事業年度に7回のサービスを提供し、係る収益については、ASC 606に従い、

それぞれ1,000ドル、1,400ドルを財務諸表に計上した 552。なお、納税者は顧客から第1事業年度

に800ドル、第2事業年度に1,600ドルの対価を収受している。 

 この場合、従来の規定では、全事象テストにおける権利固定要件がサービスの移転時点に充足す

るため、各事業年度の総所得算入額は、それぞれ1,000ドル、1,400ドルとなる 553。そして、現在

の規定のものとでは、AFS所得算入ルールに従い、各事業年度の適用財務諸表において収益計上さ

れた金額、それぞれ1,000ドル、1,400ドルが総所得算入される。 

 

［設例2554］ 納税者は、顧客との間で機械の受注生産に関する契約を締結している。本契約は、

顧客が当該機械を検収し、法的所有権が移転されるまで、納税者が対価50,000ドルを請求しない

ことを定めている。また、当該機械の性質上、納税者は当該機械を別の用途に転用できないため、

本契約では、顧客が契約を中途解除した場合、契約が完了したかどうかに関わらず、対価を請求す

る権利を行使できる旨が定められている。本契約のもとで、納税者は、第1事業年度に機械の製造

を開始、第2事業年度に出荷しており、係る収益については、ASC 606に従い、それぞれ30,000

ドル、20,000ドルを財務諸表に計上した 555。 

 
549 See. FASB, (2019b), supra note 358, 606-10-05-4. 
550 See. Ibid, 
551 See. Joint Committee on Taxation, (2018), supra note 296, p.162, example 1. なお、本稿では、

紙幅の都合上、設例を一部簡素化している。 
552 この点について、議会は、「顧客は、納税者が清掃サービスを提供するにつれて、納税者の履行

により提供される便益を同時に享受し消費するため、納税者は、清掃サービスを提供するための履

行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を認識する。（Ibid., p.162, footnote.808.）」と

解説している。したがって、議会は、各事業年度の財務諸表に計上した収益の額を、提供したサー

ビスの回数に対価を乗じて計算しているものと解される。 
553 See. Ibid., p.162, footnote.809. 
554 See. Ibid., p.163, example 4.  
555 この点について、議会は、「企業の義務の履行が別の用途に転用することのできる資産を生じな

いこと、かつ、企業が義務の履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有す

るため、納税者は、機械を製造するための履行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を

認識する。（Ibid., p.163, footnote.815.）」と解説している。そして、ASC 606は、「一定の期間にわ

たり充足される履行義務について、企業は、当該履行義務の完全な充足に対する進捗度を評価する

ことによって、一定期間にわたり収益を認識する。（FASB, (2019b), supra note 358, 606-10-25-31.）」
としている。したがって、議会は、本設例において、企業が第1事業年度における履行義務の充足

に係る進捗度を60％（=30,000ドル/50,000ドル）と評価した場合を想定しているものと解される。 
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この場合、従来の規定では、全事象テストにおける権利固定要件が財またはサービスの移転時点

とされる出荷または検収時点に充足するため、各事業年度の総所得算入額は、それぞれ0ドル、

50,000ドルとなる 556。これに対して、現在の規定のものとでは、AFS所得算入ルールに従い、適

用財務諸表において収益計上された金額、それぞれ30,000ドル、20,000ドルの収益が総所得算入

される。 

 

3. 本節課題提示 

 以上のとおり、税務会計では、2017年税制改正において、GAAPとの調和を目的に、全事象テ

ストのみなし要件としてAFS所得算入ルールを導入したことで、部分的にASC 606との認識時点

を一致させることを可能にした。本改正が上記目的を達成していることは、先に紹介した設例にお

いて、総所得に係る諸項目の認識時点が変更されていることから明らかである。 

 ただし、本改正については不明確な点があり、議論の余地が存在する。先に紹介した設例1及び

2は、設例の対象とする総所得に係る項目の認識が、全事象テストにおける権利固定要件の充足時

点、すなわち財またはサービスの移転時点から、ASC 606における収益計上時点である財またはサ

ービスに対する支配の移転時点へと変更されている点で共通する。ただし、設例1では、両時点が

同一のため、実質的にAFS所得算入ルールの影響を受けないのに対して、設例2では、両時点が

異なるため、当該ルールの影響を受ける。このことから、全事象テストのもとでの認識基準「財ま

たはサービスの移転」とは、ASC 606のいう「財またはサービスに対する支配の移転」と基本的考

え方を同じくするものの、それぞれを捕捉する認識指標レベルでの差異が存在するものと解される。 

 しかしながら、議会報告書は、本改正により、全事象テストの認識指標がどのような変更された

のかという点について、明確な説明を行っていない。これは財務省解説においても同様である。さ

らにいえば、本改正に対する財務省解説においても、曖昧な点が存在する。財務省解説では、AFS

所得算入ルールについて、財務会計との調和を目的にASC 606の取扱いを部分的に取り入れたも

のとされているが、その一方で、「AFS所得算入ルールは従来の取扱いを変更するものではない。557」

や、「新基準のアドプションは財務会計と税務会計の差異を生み出す、または増加させるおそれがあ

る。558」とも解説されている。 

もっとも、上記財務省解説については、上記設例1のように、AFS所得算入ルールによる実質的

な影響を受けないケースが存在することも事実である。しかしながら、当該ルールにより認識時点

が変更された上記設例2、そして、従来の全事象テストがGAAPとの間に差異が存在すると判示し

たThor Power Tool Co.事件判決を踏まえれば、当該ルールにより、全事象テストの充足時点は、

 
556 See. Joint Committee on Taxation, (2018),supra note 296, p.163, footnote.816. 
557 84 F.R. 47191, (September 9, 2019), supra note 363, p.47193. 
558 2017-15 I.R.B. 1074, Notice 2017-17, (April 10, 2017), supra note 540, p.1073. また、財務省及

び IRSは、本改正による影響を捉えられておらず、ASC 606が I.R.C.§451の要求からどの程度逸

脱するのかという点についてのコメントを募集している（See. Ibid.）。 
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何らかの変更が生じているべきであり、この点において、上記財務省解説についての矛盾が指摘さ

れる。 

 以上のことから、AFS所得算入ルールについては、法的安定性及び納税者の予測可能性という観

点から、より具体的な認識指標レベルでの検討が必要となると考えられる。そこで本節第3項では、

発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念に関する検討として、AFS所得算入ルール導入

前後の比較分析を行い、当該ルールの位置付け、及び、権利固定要件の認識基準である財またはサ

ービスの移転を捕捉するための指標について、裁判所判決に基づく帰納的分析を行うこととする。 

 

第3項 検討 

1. 検討素材及び方法 

 本項の目的は、AFS所得算入ルールの位置付け、及び、権利固定要件の認識基準である財または

サービスの移転を捕捉するための指標を明確化することにある。そのため、検討にあたっては、当

該ルール導入前後の認識指標を比較分析する方法を採用する。 

本項の構成は次のとおりである。まず、2.では、AFS所得算入ルール導入後の検討として、当該

ルールに介して部分的に取り入れられることとなったASC 606を概観し、収益計上のための認識

要件・基準・指標を概観する。次に、3.では、AFS導入前の検討として、権利固定要件の認識基準

「財またはサービスの移転」の認識指標について、裁判所判決に基づく帰納的分析を行う。最後に、

4.において、両者の比較分析を行い、その結果を踏まえて、課税公平性を反映した発生主義のもと

での総所得に係る諸項目の認識概念について具体化を試みる。 

 なお、AFS所得算入ルールのいう適用財務諸表はASC 606に従って収益計上された財務諸表以

外の財務諸表を含むとされるが、本稿では、以下、これをASC 606に従って収益計上された財務

諸表に限定する。 

 

2. 現在の規定 

AFS所得算入ルール導入の趣旨は、財務会計との調和であり、ASC 606における収益計上を全

事象テスト充足のみなし要件とすることにより、当該会計基準の取扱いを部分的に取り入れること

にある。そこで以下に、当該ルールを介して取り入れられることとなったASC 606を概観し、そ

の認識概念を整理する。 

ASC 606とは、「顧客との契約から生じる収益」を対象とする会計基準であり 559、リース契約等

の別段の定めがあるものを除き 560、すべての顧客との契約から生じる収益を対象とする 561。当該

 
559 See. FASB, (2019b), supra note 358, 606-10-05-1. 
560 ここでいう別段の定めとは、保険契約、金融資産および金銭債権等の会計基準（Topic）の範囲

に含まれる契約上の権利または義務、（製品またはサービス保証を除く）保証、顧客または潜在的な

顧客への販売を容易にするために行われる同業他社との非金銭的交換取引をいう（See. Ibid., 
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会計基準は、収益計上のための「基本となる原則」を確立しており 562、約束した財またはサービス

の顧客への移転を、当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を反映した金

額で描写するように、収益を計上するとして 563、以下の5ステップに従うことを定めている。 

 

 「基本となる原則 564」 

Step 1：顧客との契約を識別する。 

Step 2：契約における履行義務を識別する。 

Step 3：取引価格を算定する。 

Step 4：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

Step 5：企業が履行義務を充足した時点で収益を認識（財務諸表に計上）する。 

 

 そして、収益認識に関するStep 5は、「企業は、約束した財またはサービスを顧客に移転する（顧

客が当該財またはサービスに対する支配を獲得する）ことによって、履行義務が充足した時点にお

いて（または充足するにつれて）収益を認識する。565」とし、履行義務の充足パターンを次の2つ

に大別している。第一は「一定の期間にわたり充足される履行義務」、第二は「一時点で充足される

履行義務」であり、そのふるい分けについては、「契約における取引開始日に、企業が一定の期間に

わたり履行義務を充足しない場合、履行義務は一時点で充足される。566」とされる。 

一定の期間にわたり充足される履行義務とは、通常、顧客へのサービスの移転に関する契約に基

づくものであり 567、当該履行義務は、以下の要件のいずれかを満たす場合、財またはサービスに対

する支配を一定の期間にわたり移転するにつれて、一定の期間にわたり充足する 568。 

 

(a) 企業が義務を履行するにつれて、履行により提供される便益を顧客が同時に享受し消

費すること 

 
606-10-05-2.）。 
561 See. Ibid., 606-10-15-1. 
562 See. Ibid., 606-10-05-2. 
563 See. Ibid., 606-10-05-3. 
564 See. Ibid., 606-10-05-4. なお、ここでいう財務会計上の認識とは、「ある項目を資産、負債、収

益、費用、またはこれに類するものとして、企業の財務諸表に正式に記録または組み込むプロセス

（FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No.5: Recognition and Measurement in 
Financial Statements of Business Enterprises, FASB, (1984), para.6.）」と定義される。 
565 FASB, (2019b), supra note 358, 606-10-05-4. 
566 Ibid., 606-10-25-24. 
567 See. Ibid., 606-10-05-4. 
568 See. Ibid., 606-10-25-27. なお、ここでいう資産とは、「財またはサービスは、たとえ瞬時であ

るとしても、（多くのサービスの場合のように）収受し使用される時点で資産である。資産に対する

支配とは、当該資産の使用を使図し、当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力

である。（Ibid., 606-10-25-25.）」とされる。 
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(b) 資産が生じるまたは価値が増加するにつれて、企業の義務の履行が顧客の支配する当

該資産を生じさせるまたは価値を増加すること 

(c) 企業の義務の履行が別の用途に転用することのできる資産を生じないこと、かつ、企

業が義務履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有すること 

 

一方、一時点で充足される履行義務とは、通常、顧客への財を移転に関する契約に基づくもので

あり 569、一定の期間にわたり履行義務を充足しない場合、当該履行義務は一時点に充足するとされ

る 570。そして、当該履行義務の充足時点、つまりは約束した財またはサービスを顧客に移転する（顧

客が当該財またはサービスに対する支配を獲得する）時点は、以下の指標を考慮して決定される 571。 

 

(a) 企業が顧客に提供した資産に関する対価を収受する現在の権利を有していること 

(b) 顧客が資産に対する法的所有権を有していること 

(c) 企業が資産の物理的占有を移転したこと 

(d) 顧客が資産の所有に伴う重大なリスクを負い、経済価値を享受していること 

(e) 顧客が資産を検収したこと 

 

以上のASC 606における認識概念を整理すると、当該会計基準は、顧客との契約から生じる収

益計上について、識別された履行義務の充足を認識要件とし、履行義務の充足パターンにかかわら

ず、財またはサービスに対する支配の移転を当該要件充足のための認識基準としている。そして、

当該会計基準は、その基準を捕捉する指標として、対価を収受する現在の権利、法的所有権、物理

的占有、所有に伴う経済価値享受及びリスク負担、資産の検収という5指標を挙げている。したが

って、当該ルールを介して、ASC 606における収益計上を取り入れた現在の規定のもとで、発生主

義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念とは、従来の権利固定要件の有する認識概念に対して、

上記ASC 606における認識概念が総所得に係る諸項目の認識のための十分条件として組み込まれ

たものとなる。 

 

3. 従来の規定 

 (1) 権利固定要件における認識基準「財またはサービスの移転」 

 従来の規定のもとで、発生主義のもとでの認識要件である権利固定要件は、財またはサービスの

移転を認識基準とする 572。そして、当該基準について、裁判所は、「所有に伴う便益と負担（benefits 
 

569 See. Ibid., 606-10-05-4. 
570 See. Ibid., 606-10-25-30. 
571 See. Ibid. ただし、ASC 606は、支配の移転はこれらの指標に限定されるものではないとして

いる（See. Ibid.）。 
572 See. 84 F.R. 47191, (September 9, 2019), supra note 363, p.47192. 
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and burdens of ownership）の移転が行われた時点をもって生じる。573」と判示し、その具体的な

指標として、以下のものを挙げている 574。 

 

(A) 法的所有権が顧客に移転したかどうか 

(B) 当事者が取引をどのように取り扱うか 

(C) 顧客が財の持分を取得したかどうか 

(D) 納税者が履行及び引き渡す現在の義務を有し、顧客が対価を支払う現在の義務を有

するかどうか 

(E) 顧客が物理的占有を有するかどうか 

(F) 取引当事者のうち、いずれが固定資産税を納付したか 

(G) 取引当事者のうち、いずれが財に対する損失または損害のリスクを負うか 

(H) 取引当事者のうち、いずれが財の運用または販売から生じる利益を享受するか 

 

 以上の8指標は、Grodt & McKay Realty, Inc. v. Commissioner, 77 T.C. 1221, (1981) において、

連邦租税裁判所が体系化したものであり 575、現在も広く引用されている 576。したがって、権利固

定要件における認識基準「財またはサービスの移転」とは、「所有に伴う便益及び負担の移転」によ

るアプローチ（以下、「便益負担アプローチ」）を採用し、これを捕捉するための指標として、上記

8指標が存在することになる。 

 もっとも、連邦裁判所は、財またはサービスが移転されたかどうかの決定を事実認定の問題とし

577、各指標と財またはサービスの移転との関係性、つまりは、財またはサービスの移転のための必

要十分条件を明らかにしていない。そのため、以下に、裁判所判決に基づく帰納的分析を行い、こ

れを検討する。分析方法については以下のとおりである。 

現在の規定において、発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念は、先述のとおり、権

利固定要件に対してASC 606の認識概念が十分条件として組み込まれたものである。そして、具

体的に組み込まれる認識指標については、(a) 対価を収受する現在の権利、(b) 法的所有権の移転、

(c) 物理的占有の移転、(d) 所有に伴う経済価値及びリスクの移転、(e) 資産の検収である。これは、

ASC 606における認識指標の充足時点が権利固定要件のいう財またはサービスの移転時点よりも

 
573 Route 231, LLC v. Commissioner, T.C. Memo 2014-30, (2014), p.49. 
574 Ibid., p.50. 
575 77 T.C. 1221, (1981), supra note 367, pp.1237-1238. 
576 例えば、Sollberger v. Commissioner, 691 F.3d 1119, (2011) やHutchinson v. Commissioner, 
116 T.C. 172, (2001) が挙げられる。 
577 77 T.C. 1221, (1981), supra note 367, pp.1237-1238. この点については、先決例においても同

様の判断がなされている。例えば、Derr v. Commissioner, 77 T.C. 708, (1981) において、連邦租

税裁判所は、販売が完了したかどうかのテストはすべての事実と状況を考慮するものであると判示

している（See, Derr v. Commissioner, 77 T.C. 708, (1981), p.723.）。 
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早い場合、当該ルールを介して、全事象テストが充足したとみなされることを示すものであるから、

AFS所得算入ルールの位置付けを明確化するためには、Grodt & McKay Realty, Inc.事件判決のい

う上記8指標のうち、(a)から(e)と同一または類似する指標を比較することで十分である。 

したがって、Grodt & McKay Realty, Inc.事件判決のいう財またはサービスの移転に関する上記

8指標のうち、検討すべき対象は (A)、(E)、(G)、（H）となる。本稿では、これら検討対象をASC 

606との比較可能性の観点から、「法的所有権」、「物理的占有」、「所有に伴う利益及びリスク」と分

類整理する。また、ASC 606における認識指標である(e)「資産の検収」については、「資産の引渡

しに関する指標」とする。なお、本稿では、ASC 606における認識指標「対価を収受するための現

在の権利」については、その文言の類似性から、全事象テストの認識要件である権利固定要件と対

比させることとする。 

検討にあたっては、(2)において、「法的所有権」、「物理的占有」、「所有に伴う利益及びリスク」、

(3)において、「資産の引渡しに関する指標」について、裁判所判決に基づく帰納的分析を行う。そ

して、その結果をもって、財またはサービスの移転のための必要十分条件を特定することにより、

課税公平性を反映した生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念を具体化する。 

 

(2) 「法的所有権」、「物理的占有」、「所有に伴う利益及びリスク」 

 以下に、財またはサービスの移転に対して、法的所有権、物理的専有、所有に伴う利益及びリス

クがどのように機能しているのかを整理する。検討にあたっては、以下の裁判例を素材とするが、

これらはいずれも財またはサービスの移転に関する認識時点を争点とする事件であり、本検討の目

的と整合するものである。なお、以下の裁判例における納税者は、いずれも所得を明瞭に反映する

会計方法として発生主義を採用している。 

 

① King Solarman, Inc. v. Commissioner, T.C. Memo 2019-103, (2019). 

② Hallmark Cards, Inc. v. Commissioner, 90 T.C. 26, (1988). 

③ Keith v. Commissioner, 115 T.C. 605, (2000). 

 

① King Solarman, Inc. v. Commissioner, T.C. Memo 2019-103, (2019). 

 納税者（King Solarman, Inc.）は、メーカーの製品（ソーラータワー）を製造する会社であり、

本件製品をリース会社Fund（顧客）に販売、顧客は、仲介会社を介して、本件製品をエンドユー

ザーにリースしている。納税者は、顧客との契約において、本件製品の保証義務を負い、当該保証

がメーカー及びKing Solarman LLC（製品保証会社）の保証対象外である場合に限り、その義務

を履行することが定められている。 

 2014年事業年度（係争事業年度）において、納税者は、顧客に販売した製品につき、製品保証義

務を根拠に、当該事業年度に顧客から収受した割賦金を総所得として認識しなかった。これに対し
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て、内国歳入庁長官は、全事象テストのもとで、本件製品対価の全額が財の移転時点で稼得されて

いるため、係る全額を係争事業年度の総所得として認識すべきとして、納税者の取扱いを否認した。 

 本件争点は、本件対価の額が財の移転によって稼得されたかどうかであり、連邦租税裁判所は以

下のように判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

 「納税者は、出荷日である2014年12月30日（本件係争事業年度）において、販売

契約のもとで本件製品の移転を完了した。それゆえ、本件製品に係る法的所有権及び物

理的占有は顧客に移転している。……（そして、）本件製品出荷後、ソーラータワーの修

理及び維持に係るすべての責任は、別の会社である製品保証会社に移転している。578」

（カッコ内筆者加筆） 

 「納税者の主張は、ソーラータワーが故障し、故障した部品が製造業者の保証対象外

であり、製品保証会社が修理することができず、エンドユーザーが顧客にリース料を支

払わず、顧客がそれ以上の製品対価の支払いを拒否する、という将来のシナリオを想定

したものである。この想定される将来の事象は、対価の総額を収受するための権利を喪

失させる可能性があるという後発事象にすぎない。しかしながら、係る後発事象が生じ

る可能性は、2015年（本件係争事業年度）の実績より、納税者が全体としての対価を稼

得したという事実を否定するものではない。したがって、後発事象に基づく未精算の保

証義務が存在するにもかかわらず、納税者が財の移転を完了したと結論づけた内国歳入

庁長官の決定は、裁量権の濫用にあたらない。579」 

 

このように、当裁判所は、本件製品に関する法的所有権、物理的占有、そして、修理及び維持に

係る責任というリスクが顧客に移転した本件製品を、財の移転として判断している。また、当裁判

所は、本件製品の移転後、顧客が直ちにエンドユーザーへリースした事実をもって、本件製品が所

有に伴う利益享受を納税者から顧客へ移転されていたことを確認していることから 580、当該事件判

決において、法的所有権、物理的占有、所有に伴う利益及びリスクの移転した財は、財の移転に該

当すると判定されていることになる。 

 

② Hallmark Cards, Inc. v. Commissioner, 90 T.C. 26, (1988). 

納税者（Hallmark Cards, Inc.）は、係争事業年度において、翌事業年度まで商品の法的所有権

が顧客に移転しないとする商品販売契約のもと、顧客に商品を出荷した。そして、納税者は、法的

 
578 King Solarman, Inc. v. Commissioner, T.C. Memo 2019-103, (2019), p.30, aff'd, 840 Fed. 
Appx. 74, (2020) supra note 292. 
579 Ibid., pp.31-32. 
580 See. Ibid., p.9.  
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所有権を移転していないことを理由に、本件商品に係る対価の額を商品出荷事業年度（係争事業年

度）の総所得として認識しなかった。これに対して、内国歳入庁長官は、本件商品出荷時点で物理

的占有は移転しており、係る対価の額を係争事業年度に認識すべきであるとして、納税者の取扱い

を否認した。 

 本件争点は、法的所有権の移転していない本件商品の販売が全事象テストを充足するか否かであ

り、裁判所は、「販売が行われる時点は、状況全体から決定される。単一の要因が支配しているわけ

ではなく、法的所有権の移転は考慮すべき最も重要な要因である。ただし、物理的占有の移転もま

た重要である。目的は売り手が契約のもとで対価を収受する無条件の権利を取得した時点を決定す

ることにある。581」としたうえで、以下のように判示し、納税者の請求を容認している。 

 

「本件商品に係る販売契約のもとで、納税者の権利が係争事業年度の翌事業年度1月1

日まで生じていないことについては疑いの余地がない。納税者はこの時点まで対価を収

受する権利と交換に、商品所有に伴う便益と負担を放棄していない。（したがって、）納

税者は翌事業年度1月1日より前に所得に係る権利を有しておらず、全事象テストの第

一要件は充足していない。……法的所有権と損失に係るリスクの移転という性質につい

て、単なる「自由裁量」や「形式的」であるとした内国歳入庁長官の主張は、支持され

るものではない。買い手への法的所有権と損失に係るリスクの移転は、自由裁量である

どころか、取引の中心を構成するものであり、納税者が対価を収受する権利の必須条件

である。法的所有権が移転されるその瞬間まで、潜在的な買い手は単に本件商品を占有

するだけであり、それ以上のものはない。買い手が物理的占有を有する間に商品が破壊

された場合、損失は納税者が被ることとなっている。そして、買い手が取引を進行する

意思がないと決定した場合、顧客は罰則なく納税者に商品を返品することができる。顧

客が当該権利をめったに行使しないという事実は重要ではなく、支配とは権利の存在に

よるものである。582」（カッコ内筆者加筆） 

 

 このように、当裁判所は、物理的占有のみが顧客に移転した本件商品について、契約上、法的所

有権とリスクを移転していないことを理由に、納税者は所有に伴う便益と負担を放棄していないと

判示している。そして、当裁判所は、物理的占有を単なる占有にすぎないと判示していることから、

本件商品にかかる所有に伴う利益もまた、移転していないと判定していると解される。したがって、

当該事件判決において、物理的占有の移転した財、つまりは法的所有権及び所有に伴う利益及びリ

スクを移転していない財は、財の移転に該当しないと判定されていることになる。 

 
 

581 Hallmark Cards, Inc. v. Commissioner, 90 T.C. 26, (1988), p.32. 
582 Ibid., pp.32-33. 
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③ Keith v. Commissioner, 115 T.C. 605, (2000). 

 不動産の販売取引を行う納税者（Keith）は、不動産売買契約の期間中、法的所有権の移転前に

おいて、顧客から収受した対価のすべてを収受するまで負債として計上し、契約価格の全額を収受

した時点で総所得として認識した。これに対して、内国歳入庁長官は、不動産売買契約締結により

本件不動産の所有に伴う便益と負担は顧客へ移転したため、本件不動産の販売は完了しており、納

税者の取扱いが所得を明瞭に反映していないとして、これを否認した 583。 

本件争点は、法的所有権の移転前の不動産売買契約時点で、本件不動産の売却益を認識すべきか

どうかである。連邦租税裁判所は、先決例に基づき、「法的所有権の移転は販売完了のための前提で

はない 584」としたうえで、本件不動産売買契約が「所有に伴う便益及び負担を顧客に与えるのに十

分かどうかを判断する必要がある。585」としたうえで、以下のように判示し、納税者の請求を棄却

している。 

 

「本件において、不動産売買契約は、契約期間中、財の物理的占有を顧客に与えると

される。これは、住宅として財を使用する権限が与えられていることからも明らかであ

る。また本件契約は、顧客に対して、契約締結日から……法的所有権を保有するかのよ

うに、すべての責任を負うことを要求するものである。586」 

「（Tucker Fed. Sav. & Loan Association v. Alford, 169 Ga. App. 38, 311 S.E.2d 229 

において、）ジョージア州裁判所は、まず「本件取引は所有に伴う利益と責任のすべてを

……顧客に明確に与えている。」と判示した。そのうえで最終的に、「本件不動産売買契

約は、もちろん、……顧客に法的所有権を与えるものではなかったが、所有に伴う正当

な持分と権利を与えた。」と結論付けた。以上のことから、ジョージア州裁判所と同様、

本件不動産売買契約は顧客に対して正当な所有を移転した……と結論付けられる。587」

（カッコ内筆者加筆） 

 「発生主義のもとで、不動産売買契約から生じる利得は、所得を収受するための権利

が確定し、係る所得の金額が合理的に決定できる事業年度に報告可能となる。……本件

契約に基づき、買い手が対価の全額を支払う義務は無条件となったため、本件契約の締

結は、係る金額に対する納税者の権利を確定している。……これは、発生主義納税者に

対して特定の事業年度に総所得算入することを要求する事実上の根拠が当該事業年度の

販売の完了であるとしてきた裁判所の長年の立場と首尾一貫するものである。588」 

 
583 See. Keith v. Commissioner, 115 T.C. 605, (2000), pp.609-610. 
584 Ibid., p.611. 
585 Ibid., p.611. 
586 Ibid., p.612. 
587 Ibid., pp.613-614. 
588 Ibid., pp.617-618. 
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このように、当裁判所では、本件不動産売買契約は本件不動産に係る物理的占有と所有に伴う利

益及びリスクを顧客に移転したものであるとして、本件不動産が顧客に移転したと判示されている。

そして、当裁判所は、法的所有権について、財の移転のための前提ではないこと、本件契約期間中

に移転されないことを確認している。したがって、当該事件判決において、物理的占有及び所有に

伴う利益及びリスクを移転した財、つまりは法的所有権を移転していない財が、財の移転に該当す

ると判定されていることになる。 

 

以上の裁判例分析から、便益負担アプローチを採用する財またはサービスの移転と、法的所有権、

物理的占有、所有に伴う利益及びリスクという指標の関係性について、次のような結論が導かれる。

それは、所有に伴う利益及びリスクの移転が財またはサービスの移転のための必要十分条件であり、

法的所有権及び物理的占有の移転が財またはサービスの移転のための必要条件にも十分条件にも該

当しないということである。 

まず、King Solarman, Inc.事件判決では、財に係る法的所有権、物理的占有、所有に伴う利益及

びリスクが移転した場合、当該財は移転したと判定されている。次に、Hallmark Cards, Inc.事件

判決では、財に係る物理的占有のみが移転した場合、当該財は移転していない、つまりは法的所有

権、及び、所有に伴う利益及びリスクを有する納税者が財を所有するものと判定されている。最後

に、Keith事件判決では、財に係る物理的占有、及び、所有に伴う利益及びリスクが移転した場合、

当該財は移転した、つまりは法的所有権のみを有する顧客が財を所有していないと判定されている。 

以上を整理すると、財またはサービスの移転に関して、次の3つの結果が導かれる。第一は、法

的所有権の移転は財またはサービスの移転のための必要条件にも十分条件にも該当しないというこ

とである。これは、法的所有権のみを移転していない財が財の移転に該当すると判示されたKeith

事件判決より明らかである。また、この結果は、King Solarman, Inc.事件判決とKeith事件判決と

の比較より、法的所有権の移転が財またはサービスの移転に直接関係していないといえるため、間

接的にも示されるものである。実際に、連邦巡回裁判所は、Boykin v. Commissioner, 344 F.2d 

889,(1965) において、財またはサービスの移転に関して、法的所有権を唯一の指標とすることを批

判しており、「法律上、法的所有権という技術的な方法だけで、財産に関する納税者の保有期間がど

の時点で終了するかを決定することは支持できるものではない。589」と判示している。 

第二は、物理的占有の移転が財またはサービスの移転のための必要条件にも十分条件にも該当し

ないということである。これは、物理的占有のみを移転した財が財の移転に該当しない判示された

Hallmark Cards, Inc.事件判決より明らかである。また、この結果は、King Solarman, Inc.事件判

決とHallmark Cards, Inc.事件判決との比較より、物理的占有が財またはサービスの移転に直接関

 
589 Boykin v. Commissioner, 344 F.2d 889, (1965), pp.893-894. 
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係していないといえるため、間接的にも示されるものである 590。 

第三は、所有に伴う利益及びリスクの移転は財またはサービスの移転のための必要十分条件に該

当するということである。これは、第一及び第二の結果とKing Solarman, Inc.事件判決より示さ

れる。King Solarman, Inc.事件判決では、法的所有権、物理的占有、所有に伴う利益及びリスクの

移転した財が財の移転に該当すると判示されているが、第一と第二の結果より、所有に伴う利益及

びリスクの移転のみをもって、財またはサービスの移転を捕捉することが可能となる。また、この

結果は、Hallmark Cards, Inc.事件判決とKeith事件判決との比較からも示される。両事件判決は、

納税者が法益所有権、顧客が物理的占有を有している点で共通し、所有に伴う利益及びリスクの帰

属と、財またはサービスが移転したかどうかという点で相違が存在する。このことから、当該指標

が財またはサービスの移転のための必要十分条件に該当するということが示される。 

 以上を整理すると、裁判例分析の結果として、課税公平性を反映した発生主義のもとでの権利固

定要件の認識基準、便益負担アプローチを採用する「財またはサービスの移転」とは、所有に伴う

利益及びリスクの移転を財またはサービスの移転のための必要十分条件とし 591、法的所有権及び物

理的占有については、財またはサービスの移転のための必要条件にも十分条件にも該当しないとい

う結論が導かれる 592。 

 

(3) 引渡しに関する具体的指標 

ASC 606は、財またはサービスに対する支配の移転の指標として、資産の検収が挙げられている。

 
590 この点については、Marsh Jr., (1986) において、「財が長期賃貸借または売主に賃貸されている

場合、物理的占有の権利は意味をなさない。（Marsh Jr., Richard E., “Tax Ownership of Real 
Estate”, 39 Tax Law 563, (1986), p.578.）」と指摘されている。 
591 Paul, (1996) は、財産が受益者に資産を販売したかどうかを決定する際、損益のリスクがしば

しば重要であり、Grodt & McKay Realty, Inc.事件判決における8指標のうち(G)及び(H)、つまり

は所有に伴う利益及びリスクが重要であると述べられている（See. Paul, Deborah L., “Another 
Uneasy Compromise: The Treatment of Hedging in a Realization Income Tax”, 3 Fla. Tax Rev. 1, 
(1996), p.9.）。また、Simonson, (1984) も、リース物件が移転したかどうかの議論の中で、同様の

見解を示しており、「租税法上の所有に関する論点の最終的な審理は、貸手がリース物件に伴う重要

な経済的利益が実現する、または、経済的損失が発生する立場にあるかどうかの評価に影響する。

（Simonson, Michael H., “Determining Tax Ownership of Leased Property”, 38 Tax Law. 1, 
(1984), p.3.）」と述べられている。 
592 この点について、Marsh Jr., (1986) は、「取引における所有に伴う経済的な便益と負担を判定す

る上で、多くのうわべだけの指標が与えられているが、法的所有権、当事者の意図、物理的占有、

会計上の利益または損失の発生等の無関係な考慮事項に無駄な労力が費やされている。（Marsh Jr., 
(1986), supra note 590, p.599.）」と述べられており、法的所有権等の指標と便益と負担の移転との

間に、直接的関係性がないことを指摘している。また、Raskolnikov, (2005) は、当事者間の権利及

び義務がいつ確定するかを決定するに中心的な役割を担うものであるとしつつも、両指標が必然的

に分割される状況においては、経済的な便益と負担が競合する所有の権利を測るための重要な考慮

事項であると述べられている(See. Raskolnikov, Alex, “Contextual Analysis of Tax Ownership”, 
85 B.U.L. Rev. 431, (2005), p.504.)。 
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そのため、全事象テストのいう権利規定要件のもとで、資産の引渡しがどのようなタイミングによ

って認識されていたのかを整理する。 

財務省規則は、資産の引渡しについて、「納税者がどの時点で総所得算入するかを決定する際、納

税者によって採用される方法は、GAAPに従い、当該方法が継続適用されており、かつ、当該方法

が財務省規則と首尾一貫する場合に限り、一般に容認される。593」としたうえで、「納税者は、納

税者の帳簿作成のために継続して採用される方法に従い、請求の有無に関わらず、商品の船積、製

品の出荷または検収時点で、……係る売上を総所得の額に算入するものとする。594」と定めている。 

この点については、裁判所においても同様であり、連邦租税裁判所は、全事象テストのもとでの

引渡しについて、「特定の状況に応じて、商品の船積、検収、出荷、またはその他の時点で充足され

る。595」ものであり、「所得を明瞭に反映するとみなされる許容可能な会計方法を首尾一貫して利

用することが要求される。596」と判示している。そして、これは以下の具体的な裁判例からも示さ

れる。 

 まず、資産の引渡しが出荷時点とされた裁判例としては、Record Wide Distributors, Inc. v. 
Commissioner, 682 F.2d 204, (1982) が挙げられる。本件において、連邦巡回裁判所は、「発生主義

のもとで、商品の出荷及びそれに対応する棚卸資産の減少時点において、請求額が売掛金勘定とし

て適切に総所得の額に算入されるとした連邦租税裁判所の判断は正当である。597」と判示し、収入

時点で本件商品に係る収益を総所得として認識した納税者の取扱いを否認している。 

次に、資産の引渡しが船積時点とされた裁判例としては、Challenge Publications, Inc. v. 
Commissioner, T.C. Memo. 1986-36, (1986) が挙げられる。本件において、連邦租税裁判所は、「船

積された雑誌の総売上の額は、納税者が船積した時点で所得として発生している。598」とし、船積

時点で本件商品に係る収益を総所得として認識した納税者の取扱いを容認している。 

最後に、資産の引渡しが検収時点とされた裁判例としては、Peninsula Steel Products & 
Equipment Co. v. Commissioner, 78 T.C. 1029, (1982) が挙げられる。本件では、顧客との契約の

もとで、納税者が販売した製品を現場で組み立てることを約束されていた事実から、連邦租税裁判

所は、「出荷日から契約履行が完了した日までにかなりの時間差が生じる可能性がある。この事実は、

製品が出荷された時点ではなく、製品が顧客によって検収された時点で、発注（または契約）が完

了したことを示している。599」として、出荷時点で本件製品に係る収益を総所得として認識した納

 
593 Treas. Reg. § 1.446-1(c)(ii)(C). 
594 Treas. Reg. § 1.446-1(c)(ii)(C). 
595 90 T.C. 26, (1988), supra note 581, p.35. 
596 Ibid., pp.35-36. 
597 Record Wide Distributors, Inc. v. Commissioner, 682 F.2d 204, (1982), p.206. 
598 Challenge Publications, Inc. v. Commissioner, T.C. Memo. 1986-36, (1986), pp.18-19, aff'd, 
845 F.2d 1541, (1988), p.545. 
599 Peninsula Steel Products & Equipment Co. v. Commissioner, 78 T.C. 1029, (1982), 
pp.1040-1041. 
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税者の取扱いを否認している。 

 

第4項 結果及び考察 

最後に本項では、AFS所得算入ルール導入前後の認識指標を比較分析することにより、当該ルー

ルの位置付けを整理するとともに、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目

の認識概念を体系化する。これまでの検討を整理すると以下のとおりである。 

 従来の総所得に係る諸項目の認識概念については、全事象テストにおける権利固定要件のもとで、

財またはサービスの移転を認識基準とする。当該判断基準については、前項検討より、便益負担ア

プローチを採用し、所有に伴う利益及びリスクの移転が総所得算入のための必要十分条件に該当す

ること、そして、法的所有権及び物理的占有の移転が総所得算入のための必要条件にも十分条件に

も該当しないこと、資産の引渡しに関する指標としては、継続適用を条件に、船積、出荷、検収の

いずれの時点も容認されることが示された。 

 これに対して、AFS所得算入ルールが導入された現在では、権利固定要件に対して、当該ルール

を介してASC 606における収益計上が十分条件として組み込まれる。そして、ASC 606における

収益計上については、識別された履行義務の充足を認識要件、財またはサービスに対する支配の移

転を認識基準とし、当該基準を捕捉するための指標を、対価を収受する現在の権利、法的所有権、

物理的占有、所有に伴う経済価値の享受及びリスク負担、資産の検収とする。 

 以上の検討結果を比較すると、全事象テストに対するAFS所得算入ルールによる影響について、

以下の４つの結果が導かれるため、当該ルールが課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得

に係る諸項目の認識概念と整合しないという結論が示される。 

第一は、法的所有権及び物理的占有の捉え方の相違により生じる影響である。法的所有権及び物

理的占有の移転は、従来、財またはサービスの移転のための必要条件にも十分条件にも該当しない

のに対して、現在ではこれがAFS所得算入ルールを介して十分条件として機能する。この変化は、

法的所有権と物理的占有のうち少なくとも一方が顧客に移転した場合、係る移転から生じる収益が

ASC 606のもとで財務諸表に計上されるため、権利固定要件充足の前に係る収益が総所得として認

識されることを意味する。したがって、当該ルールは、法的所有権及び物理的占有の移転の捉え方

において、全事象テストに変更をもたらしたといえる。 

第二は、権利固定要件のもとでの認識指標「所有に伴う利益及びリスク」と、ASC 606のものと

での認識指標「所有に伴う経済価値及びリスク」の相違により生じる影響である。両文言は、いず

れも認識指標としてその概念レベルを同一とし、また、その文言の類似性より、その基本的考え方

を同じくするものといえる。ただし、両文言については、いずれも明確な定義が設けられていない

ため、文理解釈の観点からいえば、少なくとも前者のいう「利益」は後者のいう「経済価値」と同

義ではなく、対象範囲に差異が存在するものと解される。それゆえ、前者が後者よりも狭義である

場合、全事象テストが充足する前に総所得算入されることとなるため、本観点においても、AFS所
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得算入ルールは全事象テストに対して変更をもたらす可能性があるといえる。 

第三は、資産の引渡しに関する捉え方の相違により生じる影響である。資産の引渡しに関して、

従前の規定では、出荷、船積、検収のいずれも時点も容認しているが、現在ではこれに加え、AFS

所得算入ルールにより、資産の検収を財またはサービスの移転のための十分条件とする制限が付さ

れている。ただし、この資産の検収とは、一般に、資産の検収が出荷、船積よりも後に生じる事象

であるため、権利固定要件のもとでの認識時点に変更は生じない。したがって、本観点においては、

当該入ルールは全事象テストに対して実質的な変更をもたらさないといえる。 

第四に、権利固定要件とASC 606の指標「対価を収受する現在の権利」の相違により生じる影

響である。ASC 606のいう権利とは、強制力のある権利を含む点で、権利固定要件のいう権利より

も広義であり、それぞれのいう権利の範囲に差異が存在している。そのため、先に紹介した議会報

告書における設例2のように、ASC 606に従い納税者が対価を収受するための現在の強制力のある

権利をもって適用財務諸表に収益を計上した場合、係る収益は、全事象テストが充足する前に認識

されることになる。したがって、本観点において、AFS所得算入ルールは全事象テストに対して変

更もたらしたことになる。 

さらにいえば、権利固定要件とASC 606における「対価を収受する現在の権利」は、それぞれ

要件と指標という点で概念レベルに相違がある。そのため、権利固定要件は、下位概念である認識

基準及び指標の影響を受けることとなる。そして、上記の第一及び第二の結論から、全事象テスト

とASC 606の間には、下位概念において差異が存在することが示されている。したがって、この

概念レベルの相違もまた、本観点において、AFS所得算入ルールが全事象テストに対して変更をも

たらした点といえる。 

 そして、上記検討結果のうち、第一、第二、第四の結果は、AFS所得算入ルールが課税公平性を

反映した発生主義のもとでの認識概念である従来の全事象テストに対して変更を及ぼしたことを示

すものであるから、当該ルールが同目的を反映したものではないということが示される。以上を踏

まえて、本章の検討対象である課税公平性を反映した発生主義のもとでの認識概念を整理すると、

図表6-2のようにまとめることができる。なお、本項の検討対象外については、「N/A」を入力して

いる。 
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図表6-2「I.R.C. § 451(b)のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念詳細」 

目的 主義 原則 要件 基準 指標 

課 

税 

公 

平 

性 

発 

生 

主 

義 

実 

現 

原 

則 

全 

事 

象 

テ 

ス 

ト 

の 

充 

足 

認識 

要件 

権利固定 

要件 

財またはサー

ビスの移転 

：便益負担ア

プローチ 

 財の引渡し 

（出荷、船積み、検収） 

 所有に伴う利益及びリス

クの移転 

収入期限到来 N/A600 

収入 N/A601 

測定 

要件 

金額合理的 

正確性要件 
N/A602 N/A603 

みなし 

要件 

AFS 

所得算入 

ルール 

N/A604  N/A605 

（出典：筆者作成） 

 

 さらに本章結論より副次的に、第5章で検討したThor Power Tool Co.事件判決の現在における

正当性が示される。当該事件判決は、「財務会計の主要な目的は、投資者、債権者、その他の利害関

係者の意思決定に有用な情報を提供することであり、……税務会計の主要な目的は公平な歳入確保

であり、内国歳入庁の責任は公的な財政の保護である。……税務会計と財務会計の推定上の同等性

は、目的の相違、さらには相反を考慮すると、認められるものではない。606」として、所得を明瞭

に反映する会計方法である発生主義とGAAPとの間には、目的の相違に基づく認識概念の差異が存

在することを明らかにした。そして、本章結論は、AFS所得算入ルール導入により、両者間の差異

が縮小したこと、つまりは従前において、両者間の認識概念に差異が存在していたことを示すもの

 
600 本稿では、収入期限到来という認識基準を、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得

に係る諸項目の認識概念と整合しないものとして位置付けているため、「N/A」を入力している。 
601 本稿では、収入という認識基準を、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸

項目の認識概念と整合しないものとして位置付けているため、「N/A」を入力している。 
602 本稿では、金額合理的正確性要件を、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る

諸項目の測定概念と位置付けているため、「N/A」を入力している。 
603 同上の理由により、「N/A」を入力している。 
604 本稿では、AFS所得算入ルールを、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る諸

項目の認識概念と整合しないものとして位置付けているため、「N/A」を入力している。なお、ここ

で入力される認識基準とは、「ASC 606における収益計上」である。 
605 同上の理由により、「N/A」を入力している。なお、ここで入力される認識指標とは、ASC 606
における認識指標であり、具体的には、対価を収受する現在の権利の移転、法的所有権の移転、物

理的占有の移転、所有に伴う経済価値享受及びリスク負担の移転、資産の検収が挙げられる。 
606 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, p.542. 
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である。そして、ASC 606は、「顧客との契約から生じる収益及びキャッシュフローの性質、金額、

時期、不確実性に関する有用な情報を財務諸表利用者に報告するための原則を確立したものである。

607」としており、その文言の同一性から、Thor Power Tool Co.事件判決のいう財務会計の主要な目

的と整合する目的を反映するものである。 

以上のことから、権利固定要件とASC 606における認識概念の相違は、税務会計と財務会計と

いう目的の相違により説明可能となるため、本章結論より、Thor Power Tool Co.事件判決が現在に

おいても同様に成立することが示される。そして、この副次的結論は、AFS所得算入ルールによっ

て認識される場合、総所得に係る諸項目が実現する前に早期に総所得として認識されることを意味

する 608。 

 

第5節 本章のまとめ 

 本章では、我が国法人税法 22 条 4 項のいう課税公平性を反映した一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の比較対象として、I.R.C. § 451(b)をもとに、課税公平性を反映した発生主義のも

とでの総所得に係る諸項目の認識概念についての検討を試みた。 

 第2節では、規定の概要として、I.R.C. § 451(b)の有する認識概念が、主義・原則を、それぞれ

発生主義・実現原則とし、これを捕捉するための全事象テストが認識要件である権利固定要件、測

定要件である金額合理的正確性要件、みなし要件である AFS 所得算入ルールで構成されることを

確認した。 

第3節では、本章検討目的との整合性より、North American Oil Consol.事件判決において確立

された判例理論「権利の請求理論」、そして、権利固定要件における認識基準「財またはサービスの

移転、収入期限到来、収入」のうち、収入期限到来及び収入の位置付けに関して、その留意点を提

示し、これを検討した。 

その結果、権利の請求理論については、所得の定義の充足可否を判定する理論であること、その

有する認識要件が当該判定に従属してするものとして位置付けられること、当該認識要件が会計方

法に依存しないこと、現金主義のもとでの会計方法と整合する理論であること、全事象テストとの

関係性において、当該テストに優先して適用されるケースが存在しないことが示されたため、本章

の検討目的と整合しないことを明示した。また、第二の留意点については、前受金を素材に帰納的

分析を行った結果、収入期限到来及び収入については、歳入確保という目的を反映したものであり、

 
607 See. FASB, (2019b), supra note 358, 606-10-05-2. FASBは、財務報告の目的について、「既存

及び将来の投資者、与信者、その他の債権者が企業の資源提供に関する意思決定を行うのに有用な

報告主体の企業に関する財務情報を提供すること（FASB, (2018), supra note 335, OB2.）」とし、

既存及び将来の投資者、与信者、その他の債権者を財務報告の主要な利用者としている（See. Ibid., 
OB5.）。 
608 この実現と認識の関係性については、2017年税制改正で議論されながらも、依然として明確化

が避けられた論点である（See. T.D. 9941, (December 14, 2020), pp.9-10.）。 
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本稿の検討目的とは整合しないこと、そして、財またはサービスの移転がこれと整合するものであ

ることが示されたため、本章における検討対象が財またはサービスの移転にあることを示した。 

第4節では、これまでの検討を踏まえ、課税公平性を反映した発生主義のもとでの総所得に係る

諸項目の認識概念を体系化するため、AFS所得算入ルールの位置付け、及び、権利固定要件の認識

基準「財またはサービスの移転」を捕捉するための指標についての検討を試みた。その結果、当該

ルールが本章目的と整合しないこと、そして、係る認識基準については、便益負担アプローチを採

用すること、これを捕捉するための指標として、財の引渡し（出荷、船積み、検収）、及び、所有に

伴う利益及びリスクの移転が存在することが示された。また、本章結論より副次的に、第5章結論、

すなわちThor Power Tool Co.事件判決の現在における成立可能性を保証した。 

もっとも、本章結論は、裁判所判決に基づく帰納的分析により導出されたものであり、限界があ

る。つまり、本章結論として示した認識指標とは、厳密にいえば、財またはサービスの移転のため

の十分条件に該当するものであり、必要十分条件を表すものではない。そのため、本章結論をもっ

て係る認識指標のすべてが明確化されたと解することは妥当でなく、より詳細な結論を導出するた

めには、さらなる裁判例分析を行うことが要求される。 

このように、本稿の結論については、帰納的分析ゆえの限界が存在する。しかしながら、本章結

論が検証対象である第 4 章結論、すなわち、我が国法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認

められる会計処理の基準の有する益金に係る諸項目の認識概念よりも、多くの情報を有しているこ

とは明らかであり、この点において、本章結論は比較対象としての機能を十分に果たし得るもので

ある。そこで本稿では、第7章において、法人所得の構成要素である所得控除に係る諸項目の認識

概念を検討したうえで、第6章及び第7章結論から入手可能な情報をもって、第8章において、我

が国法人税法22条4項との比較分析を試みることとする。 
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第7章 I.R.C. § 461(h)のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念に関する検討 

第1節 はじめに 

本章の目的は、我が国法人税法 22 条 4 項のいう課税公平性を反映した一般に公正妥当と認めら

れる会計処理の基準の比較対象として、その有する損金に係る諸項目の認識概念に相当する内容を

定めた I.R.C. § 461(h)を検討することにある。そのため、本章検討にあたっては、本規定のもとで

の認識概念のうち、課税公平性を反映した発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念を

明確化する必要がある。 

アメリカ合衆国において、納税者が発生主義を採用する場合、法人所得の構成要素である所得控

除に係る諸項目は、I.R.C. § 461(h)のもとで、「全事象テスト（all events test）」及び「経済的効果

テスト（economic performance test）」により判定される 609。ここでいう全事象テストとは、「全

事象テストは、いかなる項目に関して、債務（liability）の事実を確定し（determine）、かつ、当

該債務の金額が合理的正確性をもって決定可能となるための全事象が生じた場合、充足される。610」、

経済的効果テストとは、「いかなる項目に関して、各事業年度中にある金額が発生したかどうかを決

定する際、全事象テストは、当該項目に関する経済的効果（economic performance）が発揮される

時点よりも早い時点で、充足するものとして取り扱われなければならない。611」とされる。 

このように、所得控除に係る諸項目は、全事象テスト及び経済テストの充足によって所得控除と

して認識及び測定されるが、その充足可否を判定する認識基準及び指標に関しては、事実認定の問

題によるとされ 612、体系的に整理されていない状況にある。そこで本章では、課税公平性を反映し

た発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念についての検討を試みる。そのため、全体

の構成は以下のとおりとする。 

第2節では、規定の概要として、現行法である I.R.C. § 461(h)の有する認識概念である全事象テ

スト及び経済的効果テストについて概観する。次に、第3節では、論点整理として、連邦最高裁判

所判決を中心とした裁判例沿革、及び、立法経緯を概観し、全事象テスト及び経済的効果テストの

基本的考え方を整理する。そして、第4節では、第5章副次的結論として提示した検討方法、財務

会計との比較分析に基づき、課税公平性を反映した発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認

識概念についての検討を行う。最後に、第5節では、全体のまとめを行うとともに、本章の課題を

提示する。 

 

第2節 規定の概要 

アメリカ合衆国において、法人所得である課税所得は、総所得から所得控除を差し引いて計算さ

 
609 See. I.R.C. § 461(h)(1) and (4). 
610 I.R.C. § 461(h)(4). 
611 I.R.C. § 461(h)(1). 
612 71 F.3d 209, (1995), supra note 285, p.216. 
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れる 613。このうち所得控除に係る諸項目については、営業または事業費用、利子、税金、損失、貸

倒れ、減価償却費等が挙げられる 614。つまり、原価・費用・損失がこれに該当する 615。 

 所得控除の会計方法については、I.R.C. § 461(a)のもとで、「所得控除……に係る諸項目の金額は、

……課税所得計算において採用する会計方法のもとで適切な事業年度とされる事業年度に算入され

るものとする。616」とされる。そして、I.R.C. § 446に基づき、納税者が所得を明瞭に反映する会

計方法として発生主義を選択した場合、所得控除に係る諸項目の認識及び測定は、別段の定めがあ

るものを除き、全事象テスト及び経済的効果テストのもとで判定される 617。規定は以下のとおりで

ある。 

 

 I.R.C. § 461(h)(4)「全事象テスト」 

「全事象テストは、いかなる項目に関して、債務（liability）の事実を確定（determine）

し、かつ、当該債務の金額が合理的正確性をもって決定可能となるための全事象が生じた

場合、充足される。618」 

 

 I.R.C. § 461(h)(1)「経済的効果テスト」 

「いかなる項目に関して、各事業年度中にある金額が発生したかどうかを決定する際、全

事象テストは、当該項目に関する経済的効果（economic performance）が発揮される時

点よりも早い時点で、充足するものとして取り扱われなければならない。619」 

 

 このように、所得控除に係る諸項目である原価・費用・損失は、その認識及び測定として、全事

象テストのもとで債務の事実の確定、及び、金額の合理的正確性、経済的効果テストのもとで経済

的効果の発揮が要求される。本稿では、以下、それぞれ「債務事実確定要件」、「金額合理的正確性

要件」、「経済的効果発揮要件」と表現する。 

 債務事実確定要件及び金額合理的正確性要件については、明文規定上、具体的な内容は定められ

 
613 See. I.R.C. § 63(a). 
614 See. I.R.C. § 162, I.R.C. § 163, I.R.C. § 164, I.R.C. § 165, I.R.C. § 166 and I.R.C. § 167.  
615 Treas. Reg. § 1.162-1(a). なお、ここでいう原価とは、I.R.C. § 471のもとで、期末棚卸資産評

価額に関する別段の定めが存在するため（See. I.R.C. § 471(a).）、厳密にいえば、その計算要素のう

ち、棚卸資産の取得価額を指す。 
616 I.R.C. of 1954 § 461(a), 68A Stat., 157. 
617 厳密にいえば、経済的効果テストという文言は、内国歳入法典には存在しない。ただし、裁判

所においては、広く用いられているため（See. Setliff v. Commissioner, T.C. Memo 1987-330, 
(1987), Maxus Energy Corp. v. United States, 31 F.3d 1135, (1994) and IES Industries, Inc. v. 
United States, 253 F.3d 350, (2011).）、本稿でもこれに準じて、I.R.C. § 461(h)(2)を「経済的効果

テスト」と表現する。 
618 I.R.C. § 461(h)(4). 
619 I.R.C. § 461(h)(1). 
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ていない。ただし、経済的効果発揮要件については、I.R.C. § 461(h)(2)のもとで、以下のように規

定される 620。 

 

I.R.C. § 461(h)(2)「経済的効果が発揮される時点 621」 

（A） 納税者に移転されるサービスまたは財 

i. 第三者による納税者へのサービスの提供により納税者の債務が生じた場

合、経済的効果は第三者が当該サービスを提供した時点で発揮される。 

ii. 第三者による納税者への財の移転により納税者の債務が生じた場合、経済

的効果は第三者が当該財を移転した時点で発揮される。 

iii. 納税者による財の使用により納税者の債務が生じる場合、経済的効果は納

税者が当該財を使用した時点で発揮される。 

（B） 納税者により移転されるサービスまたは財 

納税者の債務が納税者に対して財またはサービスを移転することを要請する場

合、経済的効果は、納税者が当該財またはサービスを移転した時点で発揮され

る。 

 

以上のとおり、発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目は、別段の定めがあるものを除き、債

務事実確定要件及び金額合理的正確性要件で構成される全事象テスト、経済的効果発揮要件で構成

される経済的効果テストを充足することによって、所得控除として認識及び測定される。これは財

務省規則においても同様であり、Treas. Reg. § 1.461-1(a)(2)は、「発生主義のもとで、債務は、債務

の事実を確立し（establish）、係る債務の額が合理的正確性をもって決定可能となり、係る債務に

関して経済的効果が発揮されるための全事象が生じる事業年度に発生し、連邦所得税法上、計上さ

れる。622」と定めている。 

 また、所得控除に係る諸項目は、その認識及び測定概念として、「発生（incurred）」を原則とす

る。これは次のことから明らかである。I.R.C. § 162は、「取引または事業遂行において、当該事業

年度中に支出または発生（paid or incurred）したすべての通常かつ必要な費用すべてを所得控除と

して認めるものとする。623」とし、所得控除に係る諸項目を「支出または発生」という文言で捕捉

している。そして、財務省規則は、所得控除に係る諸項目の捕捉として、現金主義のもとで「支出」、

 
620 なお、経済的効果テストは、例外として、所得控除に係る諸項目のうち反復する項目が全事象

テストを充足し、かつ、当該事業年度終了時点から少なくとも8.5か月以内に経済的効果が発揮さ

れる場合において、当該項目の重要性がなく、かつ、全事象テスト充足時点で所得控除算入するこ

とが所得に対してより適切な対応を図れるとき、当該項目は、全事象テストを充足した時点で所得

控除算入することを容認している（See. I.R.C. § 461(h)(3).） 
621 I.R.C. § 461(h)(2). 
622 Treas. Reg. § 1.461-1(a)(2). 
623 I.R.C. § 162(a). 
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発生主義のもとで「発生」という文言を用いている 624。したがって、発生主義のもとでの所得控除

については、発生原則に従うこととなる。 

 この点については裁判所判決からも示される。例えば、連邦最高裁判所は、Brown v. Helvering, 

291 U.S. 193, (1934) において、「勘定科目が発生主義で記録されている場合、所得控除は、控除可

能な項目が発生した事業年度に計上される。625」、そして、United States v. General Dynamics 
Corp., 481 U.S. 239, (1987) において、「I.R.C. § 162(a)のもとで、発生主義納税者が所得控除算入

するために必要となる事業費用が発生しているかどうかは、Anderson 事件判決を起源とする全事

象テストにより支配される。626」と判示している。 

 以上を整理すると、I.R.C. § 461(h)のもとでの所得控除に係る諸項目の認識及び測定概念は、主

義・原則を、それぞれ発生主義・発生原則とし、それを捕捉するための要件を、全事象テストを構

成する債務事実確定要件、金額合理的正確性要件、経済的効果テストを構成する経済的効果発揮要

件とする。これをまとめると図表 7-1 のようになる。なお、債務事実確定要件、金額合理的正確性

要件、経済的効果発揮要件は、裁判所において、一般に、それぞれ控除算入のための第一要件、第

二要件、第三要件と表現されている 627。 

 

図表7-1「I.R.C. § 461(h)のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念概要」 

主義 原則 要件 通称 

発生主義 発生原則 
全事象テスト 

債務事実確定要件 第一要件 

金額合理的正確性要件 第二要件 

経済的効果テスト 経済的効果発揮要件 第三要件 

（出典；筆者作成） 

 

 次に、本節では、債務事実確定要件、金額合理的正確性要件、経済的効果発揮要件がそれぞれ認

識概念か測定概念かを整理する。 

 要件の文理より、債務事実確定要件及び経済的効果発揮要件が認識要件であること、そして、金

額合理的正確性要件が測定要件であることは明らかである 628。ただし、金額合理的正確性要件につ

 
624 See. Treas. Reg. § 1.461-1(a)(1) and (2). 
625 291 U.S. 193, (1934), supra note 246, p.199. 
626 481 U.S. 239, (1987), supra note 284, p.242. 
627 See. United State v. O'Cheskey (In re Chama Land & Cattle Co.), 310 Fed. Appx. 726, (2009) 
and 118 Fed. Cl. 549, (2014) supra note 292. 
628 See. 291 U.S. 193, (1934), supra note 246, p.200, 281 U.S. 11, (1930), supra note 383, p.13, 
439 U.S. 522, (1979), supra note 200, p.543, Dixie Pine Products Co. v. Commissioner, 320 U.S. 
516, (1943), p.519, Security Flour Mills Co. v. Commissioner, 321 U.S. 281, (1944), pp.286-287, 
476 U.S. 593, (1986), supra note 283, pp.601-602 and 481 U.S. 239, (1987), supra note 284, 
pp.242-244. 
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いては、見積額を容認するため 629、当該要件が認識要件としての機能を有するかどうかという点に

ついては明らかにする必要がある。結論からいえば、本稿では、以下の理由により、金額合理的正

確性要件を認識要件と位置付けることとする。 

 財務省規則のもとで、所得控除に係る諸項目の正確な金額が決定可能とならない事実は、納税者

に対して、当該事業年度中に合理的正確性をもって計算される金額の一部を所得控除に算入するこ

とを妨げないとされる 630。そして、財務省規則は、契約の当事者間で、債務の額の一部について争

いが生じていた場合、当該一分の金額については認識されないとしている 631。これは、金額を合理

的正確性をもって決定可能でない債務が所得控除として認識されないことを表すものであり、金額

合理的正確性要件が認識時点に影響を及ぼしていることを意味する。 

 そして、このことはUtah Power & Light Co. & Subsidiary v. Commissioner, 1991 Tax Ct. 

Memo LEXIS 584, (1991) における連邦租税裁判所判決においても同様の旨が判示されている。本

件は、内務省が納税者の支払うべき石炭生産価格の使用料率を 5％から 8％に利上げしたことにつ

き、異議を申し立てた納税者（Utah Power & Light Co. & Subsidiary）が、係争中の事業年度に

おいて、利上げ前の 5％をもとに計算した使用料の額を所得控除として認識できるかどうかを争わ

れた事件である。 

 連邦租税裁判所は、本件争点に対して、「本件事実において、係争事業年度中に、本件石炭生産価

格の使用料率が 5％未満の割合で確立される可能性は非常に低く、投機的である。係争事業年度終

了時点で、納税者の債務の額は……、少なくとも 5％の割合に基づくことが合理的正確性をもって

確立されていた。納税者が石炭生産価格の 5％を超える割合で使用料を支払うべきかどうかは、合

理的正確性をもって確立されておらず、そして、（納税者が現在主張するように、）本件係争事業年

度中において、石炭生産価格の 5％を超える割合での発生は認められるものではない。632」と判示

している。 

 以上のとおり、金額合理的正確性要件は、規定及び裁判所において、認識要件として位置付けら

れている。したがって、本稿では、これに従い、当該要件を認識及び測定要件として位置付けるこ

ととする。 

 

 
629 See. McNulty, John K. and Lathrope, Daniel J., Federal Income Taxation of Individuals in a 
Nutshell 8th Edition, West, (2011), p.319 and Chirelstein, Marvin A. and Zelenak, Lawrence, 
Federal Income Taxation Fourteenth Edition, Foundation Press, (2018), p.323. 
630 Treas. Reg. § 1.461-1(a)(2)(ii). 
631 Treas. Reg. § 1.461-1(a)(2)(ii). 
632 Utah Power & Light Co. & Subsidiary v. Commissioner, 1991 Tax Ct. Memo LEXIS 584, 
(1991), p.25. 
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第3節 論点整理 

第1項 本節概要 

 本節では、発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念について、裁判例沿革、及び、

立法趣旨を概観する。所得控除に係る諸項目の認識概念である全事象テストとは、United States v. 
Anderson, 269 U.S. 422, (1926) 連邦最高裁判所判決において確立された判例理論であり、1958年

に財務省規則、1984年に内国歳入法典にコード化されたものである。そして、経済的効果テストに

ついては、Mooney Aircraft, Inc. v. United States, 420 F.2d 400, (1969) 連邦巡回裁判所判決によ

り指摘された全事象テストの問題点を解消することを目的に導入されたものであり、1984年に全事

象テストとともに内国歳入法典にコード化されている 633。 

 以上の経緯から、所得控除に係る項目の認識概念の基本的考え方を捉えるためには、全事象テス

トの起源とされるAnderson事件判決、及び、当該事件判決のその後の動向、そして、1984年税制

改正における経済的効果テストの立法趣旨を整理する必要がある。そこで本節では、まず、第2項

において、裁判例沿革から全事象テストの基本的考え方を概観する。次に、第3項において、立法

趣旨から経済的効果テストの基本的考え方を概観する。最後に、第4項において、論点整理として、

本節の全体のまとめを行い、本章における検討課題を整理する。 

 

第2項 全事象テスト概要 

 本項では、裁判例沿革から全事象テストの基本的考え方を整理する。検討にあたっては、以下の

裁判例を時系列に取り上げる。なお、本稿では、全事象テストが明文化されたTreas. Reg. of 1958 § 

1.461-1創設の前後で区分している。 

 

1. Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1創設以前 

① United States v. Anderson, 269 U.S. 422, (1926). 

② Lucas v. North Texas Lumber Co., 281 U.S. 11, (1930). 

③ Brown v. Helvering, 291 U.S. 193, 200, (1934). 

④ Dixie Pine Products Co. v. Commissioner, 320 U.S. 516, (1943). 

⑤ Security Flour Mills Co. v. Commissioner, 321 U.S. 281, (1944). 

 

2. Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1創設以後 

① Thor Power Tool Co. v. Commissioner, 439 U.S. 522, (1979). 

② United States v. Hughes Properties, Inc., 476 U.S. 593, (1986). 

③ United States v. General Dynamics Corp., 481 U.S. 239, (1987). 

 
633 See. H.R. Rep. No. 432, pt. 2, 98th Cong., 2d Sess., (1984), supra note 290, pp.260-261. 
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まず、1. Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1創設以前においては、Anderson事件判決をはじめとし、

全事象テストが明文化されるまでの裁判所判決を概観する。次に、2. Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1

創設以後においては、明文化された全事象テストに対する裁判所判決を概観する。なお、上記裁判

例は、いずれも連邦最高裁判所が全事象テストに対する判断を示したものであり、本節の目的と整

合する。 

 

1. Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1創設以前 

① United States v. Anderson, 269 U.S. 422, (1926) 

本件は、法人所得の計算にあたって、未払税金を収入総額（総所得）から控除できるかどうかが

争われた事件であり、事案の概要は次のとおりである 634。発生主義に基づき帳簿を記録していた納

税者（Anderson）は、1916 年事業年度の所得に対して賦課された未払軍需税の額について、同年

に負債（reserves for taxes）を計上、係る金額を実際に支出した翌事業年度の総所得から控除した。

なお、納税者は、本件未払軍需税以外の未払費用の額については、係る費用が発生した事業年度に

控除している。これに対して、内国歳入庁長官は、本件未払軍需税とそれ以外の未払費用の取扱い

が首尾一貫していないとして、納税者の取扱いを否認した。 

本件争点は、納税者の採用する発生主義に基づき、本件軍需税に係る費用が係争事業年度におい

て発生していたかどうかである。連邦最高裁判所判決は以下のとおりであり、本件未払軍需税の額

について、負債を計上した事業年度の所得から控除すべきであると判示し、納税者の請求を棄却し

た。なお、本件における法人所得の会計方法に関する規定は、Revenue Act § 13(d)のもとで、「現

金主義以外の主義に従い帳簿を記録する……法人は、当該主義が所得を明瞭に反映しない場合を除

き、……当該主義により申告する」と定められている 635。 

 

「Revenue Act § 13(d)は、「発生する（accrue）」や「発生（accrual）」という文言を使用

せず、……ただ単に納税者が継続して記録する方法が所得を反映する場合、当該方法に基

づき申告することを容認しているに過ぎずないことについては、留意すべきである。しか

しながら、仮に、本規定が「発生した（accrued）」や「発生」という文言を使用し、かつ、

納税者が帳簿に記録した項目を所得控除に算入することを定めたとしても、財務省決定が

それ以外の方法により申告することを企図していたと解すことはできない。636」 

「係争事業年度における納税者の真の所得は、当該事業年度における所得を生み出すのに

起因する原価及び費用の総額を総所得から控除することなく、確定されるものではない。

 
634 See. 269 U.S. 422, (1926), supra note 234, pp.434-436. 
635 Revenue Act of 1916 § 13(d), 39 Stat., 771. 
636 269 U.S. 422, (1926), supra note 234, p.441. 
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……技術的な文理解釈では、租税は賦課され支払期限が到来するまで発生しないと解され

る。しかしながら、租税の賦課に先立って、税金の額を固定し（fix）、かつ、それを支払

うための納税者の債務を確定する（determine）ための全事象（all events）が生じるこ

ともまた真実である。この点において、……本件軍需税は、納税者の帳簿に記載されるそ

の他の未払費用と異なるものではない。637」 

 

 このように、当裁判所は、所得控除に係る諸項目を所得控除として認識するにあたり、発生とい

う文言を用い、本件未払軍需税について、金額を固定し、かつ、それを支払うための納税者の債務

を確定するための全事象が生じており、発生しているとして、引当金を計上した係争事業年度にお

いて、本件未払軍需税に係る金額を所得控除に算入すべきであると判示している。つまり、当該事

件判決における所得控除に係る諸項目の認識概念とは、発生原則を採用し、「金額の固定、かつ、債

務の確定」を認識要件としたことになる。この認識概念が後の裁判所判決で広く引用されながら、

若干の文言の変更を伴いつつ、全事象テストとして確立されていくことになる。 

 

② Lucas v. North Texas Lumber Co., 281 U.S. 11, (1930) 

 続いて取り上げるのは、North Texas Lumber Co.事件である。本件は総所得に係る項目の帰属事

業年度が争われた事件であり、所得控除に係る諸項目の帰属事業年度を争点とするものではない。

ただし、当該事件判決は、総所得の帰属事業年度について、Anderson 事件判決を参照し、取引相

手における債務の発生により判定しているため、これを以下に紹介する。本件事案の概要は以下の

とおりである 638。 

森林購入のためのオプションを販売する納税者（North Texas Lumber Co.）は、1916年に顧客

との契約のもとでオプションを販売し、同年に購入者からオプションの行使を通知された。翌1917

年、納税者は購入者から販売代価を収受し、本件契約は完了した。発生主義に基づき帳簿を記録す

る納税者は、顧客によりオプション行使を通知された事業年度において、本件取引から生じた利益

を総所得に算入した。これに対して、内国歳入庁長官は、本件利益は本件契約を完了した翌 1917

年の総所得に算入されるべきであるとして、納税者の取扱いを否認した。 

本件争点は、顧客によりオプション行使の通知を受けた事業年度において、本件利益に係る金額

が総所得として認識されるかどうかであり、本件争点について、連邦最高裁判所は、Anderson 事

件判決を参照したうえで、以下のように判示し、納税者の請求を容認している。 

 

「1916年12月30日、……本件オプション購入者による通知では、オプション購入者は、

 
637 Ibid., pp.440-441. 
638 事案の概要については、第一審における事実認定を参考にしている（See. North Texas Lumber 
Co. v. Commissioner, 7 B.T.A. 1193, pp.1194-1196.）。 
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「書面の準備でき次第」……購入代価を支払う準備ができることを宣言していた。ただし、

同年、納税者は、譲渡の効力または権利や所有権の譲渡、または、購入代価の請求に必要

な書面を作成しなかった。つまり、法的所有権、及び、物理的占有に係る権利は、……納

税者が有していたことになる。したがって、1916 年事業年度において、購入代価に係る

購入者の無条件（unconditional）な債務は発生していない。（つまり、）納税者の勘定に

所得として計上された金額は保証されたものではない。……Anderson事件判決参照。（以

上のことから、）納税者は、1916年における所得を明瞭に反映しなかったため、上記方法

に基づき課税所得を計算し、申告することは認められない。639」（カッコ内筆者加筆） 

 

このように、当裁判所は、本件取引から生じる利益の額が保証されていないとして、本件利益の

額をオプション行使の通知を受けた 1916 年の所得に算入すべきではないと判示しており、その判

断にあたり、Anderson 事件判決を参照し、顧客の無条件な債務が発生していないことをもって判

定している。つまり、当該事件判決は、Anderson 事件判決における発生原則を捕捉するための要

件「金額の固定、かつ、債務の確定」を、当該事件判決のもとで「無条件」という文言に変更し、

債務の無条件を認識要件としたことになる。 

 

③ Brown v. Helvering, 291 U.S. 193, (1934) 

Brown 事件の概要は次のとおりである 640。火災保険会社の代理店である納税者（Brown）は、

顧客との契約のもとで、火災保険の契約者から特別手数料（overriding commissions）を収受して

いる。ただし、本契約は、納税者に対して、顧客により契約を解約された場合、特別手数料を顧客

に返還する義務を負うことを定めている。 

発生主義に基づき帳簿を記録する納税者は、1923年（本件係争事業年度）において、収受した特

別手数料の額のうち将来返還する可能性のある見積金額を費用（引当金繰入）として計上、同額を

所得控除に算入した。これに対して、内国歳入庁長官は、本件引当金の計上額は偶発的であり、係

争事業年度に発生していないとして、納税者の取扱いを否認した。 

本件の争点は、係争事業年度において、将来返還する可能性のある見積金額が発生していたかど

うかであり、連邦最高裁判所は、Anderson 事件判決を参照し、以下のように判示、納税者の請求

を棄却している。 

 

「返還手数料引当金勘定として記録された費用は、その事業年度に発生した費用であると

いう根拠によって、所得控除として請求されるものである。当該事業年度中に債務が発生

した場合、当該債務は支払期限がいまだ到来しておらず、当該債務の額が明確に確認され

 
639 281 U.S. 11, (1930), supra note 383, pp.13-14. 
640 See. 291 U.S. 193, (1934), supra note 246, pp.194-198. 
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ていないとしても、発生した費用として取り扱われ、所得控除の基礎となることは、真実

である。Anderson事件判決……参照。しかしながら、将来の事業年度に生じることが期

待される解約として計上された当該債務は、当該債務を創出するために必要な事象が当該

事業年度中に生じていないため、発生していない。つまり、債務とは、別段の定めがある

ものを除き、偶発性が存在する限り、発生するものではない。641」 

「期待される将来の解約から生じる納税者の債務は、固定かつ絶対（fixed and absolute）

ではないではないため、総所得から控除することはできない。……企業の経験は、当該事

業年度中に締結した契約の多くが解約される可能性が高いことを示している。しかしなが

ら、係る経験は、同時に、確実性（certainties）に対処したものではないことも示してい

る。これは、直近5年間において、特別手数料総額に対する返還総額のパーセンテージの

ばらつきによって示される。642」 

  

 このように、当裁判所は、Anderson 事件判決を参照し、本件返還手数料に係る債務は偶発的で

あり、固定かつ絶対ではないとして、本件返還手数料を所得控除として算入すべきではないと判示

している。これは、当該事件判決がAnderson 事件判決における認識要件「金額の固定、かつ、債

務の確定」の下位概念として、蓋然性基準を取り入れたことを示している。 

もっとも、当該事件判決は、発生という文言を「債務の固定かつ絶対」と表現しており、Anderson

事件判決のいう認識要件に係る文言を変更している。また、当該事件判決においては、蓋然性基準

を「固定かつ絶対」のいずれの文言に係る内容として位置付けたのかという点も不明確であり、当

該基準が発生のため十分条件であることは明らかであるものの、必要十分条件に該当するかどうか

という点については、議論の余地を残すものとなっている。 

 

④ Dixie Pine Products Co. v. Commissioner, 320 U.S. 516, (1943) 

Dixie Pine Products Co.事件は、係争中の未払税金の額が所得控除に算入できるかどうかが争わ

れた事件であり、事案の概要は次のとおりである 643。1936 年、ミシシッピ州課税当局が溶媒に対

してガソリン税を賦課したことにより、係る溶媒を使用する納税者（Dixie Pine Products Co.）は、

ガソリン税の納付義務が生じた。納税者は、同事業年度に賦課されたガソリン税を納付したうえで、

本件課税が違法であるとして、納付額を還付する訴訟を提起した。 

翌1937年（係争事業年度）、納税者は、同年に賦課されたガソリン税を納付することなく、これ

を未払税金に係る債務として負債計上、同額を所得控除に算入した。これに対して、内国歳入庁長

官は、本件係争事業年度において、本件未払税金に係る債務は納付義務を争うため、偶発的であり、

 
641 Ibid., pp.199-200. 
642 Ibid., pp.200-201. 
643 See. 320 U.S. 516, (1943), supra note 628, pp.517-518. 
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所得控除に算入することはできないとして、納税者の取扱いを否認した。 

連邦最高裁判所は、Anderson 事件判決を参照したうえで、以下のように判示し、納税者の請求

を棄却している 644。 

 

「長い間、ある事業年度の真の所得を反映するためには、……控除される負債

（indebtedness）項目に係る納税者の債務に関して、金額及び事実を固定するための全事

象が生じる必要があると判示された。ただし、この判断は、債務が偶発的であり納税者に

よって争われている本件においてあてはまるものではない。本件において、納税者は、本

件債務について係争中であると同時に、それは支持されるものではない。本件の状況にお

いて、納税者は、訴訟という事象を待つ必要があり、そして、本件未払税金に関して、最

終的に判決が下された事業年度においてのみ、所得控除を請求することができる。645」 

 

 このように、当裁判所は、Anderson 事件判決を参照し、債務の偶発性の観点から、本件を

Anderson 事件と区別したうえで、納税義務を係争中の本件未払税金について、訴訟が解決する事

業年度まで所得控除に算入すべきではないと判示している 646。このことから、当該事件判決は、し

たがって、当該事件判決における発生原則とは、「債務の金額の固定、かつ、債務の事実の固定」を

要件とし、その下位概念として、蓋然性基準を位置付けたものと解される。 

また、当該事件判決は、Anderson 事件判決のいう認識要件「金額の固定、かつ、債務の確定」

に係る文言を変更し、「債務の確定」を「債務の事実の固定」とした点に特徴がある。この債務の事

実によって発生を捕捉する考え方については、後に定められるReg. § 1.461-1 of 1958と共通する

点で、当該事件判決が財務省規則に対して一定の影響を及ぼしたものと解される。 

 

⑤ Security Flour Mills Co. v. Commissioner, 321 U.S. 281, (1944) 

最後に取り上げるのは、Security Flour Mills Co.事件である。本件は、Dixie Pine Products Co.

事件と同様、係争中の未払税金の額を所得控除に算入できるかどうかが争われた事件であり、事案

の概要は以下のとおりである 647。 

小麦の製粉業を営む納税者（Security Flour Mills Co.）は、小麦の販売価格について、1933年

農業調整法（Agricultural Adjustment Act of 1933）に基づいて課税される連邦加工税（federal 

processing tax）の金額を加算している。1935年事業年度において、納税者は、同年に帰属する連

邦加工税を納付したうえで、当該連邦加工税及び追加徴収額に係る納付義務を否認する訴訟を提起

 
644 See. Ibid., pp.517-518. 
645 Ibid., p.519. 
646 もっとも、現在、争いのある未払税金に係る債務は、I.R.C. § 461(f)のもとで、所得控除算入が

容認されている（See. I.R.C. § 461(f).）。 
647 See. 321 U.S. 281, (1944), supra note 628, pp.282-284. 
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した。翌 1936 年、裁判所が納税者に対する税徴収を違憲としたことに伴い、納税者は連邦加工税

の一部を返還された。なお、1938年までの間に、納税者は返還された連邦加工税を顧客へ払い戻し

ている。 

発生主義に基づき帳簿を作成する納税者は、1935年（係争事業年度）において、翌1936年に返

還された連邦加工税額及び追加徴収額に係る債務を負債として計上、同額を所得控除に算入した。

これに対して、内国歳入庁長官は、係争事業年度において、納付義務を争う本件債務は偶発的であ

り、所得控除に算入することはできないとして、納税者の取扱いを否認した。 

連邦最高裁判所の判断は以下のとおりであり、Dixie Pine Products Co.事件を全面的に支持し、

納税者の請求を棄却している。 

 

「憲法修正第16 条の採択により制定された歳入法は、納税者が採用する……特定の会計

期間における納税者のすべての取引の正味の結果を示している年次申告書に基づき、税額

を公平に評価する。……この法的原則は、頻繁に引用及び適用されている。そして、この

公平に評価することとは、政府と納税者の両方に対して、……納税者が発生主義を適用す

る場合、……支払義務が最終かつ確実な金額（final and definite in amount）となる事業

年度以外の事業年度に収益及び費用を賦課する特権（privilege）を否定することである。

648」 

「本件は、金額が確定していない費用、または、偶発的な債務を計上してはならないとす

る多くの決定によって解決される。そして、この原則は、税金、納税者が否認する債務、

係争中の支払いに対しても完全に適用可能である。納税者は、原価及び顧客に対する販売

価格を計算する際、連邦加工税の額を加算しているが、……税額部分を明示していなかっ

た。そして、納税者はこの購入価額をそのまま収受した。仮に納税者が国に対する本件債

務を否認していなければ、本件債務はその他の債務と異なるものではない。しかしながら、

納税者は1935年事業年度における連邦加工税に係る債務を否認しており、税務会計の立

場において、この政府の請求を発生した債務として取り扱うことは認められるものではな

い。649」 

 

このように、当裁判所は、納付義務について係争中の本件未払税金に係る債務を偶発的であると

して、所得控除に算入することは認められないと判示している。当該事件判決の特徴は、発生原則

を金額の観点から捕捉し、その金額が「最終かつ確実」となることを認識要件としていること、そ

して、その下位概念として、蓋然性基準を位置付けていることにある。この蓋然性基準の位置付け

は、当該事件判決が全面的に支持したDixie Pine Products Co.事件判決と異なるものであり、基本

 
648 Ibid., pp.286-287. 
649 Ibid., p.284. 
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的考え方を変更していることを示すものである。そのため、両事件判決における認識概念の基本的

考え方が完全に一致するかどうかについては、議論の余地が残る結果となっている。 

 

これまでに、Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1創設以前における全事象テストに関連する裁判所判

決を概観したが、この動向から示される特徴は以下の2点である。 

第一の特徴は、発生原則の基本的考え方として、Anderson 事件判決が広く採用されているとい

うことである。これは、上記に紹介した連邦最高裁判所判決が当該事件判決を引用ないし参照して

いることから明らかである。つまり、所得控除に係る諸項目の認識概念については、発生主義のも

とで発生原則に従い、係る原則を「金額の固定、かつ、債務の確定」によって捕捉するという基本

的考え方が一定の存在意義を有しているといえる。 

第二の特徴は、Anderson事件判決における認識要件に係る文言の変更である。当該事件判決は、

発生原則を捕捉するための要件として、「金額の固定、かつ、債務の確定」という文言を用いたが、

この文言は当該事件判決を引用したその後の裁判所判決において変更されている。具体的にいえば、

認識要件に関する文言については、North Texas Lumber Co.事件判決では、債務の無条件、Brown

事件判決では、債務の固定かつ絶対、Dixie Pine Products Co.事件判決では、債務の金額の固定、

かつ、債務の事実の固定、Security Flour Mills Co.事件判決では、債務の金額の最終かつ確実とさ

れた。また、この変更に付随するように、蓋然性基準の位置付けについても変化がみられる。 

このように、全事象テストが財務省規則として明文化される1958年以前、発生原則については、

Anderson 事件判決の基本的考え方が広く引用されてきたものの、発生を捕捉するための認識要件

については、当該事件判決の文言が踏襲されることはなく、それぞれの裁判所判決のもとで独自の

観点から捕捉されてきた。したがって、当時の裁判所においては、発生主義のもとでの認識概念を

完全に確立するまでにところまで至らなかったといえる 650。 

 

2. Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1創設以後 

 1954年、GAAPとの調和を目的に、内国歳入法典は、I.R.C. of 1954 § 446のもとで、所得を明

瞭に反映する会計方法として発生主義の選択を容認した。それに伴い、所得控除の会計方法につい

ては、「所得控除または税額控除に係る諸項目の金額は、……課税所得計算において採用する会計方

法のもとで適切な事業年度とされる事業年度に算入されるものとする。651」とされ、I.R.C. of 1954 

§ 446を介して、発生主義に従うことが容認された。そして、1958年、財務省は、本改正を受けて、

発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念として、以下の規則を定めた。 

 

 
650 なお、この点については、Anderson事件判決が固定や確定という抽象的文言を用いたことによ

り、その解釈に幅が生じたためと解される。 
651 I.R.C. of 1954 § 461(a), 68A Stat., 157. 
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 Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1 

「発生主義のもとで、費用は、その債務の事実を確定し、当該金額が合理的正確性をもっ

て決定可能となるための全事象が生じる事業年度に所得控除できるものとする。652」 

 

 本規則は、一般に、「全事象テスト」と呼ばれ 653、Anderson 事件判決に由来するものとされる

ものとされる 654。本規則の創設を契機に、以後の裁判所判決においては、主に、Thor Power Tool Co. 
v. Commissioner, 439 U.S. 522, (1979)、United States v. Hughes Properties, Inc., 476 U.S. 593, 

(1986)、United States v. General Dynamics Corp., 481 U.S. 239, (1987) のもとで、全事象テスト

の基本的考え方が確立されていくこととなる 655。そこで以下に、上記3つの連邦最高裁判所判決を

概観し、当該テストの基本的考え方を整理する。 

 

① Thor Power Tool Co. v. Commissioner, 439 U.S. 522, (1979) 

 まずは、Thor Power Tool Co.事件である。本件事件の詳細については、第5章において紹介して

いるため、所得控除に係る諸項目の認識概念に関する判断部分のみを以下に引用する。 

 

「財務会計の主要な目的は、投資者、債権者、その他の利害関係者の意思決定に有用な情

報を提供することであり、……税務会計の主要な目的は公平な歳入確保であり、内国歳入

庁の責任は公的な財政の保護である。……税務会計と財務会計の推定上の同等性は、目的

の相違、さらには相反を考慮すると、認められるものではない。（そして、）この目的の相

違は取扱いの相違にも反映される。すなわち、租税法は債務が固定かつ確定する（fixed 

and certain）ための全事象が生じるまで所得控除を繰り延べることを要求するが、会計

原則は合理的な見積りが可能となった時点をもって債務を認識する。656」（カッコ内筆者

加筆） 

 

当該事件判決の特徴については、第5章で示したとおりであり、全事象テストを税務会計の主要

な目的である課税公平性と関連させることにより、意思決定有用性を反映したGAAPとの認識概念

 
652 Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1(a)(2), 22, F.R. 10690, (December 25, 1957). 
653 See. 476 U.S. 593, (1986), supra note 283, p.600. 
654 See. Ibid., p.600. 
655 1954年から1979年Thor Power Tool Co.事件までの間の裁判例としては、United States v. 
Consol. Edison Co. of N.Y., Inc., 366 U.S. 380, (1961) が挙げられる。本判決は、「Anderson事件

判決により全事象テストの考え方が確立した。……そして、Dixie Pine Co.事件により発生主義を

採用する納税者は偶発債務を所得控除算入することはできないということが洗練された。（366 U.S. 
380, (1961), supra note 264, pp.384-385.）」と判示されており、1954年以前における連邦最高裁判

所の判断を支持している。 
656 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.542-543. 
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の相違を明らかにしたことにある。ただし、当該事件判決は、Anderson事件判決を参照しつつも、

同事件判決の発生原則に関する文言を踏襲せず、さらには、財務省規則とも異なる文言を用いてい

る点は留意すべきではある。ただし、当該事件判決がAnderson 事件判決のみを参照し、上記判断

を行っていることを踏まえれば、これを財務省規則と統合させることにより、その基本的考え方の

再構築を試みたものと解される。 

 

② United States v. Hughes Properties, Inc., 476 U.S. 593, (1986) 

 次いで取り上げるHughes Properties事件判決については、発生原則を様々な文言により補足し

てきた先決例を体系化した点で重要な意義をもつ。なお、本件の詳細については、第5章において

紹介しているため、所得控除に係る諸項目の認識概念に関する判断部分のみを以下に引用する。 

 

「長年にわたり、連邦所得税法上、費用がいつ発生したかを決定するための基準は、財務

省規則のいう「全事象」テストによって判定されてきた。当該テストは、Anderson事件

判決において示された一つのフレーズに由来するものである。それ以降、裁判所は、全事

象テストを、Anderson 事件判決において「確立された」ものであり、「所得控除算入に

関する項目の帰属事業年度を決定するための試金石」、及び、「税務会計上の基本原則」と

判示してきた。657」 

「財務省規則のもとで、全事象テストは2要件で構成され、それぞれの要件は費用の発生

が適切となる前に充足されなければならない。第一は、債務の事実の確立するための全事

象が生じなければならないということである。第二は、係る金額が「合理的正確性をもっ

て」決定される可能性がなければならないということである。658」 

「本件において、第二要件は完全に充足しているということで、当事者間の争いがないた

め、本件の争点は、第一要件のみである。Brown事件判決及びDixie Pine Products Co.

事件判決は、「債務は偶発性が残る限り発生しない」ことを強調している。それゆえ、全

事象テストを充足するためには、債務が、Security Flour Mills Co.事件判決のいう「最終

かつ確実な金額（final and definite in amount）」となり、Brown事件判決のいう「固定

かつ絶対（fixed and absolute）」となり、Lucas事件判決のいう「無条件（unconditional）」

とならなければならない。さらに、Thor Power Tool Co.事件判決がいうように、「租税法

は債務が固定かつ確定する（fixed and certain）ための全事象が生じるまで所得控除を繰

り延べることを要求する」と判示されている。659」 

 

 
657 476 U.S. 593, (1986), supra note 283, p.600. 
658 Ibid., p.600. 
659 Ibid., pp.600-601. 
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 当該事件判決の特徴は、財務省規則のいう全事象テストがAnderson 事件判決を起源とするもの

であること、先決例を体系的にまとめ上げたこと、そして、蓋然性基準を第一要件である債務事実

確定要件の下位概念として位置付けたことにある。もっとも、当該事件判決において体系化された

発生に関する文言は、全事象テストのいう要件のうち、債務事実確定要件と金額合理的正確性要件

のいずれに対応するのかという点において、不明確さを残すものであり、文理解釈の観点において

は議論の余地を残す結果となっている。 

 

③ United States v. General Dynamics Corp., 481 U.S. 239, (1987) 

最後に取り上げるのはGeneral Dynamics Corp.事件である。本件の特徴は、Hughes Properties, 

Inc.事件判決を援用することにより 660、当該事件判決における全事象テストの判断を確固たるもの

にした点にある。そこで以下に、General Dynamics Corp.事件を概観する。本件事案の概要は以下

のとおりである 661。 

納税者は、従業員の医療制度プランに関する自家保険会社であり、従業員は、医療費給付の払戻

金を収受するために、その適格性を確認する福利厚生担当者に請求書を提出しなければならないこ

ととなっている。係争事業年度において、納税者は、発生主義のもとで、請求書の提出されていな

い払戻金に係る債務について、見積額を引当金として計上、同額を所得控除に算入した。これに対

して、内国歳入庁長官は、係争事業年度において、従業員から請求書の提出を受けていない本件債

務は全事象テストを充足していないとして、納税者の取扱いを否認した。連邦最高裁判所は以下の

ように判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「Hughes Properties, Inc.事件判決で示したように、発生主義納税者が所得控除算入する

ために必要となる事業費用が発生しているかどうかは、Anderson事件判決を起源とする

全事象テストにより支配される。……この全事象テストの基礎とは、債務が完全に確立さ

れなければならないということを最優先とする。これは納税者が偶発的な債務を所得控除

算入できないとした先決例である North Texas Lumber Co.事件または Security Flour 

Mills Co.事件と首尾一貫する。また、納税者は、予想される費用が事業年度終了時までに

生じていない事象に基づくものである場合、統計的に確定していたとしても、係る費用を

控除することは認められない。662」 

「本件医療制度プランの対象とする従業員は、請求書を記入及び提出することによっての

み、医療費給付の払戻金を収受できる。従業員は、……十分な証明を提出することが必要

となることを知らされていた。したがって、納税者は、適切に文書化された請求書が提出

 
660 481 U.S. 239, (1987), supra note 284, pp.242-243. 
661 See. Ibid., pp.241-242. 
662 Ibid., pp.242-244. 
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された場合のみ、医療費給付金を払い戻す義務を負う。……請求書が提出されていないこ

とは、全事象テストの目的上、負債を計上するための事象において、鎖の最後のリンクを

（the last link in the chain）を構築するものでない。663」 

 

 このように、当裁判所は、Hughes Properties, Inc.事件判決を支持したうえで、全事象テストの

基本的考え方を債務の完全な確立とし、係争事業年度において、請求書の提出されていない本件債

務は、支払義務を生じていない債務であり、全事象テストを充足していないと判示している。ここ

で当該事件判決がHughes Properties, Inc.事件判決を全面的に支持したこと、さらには、両事件判

決がその後の裁判所判決において広く引用されていることから 664、これらをもって、全事象テスト

の基本的考え方については確立されたといえる。 

 

ここでは、Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1創設以後の裁判所判決として、3つの裁判所判決を概観

した。その結果から示されることは、財務省規則が創設される以前において曖昧さを残していた全

事象テストの基本的考え方がHughes Properties, Inc.事件判決の内容で確立されたということであ

る。つまり、裁判所における全事象テストとは、その基本的考え方として、債務が最終かつ明確な

金額となること、固定かつ絶対となること、無条件となることを要求するものであり、係る債務を

固定かつ確定するための全事象が生じるまで、所得控除算入を容認しないことを定めた認識概念と

いえる。 

 

第3項 経済的効果テスト概要 

 次に、本項では、所得控除に係る諸項目の認識概念である経済的効果テストに関して、1984年税

制改正における立法趣旨に焦点を置き、その基本的考え方を整理する 665。なお、本改正の主要な目

的は、全事象テストの制約として経済的効果テストを導入することにあり 666、その契機とされるの

がMooney Aircraft, Inc. v. United States, 420 F.2d 400, (1969) である 667。そこで本項では、まず、

Mooney Aircraft, Inc.事件における連邦巡回裁判所判決を概観したうえで、次に、1984年税制改正

に関する議会報告書を取り上げる。そして、その結果と踏まえ、発生主義のもとでの所得控除に係

る諸項目の認識概念についての立法趣旨解釈を試みる。 

 
663 Ibid., pp.244-245. 
664 See. supra note 292. 
665 本項は、拙稿「アメリカ合衆国連邦裁判所における資産除去債務の租税法上の取扱い―内国歳

入法典 § 461 (h)の観点を中心に―」『経営学研究論集』第52号、pp.167-186、明治大学大学院に

加筆修正を加えたものである。 
666 See. Jensen, Erik M., “The Deduction of Future Liabilities by Accrual-Basis Taxpayers: 
Premature Accruals, the All Events Test, and Economic Performance”, 37 U. Fla. L. Rev. 443 
(1985), p.478. 
667 See. H.R. Rep. No. 432, pt. 2, 98th Cong., 2d Sess., (1984), supra note 290, p.259. 
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1. Mooney Aircraft, Inc. v. United States, 420 F.2d 400, (1969). 

Mooney Aircraft, Inc.事件の概要は次のとおりである 668。航空機の製造及び販売を事業とする発

生主義納税者（Mooney Aircraft, Inc.）は、販売した各航空機に対し、航空機を除去する際に無条

件で償還する債券「Mooney 債」を発行している。そして、納税者は、本件債券を発行した事業年

度（係争事業年度）において、最終的に償還する額面価額に係る債務を負債（引当金）として計上、

同額を所得控除に算入した。これに対して、国は、債券の発行から償還までに 20 年以上の期間が

存在するため、本件債務は係争事業年度において全事象テストを充足していないとして、納税者の

取扱いを否認した。 

本件の争点は、納税者の取扱いを否認した国の決定が裁量権の濫用にあたるかどうかである。本

件争点に対して、連邦巡回裁判所は、「国は、……本件債務は関連する航空機の除去という将来の事

象の発生を条件とし偶発的であるから、係争事業年度において、本件債務を所得控除算入すること

はできないと主張する。しかしながら、……本件債務は、債務がいつ生じるかに関して偶発性を有

するだけであり、債務の事実に関する偶発性を有していない。669」として、本件債務が全事象テス

トを充足するとしたうえで、以下のように判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「全事象テストは内国歳入庁長官が所得控除算入を否認するための唯一の基礎ではない。

内国歳入長官は、I.R.C. § 446(b)のもとで、所得を明瞭に反映しない会計方法を否認する

ための裁量権を有している。670」 

「本件における最も顕著な特徴は、納税者が係争事業年度に所得控除算入しようとした債

務の多く、またはそのほとんどが、15 年、20 年、または 30 年の間に実際に償還されな

いであろうという事実である。……金銭の収受からMooney債の償還までの時間的な乖離

は、両者の関係性を完全に希薄なものにしている。……つまり、引当金の計上は、差し迫

った償還額の支払いというより、むしろ事業拡大のための資本として用いられる可能性が

はるかに高い。……それゆえ、本件において、本件債務を現在の所得控除に算入すること

を認めることは、所得の反映よりも、むしろ歪曲（distort）にあたると解される。671」 

「さらに、時間的期間があまりにも長すぎるということは、別の問題も内在している。時

間的間隔は、長くなればなるほど債務が実際に償還される蓋然性を低下させる。……（つ

まり、）金銭の収受と関連する費用の支払いとの間の時間的間隔が長くなればなるほど、そ

の金銭は消費され、支出されない可能性を高くする。仮に金銭が支出されない場合、それ

 
668 420 F.2d 400, (1969), supra note 289, pp.401-402. 
669 Ibid., pp.405-406. 
670 Ibid., p.406. 
671 Ibid., pp.409-410. 
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は費用に該当するものではなく、課税されるべきである。本件において、納税者の償還能

力がなくなった場合、係る費用は決して支払われないうえ、収受した金銭も非課税所得と

して使用可能となる。（したがって、）本件における時間的間隔の長さゆえ、内国歳入庁長

官がMooney債を現在の費用として所得控除算入することを否認したことについて、その

有する裁量権の範囲内であることは明らかである。672」（カッコ内筆者加筆） 

 

 このように、当裁判所は、本件債務が全事象テスト充足から償還までの時間的間隔が長すぎると

して、本件債務の額を全事象テスト充足時点で所得控除することは、所得を明瞭に反映する会計方

法に該当しないと判示した。そして、この全事象テストの問題点を指摘した当該事件判決を契機に、

1984年税制改正において、経済的効果テストは導入されることとなる。 

 

2. 1984年議会報告書 

上記Mooney Aircraft, Inc.事件判決を受け、議会では、当該事件判決において指摘された全事象

テストの問題点、すなわち、全事象テストの充足時点と債務履行時点の乖離より生じる蓋然性の低

下、そして、それに伴う所得の歪曲をどのように解消するかが議論された。その結果として導入さ

れたものが 1984 年税制改正における経済的効果テストである。そこで以下に議会報告書を概観す

る。 

議会報告書では、経済的効果テストを導入するにあたり、従前の制度である全事象テストについ

て、以下のように解説している。 

 

「初期の裁判例では、債務の履行に関する「事実」が確定した場合ではなく、実際に債務

が履行された場合にのみ、納税者は支出額を所得控除できると判示された。……しかしな

がら、近年の裁判例では、初期の裁判例とは異なる結論が見出されており、たとえ実際に

債務が履行されていなくても、債務を固定するための全事象が生じ、かつ、その債務の額

が合理的正確性をもって決定できる場合、納税者はその債務の額を所得控除できると判断

されている。……そして、偶発債務の所得控除は、債務の固定に必要な全事象が生じてい

ないため、依然として認められていなかったが、……近年の裁判例では、将来の債務履行

時点が不確実であるという事実は、全事象テストのもとでの所得控除を妨げるものではな

いと判示されている。673」 

「ある債務の額を全事象テストのもとで所得控除するためには、その債務の額は合理的正

確性をもって決定可能とならなければならない。……裁判例では、債務の額が合理的正確

に見積られている場合、当該債務の見積額は全事象テストの要件を充足すると判断されて

 
672 Ibid., p.410. 
673 H.R. Rep. No. 432, pt. 2, 98th Cong., 2d Sess., (1984), supra note 290, pp.258-259. 
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いる。そして、一般に、裁判所は、業界の経験、または、納税者の経験に基づく見積りを

合理的なものとして容認している。674」 

「裁判例において、全事象テスト充足から債務履行までの期間の長さは、負債の発生に影

響しないと判示されてきた。しかしながら、……Mooney Aircraft, Inc.事件において、1969

年第5連邦巡回裁判所は、航空機購入者に提供された債券が、航空機の用役終了時点で償

還可能なものであり、全事象テスト充足から債務履行までの時間的間隔があまりにも長過

ぎるため、当該債券の額を全事象テスト充足時に所得控除できないと判示し、……債務履

行までの時間的間隔が長くなるにつれて債務履行の蓋然性は低下すると結論づけた。675」 

 

このように、議会は、従前の制度における先決例を整理したうえで、Mooney Aircraft, Inc.事件

判決が指摘した全事象テストの問題点、つまりは、全事象テストの充足時点と債務履行時点の乖離

より生じる蓋然性の低下を課題として提示している。そして、この課題の解決方策、つまりは経済

的効果テストの導入理由について、議会は以下のように解説している。 

 

「所得控除の帰属事業年度に関する規則（Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1）は、発生主義を

採用する納税者に対して、貨幣の時間価値、及び、所得控除の経済的な発生時点を考慮す

べきとしているが、近年の裁判例では、経済的効果が発揮される前の費用を早期に所得控

除することが容認されている。ただし、納税者が将来の支出額を早期に所得控除する場合、

その所得控除額は、時間価値を反映していないため、実際の費用の額よりも過大評価され

る。……そして、過大評価の影響は間隔が長くなるにつれて大きくなる。……そのため、

理論的にいえば、納税者は、債務履行時点で（割引前の）債務の額を所得控除する方法、

もしくは、（債務発生時点で）割引後の債務の額を早期に所得控除する方法のうち、いず

れかの方法が容認されるべきである。しかしながら、すべての将来の費用の割引額を決定

することは非常に複雑であり、管理を困難とする。……したがって、将来の費用を過大に

所得控除させないため、また、割引評価に関するシステムの複雑さを回避するため、将来

の費用については、経済的効果が発揮される時点でのみ所得控除されるべきである。676」

（カッコ内筆者加筆） 

 

3. 立法趣旨解釈 

 本稿では、最後に、1984年議会報告書をもとに、全事象テストを構成する債務事実確定要件、金

額合理的正確性要件、そして、経済的効果テストを構成する経済的効果発揮要件について、立法趣

 
674 Ibid., p.259. 
675 Ibid., p.259. 
676 Ibid., pp.260-261. 
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旨解釈を試みる。 

 まずは、債務事実確定要件について整理する。1984年税制改正における議会報告書は、従前の制

度として、「たとえ実際に債務が履行されていなくても、債務を固定するための全事象が生じ、かつ、

その債務の額が合理的正確性をもって決定できる場合、納税者はその債務の額を所得控除できる 677」

とし、所得控除算入のための要件として、債務の固定、及び、金額の合理的正確性をもって決定で

きることを挙げている。これを全事象テストと対応させると、前者が債務事実確定要件、後者が金

額合理的正確性要件に対応する。つまり、議会報告書における債務の固定とは、財務省規則のいう

債務の事実の確定を指す。 

そして、議会報告書は、実際に債務が履行されていない場合であっても、債務は固定するとして

おり、債務の固定と債務履行がそれぞれ独立すること、偶発債務が所得控除算入されないこと、債

務履行時点の不確実性が全事象テストの充足を妨げないことを明らかにしている 678。このことから、

当該要件とは、債務履行時点の確実性を問わない蓋然性基準を有しているといえる 679。 

 次に、金額合理的正確性要件について整理する。議会報告書は、近年の裁判例において、「債務の

額が合理的正確に見積られている場合、当該債務の見積額は全事象テストの要件を充足すると判断

されている 680」こと、そして、「裁判所は、業界の経験、または、納税者の経験に基づく見積りを

合理的なものとして容認している。681」と解説している。このことから、当該要件とは、金額の合

理的正確性の程度を判定するものであり、業界及び納税者の経験に基づく見積計算を容認している

といえる 682。 

 最後に、経済的効果発揮要件について整理する。議会報告書は、まず、全事象テストの問題点と

して、当該テスト充足と債務履行時点の乖離が債務履行の蓋然性を低下させること、そして、当該

テスト充足時点で債務が負債計上される場合、負債の額が過大評価されることを提示している。そ

して、議会報告書は、この理論上の解決方策として、債務履行時点で債務の総額を所得控除算入す

る方法と、債務発生時点で債務の割引額を所得控除算入する方法が存在することを示し、そのうえ

 
677 Ibid., p.258. 
678 See. 291 U.S. 193, (1934), supra note 246, p.200, 281 U.S. 11, (1930), supra note 383, p.13 
and 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, p.543. 
679 United States v. Hughes Properties, Inc., 476 U.S. 593, (1986) においても同様の旨が判示さ

れており、債務が固定されたかどうかは、債務の履行の可能性がほとんどないということに影響さ

れるものではないとされている（476 U.S. 593, (1986), supra note 283, pp.601-602.）。 
680 H.R. Rep. No. 432, pt. 2, 98th Cong., 2d Sess., (1984), supra note 290, p.259. 
681 Ibid., p.259. 
682 見積計算が当該要件において認められていることは、先行研究においても、一般に理解されて

いる。例えば、McNulty et al., (2011) は、「負債の発生とは、債務の額が正確に確定することを要

求していない。その額が合理的正確性をもって見積られているならば、負債は発生する。」と述べら

れている（McNulty, et al., (2011), supra note 629, p.319.）。また、Chirelstein et al., (2018) は、

United States v. General Dynamics Corp.事件判決を参照し、見積計算が連邦最高裁判所によって

認められていると述べられている（Chirelstein, et al., (2018), supra note 629, p.323.）。 
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で、割引計算を伴う後者方法の複雑性及び管理の困難性を理由に、前者方法を採用したと解説して

いる 683。 

 さらに、本改正により創設された I.R.C. § 461(h)(2)は、経済的効果発揮時点、つまりは債務履行

時点について、(A)納税者の債務が顧客による財またはサービスの移転により生じた場合、財または

サービスの移転時点、(B)納税者の債務が納税者に対して財またはサービスの移転を要請する場合、

財またはサービスの移転時点と定めている 684。このことから、経済的効果発揮要件については、そ

の認識基準を債務履行とし、I.R.C. § 461(h)(2)が当該基準を捕捉するための指標として位置付けら

れる 685。 

 以上を整理すると、債務事実確定要件とは、債務の偶発性の程度を判定するものであり、債務履

行時点の確実性を問わない蓋然性基準を有する要件、金額合理的正確性要件とは、金額の合理的正

確性の程度を判定する基準が存在し、そのもとで業界及び納税者の経験に基づく見積計算を容認す

る要件、経済的効果発揮要件とは、債務履行基準を有し、納税者に対する、または、納税者による

財またはサービスの移転を指標とする要件となる。 

 

第4項 論点整理 

本節では、発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念について、裁判例沿革、及び、

立法趣旨を概観し、全事象テスト及び経済的効果テストに関する基本的考え方を整理した。 

第2項では、裁判例沿革として、連邦最高裁判所判決を中心に全事象テストの基本的考え方を整

理した。その結果、Anderson事件判決を起源とする当該テストとは、Hughes Properties, Inc.事

件判決において体系化された基本的考え方、すなわち、債務が最終かつ明確な金額となること、固

定かつ絶対となること、無条件となることを要求するものであり、係る債務を固定かつ確定するた

めの全事象が生じるまで、所得控除算入を容認しないことを定めた認識概念であることを確認した。 

次に、第3項では、立法趣旨として、経済的効果テストが導入された1984年税制改正を中心に、

所得控除に係る諸項目の発生要件である債務事実確定要件、金額合理的正確性要件、経済的効果発

揮要件について整理した。その結果としては、債務事実確定要件とは、債務の偶発性の程度を判定

するものであり、債務履行時点の確実性を問わない蓋然性基準を有すること、金額合理的正確性要

 
683 Butler, (1995) は、本改正において、将来の負債の割引計算が認められず、経済的効果テストま

で繰り延べる方法が採用された理由について、管理の困難性が租税回避、容認できないほどの即時

損失を創出するためと述べられている（Butler, Gordon T., “I.R.C. 461(h): Tax Fairness and the 
Deduction of Future Liabilities”, 26 U. Mem. L. Rev. 97, (1995), p.127.）。 
684 I.R.C. § 461(h)(2)(A) and (B). 
685 この点について、Gunn, (1984) は、経済的効果テストが負債の発生と履行義務充足の間隔が生

じる問題を解決すると述べられている（See. Gunn, Alan, “Matching of Costs and Revenues as a 
Goal of Tax Accounting”, 4 Va. Tax Rev. 1, (1984), p.35.）。また、Butler, (1995) においても同様の

見解が示されているが、それと同時に、将来の債務に関する取引をどの程度繰り延べるかというこ

とについての問題が指摘されている（See. Butler, (1995), supra note 683, pp.126-127.）。 
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件とは、金額の合理的正確性の程度を判定する基準が存在し、そのもとで業界及び納税者の経験に

基づく見積計算を容認すること、経済的効果発揮要件とは、債務履行基準を有し、納税者に対する、

または、納税者による財またはサービスの移転を指標とすることが示された。 

もっとも、上記検討結果は、裁判例の沿革及び立法趣旨から示された基本的考え方に過ぎず、認

識基準及び指標レベルの内容が明確化されていない点で限界がある。そして、これを検討するにあ

たっては、Ford Motor Co. v. Commissioner, 71 F.3d 209, (1995) において、連邦巡回裁判所が判

示したように、「納税者の会計方法が所得を明瞭に反映するかどうかの問題は、ケース・バイ・ケー

スで決定される事実認定の問題である 686」ため、裁判所判決における事実認定を整理することが要

求される。そこで次節では、裁判例分析をもとに、課税公平性を反映した発生主義のもとでの所得

控除に係る諸項目の認識概念についての検討を試みることとする。 

 

第4節 検討 

第1項 本節概要 

 本節では、課税公平性を反映した発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念ついての

検討を行う。より具体的にいえば、全事象テストを構成する債務事実確定要件及び金額合理的正確

性要件、そして、経済的効果テストを構成する経済的効果発揮要件について、その下位概念である

認識基準及び指標を具体化する。 

 そのため、本節の構成は次のとおりとする。まず、第2項では、検討素材及び方法を提示し、こ

れに従い、第3項及び第4項において、発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念の具

体化を試みる。最後に、第5項では、これまでの検討結果を踏まえて、係る認識概念の体系化を行

う。 

 

第2項 検討素材及び方法 

 本節の目的は、課税公平性を反映した発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念つい

て、裁判例分析をもとに検討を行うことにある。検討にあたっては、本稿第5章で提案した検討方

法、財務会計との比較分析を用いることとし、検討素材については、「資産除去債務（Asset 

Retirement Obligations：ARO）」及び「偶発損失」とする。本節でARO及び偶発損失を取り上げ

る理由については、以下のとおりである。 

 
686 71 F.3d 209, (1995), supra note 285, p.216, (See. Hamilton Industries, Inc. v. Commissioner, 
97 T.C. 120, (1991), pp. 128-129.). この他、Peninsula Steel Products & Equipment Co. v. 
Commissioner, 78 T.C. 1029, (1982) において、租税裁判所は、「特定の会計方法が所得を明瞭に反

映するかどうかは主に事実認定の問題であり、事業や事実の状況によって大きく異なる。（78 T.C. 
1029, (1982), supra note 599, p.1045.）」と判示されている。さらには同様の旨を判示したものとし

て、次の裁判例が挙げられる。See. Bien v. Commissioner, 20 T.C. 49, (1953), p.53 and Sam W. 
Emerson Co. v. Commissioner, 37 T.C. 1063, (1962), p.1067. 



 176 

本節検討方法である財務会計との比較分析は、Thor Power Tool Co.事件判決、すなわち、発生主

義とGAAP との間には、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在するということを前提とする。

そして、当該事件判決は、「納税者が将来の見積費用または損失を現在において控除する場合におい

て、税務会計と財務会計の間に差異が生じることが一般的である 687」として、とりわけ「将来の見

積費用または損失」の認識時点において差異が生じると判示している。つまり、財務会計との比較

分析を行うにあたっては、別段の定めがある項目以外の項目のうち、将来の見積費用または損失に

関する項目を検討対象とすることが、当該事件判決との整合性の高さという観点において、高い有

用性を発揮すると考えられる。そして、ここでいう将来の見積費用または損失に関する項目として

は、財務会計上のARO及び偶発損失が挙げられる。 

この財務会計上の文言であるAROは、税務会計上、別段の定めが存在しないため、I.R.C. § 461(h)

の適用対象となる。そして、ARO については、税務会計上の定義が存在せず、類似する項目も存

在していないため、その取扱いを法律学的観点から捉えた先行研究は少ない。したがって、ARO

所得控除に係る一項目として、その取扱いを整理することは、I.R.C. § 461(h)の有する具体的な認

識概念の検討において多くの示唆が得られると考えられる。 

偶発損失については、税務会計上、別段の定めが存在しないため、I.R.C. § 461(h)の適用対象で

あり、所得控除として認識されないことが一般に理解されている。ただし、先行研究一般では、そ

の根拠について、偶発損失の認識を容認したI.R.C. of 1954 § 462が廃止されたこととされており688、

その取扱いの理論的根拠が I.R.C. § 461(h)との関係性のもとで示されていない。そのため、偶発損

失に関する会計基準を比較対象として、係る関係性を明確化することは、法的安定性のみならず、

I.R.C. § 461(h)の有する具体的な認識概念の検討において多くの示唆が得られると考えられる。 

以上のことから、本節では、課税公平性を反映した発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の

認識概念に関する検討として、ARO 及び偶発損失を素材とした財務会計との比較分析を試みる。

本節の構成は次のとおりである。第 3 項及び第 4 項において、それぞれARO 及び偶発損失を素材

とした財務会計との比較分析を行い、係る認識概念の具体化を試みる。そして、第5項では、それ

ぞれの検討結果を整理することにより、係る認識概念を体系化する。 

なお、本節では、以下、債務事実確定要件、金額合理的正確性要件、経済的効果発揮要件をまと

めて「負債計上要件」と表現する。その理由は以下のとおりである。 

税務会計上、将来の見積費用または損失である ARO 及び偶発損失が所得控除として認識される

ということは、帳簿記録上、その相手勘定として同額の負債が計上されることを意味する。そのた

め、将来の見積費用または損失を素材とする限りにおいて、所得控除に係る諸項目の認識とは、帳

簿上の負債計上と同義となる。そして、ARO 及び偶発損失は、財務会計上、財務諸表の構成要素

の「負債」に該当する項目であり、その取扱いは、係る項目が負債として財務諸表に計上（認識）

 
687 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, p.541. 
688 See. Bankman, et al., (2018), supra note 310, p.226. 
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され、その相手勘定として、その全部または一部が費用として認識される 689。そのため、税務会計

と財務会計との比較分析においては、両者の負債計上時点を比較することで十分といえる。 

以上のことから、本節では、以下、財務会計との比較分析にあたり、所得控除に係る諸項目の認

識を負債の観点から捉えることとし、債務事実確定要件、金額合理的正確性要件、経済的効果発揮

要件をまとめて「負債計上要件」と表現することとする。 

 

第3項 検討1 

1. 検討1概要 

本項の目的は、AROを素材として、税務会計と財務会計の比較分析から、I.R.C. § 461(h)のいう

負債計上要件を具体化することにある 690。そのため、本項の構成は次のとおりとする。まず、2.

において、本検討の前提、ARO を素材に税務会計と財務会計の比較分析を行うことの妥当性を検

証する。次に、3 において、ARO に関する裁判所の判断を分析し、ARO の租税法上の取扱いを整

理したうえで、I.R.C. § 461(h)のいう負債計上要件についての具体化を試みる。 

なお、本検討は、AROに関する会計基準、ASC 410-20におけるAROの性質をもとに、I.R.C. § 

461(h)の具体的内容を検討するものであり、当該会計基準に従い、納税者が課税所得計算をした裁

判例をもとに、I.R.C. § 461(h)の具体的内容を検討するものではない。 

 

2. 前提検証 

(1) 概要 

 本検討における財務会計との比較分析は、Thor Power Tool事件判決、すなわち「財務会計の主

要な目的は、投資者、債権者、その他の利害関係者の意思決定に有用な情報を提供することであり、

……税務会計の主要な目的は公平な歳入確保であり、……この目的の相違は取扱いの相違にも反映

される。691」、及び、「将来の見積費用に関して、税務会計と財務会計の間に差異が存在する。692」

という判断を前提とする。そのため、検討を行う前に、AROに関する会計基準であるASC 410-20

が当該事件判決のいう意思決定有用性を反映したものであること、ARO が将来の見積費用または

損失に該当すること、そして、AROが I.R.C. § 461(h)の適用対象となることの3点を示す必要があ

る。 

そこで本項では、本検討の前提検証として、(2)において、ASC 410-20を概観し、反映される目

的、及び、将来の見積費用または損失に該当するかどうかを整理する。次に、(3)において、I.R.C. § 

 
689 See. FASB, (2019a), supra note 347, 410-20-25-5, 410-20-35-2, 3, 4 and 5, and 450-20-25-2. 
690 本項は、拙稿「アメリカ合衆国連邦裁判所における資産除去債務の租税法上の取扱い―内国歳

入法典 § 461 (h)の観点を中心に―」『経営学研究論集』第52号、pp.167-186、明治大学大学院に

加筆修正を加えたものである。 
691 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.542-543. 
692 Ibid., p.541. 
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461(h)とAROの適用関係を整理する。 

 

(2) 財務会計の目的とAROに関する会計基準 

ⅰ. AROに関する会計基準ASC 410-20 

 ASC 410-20において、AROは、「有形固定資産の除去に関する債務 693」であり、「取得、建設、

開発、及び（または）、長期性資産の通常の使用によって生じる有形固定資産の除去に関する法的債

務 694」と定義される。ここでいう法的債務とは、「既存または制定された法律、法令、条例、また

は、書面または口頭契約、もしくは、禁反言の原則の下での法的契約の結果として、当事者間で決

済されることが要請される債務 695」をいう。そして、ARO に該当する具体的な取引については、

廃棄物埋立処分場の閉鎖及び閉鎖後管理、採鉱現場の原状復帰、原子力発電所の廃炉、油井の封鎖

及び放棄、アスベスト含有資材の除去等が挙げられる 696。 

 次に、ASC 410-20におけるAROの会計処理を整理する。まず、企業は、AROに係る負債の「公

正価値（fair value）697」を合理的に見積ることができる場合、発生した期間に当該負債の公正価値

を当初認識する 698。この「公正価値を合理的に見積ることができる場合」とは、公正価値に関する

重要な情報の入手可能な場合とされる 699。また、ARO に係る負債を当初認識するときに、関連す

る有形固定資産の帳簿価額を増加させる方法により、当該負債と同額の資産除去費用が資産として

計上される 700。 

 AROに係る負債は、公正価値で当初測定される。そして、公正価値は、通常、AROに係る負債

の公正価値の見積りに唯一の適切な方法「期待現在価値技法（expected present value technique）
701」により見積られる 702。つまり、当初認識時点である公正価値を合理的に見積ることができる場

 
693 FASB, (2019a), supra note 347, 410-20-20. 
694 Ibid., 410-20-15-2. 
695 Ibid., 410-20-20. 
696 See. Ibid., 410-20-55 and Flood, Joanne M., Wiley GAAP 2019: Interpretation and 
Application of Generally Accepted Accounting Principles, Wiley, (2019), p.476. 
697 ここでいう公正価値とは、「測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資

産の譲渡により受領するまたは負債の移転により支払う価格（FASB, (2019a), supra note 347, 
410-20-20.）」と定義される。 
698 See. Ibid., 410-20-25-4. AROが生じた時点で公正価値を合理的に見積ることができない場合、

公正価値を合理的に見積ることができるようになった時点で、AROに係る負債は認識される（See. 
Ibid.）。それゆえ、AROに関連する有形固定資産の取得日において、AROが生じていた場合は、

当該資産の取得日にAROに係る負債は当初認識されることになる（See. Ibid.）。 
699 See. Ibid., 410-20-25-6. 
700 See. Ibid., 410-20-25-5. 
701 期待現在価値技法とは、債務履行時点に関する不確実性により公正価値の測定が困難な状況に

おいても、合理的な見積りを可能とする方法とされ、その計算方法は、法的債務に係る費用及び除

去時点に関する査定を可能な限り反映し、期待されるキャッシュ（アウト）フローを見積り、その

額を、企業の信用度基準の影響を加味した「信用調整後リスクフリーレート（credit-adjusted 
risk-free rate）」で割り引く方法をいう（See. Ibid., 410-20-25-7, 410-20-30-1 and 410-20-55-13.）。 



 179 

合とは、期待現在価値技法を適用するための十分な情報が存在する場合を意味する 703。 

 次に、当初測定以後、各会計期間において、企業は時の経過による ARO の調整額を ARO に係

る負債の額の増加分として認識するとともに、資産計上した資産除去費用を体系的かつ合理的な方

法（systematic and rational method）を通じて費用配分する 704。また、新たに取得された情報に

より、債務の履行時点及び割引前キャッシュアウトフローの見積額が修正された場合、この修正に

よる変更は、資産除去債務に係る負債の額、及び、資産計上された資産除去費用の額の調整額とし

て認識される 705。そして、AROに係る負債は債務履行時点において決済される 706。 

 

ⅱ. 財務会計の目的とASC 410-20  

 次に、ASC 410-20がThor Power Tool事件判決のいう財務会計の主要な目的、すなわち「投資

者、債権者、その他の利害関係者の意思決定に有用な情報を提供すること」を反映し、かつ、ARO

が将来の見積費用または損失に該当するかどうかを検証する。なお、本稿は、上記の財務会計の主

要な目的を、その文言の類似性から、SFAC No.8のいう財務報告の基本目的「既存及び将来の投資

者、与信者、その他の債権者が企業の資源提供に関する意思決定を行うのに有用な報告主体の企業

に関する財務情報を提供すること 707」と同一のものとして取り扱うこととする。 

 まず、ASC 410-20とSFAC No.8との関係性について検証する。FASBは、ASC 410-20の目的

を「ARO に係る負債の認識と測定のための会計基準の確立 708」とするのみであり、上記の関係性

については直接的に言及していない。ただし、ASC 410-20の従前の会計基準であるSFAS No.143

は、「当該会計基準における開示は、企業のAROに係る負債の影響を理解するために有用な情報を

提供するものであり、……基本的かつ必要な開示である。709」として、開示目的を有用な情報の提

供という観点から説明している。このことから、開示項目を SFAS No.143 と同じくする ASC 

410-20についても、同様の説明が可能となるため、ASC 410-20がSFAC No.8における財務報告

の基本目的を反映していると推断できる 710。 

 また、上記関係性については、SFAC No.6における財務諸表の構成要素「負債」の定義からみて

 
702 See. Ibid., 410-20-30-1. 
703 See. Ibid., 410-20-25-6 and 410-20-30-1. なお、ASC 410-20は、この他、公正価値を合理的に

見積ることができる場合について、公正価値が資産の取得価額に具体化されている場合、及び、債

務の移転のための活発な市場が存在する場合を挙げている（See. Ibid.）。ただし、ASC 410-20に

おいて、期待現在価値技法が唯一の適切な方法とされているため、本稿では上記2つの場合につい

ては省略する。 
704 See. Ibid., 410-20-35-2, 3, 4 and 5. 
705 See. Ibid., 410-20-35-3, 6 and 8. 
706 See. Ibid., 410-20-40-1. 
707 FASB, (2018), supra note 335, OB2. 
708 See. FASB, (2019a), supra note 347, 410-20-05-1. 
709 FASB, Statement of Financial Accounting Standards No.143: Accounting for Asset 
Retirement Obligations, FASB, (2001), para.B74. 
710 See. Ibid., para.22 and FASB, (2019a), supra note 347, 410-20-50-1. 
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も示される。ASC 410-20において、AROはSFAC No.6における負債の定義を充足するとされる

711。そして、SFAC No.6は、SFAC No.8を含むすべてのSFACに共通する経済的な意思決定にお

ける財務報告情報の有用性という観点から、財務諸表の構成要素を定義している 712。このことから、

AROがSFAC No.6の負債の定義を充足するとしたASC 410-20は、SFAC No.6を介して、SFAC 

No.8における財務報告の目的を反映するといえる。 

次に、AROと将来の見積費用または損失との関係性について検証する。AROは、法的債務のう

ち、有形固定資産の除去という将来の費用に係る債務とされる。そして、ARO に係る負債は、通

常、キャッシュアウトフローを見積る期待現在価値技法に基づき当初測定される。このことから、

ARO は、将来の費用または損失に関連する債務であり、かつ、その金額が見積計算されるもので

ある点で、将来の見積費用または損失に該当するといえる。 

このように、ASC 410-20は、SFAC No.8における財務報告の基本目的を反映するものとして、

Thor Power Tool事件判決のいう意思決定有用性を反映したものであり、かつ、AROは将来の見積

費用または損失に該当する。この結果は、本検討前提のうち、GAAPが意思決定有用性を反映する

という部分についての成立を示すものであるから、同観点においては、財務会計との比較分析とし

て、AROを素材とすることの適切性が示される。 

 

(3) I.R.C. § 461(h)とAROの適用関係 

 AROに関する規定の適用関係は、ASC 410-20における会計処理に従えば、AROに係る負債計

上、及び、資産除去費用の資産計上という2つの観点からの検証が必要となる。 

まず、負債計上の観点であるが、税務会計において、ARO は所得控除に係る一項目として捉え

られていないため、AROに関する別段の定めは存在しない。また、AROに該当する個々の取引に

ついても、規定上、AROに係る負債に関する取扱いは定められていない 713。そのため、AROに係

る負債計上の観点からみれば、別段の定めのない ARO は、別段の定めがある項目以外の項目を対

象とする I.R.C. § 461(h)の適用対象となる。 

 
711 See. FASB, (2019a), supra note 347, 410-20-25-1, 2, 3 and 3A. なお、SFAC No.6は、負債に

ついて、「過去の取引のまたは事象の結果として、特定の企業が有する将来に他の企業に資産の譲渡

または用役の提供をしなければならない現在の債務から生じる、発生の可能性の高い将来の経済的

便益の犠牲である。（FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No.6: Elements of 
Financial Statements, FASB, (1985), para.35.）」と定義している。そして、ここでいう債務は「法

的債務よりも広い意味で使われる。（Ibid., footnote.22.）」とされる。 
712 Ibid., para.9. 
713 なお、原子力発電所の廃炉債務に関しては、I.R.C. § 468Aの選択適用が認められている。本規

定は、原子力廃炉準備基金（Nuclear Decommissioning Reserve Fund）に支払った金額を支出事

業年度に所得控除することを容認するものである（See. I.R.C. § 468A(a).）。ただし、本規定は、基

金への支出額の所得控除を認めるものであり、廃炉債務に係る負債がいつ発生するかを定めたもの

ではない。そのため、本稿では、I.R.C. § 468Aを別段の定めから除外している。採鉱現場の原状復

帰債務に関する I.R.C. § 468についても同様である（See. I.R.C. § 468(a)(1) and § 468(c).）。 
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 次に、後者の資産除去費用の資産計上という観点である。この場合においても、次の理由により、

AROは I.R.C. § 461(h)の適用関係にあると解される。ASC 410-20のもとで、資産除去費用は、ARO

に係る負債の当初認識時点で資産計上され、以後の会計期間にわたり費用配分される。この会計処

理の根拠は、資産への投資を利益獲得期間にわたって費用に賦課する「対応原則（matching 

principle）」であり、発生した費用の繰延べとされる 714。そして、税務会計上、費用の発生は I.R.C. 

§ 461(h)により判定される 715。したがって、資産除去費用の資産計上という観点からみても、ARO

は I.R.C. § 461(h)が適用されることになる。また、裁判所においても、AROに関する取引の租税法

上の取扱いは、費用の資本化に関する規定、I.R.C. § 1012により直接的かつ排他的に解決されるも

のではなく、I.R.C. § 461(h)をもとで検討されると判示されている 716。 

 このように、AROに係る負債計上、及び、資産除去費用の資産計上のいずれの観点においても、

AROは I.R.C. § 461(h)の適用対象となり、同観点においても、財務会計との比較分析として、ARO

を素材とすることの適切性が示される。 

 

3. 検討 

(1) 検討素材及び方法 

ⅰ.負債計上要件とAROの性質との対応関係 

 本検討の目的は、AROの性質論的観点から、I.R.C. § 461(h)における負債計上要件の具体的内容

を検討することにあるため、ARO の性質と負債計上要件の対応関係を整理する必要がある。そこ

で以下に、I.R.C. § 461(h)における負債計上要件、及び、AROに関する会計基準から示されるARO

の性質を概観し、その内容から、負債計上要件とAROの性質の対応関係を整理する。 

 

① 負債計上要件 

前節で示したように、裁判例の沿革及び立法趣旨から示される負債計上要件は、次のとおりであ

る。債務事実確定要件とは、債務の偶発性の程度を判定するものであり、債務履行時点の確実性を

問わない蓋然性基準を有すること、金額合理的正確性要件とは、金額の合理的正確性の程度を判定

する基準が存在し、そのもとで業界及び納税者の経験に基づく見積計算を容認すること、経済的効

果発揮要件とは、債務履行基準を有し、納税者に対する、または、納税者による財またはサービス

の移転を指標とする。 

 

② AROの性質 

 次に、AROの性質を整理する。AROの定義より示される性質としては、主に以下3点が挙げら

 
714 See. Flood, Joanne M., (2019), supra note 696, p.480 and p.618. 
715 See. I.R.C. § 461(a) and (h). 
716 See. 113 Fed. Cl. 52, supra note 292, p.60. 
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れる。 

第一の性質は、ARO は、債務履行前の当初認識時点において、すでに債務を履行すべきことが

確定しているということ、第二の性質は、当初認識時点における債務履行時点の不確実性である。

これは、ASC 410-20において、「AROは、通常、債務履行時点及びその金額に関する不確実性を

有する。717」とされ、さらに、当初認識以後において、新たに取得された情報による債務履行時点

及び割引前キャッシュフローの見積額の修正を反映するための取扱いを定めていることから示され

る 718。そして、第三の性質は、当初認識から債務履行までの時間的間隔が長いことが挙げられる。

これは、ARO の具体例、債務履行時点及びその金額に関する不確実性、当初測定にあたり見積キ

ャッシュアウトフローを割り引くという点から示される。 

以上を整理すると、AROの租税法上の取扱いを検討するうえで重要となるAROの性質とは、以

下のようにまとめることができる。 

 

(a) 債務履行時点よりも前の時点で債務を履行すべきことが確定する法的債務であるが、

債務履行時点に関する不確実性を有する。 

(b) 債務履行前における見積額には、計算要素に関する不確実性、及び、後発事象によ

る修正可能性が存在する。 

(c) 債務履行までに長い時間的間隔を有する。 

 

③ 負債計上要件とAROの性質との対応関係 

 ①及び②より、I.R.C. § 461(h)における負債計上要件とAROの性質の対応関係を整理すると、債

務事実確定要件、金額合理的正確性要件、経済的効果発揮要件は、②において示した ARO の性質

として示した(a)、(b)、(c)にそれぞれ対応すると解される。そこで本検討では、この対応関係に基づ

き、ARO の性質が各要件を充足するかどうかを整理することで、その具体的な認識概念について

の検討を試みる。 

 

ⅱ. 検討素材及び方法 

 本項では、以下に、上記AROの性質と I.R.C. § 461(h)における負債計上要件の対応関係をもと

に、AROに関する裁判例を分析し、その結果を踏まえ、AROの租税法上の取扱いを体系的に整理

するとともに、本規定のいう負債計上要件の具体的内容の明確化を試みる。本検討において取り上

げる素材は以下のとおりであり、これらの素材は、いずれも ARO に該当する債務を債務履行前の

事業年度に負債計上できるかどうか、つまりは当該事業年度に ARO の性質が負債計上要件を充足

していたかどうかを争点とする点で、本検討の目的と整合するものである。 
 

717 FASB, (2019a), supra note 347, 410-20-30-1. 
718 Ibid., 410-20-35-8. 
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なお、負債計上要件については、1984年税制改正において、従来の全事象テストに加え、経済的

効果テストが導入されているため 719、裁判例分析においては、係争事業年度に基づき、全事象テス

トのもとで争われた事例「係争事業年度が 1984 年以前の裁判例」と、全事象テスト及び経済的効

果テストのもとで争われた事例「係争事業年度が1984年以後の裁判例」に区分している。 

 

ⅰ. 係争事業年度が1984以前の裁判例 

① Ohio River Collieries Co. v. Commissioner, 77 T.C. 1369, (1981). 

② Exxon Mobil Corp. v. Commissioner, 114 T.C. 293, (2000). 

 

ⅱ. 係争事業年度が1984以後の裁判例 

③ United States v. ConocoPhillips Co., 744 F.3d 1199, (2014). 

④ AmerGen Energy Co. v. United States, 779 F.3d 1368, (2015). 

 

(2) 裁判例分析 

ⅰ. 係争事業年度が1984以前の裁判例 

①Ohio River Collieries Co. v. Commissioner, 77 T.C. 1369, (1981). 

 本件は、オハイオ州法に基づく ARO「鉱山採掘現場の原状復帰債務」に係る負債を債務履行前

の事業年度（係争事業年度）に早期計上した納税者（Ohio River Collieries Co.）の取扱いが、内国

歳入庁長官に否認された事件である 720。納税者は本件原状復帰債務の額をオハイオ州原状復帰法

（Ohio reclamation law）に基づき見積計算している。また、オハイオ州法は、採掘業者の債務不

履行に備え、採掘業者が見積額を州に預け入れた場合に限り、採掘業者に対して、同額の保証債

 
719 なお、厳密にいえば、Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1(a)(2)は、費用の所得控除の帰属事業年度に

関する債務を対象としているが、I.R.C. § 461(h)は、すべての債務を対象としており、1984年税制

改正において、全事象テストにより判定される対象が変更されている。ただし、いずれも負債計上

要件に関しては、「債務の事実の確定」及び「債務の額の合理的正確性」を要件としており、その文

言を同じくしている。そして、先行研究は、一般に、I.R.C. § 461(h)について、Treas. Reg. of 1958 
§ 1.461-1(a)(2)の全事象テストを逐語的に取り入れたものとしている（See. Cunningham, Noel B., 
“A Theoretical Analysis of the Tax Treatment of Future Costs”, 40 Tax L. Rev. 577, (1985), p.585, 
Jensen, (1985), supra note 666, p.478 and Jensen, Erik M., ”The Supreme Court and the 
Timing of Deductions for Accrual-Basis Taxpayers", 22 Ga. L. Rev. 229, (1988), p.252.）。また、本

稿の分析対象は、1984年前後の全事象テストを同一のものとして取り扱っている（See. United 
States v. ConocoPhillips Co., 744 F.3d 1199, (2014), p.1202 and AmerGen Energy Co. v. United 
States, 779 F.3d 1368, (2015), p.1374.）。そのため、AROという項目に関していえば、少なくとも

1984年税制改正による全事象テストの対象とする債務の範囲の変更は、考慮すべき事項ではなく、

これらを同一のものとして取り扱うことに特段の問題はないと考えられる。そのため、本稿では、

Treas. Reg. of 1958 § 1.461-1(a)(2)と I.R.C. § 461(h)、それぞれのいう全事象テストを同一のものと

して取り扱う。 
720 See. Ohio River Collieries Co. v. Commissioner, 77 T.C. 1369, (1981), pp.1369-1371. 
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（surety bond）、及び、採鉱業開始のためのライセンスを発行する方法を採用しており、納税者は

これに従っている。 

本件の争点は、係争事業年度において、本件原状復帰債務が全事象テストの 2 要件を充足してい

たかどうかである。連邦租税裁判所は以下のように判示し、納税者の請求を容認している。 

 

「内国歳入庁長官の主張は、オハイオ州法が原状復帰に係る費用の額を見積ること、及び、

これを保証するための保証債を発行することを採掘業者に対して要請している事実を無

視したものである。採掘業者は、上記事実が生じ、かつ、採掘業を開始した場合、……原

状復帰に係る債務履行、もしくは、保証債の喪失のいずれかを強いられる。721」 

「本件原状復帰債務は、……係争事業年度において、採掘業開始という事実により固定さ

れており、また、その金額も当事者の合意により固定されている。……係争事業年度中に

おいて、見積原状復帰債務の事実が固定されるための事象が生じた場合、当該債務を履行

する事業年度まで、納税者は当該債務を負債として計上することを……遅らせるべきでは

ない。722」 

 

 このように、当裁判所は、原状復帰債務に関して、債務履行が法的に強制されているかどうかと

いう観点から検討し、本件債務が固定しているとして、債務事実確定要件を充足すると判示してい

る。このことから、本件債務の性質は、当該要件のもとでの蓋然性基準を充足するものであり、当

該要件充足のための十分条件に該当することになる。また、当該事件判決は、本件債務の額が全事

象テストの要件を充足すると判示していることから、納税者の採用した法的に定められた算定方法

は、金額合理的正確性要件を充足のための十分条件に該当するといえる。 

 

②Exxon Mobil Corp. v. Commissioner, 114 T.C. 293, (2000), 

 本件は、アラスカ石油及びガス環境保全委員会（Alaska Oil and Gas Conservation 

Commission：AOGCC）の規則に基づくARO「油井現場の解体、除去、原状復帰（dismantlement, 

removal, restoration：DRR）債務」について、債務履行前の事業年度（係争事業年度）に負債計

上した納税者（Exxon Mobil Corp.）の取扱いが、内国歳入庁長官に否認された事件である 723。な

お、納税者は本件DRR債務の見積額を納税者の経験に基づく算定方法に基づき計算している。 

本件の争点は、係争事業年度において、本件 DRR 債務が負債計上要件である全事象テストを充

足するかどうかであり、連邦租税裁判所は以下のように判示し、納税者の請求を容認している 724。 
 

721 Ibid., p.1374. 
722 Ibid., pp.1375-1376. 
723 See. Exxon Mobil Corp. v. Commissioner, 114 T.C. 293, (2000), pp.294-312. 
724 本件では、油井採掘に不可欠な周辺設備におけるDRR債務が全事象テストの2要件を充足する

かどうかも争われている。この点について、当裁判所は、AOGCC規則の対象外であり、かつ、契
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「油井現場に係る本件DRR債務は、アラスカ州との間で交わした油井現場の土地リース

契約により、履行すべきことが明確に規定及び確立されており、（係争事業年度において、）

全事象テストの第一要件（債務事実確定要件）を充足している。……内国歳入庁長官は、

債務の放棄または譲渡の可能性から、（係争事業年度において、）本件DRR債務を固定し

たとみなすべきではないと主張するが、……この主張は、すべての債務に関しても同様に

いえることであり、単なる債務譲渡の可能性をもって、債務が固定していないとすること

は十分ではない。725」（カッコ内筆者加筆） 

 

 このように、当裁判所は、債務事実確定要件について、債務履行が確定しているかどうかという

観点から検討し、本件DRR債務が当該要件を充足すると判示している。このことから、本件DRR

債務の性質は、当該要件のもとでの蓋然性基準を満たすものであり、当該要件充足のための十分条

件に該当することになる。また、当該事件判決は、債務譲渡の可能性が債務の固定に影響しないと

判示していることから、当該要件は後発事象による影響を考慮しない要件であるといえる。 

 次いで、当裁判所は、「石油業界において、……DRR債務の額は、一般的な内容及び経験に基づ

き合理的に見積ることができる。726」としたうえで、同じ油井現場で事業経験のある大手油井サー

ビス会社及び土木会社による見積額をもとに、納税者の計算した本件 DRR 債務の見積額が合理的

正確性を有すると判示している 727。このことから、金額合理的正確性要件は、算定方法に関する基

準を有しており、業界の経験に基づく算定方法は当該要件充足のための十分条件に該当するといえ

る。 

 

ⅱ. 係争事業年度が1984年以後の裁判例 

③United States v. ConocoPhillips Co., 744 F.3d 1199, (2014). 

 本件は、国及びアラスカ州との契約に基づくARO「石油パイプラインのDRR債務」に係る負債

を履行前の事業年度（係争事業年度）に早期計上した納税者（ConocoPhillips Co.）の取扱いが、

 
約により原状復帰を期待及び予測されるだけの当該債務は、債務が固定される水準に達しておらず、

法的債務にも該当しないため、全事象テストの2要件を充足しないと判示している（See. Ibid., 
pp.314-317.）。 
725 Ibid., pp.318-320. 
726 Ibid., p.320. 
727 See Ibid., pp.321-323. なお、納税者は、係争事業年度において、加速償却等の減価償却を通じ

て、見積DRR債務の全額を所得控除しており、この点について、当裁判所は、「このような取扱い

は、油井から石油生産が生じ、石油の販売からの所得が実現する事業年度とは無関係であり、また、

……DRR費用の生じる事業年度とも無関係である。したがって、納税者のした会計方法が所得の

歪曲（distortion）をもたらすとした内国歳入庁長官の決定は、認められるものである。（Ibid., p.324.）」
とし、納税者の請求を棄却している。 
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国によって否認された事件である 728。納税者は、納税者を合併法人とする企業合併により本件DRR

債務を取得した。そして、納税者は、合併時に当該債務の額を再評価しており、被合併法人と内国

歳入庁の間で締結された「終結合意（Closing Agreement）729」における金額をもとに算出してい

る。なお、終結合意では、債務の額が実際の DRR 費用を超過する場合、その差額を総所得として

認識すべき旨が記載されており 730、係る金額は、後発事象による修正可能性が反映されたものとな

っている。 

本件争点は、係争事業年度において、本件 DRR 債務が負債計上要件、つまりは債務事実確定要

件、金額合理的正確性要件、経済的効果発揮要件を充足したかどうかである。本件争点に対して、

連邦巡回裁判所は、1984年以前において、DRR債務が全事象テストの2要件を充足する時点で所

得控除に算入できるとされてきたことを確認し 731、本件DRR債務が債務事実確定要件及び金額合

理的正確性要件を充足し得るものであると判示している。そのうえで、当裁判所は、終結合意にお

ける債務の額が単なる債務の額の上限を表したものに過ぎず、保証されたものではないとして、こ

れを基礎とした DRR 債務の額は全事象テストの要件を充足するものではないと判示している 732。

このことから、金額合理的正確性要件とは、見積計算に関して、後発事象による修正可能性が存在

すること自体を容認するが、その修正可能性を見積額に反映させることを容認しないということが

示される。したがって、当該要件とは、入力値に関する基準を有するとともに、修正可能性を反映

させないことという指標を有するといえる。 

 さらに、当裁判所は、経済的効果発揮要件に関して、「固定された債務の額は、債務の経済的効果

発揮時点でのみ所得控除を容認されるが、係争事業年度において、納税者は本件 DRR 債務を履行

していなかった。733」として、本件 DRR 債務が経済的効果テストの要件を充足していないと判示

している。このことから、当該要件とは、DRR 債務に関する経済的効果の発揮が意味する債務の

履行を唯一の認識基準とするものであり、これが当該要件の必要十分条件に該当することになる。 

 なお、当裁判所では、債務事実確定要件については言及していないが、本件 DRR 債務が当該要

件を充足し得ることを明らかにしていることから、本件 DRR 債務の性質は、当該要件の有する蓋

然性基準を満たすものであり、当該要件充足のための十分条件に該当するものと解される。 

 
728 See. 744 F.3d 1199, supra note 719, pp.1201-1204. 
729 ここでいう最終合意とは、被合併法人を含む石油パイプラインの持分所有者と内国歳入庁長官

で争われたDRR債務の租税法上の取扱いに関する合意である。本件では、石油パイプラインの完

成した事業年度において、当該債務が全事象テストの2要件を充足するか否か、そして、当該債務

の額を当該事業年度に所得控除できるか否かが争われていた。最終的に、当事者は、DRR債務の

租税法上の取扱いに関して、石油パイプライン完成時における持分所有者が持分に応じた額を負債

及び資産計上し、当該資産の減価償却費を各事業年度の所得控除額とする内容で、最終合意を締結

している（See. Ibid., pp.1202.）。 
730 See. Ibid., p.1203. 
731 See. Ibid., p.1202. 
732 Ibid., p.1211. 
733 Ibid., p.1211. 
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④AmerGen Energy Co. v. United States, 779 F.3d 1368, (2015). 

 本件は、原子力規制委員会（Nuclear Regulatory Commission：NRC）基づく ARO「廃炉

（decommissioning）債務」に係る負債を債務履行前の事業年度（係争事業年度）に早期計上した

納税者（AmerGen Energy Co.）の取扱いが、国に否認された事件である 734。納税者は本件廃炉債

務に係る金額を業界の経験に基づく方法で見積計算している。 

 本件では、係争事業年度において、本件廃炉債務が債務事実確定要件及び金額合理的正確性要件

を充足するという点については、当事者間で争いがない 735。そのため、本件争点は、係争事業年度

において、本件廃炉債務が経済的効果発揮要件を充足するかどうかのみである。 

 本件争点に対する当事者の主張は次のとおりである 736。納税者は、廃炉債務とは、原子力発電所

の取得により債務履行が確定するものであるから、当該債務の経済的効果発揮時点は当該有形固定

資産の取得時点であると主張する。これに対して、国は、廃炉債務とは、NRC の要請により生じ

るものであるから、当該債務の経済的効果発揮時点は当該債務の履行時点であると主張する。本件

争点について、連邦巡回裁判所は以下のように判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「I.R.C. § 461(h)は、納税者に対して、将来の債務が発生している場合、当該債務を（負

債として）計上することを認めている。……ただし、立法時の解説によれば、将来の債務

の見積額を早期に負債計上することは、実際の費用の額を過大評価するとしている。そし

て、納税者の廃炉プロセスは、原子力発電所の稼働終了以後、完了するまでに 60 年かか

る。……そのため、納税者の主張は、廃炉債務を同様に取り扱う第三者との間で、不公平

性を生じさせることになる。737」（カッコ内筆者加筆） 

「廃炉債務は、納税者により提供されるサービスであり、第三者が納税者に提供する財ま

たはサービスには該当しないため、……本件は色債務の経済的効果は、……廃炉開始時点

で発揮される。将来の廃炉に係る活動は、NRC または州及び地方自治体により要請され

るサービスであり、……係争事業年度において、納税者は本件廃炉債務を履行していない。

したがって、廃炉というサービスに係る当該債務は、……係争事業年度において、経済的

効果を発揮していない。738」 

 

 このように、当裁判所は、債務履行までの時間的間隔により生じる負債の過大評価について、1984

 
734 See. 779 F.3d 1368, supra note 719, pp.1369-1372. 
735 See. 113 Fed. Cl. 52, supra note 292, p.62. 
736 See. Ibid., p.1375. 控訴人の主張は I.R.C. § 461(h)(2)(A)(ⅱ)、被控訴人の主張は I.R.C. § 
461(h)(2)(B)を根拠にしている。 
737 Ibid., p.1374. 
738 Ibid., pp.1375-1376. 
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年税制改正の議会報告書を引用したうえで、本件債務が第三者との不公平性を生じさせるものであ

るとして、課税公平性に反するものであると判示している。さらに、当裁判所は、本件廃炉債務が

納税者により提供されるサービス、つまりは I.R.C. § 461(h)(2)(B)に該当するとしたうえで、本件廃

炉債務の経済的効果発揮時点が納税者によるサービスの移転時点であると判示している 739。したが

って、経済的効果発揮要件とは、課税公平性を反映した要件であり、当該要件のもとでの債務履行

基準とは、本件廃炉債務のように、納税者の債務が納税者に対してサービスを移転することを要請

する場合、納税者による当該サービスの移転時点が唯一の指標として、当該要件充足のための必要

十分条件に該当するということが示される。 

 また、本件では、本件廃炉債務が債務事実確定要件及び金額合理的正確性要件を充足するという

点において、当事者間の争いがないため、本件廃炉債務の有する性質である債務履行の確定、及び、

業界の経験に基づく算定方法については、それぞれの要件充足のための十分条件に該当するものと

解される。 

 

4. 結果及び考察 

 以上の裁判例分析の結果を踏まえて ARO の租税法上の取扱いを体系化するとともに、I.R.C. § 

461(h)における負債計上要件の認識概念を整理する。 

 まずはAROの租税法上の取扱いである。1984年以前の裁判例では、負債計上要件が全事象テス

トである債務事実確定要件及び金額合理的正確性要件で構成されており、ARO は両要件を充足す

るものとして、債務発生時点での負債の早期計上が容認されていた 740。これは、1984 年以後の事

例においても同様であり、ConocoPhillips Co.事件判決、及び、AmerGen Energy Co.事件判決に

おいて、AROの性質は全事象テストを充足すると判示されている。その一方で、1984年以後の事

例では、ARO は経済的効果発揮要件を充足しないものとして、債務履行時点での負債の早期計上

が容認されていない。 

以上のことから、AROは、I.R.C. § 461(h)のもとで、一般に、負債計上要件のうち、債務事実確

定要件及び金額合理的正確性要件を充足するが、経済的効果発揮要件を充足しないものであり、

ARO に係る負債は、経済的効果発揮要件の要求する債務履行時点、つまりは、納税者が財または

サービスを移転した時点において計上されるということが示される。換言すれば、税務会計におい

 
739 Wellen, (2014) では、当裁判所と744 F.3d 1199は、経済的効果テストに関して、同じ見解を

採用していると述べられている（Wellen, Robert H., “Contingent Consideration, Contingent 
Liabilities and Indemnities in Acquisitions (Outline)” William & Mary Annual Tax Conference. 
712, (2014), p.72.）。 
740 この他、近年のAROに関する裁判例においても、法的に義務付けられているARO「廃棄物埋

立場の原状復帰費用及び閉鎖債務」の額は合理的に見積り可能であり、全事象テストを充足すると

判示されている（See. 149 T.C. 43, (2017), supra note 292, p.54.）。 
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て、AROは、債務履行時点よりも前の時点で負債として計上することを容認されないことになる 741。 

 そして、上記結論より副次的に、本稿第5章結論、つまりは、Thor Power Tool Co.事件判決の現

在における正当性が保証される。上記のとおり、ARO の租税法上の取扱いは、経済的効果発揮要

件を充足しないため、AROを債務履行時点まで負債として計上することが容認されない。そして、

裁判例分析の結果において、当該要件が課税公平性を反映することが示されている。これに対して、

GAAP である ASC 410-20 は、意思決定有用性を反映したものであり、その取扱いとして、ARO

を債務履行時点よりも前の時点で負債として計上することが容認される。これは、両者間の取扱い

の差異が、少なくとも課税公平性を反映する経済的効果発揮要件によって生じる差異であること、

そして、その差異要因を目的の相違によって説明可能とすることを示している。したがって、目的

論的解釈から発生主義とGAAPの間には、認識概念の差異が存在すると判示したThor Power Tool 

Co.事件判決における現在の成立可能性は、AROという所得控除に係る一項目を素材とした本項結

論よって保証されたことになる 742。 

 次に、裁判例分析の結果をもとに、負債計上要件の具体的内容について整理する。裁判例分析の

結果より示される各要件の具体的内容はそれぞれ以下のとおりである。 

 第一に、債務事実確定要件の有する蓋然性基準の具体的内容についてである。前節において、裁

判例沿革及び立法趣旨より、当該要件が債務履行時点の確実性を問わない蓋然性基準を有すること

を示した。そして、ASC 410-20より、AROの性質が債務履行時点よりも前の時点に、債務を履行

すべきことの確定している法的債務であるが、債務履行時点に関する不確実性を有することを確認

した。そして、係る性質を有するAROが当該要件を充足することは本項検討より示されている。 

したがって、債務事実確定要件のもとでの蓋然性基準とは、法的債務、つまりは、「既存または制

定された法律、法令、条例、または、書面または口頭契約、もしくは、禁反言の原則の下での法的

契約の結果として、当事者間で決済（settlement）されることが要請される債務 743」を指標とする

こと、そして、当該基準が債務履行時点の不確実性を問うための指標を有していないということが

 
741 また、このことから、I.R.C. § 461(h)のもとでAROに係る負債の発生が債務履行時点まで繰り

延べられるという観点に立てば、ASC 410-20において当初測定以後の各期間に認識される「時の

経過によるAROの調整額」、及び、「資産計上した資産除去費用の費用配分額」は、税務会計上、

所得控除として認識されないということが示される。 
742 もっとも、これは、全事象テストが租税法とGAAPの間の差異要因とはならないということを

意味するものではない。本稿は、納税者がASC 410-20に従い課税所得を計算した事例を分析した

ものではないため、とりわけASC 410-20における当初認識及び当初測定に関連する「公正価値の

合理的な見積り」が、租税法上の「債務の額の合理的正確性」という要件を充足するかどうかにつ

いては、本稿の分析結果から判断し得ない。したがって、少なくとも債務履行時点まで負債の計上

を繰り延べることとする経済的効果テストが租税法とGAAPの間の差異要因となることは示され

たが、全事象テストが租税法とGAAPの間の差異要因となるかどうかについては、異なる観点から

の検討必要性が指摘される。 
743 FASB, (2019a), supra note 347, 410-20-20. 



 190 

示される 744。 

 第二に、金額合理的正確性要件の具体的内容についてである。前節において、裁判例沿革及び立

法趣旨より、当該要件が金額の合理的正確性の程度に関する基準を有しており、業界及び納税者の

経験に基づく見積計算を容認するものであることを示した。そして、ASC 410-20より、AROの性

質が債務履行前における見積額として、計算要素に関する不確実性、及び、後発事象による修正可

能性を有していることを確認した。 

また、裁判例分析より、当該要件は、その認識基準として、算定方法及び入力値に関する基準を

有することが示されている。そして、前者基準については、本項検討より、法的に定められた方法、

業界の経験に基づき確立された方法、納税者の経験に基づき確立された方法が当該要件充足のため

の十分条件に該当することが示されたことから、これらの方法が当該基準を捕捉するための指標と

して具体化される 745。また、後者基準については、ConocoPhillips Co.事件判決において、入力値

に後発事象による修正可能性を反映させた算定結果が当該要件を充足しないと判示されていること

から、これを入力値に反映させないことが一つの指標として具体化される。 

第三に、経済的効果発揮要件の具体的内容についてである。前節において、立法趣旨及び規定よ

り、当該要件が債務履行を基準とし、指標を納税者に対する、または、納税者による財またはサー

ビスの移転を指標とすることを確認した。そして、ASC 410-20より、ARO性質が債務履行までに

長い時間的間隔を有していることを確認した。また、裁判例分析より、AROは、I.R.C. § 461(h)(2)(B)

「納税者により移転されるサービスまたは財」に該当するものであり、その経済的効果発揮時点が

財またはサービスの移転時点であることが示されている。このことから、当該要件の認識基準であ

る債務履行とは、明文化されている規定内容が唯一の認識指標であるといえる 746。 

 以上を整理すると、本検討の結論は次とおりである。債務事実確定要件とは、蓋然性基準を有し、

法的債務であることを指標とすること、金額合理的正確性要件とは、算定方法及び入力値に関する

基準を有し、前者基準の指標は法的に定められた方法、業界及び納税者の経験に基づき確立された

方法、後者の指標は後発事象に基づく修正可能性を入力値に反映させないこと、そして、経済的効

果発揮要件とは、債務履行基準を有し、納税者に対する、または、納税者による財またはサービス

の移転を指標とする。 

 

 
744 また、裁判所によっては、当該要件の充足関係について、実務の確立という観点についても言

及していることから、当該要件には、会計実務の確立という必要条件が存在する可能性も示唆され

る（See. 114 T.C. 293, supra note 723, p.319.）。 
745 これは、それぞれOhio River Collieries Co.事件判決、AmerGen Energy Co.事件判決、Exxon 
Mobil Corp.事件判決より示される。 
746 また、このことから、I.R.C. § 461(h)(2)(B)に該当する債務に関しては、「債務の額の合理的正確

性」という要件が租税法とGAAPの取扱いに相違をもたらす要因になるということも示唆される。 
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第4項 検討2 

1. 検討2概要 

本稿の目的は、偶発損失を素材として、前項検討と同様、税務会計と財務会計の比較分析から、

I.R.C. § 461(h)のいう負債計上要件を具体化することにある。そのため、本項の構成は次のとおり

とする。まず、2.において、本検討の前提、偶発損失を素材に税務会計と財務会計の比較分析を行

うことの妥当性を検証する。次に、3.において、偶発損失に関する裁判所の判断を分析し、偶発損

失の租税法上の取扱いを整理したうえで、I.R.C. § 461(h)における負債計上要件についての具体化

を試みる。 

 なお、本検討は、偶発損失に関する会計基準、ASC 450-20における偶発損失の性質をもとに、

I.R.C. § 461(h)の具体的内容を検討するものであり、納税者が当該会計基準に従い、課税所得計算

をした裁判例をもとに、I.R.C. § 461(h)の具体的内容を検討するものではない 747。 

 

2. 前提検証 

(1) 概要 

本検討における財務会計との比較分析は、検討1同様、Thor Power Tool事件判決、すなわち「財

務会計の主要な目的は、投資者、債権者、その他の利害関係者の意思決定に有用な情報を提供する

ことであり、……税務会計の主要な目的は公平な歳入確保であり、……この目的の相違は取扱いの

相違にも反映される。748」、及び、「将来の見積費用に関して、税務会計と財務会計の間に差異が存

在する。749」という判断を前提とする。そのため、検討を行う前に、偶発損失に関する会計基準で

あるASC 410-20が当該事件判決のいう意思決定有用性を反映したものであること、偶発損失が将

来の見積費用または損失に該当すること、そして、偶発損失が I.R.C. § 461(h)の適用対象となるこ

との3点を示す必要がある。 

そこで本項では、本検討の前提検証として、(2)において、ASC 450-20を概観し、反映される目

的、及び、将来の見積費用または損失に該当するかどうかを整理する。次に、 (3)において、偶発

損失に関する規定の沿革を概観しつつ、I.R.C. § 461(h)と偶発損失の適用関係を整理する。最後に、

(4)において、本検討の前提検証を行い、その成立可否についての見解を示す。 

 

(2) 財務会計の目的と偶発損失に関する会計基準 

ⅰ. 偶発損失に関する会計基準ASC 450-20 

ASC 450-20は、偶発損失について、「少なくとも一以上の将来の事象が発生または発生しなかっ

 
747 本項は、拙稿「アメリカ合衆国連邦裁判所における偶発損失の租税法上の取扱い―内国歳入法

典 § 461 (h)の観点を中心に―」『経営学研究論集』第53号、pp.23-42、明治大学大学院に加筆修

正を加えたものである。 
748 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.542-543. 
749 Ibid., p.541. 
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た時点で、最終的に判明する、企業に生じる可能性のある損失として、不確実性を含む現存する条

件、状態、一連の状況 750」と定義し、その具体例として、受取勘定の回収可能性、製品保証及び製

品欠陥に関する債務等を列挙している 751。そして、当該会計基準は、偶発損失の認識、つまりは負

債計上について、以下のすべての要件を充足することとしている 752。なお、この認識要件は、従前

のSFAS No.5から文言を変更することなく踏襲されている 753。 

 

a. 財務諸表の発行または発行前に利用可能な情報が、財務諸表日に資産が減損していた

か、または負債が発生していた可能性が高い（probable）ことを示していること。財

務諸表日とは、財務諸表で表されている最新の会計期間終了日を意味する。この条件

のもとで、損失の事実を確認する少なくとも一以上の将来の事象が生じる可能性が高

いことがこの条件の下で暗示されていること。 

b. 損失の額を合理的に見積もることができること。 

 

 このように、財務会計において、偶発損失の取扱いは、要件a（以下、「蓋然性要件」）、及び、要

件 b（以下、「測定可能性要件」）を充足する時点で偶発損失に係る金額が負債として計上、同額が

費用として計上される。 

ASC 450-20は、蓋然性要件のいう「可能性が高い」について、「発生する可能性が高い（likely to 

occur）」と定義し、「合理的に可能性のある（reasonable possible）」及び「可能性がほとんどない

（remote）」という文言との階層付けによって、認識すべき蓋然性の高さを表現している 754。また、

測定可能性要件については、「唯一の金額が合理的に見積もられるまで、損失の計上を遅らせるもの

ではない。当該条件を充足し、利用可能な知識が損失の見積額が一定の範囲内であることを示して

いる場合、その損失額は発生し、かつ、合理的見積もりである。755」としている。 

このように、偶発損失は、ASC 450-20において、企業に生じる可能性のある損失であり、認識

要件において、合理的に見積もられるものであることが示されている。したがって、偶発損失は、

将来の見積費用または損失に該当するといえる。 

 
750 FASB, (2019a), supra note 347, 450-20-20. 
751 Ibid., 450-20-05-03. ASC 450-20はこの他に偶発損失の具体例として、損害保険会社によって引

き受けられる災害から生じる損失の危険性、他者の債務保証、スタンドバイ信用状に対する商業銀

行の債務、売却済み債権の買戻しに対する合意を挙げている（See. Ibid.）。 
752 FASB, (2019a), supra note 347, 450-20-25-2. 
753 See. Ibid., 450-20-25-2 and FASB, Statement of Financial Accounting Standards No.5: 
Accounting for Contingencies, FASB, (1975), para.8. 
754 See. FASB, (2019a), supra note 347, 450-20-20. ASC 450-20は、「合理的に可能性のある」と

いう文言を「可能性が高い以下であり可能性がほとんどない以上」と定義し、「可能性がほとんどな

い」を「可能性がわずかにある（slight）」と定義したうえで、蓋然性に関する文言を降順に「可能

性が高い」、「合理的に可能性のある」、「可能性が僅かにある」としている（See. Ibid.）。 
755 Ibid., 450-20-25-5. 
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ⅱ. 財務会計の目的とASC 450-20の関係性 

 次に、ASC 450-20における偶発損失の取扱いがThor Power Tool Co.事件判決のいう財務会計の

目的、すなわち「投資者、債権者、その他の利害関係者の意思決定に有用な情報を提供すること」

を反映しているかどうかを検証する。なお、本稿では、検討1同様、上記の財務会計の目的をその

文言の類似性から、SFAC No.8における財務報告の基本目的「既存及び将来の投資者、与信者、そ

の他の債権者が企業の資源提供に関する意思決定を行うのに有用な報告主体の企業に関する財務情

報を提供すること 756」と同一のものとして取り扱うこととする。 

 FASB は、ASC 450-20 が財務会計の目的を反映したものであるかどうかについて、特段の言及

をしていない。ただし、この関係性は、SFAC No.6における財務諸表の構成要素「負債」の定義を

介することにより示すことができる。SFAC No.6は、SFAC No.8を含むすべてのSFACに共通す

る経済的な意思決定における財務報告情報の有用性という観点から 757、負債を「過去の取引または

事象の結果として、特定の企業が有する将来に他の企業に資産の譲渡または用役の提供をしなけれ

ばならない現在の債務から生じる、発生の可能性が高い（probable）将来の経済的便益の犠牲 758」

と定義している。そして、SFAC No.6は、「可能性が高い」という文言については、「（SFAS No.5

のpara.3のような）会計的または技術的な意味というより、むしろ通常の一般的な意味で使用され

るもの 759」としている。 

このように、SFAC No.6は、蓋然性に関する文言に関して、ASC 450-20と同様、「可能性が高

い」という文言を用いているものの、それぞれ異なる定義が設けられている。そして、Botosan et al., 
(2005) は、この定義の相違により生じる矛盾の解決方策として、「第一のアプローチは、FASB は

SFAC No.6の負債の定義を改定し、SFAS No.5の「可能性が高い」の概念を取り入れる方法であ

る。これは、犠牲が「発生しない可能性よりも発生する可能性の方が高い（more likely than not）」

となるまで負債の認識を遅らせるものである。760」と述べられている。 

このように、蓋然性基準に着目し、かつ、Botosan et al., (2005) に従えば、SFAC No.6のいう

「可能性が高い」という文言は偶発損失の認識基準のよりも広義であるから、ASC 450-20におけ

る偶発損失に係る負債は、SFAC No.6の負債の定義を充足することになる。また、この関係性につ

いては、従前のSFAS No.5が「蓋然性要件は、……財務会計及び財務諸表の概念と一致する 761」

と明言されており、当該会計基準の認識基準がASC 450-20へと踏襲されていることからも、同様

 
756 FASB, (2018), supra note 335, OB2. 
757 See. FASB, (1985), supra note 711, para.9. 
758 Ibid., para.35. 
759 Ibid., footnote.21. 
760 Botosan, Christine A., Koonce, Lisa., Ryan, Stephen G., Stone, Mary S. and Wahlen, James 
M., “Accounting for liabilities: Conceptual issues, standard setting, and evidence from academic 
research.”, Accounting Horizons, Vol.19, No.3, (2005), p.162. 
761 See. FASB, (1975), supra note 753, para.68. 
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に解すことができる。 

続いて、測定可能性要件に着目した場合である。ASC 450-20はSFAC No.6の負債の定義との

関係性について特段言及をしていない。ただし、SFAS No.5が「測定可能性要件は負債の概念の特

徴と首尾一貫する。762」とされていることを踏まえれば、これと文言を同じくするASC 450-20に

おいても同様 763、偶発損失に係る負債はSFAC No.6の負債の定義を充足すると解すことができる。 

 以上のことから、ASC 450-20は、SFAC No.6を介して、SFAC No.8における財務報告の目的

を反映するものとして、Thor Power Tool Co.事件判決のいう意思決定有用性を反映することが示さ

れる。 

 

(3) 税務会計の目的と偶発損失の租税法上の取扱い 

ⅰ. 偶発損失の租税法上の取扱い 

 先行研究一般において、税務会計上、偶発損失に対応する取引または事象については、負債計上

が容認されないと解されている 764。そして、その根拠は、財務会計の調和を目的に創設された「将

来の見積費用 765」の負債計上を容認した規定、I.R.C. of 1954 § 462の遡及廃止によるものとされ

る 766。そこで以下に、本規定が遡及廃止された1955年税制改正解説を引用する。 

 

「1954年に創設された I.R.C. of 1954 § 462は、納税者が当該事業年度に「通常の発生方

式」から引当金発生方式へと会計方法を変更した場合、将来の見積費用である引当金繰入

額、及び、当該事業年度中に支出または発生した同様の費用の両方を所得控除算入するこ

とを認めている 767。同一事業年度において、2つの類似する所得控除算入を認めることは

I.R.C. of 1954 § 462によって生じた主要な問題であり 768、予想外に大きな歳入損失の原

 
762 Ibid., para.73. 
763 See. Ibid., para.8 and FASB, (2019a), supra note 347, 450-20-25-2. 
764 See. Bankman, et al., (2018), supra note 310, p.226. 
765 ここでいう将来の見積費用とは、(A) 将来の事業年度に所得控除の額に算入することが要求され

る一部または全部、(B) 当該事業年度の所得または本規定適用後の当該事業年度以前の所得に起因

するもの、(C) 内国歳入庁長官またはその代理人が合理的正確に見積もられていると判断できるも

のを満たすものとされる（See. I.R.C. § 462(d), 68A Stat., 158.）。 
766 See. Bankman, et al., (2018), supra note 310, p.226. なお、本規定創設の理由について、議会

は、「1954年1月に提出された予算教書……における勧告は、税務会計は認められた企業会計

（accepted business accounting）と一致させることが望ましく、……将来の費用として確立した引

当金の所得控除算入を容認すべきであるとしている。この勧告に基づき、1954年内国歳入法典は、

……見積費用の引当金の所得控除算入を容認する I.R.C. § 462を導入した。（See. S. Rep. No.372, 
84th Cong., 1st Sess., (1955), supra note 504, p.3.）」としている。 
767 これは「本規定の初度適用前の事業年度に関連する所得に起因する所得控除算入額については、

本規定適用前の方法で、かつ、同程度の額を所得控除算入できるものとする。（See. I.R.C. § 462(e), 
68A Stat., 159.）」という規定による。 
768 当該報告書は、この問題を「二重の所得控除算入（doubling up of deductions）」と呼称し、「こ
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因となっている。769」 

「財務省長官もまた「……これらの規定（I.R.C. of 1954 § 452及び I.R.C. of 1954 § 462）

の存続が認められるならば、予想よりも大きな歳入損失を引き起こすであろう。そして、

これを規則によって適切に修正することは不可能である。それゆえ、上記規定は効力発生

日に直ちに遡及廃止されることを要請する。」とした。この財務省長官の要請を受け、上

院議会議長は………I.R.C. of 1954 § 462を廃止するための関連法案を提出した。770」（カ

ッコ内筆者加筆） 

 

 このように、議会は、I.R.C. of 1954 § 462を遡及廃止した理由について、移行に伴う技術的な問

題により生じる歳入減少を回避することとし、歳入確保を目的に本規定を廃止したことを明らかに

している 771。そして、先行研究一般において、上記改正理由が現行法のもとでの偶発損失の取扱い

の根拠とされている 772。 

ただし、上記解説には留意すべき点が存在する。それは、将来の見積費用の取扱いが I.R.C. § 

461(h)との関係性のもとで示さなかったことである。I.R.C. of 1954 § 462の遡及廃止により、将来

の見積費用については、別段の定めがある項目から別段の定めがある項目以外の項目へと移行され、

その取扱いは、当該項目を対象とする I.R.C. § 461(h)のもとで判定されることとされた。しかしな

がら、上記解説においては、将来の見積費用の取扱いが負債計上要件の充足可否の観点から示され

ていない。これは、将来の見積費用が負債計上を容認されない根拠を I.R.C. of 1954 § 462の遡及廃

 
の二重の所得控除算入はテレビセットに付随する2年間の製品保証によって説明できる。A社が2
年の保証期間内にそのテレビセットを適切な動作状態に保つために、企業の経験上1単位あたり10
＄の支出が必要となる場合を想定する。つまり、1953年に販売したテレビセットの一単位は1954
年に10＄の製品保証サービスを提供することが必要となる。この10＄は納税者が1954年に引当金

方式に変更していたとしても、通常の事業費用として1954年に所得控除算入される。……そして、

同時に I.R.C. § 462は、1954年において、1955年に10＄の費用が生じると予想される金額の所得

控除算入を認めている。（S taff of the Joint Committee on Internal Revenue Taxation, Staff Data 
on Sections 462 and 452 of the Internal Revenue Code of 1954: Prepared for the Committee on 
Finance of the U.S. Senate, U.S. Government Printing Office, Washington, (1955), pp.9-10.）」と

している。 
769 Ibid., pp.9-10. 
770 H.R. No. 293, 84th Cong., 1st Sess., (1955), supra note 280, pp.2-3. 
771 もっとも、この点について、議会が「I.R.C. § 462による問題の本質は、……納税者が引当金方

式に変更した事業年度において、納税者が、引当金繰入額に加え、当該事業年度以前の所得に起因

して発生した費用の額を所得控除算入する権利を有しているかどうかである。たとえ I.R.C. § 462
が法制化されなかったとしても、これらの費用は、現在または将来の事業年度に発生するものであ

るかどうかにかかわらず、内国歳入法典のもとでいずれ所得控除算入を認められるべきものである。

（S. Rep. No.372, 84th Cong., 1st Sess., (1955), supra note 504, pp.4-5.）」としていることは留意

すべきである。 
772 先行研究については注688を参照。また、連邦最高裁判所においても本改正目的が租税法上の

取扱いの根拠とされている（See. 367 U.S. 687, (1961), supra note 437, pp.694-695 and 372 U.S. 
128, (1963), supra note 437, p.134.）。 
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止に求める先行研究においても同様である。つまり、上記解説及び先行研究においては、仮に歳入

確保に関する問題が解消された場合、その取扱いを導出するための根拠を失うものであり、問題を

有している。そこで次に、偶発損失と I.R.C. of § 461(h)の適用関係について、別の観点から検討を

試みる。 

 

ⅱ. I.R.C. of 1954 § 462と I.R.C. of 1954 § 166 の関係性 

従来の税務会計において、財務会計上の偶発損失に該当する取引または事象は、次の2つの規定

のもとで、負債（引当金）として計上することが容認されていた。第一の規定は、I.R.C. of 1954 § 

166(c)であり、財務会計上の偶発損失のうち受取勘定の回収可能性を対象項目とする。第二の規定

は、先に取り上げた将来の見積費用に関する I.R.C. of 1954 § 462であり、製品保証に関する債務等、

財務会計上の偶発損失のうち受取勘定の回収可能性以外の項目を対象項目とする。 

I.R.C. of 1954 § 462と I.R.C. of 1954 § 166は、いずれも偶発損失に該当する将来の見積費用の

引当金計上を容認した規定であり、その取扱いを同じくするものである。そのため、「一方の規定の

解釈が他方にも適合する」と一義的に解釈することに特段の問題はないと考えられる。ただし、両

規定が異なるセクションに定められていたこと、及び、その沿革を鑑みれば、上記解釈を自明とす

ることは留意すべきであり、検証必要性が指摘される。したがって、以下に、I.R.C. § of 1954 166(c)

を介して、現行法のもとでの偶発損失の租税法上の取扱いを検討することの妥当性について、文理

及び趣旨の観点から検証を行う。 

第一は文理の観点である。I.R.C. of 1954 § 462は、「将来の見積費用に係る引当金の合理的繰入

額は、（内国歳入庁長官またはその代理人の裁量権のもとで）、所得控除に算入することができるも

のとする。773」と規定されていた。そして、I.R.C. of 1954 § 166(c)も同様、「貸倒損失（bad debts）

に係る引当金の合理的繰入額は、（内国歳入庁長官またはその代理人の裁量権のもとで）、当該事業

年度に所得控除に算入できるものとする。774」と規定されていた。このように、両規定は、規定の

適用対象項目以外の文理が一致している。また、議会は、I.R.C. of 1954 § 462の文理について、I.R.C. 

§ 166(c)の文理と一致するように調整したものであることを明らかにしている 775。したがって、文

理の観点においては、「一方の規定の解釈が他方にも適合する」と解釈することの正当性は存在する

といえる。 

第二は趣旨の観点である。先述のとおり、I.R.C. of 1954 § 462は財務会計との調和を目的に創設

 
773 See. I.R.C. of 1954 § 462(a), 68A Stat., 158. 
774 See. I.R.C. of 1954 § 166(c), 68A Stat., 50. 
775 これは、上院議会報告書が「下院法案は、I.R.C. § 462(a)について「将来の見積費用に係る引当

金の合理的繰入額は、当該事業年度に所得控除算入できるものとする。」としている。しかしながら、

……「（内国歳入庁長官またはその代理人の裁量権のもとで）」という文言を追加修正する。これは、

……貸倒引当金繰入額の所得控除算入に関する既存の条文（I.R.C. § 166(c)）に準じたものである。

（See. H.R. No.2543, 83d Cong., 2d Sess., (1954), p.47.）」とされていることから明らかである。 



 197 

された規定であるが、これは I.R.C. of 1954 § 166(c)においても同様であるとされる 776。そして、

その調和を図るとされた財務会計において、両規定の対象項目とする製品保証に関する債務と不良

債権に係る将来の見積損失は、偶発損失の具体例として同列に挙げられている 777。したがって、趣

旨の観点においても、「一方の規定の解釈が他方にも適合する」と解釈することの正当性は存在する

といえる。 

以上のことから、現行法上の偶発損失の取扱いを検討するうえで、I.R.C. of 1954 § 462と I.R.C. 

of 1954 § 166(c)のうち、「一方の規定の解釈が他方にも適合する」と解することに、特段の問題は

なく、I.R.C. § of 1954 166(c)を介して、現行法のもとでの偶発損失の取扱いを検討することは、妥

当性を有する方法といえる。そこで次に、I.R.C. of 1954 § 166(c)の廃止理由について概観する。 

 

ⅲ. I.R.C. of 1954 § 166(c)の廃止理由 

 I.R.C. of 1954 § 166(c)とは、不良債権に係る将来の見積損失（受取勘定の回収可能性）の負債計

上を容認した規定である 778。そして、財務会計との調和を目的に創設された本規定は、負債計上要

件として経済的効果発揮要件が導入された 2 年後、1986 年税制改正に廃止されている。そこで、

本改正における議会報告書を以下に引用し、本規定の廃止理由を概観する 779。 

 

「議会では、不良債権に係る損失額の決定のために引当金方式を採用することが、実際の

損失の発生よりも前の事業年度における損失額の所得控除算入を容認すると解されていた。

しかしながら、この従来の取扱いは、全事象テストのもとで所得控除算入される他の項目

と首尾一貫しない。仮に実際の損失の発生よりも前の事業年度の所得控除算入が容認され

るならば、納税者のその所得控除算入額は過大評価され、課税所得の金額は過小評価され

 
776 この点について、Colvert, (1973) は、「金銭債権勘定の調整として貸倒引当金を容認することは、

租税法において、会計原則が財務諸表に反映する経済的実体を反映する意図を有している。（Colvert, 
Christopher A., “Tax Treatment of Bad Debt Reserves upon Disposition of Accounts Receivable”, 
51 Tex. L. Rev. 318 (1973), p.324.）」と述べられている。また、Rosen (1971) は、I.R.C. § 166(c)
を課税事業年度の概念が適用されない特別なケースと主張する見解に対し、信用取引経済と健全な

会計原則に矛盾するものであるとしたうえで、本規定が会計原則に首尾一貫したものであると述べ

られている（See. Rosen, Michael J., “Treatment of the Bad Debt Reserve under Section 337 of 
the Internal Revenue Code”, 51 B.U. L. Rev. 483 (1971), p.488.）。 
777 See. FASB, (1975), supra note 753, para.4 and FASB, (2019a), supra note 347, 450-20-05-3. 
778 See. I.R.C. of 1954 § 166(c), 68A Stat., 50. 
779 もっとも、不良債権に係る将来の見積損失については、I.R.C. § 448(d)(5)のもとで、人的役務の

提供により受領した債権のうち納税者の経験において回収されないと見込まれる金額を発生してい

ないものとして取り扱うことが容認されている（See. I.R.C. § 448(d)(5)）。ただし、この取扱いは、

回収可能性がないと見込まれる金額について、総所得算入の観点から、実現した所得の繰延べを容

認した規定であり、本稿が目的とする負債性の観点から定められた規定ではない。そのため、本稿

ではこれを考慮しないこととする。 



 198 

る。780」 

 

 このように、議会報告書は、不良債権に係る将来の見積損失を所得控除に算入することが、I.R.C. 

§ 461(h)における負債の発生要件と首尾一貫しないとして、I.R.C. of 1954 § 166(c)を廃止したと解

説している。そして、議会報告書が指摘した金額の過大評価による問題については、I.R.C. § 461(h)

においても同様に指摘されており 781、その解決方策として導入された要件が、経済的効果発揮要件

である。さらに、当該要件については、ARO の検討において示したとおり、裁判所において、課

税公平性を反映した要件と解されている 782。 

以上のことから、上記解説のいう I.R.C. of 1954 § 166(c)の廃止理由とは、I.R.C. § 461(h)におけ

る負債計上要件のうち、課税公平性を反映した経済的効果発揮要件との整合性によるものであり、

本規定の対象とする不良債権に係る将来の見積損失については、当該要件を充足しないために、負

債計上が容認されないということが示される。そして、この取扱いの根拠が I.R.C. of 1954 § 462

の対象とする項目においてもあてはまることは先に示したとおりであるから、現行法のもとでの偶

発損失の取扱いについては、不良債権に係る将来の見積損失の取扱いと同様の説明が成立すること

となる。 

 

(4) 小括 

これまでの検討において、ASC 450-20が意思決定有用性を反映したものであること、偶発損失

が将来の見積費用または損失に該当すること、当該会計基準のもとで、偶発損失が蓋然性要件及び

測定可能性要件を充足した時点で負債計上されること、また、税務会計上、偶発損失は I.R.C. § 

461(h)における負債計上要件のうち、課税公平性を反映した経済的効果発揮要件を充足しないため

に、負債計上が容認されないことを確認した。これは、租税法とGAAPにおける偶発損失の取扱い

の差異要因が目的論的解釈によって説明可能であることを示すものであり、検証結果として、本項

検討の前提成立、つまりは偶発損失を素材とした財務会計との比較分析を行うことの妥当性が示さ

れる 783。 

もっとも、上記検証結果は、租税法とGAAPにおける偶発損失の差異要因が経済的効果発揮要件

にあるということのみである。つまり、I.R.C. § 461(h)における負債計上要件のうち、債務事実確

定要件及び金額合理的正確性要件が、ASC 450-20における蓋然性要件及び測定可能性要件との間

 
780 H.R. No.3838, 99th cong., Public Law 99-514, (1986), p.531. 
781 H.R. Rep. No. 432, pt. 2, 98th Cong., 2d Sess., (1984), supra note 290, pp.260-261. 
782 See. 779 F.3d 1368, supra note 719, p.1375. 
783 なお、Biek, (1986) は、経済的効果テストにより総所得と所得控除の対称性が低下するとして、

債務の経済的効果の発揮要件の問題点を指摘している（See. Biek, John A., “Salvaging Accrual 
Method Deductions: Adding a Time Value of Money Component to the All Events Test.” 40 Tax 
Law. 185, (1986), pp.202-203.）。 
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に差異が存在するかどうかという点については、依然として不明確であり、それぞれの要件の下位

概念についても具体化されていない。そこで本項では、以下に、偶発損失に関する裁判例分析をも

って、I.R.C. § 461(h)における負債計上要件のうち、債務事実確定要件及び金額合理的正確性要件

の有する認識概念について、具体化を試みることとする。 

 

3. 検討 

(1) 検討素材及び方法 

本項検討目的は、偶発損失に関する事例をもとに、I.R.C. § 461(h)における債務事実確定要件及

び金額合理的正確性要件の有する認識概念の具体化にある。そのため、検討にあたっては、要件ご

とに裁判所判決に基づく帰納的分析を行う。検討素材については以下のとおりであり、これらはい

ずれも偶発損失を負債計上できるかどうかを争点とする裁判例として、本章の目的と整合するもの

である。 

 

ⅰ. 債務事実確定要件に関する裁判例分析 

① Kaiser Steel Corp. v. United States, 717 F.2d 1304, (1983). 

② Fred Nesbit Distributing Co. v. United States, 604 F. Supp. 552, (1985). 

 

ⅱ. 金額合理的正確性要件に関する裁判例分析 

① Kaiser Steel Corp. v. United States, 717 F.2d 1304, (1983). 

② Thompson v. Commissioner, 761 F.2d 259, (1985). 

③ Deauville Operating Corp. v. Commissioner, 49 T.C.M. 464, (1985). 

 

(2) 裁判例分析 

ⅰ. 債務事実確定要件に関する裁判例分析 

 債務事実確定要件のもとでの認識基準の裁判例分析にあたり、第一に Kaiser Steel Corp. v. 
United States, 717 F.2d 1304, (1983) を取り上げる。本件は、カリフォルニア州法によって課され

た従業員に対する将来の労働補償債務を負債として計上できるかどうかが争われた事件である 784。

納税者（Kaiser Steel Corp.）は、本件債務に係る損失を所得控除として認識したが、国は支払義務

の生じる事象が発生するまで本件債務は偶発的であり、当該要件を充足していないとしてこれを否

認した。連邦巡回裁判所は以下のように判示し、納税者の請求を容認している。 

 

「納税者は、税務会計の目的上、従業員が障害を被った事業年度において、将来の支出す

 
784 Kaiser Steel Corp. v. United States, 717 F.2d 1304, (1983), p.1306. 
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る労働補償の額を所得控除に算入することができ、本件はカリフォルニア州法によって課

された義務に従っている。カリフォルニア州法のもとで、労働者の障害が労働過程で発生

し、その債務の額が従業員によって異議が唱えられない場合、債務の事実が確定するため

の全事象は生じており、全事象テストの第一要件は充足される。……そして、将来の事象

が債務の額に影響を与える可能性があるという事実は、債務の額が合理的正確性をもって

決定できる場合、負債の計上を阻害するものではない。785」 

「また国は、GAAP は予想される将来の費用及び債務を引当金処理することを容認して

いるが、税務会計は所得の年次報告に焦点を当てたものであり、四半期報告に不確実性を

与えることを容認していないと主張する。そして、この根拠をもとに国は、別段の定めが

あるものを除き、税務会計システムは引当金処理を容認していないと主張する。しかしな

がら、この主張は支持されるものではない。実際に、全事象テストが充足された場合、納

税者は引当金方式により所得控除算入する以外の代替的方法を有していない。そのため、

納税者の取扱いは財務会計と一致することになる。786」 

 

 このように、Kaiser Steel Corp.事件判決では、法的要請に基づく債務が債務事実確定要件を充足

すると判示された。続いて取り上げる Fred Nesbit Distributing Co.事件は、連邦地方裁判所が

Kaiser Steel Corp.事件を参照しつつ、当該要件の充足可否の判定にあたり、発生の可能性の高さに

言及した点で注目される 787。本件事案の概要は以下のとおりである。 

 飲料物の販売業者である納税者（Fred Nesbit Distributing Co.）は、デポジット制度に基づき、

デポジットの額を飲料物の販売価格に上乗せして販売し、容器回収時に顧客に返還している。納税

者は、事業年度終了時点において、容器未回収分のデポジットの額のうち、返還見込みのある金額

に係る債務を負債として計上、同額の損失を所得控除として認識した。これに対して、国は、偶発

的な本件債務は債務事実確定要件を充足していないとして、納税者の取扱いを否認した。 

連邦地方裁判所は以下のように判示し、納税者の請求を棄却している。なお、納税者は企業の経

験に基づき本件債務が発生する可能性が90％であることを示しており、この点について当事者間の

争いはない 788。 

 

「Thor Power Tool Co.事件判決によれば、納税者が将来の見積費用または見積損失を現

 
785 Ibid., p.1306. 
786 Ibid., p.1307. 
787 Fred Nesbit Distributing Co.事件判決は、連邦租税裁判所等においても支持されている（See. 
Colonial Wholesale Beverage Corp. v. Commissioner, 1988 T.C.M. LEXIS 431, (1988), pp.26-27 
and Dana Distributors, Inc. v. Commissioner, 1988 T.C.M. LEXIS 537, (1988), pp14-17.）。 
788 Fred Nesbit Distributing Co. v. United States, 604 F. Supp. 552, (1985), pp.552-553. 
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在に所得控除算入する場合、税務会計と財務会計の間の相違はよくみられるとされる。789」 

「財務会計において、企業の経験が債務の確立するための全事象が将来に生じうる確立を

90％と示した事実は、納税者の取扱いを正当化するかもしれない。しかしながら、この事

実では、債務の確立するための全事象は生じないため、全事象テストを充足しない。790」 

「また、納税者が主張の根拠とする……裁判例は、将来の事象における債務に偶発性が存

在しないため、本件とは区別される。……Kaiser Steel Corp.事件は、過去の事象が障害

を被った事業年度に……労働補償請求のための債務を確立していた。そして、本件の唯一

の論点は補償額であった。しかしながら、本件の場合、納税者の債務は、係争事業年度終

了時において、偶発的であり発生していない。791」 

 

 上記Kaiser Steel Corp.事件判決、及び、Fred Nesbit Distributing Co.事件判決より、債務事実

確定要件に関しては、以下の2点が示される。 

 第一は、債務事実確定要件とは、当該要件の有する蓋然性基準を捕捉するための指標として、債

務履行の回避不可能性を挙げているということである。この点については、2 つの事件における債

務の性質と裁判所の判断の相違点により示される。Kaiser Steel Corp.事件における債務は、法的要

請という過去の事象に起因するものであり、裁判所は係る債務が当該要件を充足するものであると

判示している。一方で、Fred Nesbit Distributing Co.事件における債務は、発生の可能性が高いも

のの、過去の事象に起因しない債務であり、裁判所は係る債務が当該要件を充足しないものと判示

している。つまり、両事件の相違点は、過去の事象に起因するかどうかという債務の性質、及び、

当該要件の充足可否にある。そして、この過去の事象について、裁判所は偶発性の排除という観点

から、法的要請という債務履行の回避不可能性に焦点を置いている 792。したがって、当該要件のも

とでの蓋然性基準とは、発生の可能性の高さを指標とするものではなく、債務履行の回避不可能性

を指標とするということ、また、企業の経験に基づく発生の可能性の高さを指標としていないとい

うことが示される。 

 第二点は、債務事実確定要件と金額合理的正確性要件は、それぞれ独立した要件であるというこ

とである。これは、将来の事象が債務の額に影響を与える可能性があるという事実が負債の計上を

阻害するものではないとしたKaiser Steel Corp.事件判決、及び、本件事件の問題を補償額のみで

 
789 Ibid., p.554. 
790 Ibid., p.554. 
791 Ibid., pp.554-555. 
792 また、Fred Nesbit Distributing Co.事件判決は、「Ohio River Collieries Co.事件において、オ

ハイオ州法に基づく鉱山採掘現場の原状復帰債務が発生する決定的な事象は、所得控除算入した事

業年度に生じており、納税者は鉱山採掘を履行していた。そして、唯一の偶発性は将来の事業年度

に履行されるための実際の原状復帰債務の額であった。（Ibid., p.554.）」と判示している。このこと

からも、当裁判所が当該要件の充足可否に関して、債務の法的要請という性質に焦点を置いていた

といえる。 
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あったと判断したFred Nesbit Distributing Co.事件判決より明らかである。そして、この結果は、

債務事実確定要件が測定可能性に関する基準を有していない、つまりは金額の合理的正確性に依存

しないということを示している 793。 

 以上を整理すると、I.R.C. § 461(h)のいう債務事実確定要件とは、蓋然性基準を有し、債務履行

の回避不可能性を指標とすること、そして、当該要件が測定可能性に関する基準を有していない要

件であり、少なくとも金額の合理的正確性を問わず、債務履行が回避不可能となった時点で充足す

ることになる。 

 

ⅱ. 金額合理的正確性要件に関する裁判例分析 

次に、金額合理的正確性要件について検討する。検討にあたっては、第一に、納税者の債務の見

積額が当該要件を充足すると判断されたKaiser Steel Corp.事件及びThompson事件、第二に、納

税者の債務の見積額が当該要件を充足しないと判断された Deauville Operating Corp.事件を取り

上げる。そして、両者の比較から、当該要件の具体的内容について検討を試みる。 

 第一に、納税者の債務が金額合理的正確性要件を充足すると判断された事件、Kaiser Steel Corp.

事件である。事案の概要については、先述のとおりであるため省略するが、本件では、納税者の負

債計上した労働補償債務の見積額が金額合理的正確性要件を充足するかどうかについても争点とさ

れている。 

本件争点に対して、連邦巡回裁判所は以下のとおり判示し、納税者の請求を容認している。なお、

納税者は、本件債務の額について、労働法に定められている計算式に納税者の経験に基づく数値を

入力することにより算定している 794。 

 

「財務省規則は、債務が客観的事実により固定、確定、決定可能となることよりも、合理

的正確であることを要求している。したがって、本件の争点は、将来の事業年度に支払う

ことになる債務の額が納税者の医療及び会計慣行の適用により、係争事業年度終了時にお

いて合理的正確性をもって決定されていたかどうかである。連邦地方裁判所は、納税者の

専門証人、労働補償分野において広範な政府、及び、商業での実績と経験を有するEdward 

D Struck氏の証言を認めており、……Struck氏は納税者の引当金の見積計算が業界全体の

ものよりも優れていると判断した。そして、当該裁判所は、納税者の労働補償債務の引当

金計上システムが適切な法に従っており、商業的観点から合理的、論理的かつ科学的、そ

して、係争事業年度の所得を創出する過程で生じた労働補償債務を正確に反映するという

 
793 この点については、Bolling v. Commissioner, 357 F.2d 3, (1966) においても同様の旨が示され

ており、連邦巡回裁判所は、債務の事実の確定要件の充足が所得控除算入に関する数学的な問題を

自動的に解消するものではないと判示されている（See. Bolling v. Commissioner, 357 F.2d 3, 
(1966), p.10.）。 
794 See. Kaiser Steel Corp. v. United States, U.S. Dist. LEXIS 15276, (1982), p.28. 



 203 

目的に適していると判断した。……この判断は支持されるものである。795」 

 

このように、当裁判所は、下級審である連邦地方裁判所判決を支持し、本件債務の額が金額合理

的正確性要件を充足すると判示している。そして、連邦地方裁判判決では、本件債務の額が当該要

件を充足するか否かについて、医療業界における情報の反映、及び、信頼性かつ再現性の観点から

検討し 796、本件債務の額が適切かつ十分な定性的かつ定量的な情報を考慮したものであると判示さ

れている 797。 

上記連邦地方裁判所判決に、債務の額が納税者の企業の経験に基づく入力値により算定されたこ

とを踏まえれば、金額合理的正確性要件とは、入力値に関する基準を有しており、業界及び企業の

経験に基づく情報を源泉とすること、そして、係る源泉に基づく定性的かつ定量的な情報を反映す

ることが指標となると解される。また、当裁判所は、本件争点について、論理性かつ科学性という

観点にも言及していることから、当該要件には、算定方法に関する基準も存在すると解される。 

 続いて取り上げるThompson事件は、納税者の算定した不良債権に係る将来の見積損失額（引当

金繰入額）が金額合理的正確性要件を充足すると判断された事件である。連邦巡回裁判所は「引当

金繰入額を構成するものは、一般的な事業の状況に関連する事実と環境に依存する。798」としたう

えで、以下のように判示し、納税者の請求を容認している。 

 

「……引当金の合理性のある評価について、規則は納税者が事業年度終了時において、利

用可能な知識に基づき算定しなければならないとされる。……そして、納税者は、本件債

権の回収可能性が事象の本質的な流れにより十分に裏付けられる根拠に基づくことを証明

した。したがって、本件引当金繰入額の算定方法が合理的であることは明らかである。799」 

 

 このように、当該事件判決は、金額合理的正確性要件の充足として、利用可能な知識を反映する

こと、係る知識が一般的な事業の状況に関連する事実及び環境に依存するものであり、債権の回収

可能性という個別的事象の本質的流れにより裏付けられることと判示している。これは、当該事件

判決が当該要件充足のために反映すべき情報の源泉を、一般的な事業の状況に関連する事実と環境

及び個別的事象という業界及び企業の経験に基づく情報としていることを意味する。したがって、

当該事件判決より示される当該要件とは、Kaiser Steel Corp.事件判決と同様、入力値に関する基準

を有し、業界及び企業の経験に基づく情報を源泉とすることを指標としていることになる。また、

当裁判所は、Kaiser Steel Corp.事件判決と同様、算定方法の合理性についても言及されていること

 
795 Kaiser Steel Corp. v. United States, 717 F.2d 1304, (1983), p.1308-1309. 
796 See. U.S. Dist. LEXIS 15276, (1982), supra note 794, p.39 and p.44. 
797 Ibid., pp.44-45. 
798 Thompson v. Commissioner, 761 F.2d 259, (1985), p.262. 
799 Ibid., p.269. 



 204 

から、当該要件には、算定方法の合理的正確性に関する基準が存在すると解される。 

第二に、納税者の見積額が金額合理的正確性要件を充足しないと判断された Deauville 

Operating Corp.事件を取り上げる。本件は、納税者の計算した不良債権に係る将来の見積損失額（引

当金繰入額）が金額合理的正確性要件を充足したかどうかを争点とする。本件争点について、連邦

裁判所は以下のように判示し、納税者の請求を棄却している。 

 

「引当金繰入額の合理性は、事業年度終了時に存在する事実を考慮して決定される。内国

歳入庁長官は I.R.C. § 166(c)に基づき引当金繰入額の合理性に関する裁量権を与えられて

いるため、……納税者は納税者の貸倒引当金繰入額が合理的であること、かつ、内国歳入

庁長官の決定が恣意的かつ裁量権の濫用であることを立証しなければならない。800」 

「納税者は、納税者の公認会計士Lecinson氏の証言により、その地域及び旅行業界におけ

る経済状況の変化に関する証拠を提示している。……しかしながら、納税者は一般的な経

済状況としての概括のみを提示したに過ぎず、これは貸倒引当金繰入額の算定方法の合理

性を証明するという納税者の責任を果たすには不十分である。また、経済状況の変化に関

する証拠は、……あまりに推測的な要素でしかない。したがって、納税者は I.R.C. § 166(c)

に基づく立証責任を果たせていないため、本件請求を棄却する。801」 

 

このように、当裁判所は、本件債務の額について、一般的な業界における情報のみを反映するこ

とが合理的正確性の立証に不十分であるとして、当該要件を充足しないと判示している。つまり、

当該事件判決より、本件債務の額が反映すべき情報の源泉を不足しているということが示唆される。 

もっとも、当裁判所は、その具体的な情報の源泉を明らかにしていないが、この点については、

第一で取り上げた事件との比較より推断される。Kaiser Steel Corp.事件判決、及び、Thompson

事件判決は、当該要件を充足するための指標として、業界及び企業の経験に基づく情報を反映する

ことを挙げている。その一方で、Deauville Operating Corp.事件判決では、一般的な業界における

経済状況の変化に関する情報のみを反映した債務の見積額が当該要件を充足しないと判示されてい

る。つまり、両者間に存在する相違点は、企業の経験に基づく情報を反映したかどうかという点と、

その見積額が当該要件を充足すると判示されたかどうかである。したがって、当裁判所において不

足するとされた情報の源泉とは、企業の経験に基づく情報であると解することができる。 

以上を整理すると、金額合理的正確性要件とは、入力値に関する基準を有しており、当該基準は、

業界及び企業の経験に基づく情報を反映することを指標とするものであるといえる。また、Kaiser 

Steel Corp.事件判決、及び、Thompson事件判決より、当該要件が算定方法に関する基準を有する

と解することに特段の問題はないと考えられる。 
 

800 Deauville Operating Corp. v. Commissioner, 49 T.C.M. 464, (1985), p.17. 
801 Ibid., pp.18-20. 
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4. 結果及び考察 

 最後に、これまでの検討結果を整理する。そして、その結果を踏まえて、財務会計との比較分

析に基づき、税務会計上の負債の計上に関して若干の考察を行う。 

まず、偶発損失を素材とした負債計上要件に関する検討結果を整理する。負債計上要件のうち、

債務事実確定要件とは、蓋然性基準を有し、債務履行の回避不可能性を指標とすること、そして、

当該要件が測定可能性に関する基準を有していない要件である。金額合理的正確性要件とは、算定

方法及び入力値に関する基準を有し、後者指標として、業界及び企業の経験に基づく情報を反映す

ることを要求する。経済的効果発揮要件とは、課税公平性を反映したものであり、GAAPとの間に、

負債計上時点の相違を生じさせる要件である。 

そして、以上の検討結果を踏まえて、I.R.C. § 461(h)の負債計上要件とASC 450-20の認識要件

を比較すると、以下の3点が示唆される。 

第一は、蓋然性に関する捉え方の相違である。I.R.C. § 461(h)は、債務事実確定要件において、

蓋然性基準を有し、債務履行の回避不可能性を指標とする。これに対して、ASC 450-20における

蓋然性要件は、可能性が高いことを要求としている。これは、蓋然性として要求する内容が異なる

ことを示している。 

そして、この蓋然性に関する捉え方の相違は、前節で取り上げたFred Nesbit Distributing Co.

事件のような事例において、負債計上時点の差異として現れる。つまり、事業年度終了時において、

発生の可能性が高く、かつ、債務履行が回避不可能ではない債務に関して、税務会計では、債務履

行が回避不可能ではないため、債務事実確定要件が充足せず、負債として計上されない。これに対

して、財務会計では、当該債務は、発生の可能性が高いため、蓋然性要件を充足し、負債として計

上される。このように、税務会計と財務会計では、負債計上に関して、蓋然性の捉え方に相違があ

り、その相違は租税法とGAAPにおける取扱いの相違へと反映されることになる 802。 

第二は、見積額の算定方法の選定に関する捉え方の相違である。税務会計では、偶発損失の見積

額に関して、金額合理的正確性要件の有する入力値に関する基準のもとで、業界及び企業の経験に

基づく情報を反映することを要求する。この点は財務会計と共通する。ASC 450-20は、測定可能

性要件のもとで、利用可能な情報に基づき算定することを要求しており、この利用可能な情報につ

いて、企業の経験やその他の情報とし 803、その源泉として企業の同様のケースにおける経験や他の

 
802 もっとも、Kaiser Steel Corp.事件判決は「全事象テストが充足された場合、……納税者の取扱

いは財務会計と一致することになる。（717 F.2d 1304, (1983), supra note 795, p.1306.）」と判断し

ていることは留意すべきである。しかしながら、これは、あくまで全事象テストを充足した債務に

関して、租税法とGAAPにおける取扱いが一致する場合があることを示したに過ぎず、I.R.C. § 
461(h)の債務の事実の確定要件がASC 450-20の蓋然性要件と同義であることを示したものではな

いと解される。 
803 See. FASB, (2019a), supra note 347, 450-20-55-2 and 450-20-55-8. 
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企業の経験に基づく情報を挙げている 804。 

このように、ASC 450-20は、企業の経験や他の企業の経験に基づく情報、つまりは業界及び企

業の経験に基づく情報を要求していることから、入力値に関する基準においては、税務会計と財務

会計において、大きな相違は存在しない。 

ただし、見積額の算定方法の選定に関しては相違が存在すると解される。税務会計では、過去の

事例において、貸倒引当金の算定方法は、内国歳入庁長官またはその代理人の有する裁量権により

確立された「ブラックモーター算式（6年間の貸倒実績率の移動平均法）」が、唯一の適切なものと

されていた 805。これは、金額の算定方法として、税務会計独自に確立された方法を要求される場合

が存在することを示している 806。そして、税務会計及び財務会計が、負債計上に際して、測定可能

性を要求していることを踏まえれば、この相違は負債の計上額のみならず、負債計上時点にも相違

を生じさせることになる。したがって、税務会計と財務会計では、認識及び測定に影響を及ぼす見

積額の算定方法の選定に関して、その捉え方に相違が存在するといえる。 

第三は、I.R.C. § 461(h)における経済的効果発揮要件という税務会計固有の要件により示される

相違である。課税公平性を反映する当該要件は、債務履行を認識基準とし、規定上、納税者に対す

る、または、納税者による財またはサービスの移転を指標とする。そして、当該要件のもとで、偶

発損失は、債務履行時点よりも前の時点で偶発損失を負債として計上することが容認されない 807。

一方、財務会計では、意思決定有用性を反映したASC 450-20において、これと同一または類似す

る要件を有していない。そのため、債務履行時点よりも前の時点で偶発損失を負債計上することが

容認される。このように、税務会計と財務会計では、それぞれの目的の相違が具体的な要件の相違

として表されている。そして、当該要件の沿革を考慮すれば、当該要件によって生じる租税法と

GAAP との間の取扱いの相違は、当該要件が導入された1984 年税制改正をもって顕在化したとい

える。 

 以上のとおり、I.R.C. § 461(h)における負債計上要件については、債務事実確定要件、金額合理

的正確性要件、経済的効果発揮要件のすべてにおいて、ASC 450-20の認識要件である蓋然性要件

及び測定可能性要件との間に、捉え方の相違が存在しており、その相違が租税法とGAAPにおける

取扱いの相違として反映されている。そして、このことは、別段の定めがある項目以外の項目を対

象とする I.R.C. § 461(h)の目的論的解釈に基づき導出されたものである。それゆえ、税務会計上の

負債の定義が財務会計上の負債の定義と異なることを示すものであり、別段の定めがあるかどうか

 
804 See. Ibid., 450-20-55-12. 
805 See. Rev. Rul. 76-362, 1976-2, C.B. 45, (1976). 
806 もっとも、税務会計上、このような履行前の債務は債務の経済的効果の発揮要件を充足せず負

債として計上されないため、債務の額の算定という観点のみが税務会計と財務会計の間で取扱いの

相違を生じさせることは、事実上存在しないと考えられる。 
807 See. Cunningham, (1985), supra note 719, p.585, Jensen, (1985), supra note 666, p.478 and 
Jensen, (1988), supra note 719, p.252. 
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を問わず、負債計上時点、つまりは、所得控除に係る諸項目の認識時点について、財務会計との間

に差異が生じることは自明である、という結論が導かれる。 

 

第5項 結果及び考察 

最後に、検討1.及び検討2.を踏まえて、I.R.C. § 461(h)のいう負債計上要件である債務事実確定

要件、金額合理的正確性要件、経済的効果発揮要件について、その有する認識概念を体系化する。 

検討1.より導かれた結論は次のとおりである。債務事実確定要件とは、蓋然性基準を有し、法的

債務であることを指標とすること、金額合理的正確性要件とは、算定方法及び入力値に関する基準

を有し、前者基準の指標は、法的に定められた方法、業界及び納税者の経験に基づき確立された方

法、後者の指標は、後発事象に基づく修正可能性を入力値に反映させないこと、そして、経済的効

果発揮要件とは、認識基準として、債務履行基準を有し、明文規定どおり、納税者に対する、また

は、納税者による財またはサービスの移転を指標とする。 

検討2.より導かれた結論は次のとおりである。債務事実確定要件とは、蓋然性基準を有し、債務

履行の回避不可能性を指標とすること、当該要件が測定可能性に関する基準を有していない。金額

合理的正確性要件とは、算定方法及び入力値に関する基準を有し、前者基準の指標は、法的に定め

られた方法、業界の経験に基づき確立された方法、納税者の経験に基づき確立された方法、税務会

計独自に確立された方法、割引計算以外の方法、そして、後者基準の指標は、業界及び企業の経験

に基づく情報を反映する。経済的効果発揮要件とは、課税公平性を反映し、GAAPとの間に、負債

計上時点の相違を生じさせるものである。 

そして、以上の結果について、本章第 2 節における規定の概要、第 3 節における裁判例の沿革、

及び、立法趣旨解釈を考慮して体系化すると、課税公平性を反映した発生主義のもとでの所得控除

に係る諸項目の認識概念は、図表7-2のようにまとめることができる。 
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図表7-2「I.R.C. § 461(h)のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念詳細」 

目的 主義 原則 要件 基準 指標 
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公 

平 

性 

発 
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主 
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発 
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認識 
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・ 法的債務であること 
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要件 
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件 

算定方法

に関する 

基準 

・ 法的に定められた方法 

・ 業界の経験に基づき確立された

方法 

・ 納税者の経験に基づき確立され

た方法 

・ 税務会計独自に確立された方法 

・ 割引計算以外の方法 

入力値 

に関する 

基準 

・ 業界及び企業の経験に基づく情

報を反映すること 

・ 後発事象に基づく修正可能性を

入力値に反映させないこと 

経済的 

効果 

テスト 

認識 

要件 

経済的

効果発

揮要件 

債務履行 

基準 

・ 納税者に対する財またはサービ

スの移転 

・ 納税者による財またはサービス

の移転 

（出典：筆者作成） 

 

第5節 本章のまとめ 

 本章では、我が国法人税法 22 条 4 項のいう課税公平性を反映した一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の比較対象として、I.R.C. § 461(h)を素材とし、課税公平性を反映した発生主義の

もとでの所得控除に係る諸項目の認識概念に関する検討を試みた。 

 第2節では、規定の概要として、所得控除に係る諸項目が発生主義のもとで発生原則に従うこと、

I.R.C. § 461(h)のいう全事象テスト及び経済的効果テストの充足により判定されること、全事象テ

ストが認識要件である債務事実確定要件、認識及び測定要件である金額合理的正確性要件で構成

されること、そして、経済的効果テストが経済的効果発揮要件で構成されることを確認した。 

第3節では、全事象テスト及び経済的効果テストの基本的考え方の整理として、裁判例沿革及び

立法趣旨を概観した。裁判例の沿革では、全事象テストの起源であるAnderson 事件判決をはじめ

として、その後の連邦最高裁判所判決の動向を整理し、その結果として、現在における全事象テス

トの基本的考え方が、Hughes Properties事件判決、すなわち、債務が最終かつ明確な金額となる
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こと、固定かつ絶対となること、無条件となることを要求するものであり、係る債務を固定かつ確

定するための全事象が生じるまで、所得控除算入を容認しないことを定めた認識及び測定概念であ

ることを確認した 808。 

次いで、立法趣旨では、全事象テストが内国歳入法典にコード化され、経済的効果テストが導入

された 1984 年税制改正に焦点を置き、本改正における議会報告書を概観した。その結果、各要件

の基本的考え方については、債務事実確定要件とは、債務の偶発性の程度を判定するものであり、

債務履行時点の確実性を問わない蓋然性基準を有すること、金額合理的正確性要件とは、金額の合

理的正確性の程度を判定する基準が存在し、そのもとで業界及び納税者の経験に基づく見積計算を

容認すること、経済的効果発揮要件とは、債務履行基準を有し、納税者に対する、または、納税者

による財またはサービスの移転を指標とすることを確認した。 

さらに、本節では、発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念が、裁判所判決におい

て、事実認定の問題であると判示されていることを確認し 809、係る認識概念の具体化にあたっては、

具体的取引ベースでの裁判例分析が必要となることを示した。 

第4節では、これまでの検討、及び、本稿第5章結論において提案した財務会計との比較分析を

前提に、財務会計上の項目である ARO 及び偶発損失を素材とし、裁判所判決に基づく帰納的分析

を行い、課税公平性を反映した所得控除に係る諸項目の認識概念を検討した。その結果を概念レベ

ルに応じて体系化したものが図表7-2であり、これを本章の結論として提示した。 

もっとも、本章結論は、ARO 及び偶発損失を素材として導かれたものであり、限界がある。つ

まり、本章結論のいう認識指標とは、厳密にいえば、所得控除に係る諸項目に係る諸項目を認識す

るための十分条件に該当するものであり、必要十分条件を表すものではない。そのため、本章結論

をもって認識概念のすべてが明確化されたと解することは妥当でなく、より詳細な結論を導出する

ためには、ARO及び偶発損失以外の項目を素材とした検討が要求される。 

さらに、本章結論は、経済的効果発揮要件の意義についても議論の余地を残す。当該要件は、1984

年税制改正の議会報告書に従えば、全事象テストにおける所得控除額の過大評価という問題に対し

て、複雑性及び管理の困難性という弊害の観点から導入されたものである 810。そして、議会報告書

では、所得控除に係る諸項目の認識として、理論上、債務履行時点で債務の総額を所得控除算入す

る方法と、債務発生時点で債務の割引額を所得控除算入する方法が存在することが示されている 811。

そのため、当該要件は、1984年当時において生じる割引計算導入に伴う技術的問題を背景とした要

件といえる。 

そして、現在、裁判所は、移転価格税制における独立企業間価格の算定方法として、割引計算を

 
808 See. 476 U.S. 593, (1986), supra note 283, pp.600-601. 
809 See. 71 F.3d 209, (1995), supra note 285, p.216. 
810 See. H.R. Rep. No. 432, pt. 2, 98th Cong., 2d Sess., (1984), supra note 290, pp.260-261. 
811 See. Ibid., pp.260-261. 
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容認している 812。また、ARO のように、会計基準のもとで、割引計算（期待現在価値技法）が業

界及び納税者の経験に基づき確立された方法となっていることも事実である。このような状況を踏

まえれば、将来的に、係る技術的問題は解消し得るものであり、課税公平性を反映した発生主義の

もとでの所得控除に係る諸項目の認識概念として、金額合理的正確性要件のもとで割引計算を導入

し、経済的効果発揮要件を廃止するということも選択肢として考えられる。 

以上のとおり、本章結論については、所得控除に係る諸項目を認識するための必要十分条件を明

確化できていない点、そして、将来志向的の観点が不足している点で限界がある。しかしながら、

本章結論が第 4 章結論、すなわち、我が国法人税法 22 条 4 項のいう一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概念よりも、多くの情報を有していることは明ら

かであり、この点において、本章結論は比較対象としての機能を十分に果たし得るものである。そ

こで本稿では、次章において、前章及び本章結論から入手可能な情報をもって、我が国法人税法22

条4項との比較分析を試みることとする。 

 

  

 
812 See. Nestle Holdings v. Commissioner, 1995 Tax Ct. Memo LEXIS 439, (1995). 
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第8章 我が国法人税法22条4項に関する推論―アメリカ合衆国との比較分析を中心として― 

第1節 はじめに 

 本章では、これまでの検討を踏まえて、法人税法22条4項のいう一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の有する認識概念について、アメリカ合衆国との比較分析をもって検討する。本稿

では、第2章から第4章において、我が国法人所得の会計方法である一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準について、立法趣旨解釈及び裁判例分析から、その有する認識概念を検討した。た

だし、その結論については、その認識概念の一部が明確化されたに過ぎず、不明確部分を残す点で、

検証及び展開の必要性が指摘される。そこで第4章では、その検討方法として、アメリカ合衆国と

の比較分析を提案し、第5章から第7章にわたり、アメリカ合衆国における課税公平性を反映した

発生主義のもとでの法人所得の会計方法の有する認識概念について検討を試みた。 

そこで本章では、アメリカ合衆国との比較分析をもとに、一般に公正妥当と認められる会計処理

の基準の有する認識概念のうち、第4章結論における不明確部分についての推論を試みる。そのた

め、本章の全体の構成は次のとおりとする。第2 節では、本章全体の検討素材及び方法を提示し、

第3節において、比較分析に基づく推論を行う。そして、第4節において、その結果をもとに、一

般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念についての若干の考察を行う。最後に、

第5節では、本章全体のまとめを行い、本章結論に対する課題を示す。 

 

第2節 検討素材及び方法 

 本章の目的は、アメリカ合衆国との比較分析をもって、法人税法22条4項のいう一般に公正妥

当と認められる会計処理の基準の有する認識概念を推論することにある。ただし、本稿第4章結論

については、導出した検討方法ゆえに限界が指摘されるものであり、その留意点として、検証必要

性、アメリカ合衆国との比較分析という検討方法としての成立可否、そして、成立する場合におけ

る比較分析を行う際の差異調整の有無を明らかにする必要が指摘される。そこで本章検討にあたっ

ては、まず比較可能性分析を行い、上記留意点を検討し、その結果を踏まえて、比較分析を行い、

本稿第4章結論の不明確部分についての推論を行うことする。 

比較可能性分析にあたっては、法人税法22条4項を検証対象、I.R.C. § 446を比較対象とし、検

証対象及び比較対象のもとでの法人所得の会計方法の性質が同一または類似するかどうかを判定す

る方法を採用する。具体的な比較検証項目については、上記検討目的から、必要十分なものとして、

「法人所得」、「法人所得の構成要素」、「各構成要素に係る諸項目」、「法人所得の会計方法」、「構成

要素すべてに係る認識及び測定概念」、「規定立法の背景」、「法人所得の会計方法の反映する目的」、

「財務会計との関係性」を選択することとする。そのため、上記比較検証項目については、本稿第

2章、第3章、第4章、第5章から入手可能な情報に限定される。 

次に、比較分析にあたっては、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金及び損

金に係る諸項目の認識概念を検証対象、I.R.C. § 451(b)及び I.R.C. § 461(h)の有する認識概念を比較
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対象とする。そして、検討にあたっては、比較可能性分析結果として導出された差異調整の有無を

考慮して、検証対象の不明確部分を比較対象で補完する方法を採用する。そのため、比較分析にお

ける検討素材は、本稿第4章、第6章、及び、第7章から入手可能な情報に限定される。 

 

第3節 検討 

第1項 比較可能性分析 

1. 検討 

本稿では、我が国法人税法22条4項とアメリカ合衆国 I.R.C. § 446を比較分析する。それぞれ

の規定のこれまでの検討結果は以下のとおりである。 

法人税法22条4項に関して、本稿第2章から第4章より入手可能な情報は次のとおりである。

我が国における法人税の課税標準は所得であり 813、益金から損金を構成要素とする 814。ここでい

う益金に係る諸項目は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲

渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業

年度の収益の額、つまりは、財またはサービスの移転に係る収益、損金に係る諸項目は、別段の定

めがあるものを除き、原価・費用・損失とされる 815。そして、収益及び原価・費用・損失が法人税

法22条4項のもとで、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される 816。 

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準については、本項検討より、その背景を課税所得と

企業利益との開差の縮小とすること 817、その有する認識及び測定概念として発生主義を採用するこ

と、現在において、当該発生主義が課税公平性を反映すること、さらには、財務会計との関係性に

おいて、企業利益の計算原理との間に、目的の相違に基づく認識概念の差異が存在することが示さ

れている 818。 

I.R.C. § 446に関して、本稿第5章より入手可能な情報は次のとおりである。アメリカ合衆国に

おける法人税の課税標準は課税所得であり 819、総所得及び所得控除を構成要素とする 820。ここで

いう総所得に係る諸項目は、別段の定めがあるものを除き、金銭、財またはサービスの移転から実

現される所得であり 821、所得控除に係る諸項目の項目は、別段の定めがあるものを除き、原価・費

 
813 法人税法21条参照。 
814 法人税法22条1項参照。 
815 法人税法22条2項及び22条3項参照。 
816 法人税法22条4項参照。 
817 西原宏一（1967）前掲注69、75頁参照。 
818 最判平成5年11月25日民集47巻9号5278頁前掲注153、最判平成6年9月16日刑集48
巻6号357頁前掲注160参照。 
819 See. I.R.C. § 11(a). 
820 See. I.R.C. § 63(a). 
821 See. I.R.C. § 61(a) and Treas. Reg. 1.61-1(a). 
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用・損失とされる 822。そして、所得及び原価・費用・損失は、I.R.C. § 446のもとで、所得を明瞭

に反映する会計方法である発生主義に従い計算される 823。 

法人所得の会計方法である発生主義については、その背景を租税法とGAAPとの調和とすること

824、発生主義が課税公平性を反映すること、そして、現在において、GAAPとの間に、目的の相違

に基づく認識概念の差異が存在することが示されている 825。 

 以上の情報を「法人所得」、「法人所得の構成要素」、「各構成要素に係る諸項目」、「法人所得の会

計方法」、「構成要素すべてに係る認識及び測定概念」、「規定立法の背景」、「法人所得の会計方法の

反映する目的」、「財務会計との関係性」に従い整理すると、図表8-1のようにまとめることができ

る。 

  

 
822 See. I.R.C. § 162(a) and Treas. Reg. 1.162-1(a). 
823 See. I.R.C. § 446(a) and (b). 
824 See. H.R. Rep. No. 1337, 83d Cong., 2d Sess., (1954), supra note 290, p.48 and S. Rep. No. 
1622, 83d Cong., 2d Sess., (1954), supra note 290, p.62. 
825 See. 439 U.S. 522, (1979), supra note 200, pp.542-543. 
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図表8-1「法人税法22条4項と I.R.C. § 446との比較可能性分析の結果」 

比較検証項目 我が国 アメリカ合衆国 

法人所得 

（課税標準） 
所得 課税所得 

法人所得の 

構成要素 
益金及び損金 総所得及び所得控除 

益金（総所得）に 

係る諸項目 

財またはサービスその他の取引に

係る収益 

金銭、財またはサービスの移転か

ら実現される所得 

損金（所得控除）に 

係る諸項目 
原価・費用・損失 原価・費用・損失 

法人所得の 

会計方法 

一般に公正妥当と認められる 

会計処理の基準 
所得を明瞭に反映する会計方法 

構成要素すべてに 

係る認識及び測定概念 
発生主義 発生主義 

規定立法の背景 
課税所得と企業利益との 

開差の縮小 
租税法とGAAPとの調和 

法人所得の会計方法の 

反映する目的 

課税公平性 

（公平な所得計算という要請） 

課税公平性 

（公平な歳入確保） 

財務会計との関係性 目的の相違に基づく差異が存在 目的の相違に基づく差異が存在 

（出典：筆者作成） 

 

2. 結果及び考察 

以上の比較可能性分析の結果から示されることは、法人所得及び法人所得の会計方法に関する比

較検証項目において、我が国とアメリカ合衆国との間に、同一性が観察できるということである。

とりわけ、各構成要素に係る諸項目、規定立法の背景、法人所得の会計方法の反映する目的、財務

会計との関係性における同一性は、法人税法22条4項が課税所得と企業利益との開差の縮小を背

景としながらも、本規定のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が税務会計の目的であ

る課税公平性を反映し、その結果として、企業利益の計算原理との間に、目的の相違に基づく認識

概念の差異が存在することの正当性を示すものである。したがって、アメリカ合衆国との比較可能

性分析より、本稿第4章結論については、検証結果として、その妥当性が示される。 

さらに、上記比較可能性分析の結果は、反映される目的の同一性より、目的論的解釈の範囲内に

おいて、アメリカ合衆国との比較分析という検討方法の妥当性を示すものであり、一般に公正妥当
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と認められる会計処理の基準の有する認識概念については、当該検討方法に基づき、I.R.C. § 451(b)

及び I.R.C. § 461(h)の有する認識概念をもって、差異調整なく推論可能であるということが示され

る。そこで次節では、検証対象を一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金及び損

金に係る諸項目の認識概念、比較対象をI.R.C. § 451(b)及びI.R.C. § 461(h)の有する認識概念とし、

検証対象の不明確部分を比較対象でもって補完することにより、その認識概念を推論することとす

る。 

また、上記比較可能性分析の結果として、本稿第4章結論の妥当性が示されたことは、当該結論

から副次的に示された法人税法 74 条 1 項に対する私見についても、同様に妥当性を有するという

ことが示される。 

本稿第 4 章でも述べたように、法人税法 74 条 1 項とは、内国法人が確定した決算に基づき所得

の金額を記載した申告書を提出しなければならないとし 826、その趣旨に対する解釈としては、狭義

解釈と広義解釈が存在する。前者については、形式的意義、すなわち「内部取引のように、対外的

には実現されるものでないものについては、株主総会の手続きを要件とすることにより、内部的な

コントロールを期待すること 827」 を有するとするものであり、後者については、この形式的意義

に加え実質的意義、すなわち「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準で計算され、かつ株主

総会の承認等を得て確定した決算の利益を基礎とし、法人税法の別段の定めによる一定の申告調整

を行い、課税所得を計算すること 828」を有するとするものである。 

そして、本稿では、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準について、課税公平性を反映す

るものであり、意思決定有用性を反映する会計基準との間に、目的の相違に基づく認識概念の差異

が存在するという本項第 4 章結論をもって、法人税法 74 条 1 項から実質的意義の導出が不可能で

あるとして、狭義解釈を支持するとともに、本規定が単なる手続規定にすぎないことを示した。こ

の私見が第4章結論の妥当性に付随して、妥当性を有するものであるということが示される。 

 

第2項 比較分析 

1. 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金に係る諸項目の認識概念 

以下に、I.R.C. § 451(b)の有する認識概念との比較分析をもとに、一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の有する益金に係る諸項目の認識概念の推論を行う。これまでの検討結果は以下の

とおりである。 

検証対象である一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金に係る諸項目の認識概

念は、本稿第4章図表4−1で示したとおりであり、反映される目的・主義・原則・要件・基準・指

標を、それぞれ課税公平性・発生主義・実現原則・収入すべき権利の確定・財またはサービスの移

 
826 法人税法74条1項参照。 
827 水野忠恒（2021）前掲注6、468頁。 
828 日本公認会計士協会（2010）前掲注14、6頁。 



 216 

転・財の引渡しとする。比較対象である I.R.C. § 451(b)の有する認識概念のうち、課税公平性を反

映した発生主義のもとでの総所得に係る諸項目の認識概念は、第6章図表6−2に示したとおりであ

り、原則・要件・基準を、それぞれ実現原則・全事象テストのいう権利固定要件・便益及び負担の

移転によるアプローチを採用した財またはサービスの移転とする。そして、係る基準を捕捉するた

めの指標としては、出荷、船積み、検収のうち、継続適用することを要求する財の引渡し、及び、

所有に伴う利益及びリスク移転が挙げられる。なお、当該認識概念には、金額合理的正確性要件と

いう測定要件が存在する。 

 推論にあたっては、検証対象と比較対象が目的・主義・原則を共通とし、かつ、財の引渡しとい

う同一の指標を有するため、検証対象の情報を維持しつつ、その不明確部分を比較対象の情報をも

って補完する。具体的には、検証対象の有する要件以下に、比較対象の有する権利固定要件以下の

認識概念が組み込まれることとなり、その結果が図表 8-2 である。なお、測定要件については、本

稿の検討対象外であるが、同様に補完される情報として組み込みつつ、その具体的内容として「N/A」

を入力している 829。 

 

図表8-2「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金に係る諸項目の認識概念」 

目的 主義 原則 要件 基準 指標 

課 

税 

公 

平 

性 

発 

生 

主 

義 

実 

現 

原 

則 

収入 

すべき 

権利の

確定 

認

識 

要

件 

権利固定 

要件 

財またはサー

ビスの移転 

：便益負担アプ

ローチ 

 財の引渡し 

（出荷、船積み、検収） 

 所有に伴う利益及び

リスクの移転 

測

定 

要

件 

金額合理的 

正確性要件 
N/A N/A 

（出典：筆者作成） 

 

2. 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概念 

以下に、I.R.C. § 461(h)の有する認識概念との比較分析をもとに、一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概念の推論を行う。これまでの検討結果は以下の

とおりである。 

 
829 推論にあたっては、収入すべき権利の確定の「確定」と権利固定要件のいう「固定」を区別し

ない。その理由は、先行研究において、確定と固定という文言がいずれも「fixed」とされており、

両者の相違が翻訳の相違に由来するものと考えられるためである（水野忠恒（2021）前掲注6、190
頁、223頁参照）。 
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検証対象である一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概

念は、本稿第4章図表4−2で示したとおり、反映される目的・主義を、それぞれ課税公平性・発生

主義とし、それ以下の概念については明らかにされていない。比較対象である I.R.C. § 461(h)の有

する認識概念のうち、課税公平性を反映した発生主義のもとでの所得控除に係る諸項目の認識概念

は、第7章図表7−2で示したとおり、発生原則に従い、認識要件を債務事実確定要件、金額合理的

正確性要件、経済的効果発揮要件とする。 

債務事実確定要件については、蓋然性基準を有し、係る基準を捕捉するための指標としては、法

的債務であること、及び、債務履行の回避不可能であることが挙げられる。次に、金額合理的正確

性要件については、算定方法に関する基準、及び、入力値に関する基準を有し、前者基準の指標と

しては、法的に定められた方法、業界の経験に基づき確立された方法、納税者の経験に基づき確立

された方法、税務会計独自に確立された方法、割引計算以外の方法が挙げられる。また、後者基準

の指標としては、業界及び企業の経験に基づく情報を反映すること、後発事象に基づく修正可能性

を入力値に反映させないことが挙げられる。最後に、経済的効果発揮要件については、債務履行基

準を有し、その債務の性質により、納税者に対する、または、納税者による財またはサービスの移

転を指標とする。 

推論にあたっては、比較対象及び検証対象が目的及び主義を共通とするため、検証対象の情報を

維持しつつ、その不明確部分を比較対象の情報をもって補完する。具体的には、検証対象の有する

原則以下に、比較対象の有する権利固定要件以下の認識概念が組み込まれ、その結果が図表8−3で

ある。 
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図表8-3「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概念」 

目的 主義 原則 要件 基準 指標 

課 

税 

公 

平 

性 

発 

生 

主 

義 

発 

生 

主 

義 

の 

原 

則 

認識 

要件 

債務事実 

確定要件 

蓋然性 

基準 

・ 法的債務であること 

・ 債務履行が回避不可能であること 

認識 

・ 

測定 

要件 

金額合理的 

正確性要件 

算定方法 

に関する 

基準 

・ 法的に定められた方法 

・ 業界の経験に基づき確立された方法 

・ 納税者の経験に基づき確立された方

法 

・ 税務会計独自に確立された方法 

・ 割引計算以外の方法 

入力値 

に関する 

基準 

・ 業界及び企業の経験に基づく情報を

反映すること 

・ 後発事象に基づく修正可能性を入力

値に反映させないこと 

認識 

要件 

経済的効果 

発揮要件 

債務履行

基準 

・ 納税者に対する財またはサービスの

移転 

・ 納税者による財またはサービスの移

転 

（出典：筆者作成） 

 

第4節 結果及び考察 

 最後に、本章における検討結果を踏まえて、法人税法22条4項の性格についての若干の考察を

行う。なお、本章比較分析の結果については、図表8-2及び8-3のとおりである。 

 第一は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する益金に係る諸項目の認識概念、及

び、法人税法22条2項より示される法人税法22条4項の性格である。法人税法22条2項は、法

人所得の構成要素である益金について定めた規定であり、「資産の販売、有償又は無償による資産の

譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事

業年度の収益の額とする。830」とされる。そして、この益金に係る諸項目である収益の性質から導

出される会計方法が「権利確定主義の原則」である。 

 権利確定主義の原則は、反映される目的を課税公平性とされる 831。そして、水野忠恒教授は、同

原則について、所得の実現、すなわち「取引上の権利……が確定するに至った状態 832」を捕捉する

 
830 法人税法22条2項。 
831 水野忠恒（2021）前掲注6、306頁参照。 
832 同上、470頁。 
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会計方法であり、係る捕捉時点について、「「収入すべき金額」が確定した時 833」と述べられている。

さらに、同教授は、益金の諸項目である財またはサービスの移転に係る収益について、資産の現実

の引渡しが勘案されると述べられている 834。 

 同教授の見解を認識概念レベルで整理すると、権利確定主義の原則の有する認識概念とは、反映

される目的・主義・原則・要件・基準・指標を、それぞれ課税公平性・発生主義・実現原則、収入

すべき権利の確定・剤またはサービスの移転・資産の引渡しとする。そして、これは図表8−2で示

した推論結果と一致するものである。したがって、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の

有する益金に係る諸項目の認識概念については、法人税法22条2項の解釈によっても同一の認識

概念が導出されるという点で 835、法人税法22条4項と法人税法22条2項は相互確認的な性格を

有するといえる 836。 

 第二は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概念、及

び、法人税法22条3項より示される法人税法22条4項の性格である。法人税法22条3項は、法

人所得の構成要素である損金について定めた規定であり、同法同条同項1号、2号、3号において、

それぞれ「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」、「当

該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに

債務の確定しないものを除く。）の額」、「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るも

の」とされる。そして、この費用の性質から導出される会計方法が「債務確定主義の原則」である。 

 債務確定主義の原則は、反映される目的を課税公平性とされる 837。そして、同原則は、法人税法

基本通達2-2-12のもとで以下のように記されている。 

 

「法人税法基本通達2-2-12838」 

法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該

事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲

げる要件の全てに該当するものとする。 

 
833 同上、300頁。 
834 同上、470頁。 
835 同上、466頁参照。また、この点については、裁判所が「最高裁判所平成５年11月25日第1
小法廷判決においては、法人の収益の計上は、法的な権利行使の可能性に基づく権利確定主義を原

則とする（東京高判平成26年4月23日訟月60巻12号2655頁）」と判示していることからも裏

付けられる。 
836 もっとも、有力とされる見解では、権利確定主義の原則は、「利得が納税者のコントロールのも

とに入ったという意味での「管理支配基準」を適用するのが妥当」とされる（金子宏（2019）前掲

注9、312頁参照）。そのため、当該基準と本稿のいう便益負担アプローチが同義であるかどうかに

ついては、検討必要性が指摘される。 
837 水野忠恒（2021）前掲注6、306頁参照。 
838 法人税法基本通達2-2-12、佐藤友一郎（2019）『法人税法基本通達逐条解説 九訂版』税務研究

会出版局、286頁参照。 
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(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。 

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべ

き原因となる事実が発生していること。 

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができ

るものであること。 

 

当該通達に挙げられた(1)から(3)は、それぞれ債務事実確定要件、経済的効果発揮要件、金額合理

的正確性要件と同一の内容を有する 839。そのため、債務確定主義の原則とは、課税公平性を反映し、

上記3要件を有するものであるから、その認識概念は図表8-3で示した推論結果と一致する。した

がって、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概念につい

ては、法人税法22条3項の解釈によっても同一の認識概念が導出されるという点で 840、法人税法

22条4項と法人税法22条3項は相互確認的な性格を有するといえる。 

もっとも、上記第二の私見については次の留意点が存在する。それは、上記に示した法人税法22

条3項より示される法人税法22条4項の性格とは、厳密にいえば、損金に係る諸項目、原価・費

用・損失のうち、費用の性質から導出されるものであり、原価及び損失においても、上記私見が同

様に成立するかという点については、定かではないということである 841。しかしながら、以下の原

価と費用、及び、損失と費用の関係性より、債務確定主義の原則は原価及び損失においても適用さ

れることが示されるため、上記留意点は解消される。 

まずは、原価と費用の関係性についてである。原価とは、法人税法22条3項1号のもとで、別

段の定めがあるものを除き、「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準

ずる原価の額 842」とされ、費用性資産である棚卸資産の取得価額から期末棚卸資産評価額を控除す

ることによって計算される 843。つまり、原価を計算基礎で分解すると、「棚卸資産の取得価額」と

「期末棚卸資産評価額」となる。 

 
839 もっとも、債務の成立を蓋然性で捕捉するかどうかという点は議論の余地が残る。 
840 水野忠恒（2021）前掲注6、466頁参照。 
841 これは、原価及び損失に関して、一般に、債務確定主義の原則が要求されないとする見解が存

在することから指摘されるものである。同見解を支持する先行研究としては、岡村忠生（2016）「法

人税法22条3項1号の売上原価と費用見積金額」中里実・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘編『租

税判例百選 第6版』有斐閣、104-105頁、谷口勢津夫（2018b）前掲注187、para.400、法人税

法基本通達2-2-1等が挙げられる。 
842 法人税法22条3項1号。 
843 ここでいう棚卸資産は、法人税法2条20号のもとで、「商品、製品、半製品、仕掛品、原材料

その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの」と定義される（法人税法2条20号

参照）。 
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棚卸資産の取得価額については、法人税法2条のもとで、棚卸資産の購入代価に消費し又は販売

の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額 844、期末棚卸資産評価額については、別段

の定め（法人税法29条）のもとで、「棚卸資産の取得価額の平均額をもって事業年度終了の時にお

いて有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人

が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額 845」とされる。つまり、法人

税法22条3項1号のいう原価とは、厳密にいえば、別段の定めのある期末棚卸資産評価額が除か

れるため、棚卸資産の取得価額を指す。 

そして、原価の計算方法、つまりは棚卸資産の取得価額から期末棚卸資産評価額を控除すること

は、一般に、棚卸資産販売に係る収益の獲得に直接貢献した部分の金額を計算する方法であり、対

応原則に従うものとされる 846。これを法人所得の構成要素に係る諸項目である収益及び費用の観点

から換言すれば 847、係る計算方法とは、棚卸資産取得時において、損金として認識されるべき棚卸

資産の取得に要した費用を、対応原則に従い、収益獲得に直接貢献する時点に修正する方法といえ

る 848。つまり、棚卸資産の取得価額とは、資本化された棚卸資産の取得に要する費用といえる。 

また、原価とは、一般に、収益の獲得に直接貢献する項目、費用とは、収益獲得に間接的に貢献

する項目とされる 849。これは、原価と費用が、収益への対応関係において、直接か間接かによって

峻別されることを示すものであり、その峻別が事業目的に依存することを意味する。そのため、事

業目的に応じて相対的・流動的な原価と費用とは、根源的な性質の相違を有していないものである。

さらにいえば、係る峻別は、対応原則のもとで棚卸資産の取得価額を配分する過程で行われるもの

である 850。 

このように、法人税法22条3項1号のいう原価、つまりは原価の計算基礎である棚卸資産の取

得価額は、棚卸資産の取得に要する費用であり、同法同条同項2号のいう費用と同一の性質を有す

 
844 法人税法施行令32条1項1号参照。 
845 法人税法29条1項。 
846 谷口勢津夫（2018b）前掲注187、para.429参照。なお、厳密にいえば、谷口勢津夫教授は、

企業会計原則の「費用収益対応の原則」と表現している。しかしながら、立法趣旨である「法人税

法の一部改正」において、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準と企業会計原則が同義では

ないことが示されているため、本稿では、その区別として「対応原則」と表現する。 
847 ここでいう収益及び費用の観点とは、フローから一定の期間の利益を測定する「損益法」の観

点であり、本稿では、これを棚卸資産の資産性の観点と区別している。 
848 ここであえて「修正」という文言を用いているのは、本稿において、対応概念を認識概念の上

位概念に位置付けていることによる。つまり、本稿における対応原則とは、損金に係る諸項目につ

いて、損金としての認識を繰り延べるものではなく、間接的対応を射程とした認識概念のもとでの

発生時点を直接的対応のもとでの発生時点へと修正するものとしている。 
849 谷口勢津夫（2018b）前掲注187、para.399参照。 
850 完成工事原価についても同様であり、その計算方法は、製造等のために要した費用の合計額か

ら期末棚卸資産評価額を控除する方法であり、係る費用と法人税法22条3項2号のいう費用の峻

別は、対応原則に従い、係る費用を完成工事原価と期末棚卸資産評価額とに配分する過程で行われ

る（法人税法29条、法人税法施行令32条1項2号参照）。 
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るものである。したがって、原価の性質から債務確定主義の原則の有する認識概念を導出すること

は可能であり、同原則は原価に対しても同様に適用されることになる 851。 

次に、損失と費用の関係性についてである。損失は、法人税法22条3項3号のもとで、別段の

定めがあるものを除き、「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの 852」と定義

される。そして、損失は、一般に、収益獲得に貢献しない項目であり 853、費用との関係性において、

相対的・流動的であるとされる 854。そのため、損失は、費用と根源的な相違を有しておらず 855、

同一の性質を有するものである。したがって、損失の性質から債務確定主義の原則の有する認識概

念を導出することは可能であり、同原則は損失に対しても同様に適用されることになる 856。 

以上のとおり、別段の定めがあるものを除き、法人税法22条3項1号及び3号のいう原価及び

損失は、いずれも同法同条同項2号のいう費用と性質を同じくするものであり、それぞれの性質か

ら債務確定主義の原則の有する認識概念の導出を可能とする。そして、このことは、上記第二の私

見として、法人税法22条4項と法人税法22条3項が相互確認的な性格を有するとした本章副次的

結論が、費用においてのみ成立するものではなく、原価及び損失においても同様に成立することを

示すものであり、先に指摘した留意点が解消されることとなる。 

 

 
851 もっとも、最判平成16年10月29日第二小法廷において、最高裁判所は、「近い将来に上記費

用を支出することが相当程度の確実性をもって見込まれており、かつ、同日の現況によりその金額

を適正に見積もることが可能であったとみることができる。このような事情がある場合には、当該

事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が確定していないときであっても、上記の見積金額を

法人税法22条3項1号にいう「当該事業年度の収益に係る売上原価」の額として当該事業年度の

損金の額に算入することができると解するのが相当である。（最判平成16年10月29日第二小法廷

刑集58巻7号697頁）」と判示している。しかしながら、当該事件判決は、債務の確定していない、

つまりは発生していない取得に要する費用を、対応原則のみをもって認識している点で留意すべき

であり、費用の認識概念、及び、原価の計算方法の観点からみれば、当該事件判決の問題が指摘さ

れる。 
852 法人税法22条3項3号。 
853 谷口勢津夫（2018b）前掲注187、para.398参照。 
854 同上、para.398参照。 
855 例えば、財務会計上の定義にではあるが、概念フレームワークでは、費用と損失の関係性につ

いて、「費用と損失を特に区別することなく一括して…、費用と称している。それらを細分して独立

の要素とみなければならないほど、根源的な相違があるとは考えられないからである。（企業会計基

準委員会（2006）「討議資料 財務会計の概念フレームワーク」、前掲注166、para.25.）」とされて

いる。 
856 もっとも、先行研究においては、損失には、災害による資産の評価損のように、債務を観念す

ることができないものが存在するため、債務確定主義の原則が適用されないとする見解がみられる

（岡村105頁参照。）。しかしながら、係る評価損については、損金算入を容認する別段の定め（法

人税法33条）が存在するため、法人税法22条3高3号のいう損失からは除外されるものであり、

これをもって、一義的に、同原則が損失に適用されないとすることは妥当でないと解される。 
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第5節 本章のまとめ 

本章では、法人税法22条4項のいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識

概念について、アメリカ合衆国との比較分析をもって検討を試みた。 

検討にあたっては、第一に、比較可能性分析として、我が国法人税法22条4項を検証対象、ア

メリカ合衆国 I.R.C. § 446を比較対象とし、それぞれの規定の有する法人所得の会計方法の性質を

比較した。その結果、両規定の性質において、同一性が観察されたため、これをもって、本稿第4

章結論の妥当性、アメリカ合衆国との比較分析という検討方法の妥当性、そして、比較分析におけ

る差異調整が不要であることを示した。また、この結果より、第4章結論から副次的に示された法

人税法74条1項の趣旨に関する私見についてもその妥当性を示した。 

第二に、比較分析においては、検証対象を一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する

認識概念、比較対象を I.R.C. § 451(b)及び I.R.C. § 461(h)のもとでの認識概念とし、検証対象の不

明確部分を比較対象から入手可能な情報をもって推論した。その結果については、図表8−2及び8

−3で示したとおりである。また、この結果を踏まえて、法人税法22条4項の性格に関する私見と

して、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念については、収益及び原価・

費用・損失の解釈によっても同一の認識概念を導出されるという点で、法人税法22条4項と法人

税法22条2項及び3項が相互確認的な性格を有することを示した 857。 

もっとも、本章結論については、現行法のもとで、目的論的解釈の範囲内から推論したものであ

り、限界がある。例えば、本稿第6章及び第7章で指摘したように、I.R.C. § 451(b)及びI.R.C. § 461(h)

における認識概念は、帰納的分析により導出された十分条件に該当するものであり、必要十分条件

を表すものではない。そのため、これを比較対象とした本章結論についても同様の限界が指摘され

る。また、その検討方法が目的論的解釈に基づくものであり、それ以外の観点、例えば制度設計上

の相違等を考慮していない点でも、本章結論については限界が指摘される。 

さらにいえば、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概

念については、割引計算の導入可能性という点で別解が考えられる。これは、我が国移転価格税制

 
857 なお、本稿では、法人税法22 条2 項及び 3 項との間で示される法人税法 22 条4 項の性格を、

あえて「確認規定」と表現していない。これは、第6章において検討した「権利の請求理論」と同

様の問題が指摘されるためである。法人税法22条2項及び3項における法人所得の構成要素に係

る諸項目の性質から導出される会計方法とは、諸項目が構成要素に該当するかどうかを判定するも

のであり、その認識概念は係る判定に従属するものである。そのため、係る会計方法の有する認識

概念とは、諸項目が構成要素に該当する時点を判定するものであり、現金主義か発生主義かを問わ

ず適用されるものである。そのため、同一の認識概念が導出されたことをもって、法人税法22条4
項の性格を法人税法22条2項及び3項の確認規定と捉えることは問題があり、法人税法22条4
項については、諸項目の認識及び測定概念を定めた規定として、構成要素に係る諸項目を定めた法

人税法22条2項及び3項と区別し、基本規定の性格を有すると解すべきである。このような観点

から、本稿では、同一の認識概念が導出されたことについて、あえて「法人税法22条4項と法人

税法22条2項及び3項が相互確認的な性格を有する」と表現している。 
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における算定方法として、割引計算が取り入れられていることによる 858。つまり、金額合理的正確

性要件として割引計算を導入することにより、経済的効果発揮要件を不要とする図表8-4のような

推論結果も、本章推論から導出し得るということである 859。 

 

図表8-4「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する損金に係る諸項目の認識概念（別

解）」 

目的 主義 原則 要件 基準 指標 

課 

税 

公 

平 

性 

発 

生 

主 

義 

発 

生 

主 

義 

の 

原 

則 

認識 

要件 

債務事実 

確定要件 

蓋然性 

基準 

・ 法的債務であること 

・ 債務履行が回避不可能であること 

認識 

・ 

測定 

要件 

金額合理的 

正確性要件 

算定方法 

に関する 

基準 

・ 法的に定められた方法 

・ 業界の経験に基づき確立された方法 

・ 納税者の経験に基づき確立された方

法 

・ 税務会計独自に確立された方法 

入力値 

に関する 

基準 

・ 業界及び企業の経験に基づく情報を

反映すること 

・ 後発事象に基づく修正可能性を入力

値に反映させないこと 

（出典：筆者作成） 

 

そして、この場合、少なくともAROについては、税務会計上、「企業会計基準第18号 資産除

去債務に関する会計基準」との間で、認識時点の相違が生じないこととなる。当該会計基準は、ARO

について、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除

去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの 860」と定義している。そ

して、当該会計基準は、AROの認識について、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用

によって発生した時に負債として計上する。861」としたうえで、「資産除去債務の発生時に、当該

債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見

積ることができるようになった時点で負債として計上する。862」としている。また、当該会計基準

 
858 租税特別措置法施行令39条の12第8項6号、財務省（2019）「令和元年度 税制改正の解説」、

592-593頁参照。 
859 これは、債務確定主義の原則を「債務の発生が確実であり、かつその金額が確認できること」

と主張する金子宏教授の見解と同様であると解される（金子宏（2019）前掲注9、368頁参照）。 
860 企業会計基準委員会（2008）「企業会計基準第18号 資産除去債務に関する会計基準」、para.3。 
861 同上、para.4。 
862 同上、para.5。 
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は、AROの測定について、「有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュフローを見積り、

割引後の金額（割引価値）で算定する。863」としている。 

このように、法的債務であり、割引計算により測定されるAROは、これを十分条件とする債務

事実確定要件及び金額合理的正確性要件を充足するため、一般に公正妥当と認められる会計処理の

基準のもとで、当該会計基準と同一時点で認識されることとなる。また、この点については、当該

会計基準における認識及び測定概念がASC 410-20 と同様であること 864、そして、アメリカ合衆

国において、AROがそれぞれ債務事実確定要件及び金額合理的正確性要件を充足することからも

裏付けられる 865。 

このように、本章結論については、現行法のもとで、目的論的解釈の範囲内での推論に基づくも

のであるため、限界があり、上記に指摘した観点からの検証及び検討必要性が今後の課題として挙

げられる。  

 
863 同上、para.6。 
864 See. FASB, (2019a), supra note 347, 410-20-15-2 and 410-20-30-1. 
865 もっとも、係る負債をどのように損金の額に算入させるかについては、議論の余地が残るとこ

ろであり、負債計上時点で負債計上額と同額の費用を損金の額に算入する方法、もしくは財務会計

上の取扱いと同様、負債計上時点で、負債計上額と同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加え、

減価償却を通じて損金算入する方法が考えられる。 
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第9章 総括 

 本稿では、我が国法人所得の会計方法、法人税法22条4項のいう「一般に公正妥当と認められ

る会計処理の基準」について、アメリカ合衆国との比較分析を中心に、その有する認識概念を検討

した。検討にあたっては、本規定の立法趣旨解釈、そして、その結果に基づく裁判例分析から、可

能な限り認識概念を明確化するともに、残る不明確部分については、アメリカ合衆国の法人所得の

会計方法の有する認識概念から入手可能な情報をもって推論を試みた。 

本稿の結論は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の有する認識概念について整理した

本稿第8章図表8-2及び8-3のとおりであり、その意義としては次の点が挙げられる。第一は、我

が国法人所得の会計方法である一般に公正妥当と認められる会計処理の基準について、その有する

認識概念を具体化・体系化したこと、第二は、アメリカ合衆国法人所得の会計方法である発生主義

の有する認識概念を体系化したこと、第三は、我が国法人所得の会計方法に関する検討方法として、

目的論的解釈に基づくアメリカ合衆国との比較分析の有効性を示したこと、第四は、我が国及びア

メリカ合衆国における法人所得の構成要素に係る諸項目の認識概念に関する検討方法として、目的

論的解釈に基づく財務会計との比較分析の有効性を示したことである。 

もっとも、本稿結論については、以下の点で限界が指摘される。 

第一は、検討方法による限界である。本稿結論は、上記検討方法を採用した場合においてのみ成

立するものである。そのため、本稿結論については、当該検討方法以外の方法に基づく検証必要性

が指摘される。 

第二は、検討素材による限界である。本稿結論は、本稿第4章裁判例分析において、一般に公正

妥当と認められる会計処理の基準の意味である「事例についての判断の積み重ねにより明確化され

る」を限定的に解釈し、「事例についての判断の積み重ねにより明文化される」としたうえで、係

る意味と整合する裁判所判決を選定している。また、第8章でも指摘したように、第6章及び第7

章結論、すなわち、アメリカ合衆国における法人所得の会計方法の有する認識概念の十分条件をも

って推論したものである。そのため、本稿結論として示した一般に公正妥当と認められる会計処理

の基準の有する認識概念とは、厳密にいえば、十分条件に該当するものであり、必要十分条件を表

すものではない。そして、この点については、検討素材の選定により生じるものであるから、この

問題を解消するためには、とりわけ第6章及び第7章における検討素材数の拡張が求められる。 

第三は、推論による限界である。本稿では、本稿第8章我が国とアメリカ合衆国との比較分析に

おいて、目的論的解釈に焦点を置き、推論における差異調整の有無を判定している。そのため、本

稿結論については、アメリカ合衆国との比較分析において、反映される目的の同一性以外の観点を

考慮していないものとして、その検証必要性が指摘される。 

第四は、本稿結論の成立時点における限界である。本稿結論として体系化した一般に公正妥当と

認められる会計処理の基準の有する認識概念は、その成立時点が現在に限定される。そのため、過
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去及び将来時点において成立するかどうかについては定かでなく、とりわけ、見解の対立が存在す

る係る本規定に関しては、将来志向的な検討必要性が指摘される。 

以上が本稿の限界として指摘される点であり、係る問題の解消としての検証及び展開が本稿の今

後の課題として挙げられる。 
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